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口絵 １　承應二年（1653）十二月　西郡筋鰍沢村巳之御成ヶ割付之事
鰍沢村で最も古い年貢割付状　代官は平岡岡右衛門である

口絵 ２　承應三年（1654）十二月　西郡筋鰍沢村午之御成ヶ割付之事
前年よりも不作地が増えている



口絵 ３　�延宝元年（1673）十月　一札（来甲刁年ゟ御蔵屋敷年貢二斗五
升に一斗五升を加える旨）
諏訪高嶋藩今井又右衛門が廻米問屋を雨宮十郎右衛門家とする
契約状

口絵 ４　�延宝元年（1673）十月　指上ヶ申一札之事（御蔵屋敷代米四斗請取る、万一宿替
でも米下賜ならばかまい無し）
雨宮十郎右衛門家が諏訪高嶋藩の廻米問屋となる契約請状

口絵 ５　右から諏訪因幡守様御用留①（寛延元〔1748〕～宝暦11年［1761］）表紙
　　　　　　　たて２７㎝×よこ１９㎝　表紙共１４４丁
　　　　　　　諏訪因幡守様御用留②（宝暦11〔1761〕～天明 ４年［1784］）表紙
　　　　　　　たて２７.５㎝×よこ１９.５㎝　表紙共１４３丁
　　　　　　　諏訪因幡守様御用留③（弘化 ４〔1847〕～明治 ３年［1870］）表紙
　　　　　　　たて２５㎝×よこ１６.５㎝　表紙共５８丁

口絵 ６　諏訪因幡守様御用留①の一丁目　表（オモテ）　
新『鰍沢町誌　資料編』ではこの半丁部分が落丁となっている
毎年の廻米の俵数とその運賃や手数料などを記す重要書類



口絵 ７　雨宮家墓所（オテンジンサンという場所）全景　　　右手奥に最も古い墓碑がある

口絵 ８ － １ － １・ ２　雨宮家墓碑　［左］切妻形祠墓碑　雨宮家九代　元和元年（1615）十月廿五日　雨宮十郎左衛門
法隆院宗覚日義　妻　元和八年（1622）八月十六日　宝林院妙台日光　甲府盆地で最も古い近世夫婦墓　新『鰍沢町誌　
資料編』口絵では「雨宮与一左衛門」としているが、雨宮家の歴代史料により「雨宮十郎左衛門」とした。この翌年、徳
川家康とイギリスのシェークスピアがなくなっている　高さ101㎝
口絵 ８ － ２ － １・ ２　［右］宝篋印塔形墓碑　雨宮家十代
寛永九年（1632）八月一日　雨宮甚兵衛　心性院覚圓宗芳日厳　妻　正保三年（1646）十月廿九日　詠光院春窓妙薫日香　
十郞左衛門夫婦墓に次ぐ古い夫婦墓　高さ217㎝

口絵 ８ － １ － １ 口絵 ８ － １ － 2 口絵 ８ － 2 － １

元
和
元
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隆 

院 

宗 

覚 
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上
の
写
真
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寶 

林 

妙 

臺 
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光

元
和
八
壬
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八
月
十
六
日

寛
永
九
申壬
八
月
朔
日

覚 

圓 

宗 

芳

（
右
の
写
真
・
下
段　

基
礎
）

春　

窓　

妙　

薫

正
保
三
戌丙
十
月
廿
九
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面
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向
か
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）�

華

　
　

（
正
面
）�

妙
法

上　

（
向
か
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口絵 ８ － 2 － 2

〈上段・塔身〉



　
　
　
　
富
士
川
町
郷
土
資
料
叢
書
第
十
集
の
刊
行
に
よ
せ
て

富
士
川
町
教
育
長　

樋
　
口
　
和
　
仁
　

　

甲
州
三
河
岸
の
一
つ
鰍
沢
河
岸
に
は
、
江
戸
時
代
の
信
濃
国
（
現
在
の
長
野
県
）
に
あ
っ
た
諏
訪
高
嶋
藩
（
す
わ
た
か
し
ま
は
ん
）
か
ら
輸
送
さ

れ
た
年
貢
米
を
貯
蔵
す
る
御
米
蔵
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
は
こ
れ
ま
で
十
分
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

富
士
川
町
鰍
沢
の
雨
宮
利
之
家
（
諏
訪
問
屋
）
は
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
前
期
の
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
か
ら
明
治
初
め
ま
で
、
諏
訪
高
嶋

藩
（
諏
訪
藩
と
も
い
う
）
三
万
石
の
廻
米
問
屋
を
請
け
負
う
関
係
が
続
い
た
よ
う
で
す
。

　

高
嶋
藩
の
城
下
上
諏
訪
か
ら
は
、
甲
州
道
中
を
韮
崎
ま
で
た
ど
り
、
こ
こ
で
右
に
折
れ
て
駿
信
往
還
（
す
ん
し
ん
お
う
か
ん
）
に
入
り
ま
す
。
次

の
宿
場
は
荊
沢
（
ば
ら
ざ
わ
・
南
ア
ル
プ
ス
市
）
で
、
そ
こ
か
ら
青
柳
村
追
分
（
お
い
わ
け
）
を
右
手
に
曲
が
り
、
鰍
沢
に
至
る
の
で
す
。
こ
の
ル
ー

ト
で
運
ば
れ
た
諏
訪
藩
の
年
貢
米
は
富
士
川
を
下
り
、
岩
渕
河
岸
や
清
水
湊
を
へ
て
江
戸
ま
で
運
ば
れ
た
の
で
す
。

　

記
録
を
見
て
み
ま
す
と
、
年
貢
米
は
多
い
年
で
三
千
俵
以
上
、
少
な
い
年
で
も
五
百
俵
以
上
が
鰍
沢
に
輸
送
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
運
ん
だ
の
が
、

信
州
の
中
馬
（
ち
ゅ
う
ま
）
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
す
。
中
馬
は
一
頭
に
標
準
で
二
俵
の
米
俵
を
つ
け
、
一
人
の
馬
子
（
ま
ご
）
が
二
頭
か
ら
三
頭
の

馬
を
曳
い
て
や
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
そ
の
米
が
、
鰍
沢
の
雨
宮
家
の
お
蔵
に
次
々
に
納
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
鰍
沢
村
は
二
二
五
軒
・
一
、
三
九
九
人
の
大
き
な
村
で
す
が
、
当
時
七
十
人
家
族
の
雨
宮
与
市
左
衛
門
家
は
、
五
十

八
人
の
下
男
・
下
女
を
抱
え
る
村
一
番
の
大
家
族
で
し
た
。
一
軒
で
村
全
体
の
二
十
分
の
一
の
人
口
を
養
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
鰍
沢
村
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
五
二
八
軒
・
二
、
四
二
六
人
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
六
八
三
軒
・
三
、
一
四
五
人
、
明
治

十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
は
八
〇
四
軒
・
三
、
九
七
〇
人
に
ま
で
成
長
す
る
の
で
す
。

　
　
　
　

二
〇
二
六
年
（
令
和
八
年
）
三
月
吉
日



番
号 史　料　名 年　代 差　出　人 請　取　人 形

態
数
量 ページ

1 西郡筋鰍沢村巳之御成ヶ割付之事
（1～3が貼合わされている）

承応
2. 12. 5
巳　（1653）

平岡々右㊞ 名主
百姓中

状 1

11

2 西郡筋鰍沢村午之御成ヶ割付之事 承応
3. 12. 5
午　（1654）

平岡々右㊞ 名主
百姓中

状 1

11

3 西郡筋鰍沢村未之御成ヶ割付之事 明暦
元. 11. 28
未　（1655）

平岡々右㊞ 名主
百姓中

状 1

11

4 西郡筋鰍沢村卯之御成ヶ割付之事
（4・5が貼合わされている）

寛文
３．霜．３
卯　（1663）

太　甚兵㊞ かちか沢村
名主惣百性中

状 1

12

5 西郡筋鰍沢村辰之御成ヶ割付之事 寛文
4. 12. 9
辰　（1664）

太　甚兵㊞ 鰍沢村
名主惣百性中

状 1

12

6 一札（御蔵屋敷3畝歩・年貢2斗5升
に、入上ヶ1斗5升、合4斗預り、甲
刁ゟ毎年出す）

延宝
元. 10. 27
癸丑（1673）

今井又右衛門㊞（花押） 雨宮十郞右衛門殿 状 1

13

7 指上ヶ申一札之事（御蔵屋敷代米4斗
請取る、万一宿替でも米下賜ならば
かまい無し）

延宝
元. 10. 27
癸丑（1673）

甲州鰍沢村
雨宮十郞右衛門

諏方因幡守様御内
今井又右衛門殿

状 1

13

8 信州米酒御法度書（内題　指出シ申
一札之事、信州米酒は一切売買しな
い、内証にて売買しない）

寶永
3. 10.
丙戌（1706）

久之丞/郷右衛門/六郎左
衛門/与次左衛門㊞/七兵
衛㊞/次左衛門㊞/藤十郎
㊞ 

藤兵衛㊞次右衛門㊞
権兵衛㊞喜兵衛㊞与
右衛門㊞六兵衛㊞助
兵衛㊞喜右衛門㊞弥
五左衛門㊞（全65名）

状 1

13

9 諏訪因幡守様御用留①
（寛延元～宝暦11年［1761］）

寛延
元. 10. 吉
辰（1748）

鰍沢河岸
雨宮与一左衛門

冊 1
14
44

10 三河岸御運上御吟味上納書付扣（甲
府塩問屋再興願への対応として三河
岸運上納付）

宝暦
4. 11. 10
甲戌（1754）

鰍沢
雨宮十郞右衛門

上飯田御代官
上倉彦左衛門様
御役所　他城代

状 1

14

11 添書一札之事
（屋敷売渡証文、表4間・裏26間、代
金15両）

宝暦
9. 3.
　卯（1759）

十郞右衛門 妙臺寺様 状 1

18

12 寛文十二年御検地書抜覚
（宝暦十一年書之、寛文3年～）

宝暦
11. .
　　　（1761）

雨宮氏 横 1

18

13 諏訪因幡守様御用留②
（宝暦11～天明4年［1784］）

宝暦
11. 11.
巳　（1761）

雨宮十郞右衛門 冊 1
19
65

14 乍恐以書付奉願上候（鰍沢御番所に
て船荷差押え一件、青柳河岸役人言
上へ返答）

（宝暦12）
. 9.
午　（1762）

鰍沢村名主政右衛門㊞
長百姓十郞右衛門㊞
同玉之丞㊞同重右衛門

町野惣右衛門様
御役所

状 1

19

鰍澤　雨宮利之家文書目録　　　（年代順）番
号 史　料　名 年　代 差　出　人 請　取　人 形

態
数
量 ページ

15 差上申一札之事（青柳河岸の商い荷
物取扱いと旅人宿泊に、鰍沢河岸差
止め出入）

明和
6. 9. 7
丑　（1769）

訴訟人青柳村惣代問屋太
郞左衛門他4名、相手鰍沢
村名主問屋玉之丞

御奉行所 状 1

20

16 諏訪伊勢守様御入部扣
（8/2韮崎宿本陣岩下兵助泊へ挨拶）

文化
14. 仲秋.
丑　（1817）

雨宮与一左衛門 冊 1

23

17 為取替書付之事（小物成山割合は両
家廟所境、畑地作徳は両家妙臺寺回
向料にする）

文政
5. 9.
午（1822）

鰍沢村恒蔵㊞与市左衛門
㊞、高田村扱人喜内㊞東南
胡村同七兵衛㊞

［恒蔵は分家］ 状 1

24

18 議定書之事（本家与一左衛門と分家
恒蔵との争論取極め、廟所・諏訪問
屋・家作手当等）

文政
7. 2.
申（1824）

鰍沢村訴訟方恒蔵㊞差添
長蔵㊞相手方与一左衛門
㊞他10名（妙臺寺も）

状 1

24

19 記
（妙臺寺境内除地書上）

天保
3. 正.
　 （1832）

野村彦右衛門当分御預所
小室妙法寺末同州（同）郡
鰍沢村　妙臺寺

状 1

25

20 差出申一札之事（貴殿ゟ清左衛門殿
江相懸る一件落着）

天保
4. 4.
巳（1833）

潮き院（花押）
妙誠院（花押）

与一左衛門殿 状 1

25

21 乍恐以書付奉願上候
（御米蔵瓦葺き建替願、天正以来の由
緒を記す）

天保
9. 6.
戊戌（1838）

鰍沢河岸
問屋
雨宮与一左衛門㊞

御作事方
御役所

状 1

25

22 借用申米代金之事（諏訪蔵米百俵請
取、代金42両1分3朱、残金32両1分
3朱極月25日迄）

天保
12. 8.
丑（1841）

天神中条村
借用人
七郎左衛門㊞

鰍沢村
与市左衛門殿

状 1

25

23 覚
（染屋渡世元手金30両受取）

天保
14. 3. 晦
　 （1843）

金子請取人新重郎（爪印）
立合人飯野村次右衛門/同
㝡勝寺村重左衛門他2名

与市左衛門殿 状 1

26

24 乍恐以書付奉願上候
（去7月殿様傳奏となり、用立金50両
下げ渡し願）

天保
15. 4.
甲辰（1844）

雨宮与一左衛門㊞ 御勝手方
御役所様

状 1

26

25 家督引訳譲状之事
（相続人寅五郞/別家新十郎）

天保
15. 6. 12
甲辰（1844）

本人与一左衛門㊞親類六
兵衛㊞親類弥平太㊞親類
飯野村冶右衛門㊞他4名

状 1

26

26 借地証文之事
（屋敷1ヶ所借用し土蔵建立、地代甲
銀30匁）

弘化
3. 5.
午（1846）

借地主虎之丞㊞
証人長次右衛門㊞

与一左衛門殿 状 1

27

27 差出申一札之事（後見親類飯野村治
右衛門不実意者、其方共も親類一切
頼まず）

弘化
4. 正.
丁（1847）

親　与一左衛門㊞ 新十郎
寅五郞

状 1

27

28 乍恐以書付奉願上候
（殿様江戸御廻米問屋扶持下付、家督
相続届）

弘化
4. 10.
未（1847）

甲州巨摩郡鰍澤河岸
問屋雨宮虎五郞㊞
飯野村後見治右衛門㊞

諏訪因幡守様御内
波多野佐膳様
千野平太様他4名

状 1

28

29 諏訪因幡守様御廻米問屋名前引替御
用留日記
（家督相続）

弘化
4. 10.
未（1847）

甲州巨摩郡鰍澤宿
雨宮虎五郎
後見　治右衛門

諏訪因幡守様
御内波多野左膳様
千野平太様他4名

冊 1

28

─　7　─ ─　6　─
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態
数
量 ページ

30 諏訪因幡守様御用留③
（弘化4～明治3年［1870］）

弘化
4. .
未（1847）

問屋
雨宮与市左衛門
義尚

冊 1
30
90

31 乍恐以書付奉愁訴候（与一左衛門跡
式を弟虎五郞に相続させ兄新十郎を
別家に不満）

嘉永
元. 4.
　申（1848）

右鰍沢村百姓
与一左衛門忰
新十郎（爪印）

市川
御役所

状 1

30

32 為取替申内済書之事
（多祢と分地之居屋敷新十郎の争論）

嘉永
改元. 8.
申（1848）

多祢（爪印）新十郎（爪印）
虎五郞㊞虎五郞後見飯野
村次右衛門㊞他6名

状 1

31

33 借用申質地之事（中畑2畝3歩、代金
甲金30両、3年季）

嘉永
3. 2.
戌（1850）

質主　作平㊞
証人　与一左衛門㊞
　　　伊之助㊞

虎之丞殿 状 1

32

34 差出申一札之事（丑年私居屋敷50両
で売渡し、明け渡し手切金15両受取）

嘉永
7. 8.
寅（1854）

売主　伊之助
証人　治右衛門

与一左衛門殿 状 1

32

35 乍恐以書付奉願上候
（廻米川下げ、1艘80文増、695文に願
う、下書と写2通）

安政
元. 12.
甲寅（1854）

甲州鰍沢宿
御廻米問屋
雨宮与一左衛門㊞

御勝手方
御役所様

状 2

32

36 乍恐以書付奉願上候（廻米運賃丑寅2
年1艘永80文増願）

（安政2ヵ）
. . ［1855］

状 1
33

37 乍恐以書付奉願上候
（寅11月大地震での御米蔵修復金50両
拝借願、写共2通）

安政
2. 2.
乙卯（1855）

甲州鰍沢宿御廻米問屋
雨宮与一左衛門㊞
飯野村後見治右衛門㊞

御勝手方
御役所様

状 2

33

38 乍恐以書付奉願上候
（寅11月大地震での御米蔵修復金60両
拝借願）

安政
2. 8.
乙卯（1855）

甲州鰍沢宿御廻米問屋
雨宮与一左衛門㊞
飯野村後見治右衛門㊞

御勝手方
御役所様

状 1

33

39 奉願拝借仕候金子證文
（大地震での御蔵修復金30両10年賦拝
借願）

安政
2. 8.
乙卯（1855）

鰍沢河岸御廻米問屋雨宮
与一左衛門㊞飯野村請人
兄後見治右衛門㊞他1名

両角鎌次郎様/吉田式
部左衛門様/赤沼三郎
兵衛様他5名

状 3

33

40 一札之事（文政7申年別家議定以来、
此度北方境取縺れ、隣家立合い取極め）

文久
3. 3.
　亥（1863）

───
───
───

─── 状 1

34

41 覺（金弐百疋諏訪大明神護摩堂永代
常夜燈寄附神納請取）

文久
4. 2
甲子（1864）

諏方上社別当所如法院㊞セ
話人柳平亀右衛門㊞同五
味長助㊞他2名

甲州鰍沢村諏訪問屋
雨宮与市左衛門殿

状 1

34

42 覚
（御払米千三百俵入札、1俵4斗入、
金10両ニ付17俵7分替）

（元治元）
. 11.
子（1864）

甲州鰍沢村入札人
長次右衛門㊞又左衛門㊞
三郎右衛門㊞

上 状 1

34

43 乍恐以書付奉願上候
（米500俵岩渕河岸輸送ニ付十嶋番所
通荷願）

元治
2. 2.
丑（1865）

天神中条村
願人百姓源七印
名主幸左衛門印

田中御役所（成瀬官
一郞印十嶋御番所御
番人中）

状 1

35

44 乍恐書付を以奉願上候
（川下げ運賃五割増、永1貫42文5分
願、同文2通）

慶應
元. 8.
丑（1865）

鰍沢河岸船頭惣代
弥次右衛門㊞同政七㊞
同音兵衛㊞他1名

高嶋御勝手方
御役所

状 2

35
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45 乍恐以書付奉願上候
（金百両、十年賦拝借で御米蔵修覆願）

慶應
元. 9.
乙丑（1865）

鰍沢河岸御米問屋雨宮与
市左衛門/
後見　治右衛門

御勝手方
御役所

状 1

36

46 乍恐以口上書奉願上候（川下げ運賃
208文増で御公儀御三分江戸廻米同様
903文願）

慶應
元. 9.
乙丑（1865）

鰍沢河岸御米問屋
雨宮與市左衛門/
後見　治右衛門

御勝手方
御役所

状 1

36

47 奉願拝借仕候金子證文
（大地震での御蔵修復金70両、10年賦
拝借願、同文2通）

慶應
元. 12.
乙丑（1865）

鰍沢河岸御米問屋雨宮與
一左衛門/後見治右衛門/
上諏訪町請人増屋㐂七

久保嶋豪蔵様/今井順
八様/志賀初右衛門様
/菊地六郎右衛門様

状 2

37

48 対談議定書之事（さくめ岩渕村齊藤
縫蔵後妻ニ成るにより、百姓株跡式
相続人取極）

慶應
2. 6.
丙寅（1866）

本家與市左衛門/親類治右
衛門/同長重郞/隣家六兵
衛/組合藤重郞

おさくめ 状 1

37

49 差上申御請書之事（岩渕迄川下げ賃
丑1ヶ年限486文増永で永1貫181文と
する旨）

慶應
2. 6.
寅（1866）

青柳河岸船頭惣代源七/問
屋太郞左衛門/黒沢河岸船
頭惣代惣右衛門他3名

市川御役所 状 1

37

50 乍恐奉願上候口上書
（満水のため米蔵台木下付願）

慶應
2. 10.
丙寅（1866）

甲州鰍沢宿
御廻米問屋
雨宮與市左衛門㊞

御勝手方御役所 状 1

38

51 御米積根太松丸太木積書
（末口4寸長2間物100挺代金420匁）

（慶應2）
　. 10.
寅（1866）

鰍沢宿
雨宮與一左衛門㊞

（宛名欠） 状 1

38

52 乍恐以口上書奉願上候
（川下げ運賃1艘30俵積、永1貫381文
頂戴願）

慶應
2. 10.
丙寅（1866）

甲州鰍沢宿
御廻米問屋
雨宮與一左衛門

御勝手方御役所 状 1

38

53 乍恐以書付奉願上候（◯俵印玄米550
俵・糯・蕎麦、十嶋御番所通過手形
交付願）

慶應
2. 11. 18
寅（1866）

諏訪因幡守様廻米問屋鰍
沢河岸与市左衛門㊞問屋
其右衛門㊞名主市左衛門
㊞

市川御役所 状 1

39

54 差出し申一札之事（当河岸は今9日よ
り17日迄9日間、江戸廻米に限らず川
下げせず）

慶應
3. 6.
丁卯（1867）

鰍澤河岸船頭惣代
縫右衛門㊞
奥右衛門

御廻米御掛り
笠原儀左衛門殿

状 1

39

55 乍恐以書付奉願上候（船頭共、丑年
川下げ運賃7割増願、同文2通内1通
破損甚し）

慶應
3. 7.
丁卯（1867）

鰍澤河岸
御廻米問屋
雨宮與一左衛門㊞

高嶋御勝手方
御役所

状 2

39

56 乍恐以書付奉願上候
（川下げ運賃、本領並1貫529文願）

慶應
3. 8.
丁卯（1867）

甲州鰍沢宿
御廻米問屋
雨宮與一左衛門

御勝手方
御役所

状 1

40

57 乍恐以書付奉願上候（◯俵印玄米
2566俵・蕎麦20俵、十嶋御番所通過
手形交付願）

慶應
3. 11. 5
卯（1867）

諏訪因幡守様廻米問屋
鰍沢村百姓与市左衛門
名主喜兵衛

市川御役所
（増田安兵衛手附→十
島御番所）

状 1

40

58 御廻米目録
（慶応2年9月～同3年6月迄の分）

慶應
3. 12.
卯（1867）

鰍澤河岸問屋
雨宮與市左衛門

高嶋様
御廻米御掛り
宮澤忠兵衛殿

状 1

40
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59 （廻米仕法書、前7行ほど欠、新『鰍
沢町誌　資料編』ｐ221～222、原田
公房家文書参照）

（年未詳）
辰. 10.  

状 1

41

60（五ヶ年倹約令） （年未詳）
　. 9.

状 1
42

61 差出申村手形之事
（破船手形、白米3俵・斧12箇）

（明治4）
　. 正. 27
　未（1871）

箱原村名主
依田清三郎㊞

鰍澤河岸
雨宮重左衛門様
（重郞右衛門カ）

状 1

42

62 御請書之事（今年廻米元河岸鰍沢河
岸に定、他2河岸は鰍沢河岸に出張、
平等に取扱）

（明治4）
　. 10.
辛未（1871）

鰍沢河岸問屋中込清左衛
門、青柳村問屋小川内太郞
左衛門、黒沢村問屋村枩茂
右衛門

甲府縣御役所 状 1

43

63（田畑屋敷山林其他一筆限代価附取調
帳提出督促）

明治
6. 6. 21
（1873）

山梨縣令藤村紫朗
（正副戸長）

各区村々正副戸長
（村方伍長中）

状 1

43

64 以口上書奉願上候（今般証券縄入、
妙臺寺屋敷御調願）

（年未詳）
　. 6.

妙臺寺樋口日慈㊞差添雨
宮与一左衛門㊞（他1）

村方御役元 状 1
43

65（区内小学校献納金3円褒状） 明治
7. 11. 1
（1874）

山梨縣令藤村紫朗 巨摩郡第三十一区鰍
澤村［　　　］（欠損）

状 1

43

66 用達会社開設ニ付入用
（出金覚、明治9年10月～11年9月迄、
小遣い帳）

明治
9. 10.
（1876）

横 1
掲載
せず

67 社外之荷物運送之儀ニ付伺（明治11
年雨宮與市左衛門鰍澤内外用達会社
設立届出す）

明治
9. 11. 16
（1876）

内外用達会社
社頭南貞助

駅逓頭
前島密殿

冊 1
掲載
せず

68（運輸・甲・拡達三店富士川共同乗船
所設置に当り、1月～3月）依頼書（他
書類有）

明治
28. 1.
（1895）

西八代郡豊和村・南巨摩郡
五明村・鰍澤村･鰍澤村鬼
島組・五開村など

綴 1
掲載
せず

69（御初尾金2分1朱、大札12小札12祈
祷料受取、火災消除）

（年未詳）
子. 正. 21

秋葉寺役寮㊞ 甲州巨摩郡鰍澤村
雨宮與（市）右衛門殿

状 1 掲載
せず

70 町村協議費課出法要旨 （年未詳）
　　　

冊 1 掲載
せず

71 村会議案附録 （年未詳）
　

南巨摩郡鰍澤村 冊 1 掲載
せず

72（雨宮家歴代戒名記録） （年未詳） 状 1 掲載
せず

─　10　─



雨
宮
利
之
家
文
書　
（
年
代
順
）

１
承
應
二
年
（
一
六
五
三
）
十
二
月　
西
郡
筋
鰍
沢
村
巳
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

　

西
郡
筋
鰍
沢
村
巳
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

一
高
五
百
六
石
壱
斗
五
升
四
合　
　
　
　
　
　
　

高
辻

　
　
　

五
石
三
斗
五
升
五
合　
　
　
　

道
代

　
　
　

九
斗
七
升
九
合　
　
　
　
　
　

歩
違

　
　
　

六
斗
弐
升
八
合　
　
　
　
　
　

山
崩

　
　

内
壱
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　
　

口
留
番
屋
敷

　
　
　

壱
石
六
斗
三
升
六
合　
　
　
　

御
蔵
屋
敷

　
　
　

四
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍛
冶
屋
敷

　
　
　

拾
三
石
八
斗
九
升
三
合　
　
　

永
川
成

　
　
　

弐
石
四
斗
弐
升　
　
　
　
　
　

巳
之
改
永
川
成

　
　
　

拾
五
石
八
斗
七
升
九
合　
　
　

午
改
永
河
成

　
　
　
　
　

〆
弐
拾
五
石
四
斗
三
升
壱
合

　

残
四
百
八
拾
石
七
斗
弐
升
三
合　
　
　
　
　
　

有
高

　
　

此
取
弐
百
七
拾
弐
石
五
升
八
合

　
　
　
　

内
拾
三
石
壱
斗
六
升　
　
　

巳
之
改
古
荒
地
川
成
起
新
田
取

　
　

一
米
七
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
物
成

右
者
、
本
郷
・
入
作
百
姓
中
立
合
、
無
高
下
様
ニ
割
付
、
来
ル
廿
日
以
前
ニ
可
致
皆
済
者
也
、

　
　
　

承
應
弐
年
巳
十
二
月
五
日　
　

平
岡
々
右
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
中

２
承
應
三
年
（
一
六
五
四
）
十
二
月　
西
郡
筋
鰍
沢
村
午
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

　

西
郡
筋
鰍
沢
村
午
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

一
高
五
百
六
石
壱
斗
五
升
四
合　
　
　
　
　
　
　

高
辻

　
　
　

五
石
三
斗
五
升
五
合　
　
　
　

道
代

　
　
　

九
斗
七
升
九
合　
　
　
　
　
　

間
違

　
　
　

六
斗
弐
升
八
合　
　
　
　
　
　

山
崩

　
　
　

壱
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　
　

御
関
所
番
屋
敷

　
　
　

壱
石
六
斗
三
升
六
合　
　
　
　

御
蔵
屋
敷

　
　

内
四
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍛
冶
や
敷

　
　
　

拾
三
石
八
斗
九
升
三
合　
　
　

永
河
成

　
　
　

弐
石
四
斗
弐
升　
　
　
　
　
　

巳
永
河
成

　
　
　

拾
五
石
八
斗
七
升
九
合　
　
　

午
改
永
河
成

　
　
　

弐
拾
五
石
四
斗
壱
升
四
合　
　

午
当
毛
見
捨
引

　
　
　
　
　

〆
六
拾
六
石
七
斗
弐
升
四
合

　

残
四
百
三
拾
九
石
四
斗
三
升　
　
　
　
　
　
　

有
高

　
　

此
取
弐
百
五
拾
三
石
四
斗
八
升
五
合

　
　
　
　

内
拾
三
石
八
合　
　
　
　
　

巳
改
見
取

　
　

外

　
　
　

米
七
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
物
成

右
者
、
本
郷
・
入
作
百
姓
中
立
合
、
無
高
下
様
ニ
割
付
、
来
ル
廿
日
以
前
ニ
可
致
皆
済
者
也
、

　
　
　

承
應
三
年
午
十
二
月
五
日　
　

平
岡
々
右
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
中

３
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
十
一
月　
西
郡
筋
鰍
沢
村
未
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

　
　
　

西
郡
筋
鰍
沢
村
未
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

一
高
五
百
六
石
壱
斗
五
升
四
合　
　
　
　
　
　
　

御
縄
辻

　
　
　

五
石
三
斗
五
升
五
合　
　
　
　

道
代

　
　
　

九
斗
七
升
九
合　
　
　
　
　
　

間
違

　
　
　

六
斗
弐
升
八
合　
　
　
　
　
　

山
崩

　
　
　

壱
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　
　

御
関
所
番
屋
敷

　
　
　

壱
石
六
斗
三
升
六
合　
　
　
　

御
蔵
や
し
き

　
　
　

四
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍛
冶
屋
敷

　
　

内
拾
三
石
八
斗
九
升
三
合　
　
　

永
河
成

　
　
　

弐
石
四
斗
弐
升　
　
　
　
　
　

巳
永
河
成

　
　
　

拾
五
石
八
斗
七
升
九
合　
　
　

午
永
河
成

　
　
　

拾
三
石
九
斗
弐
升
六
合　
　
　

未
永
河
成

　
　
　

八
拾
弐
石
壱
斗
弐
升
壱
合　
　

未
砂
押

　
　
　

拾
八
石
壱
斗
七
升
四
合　
　
　

未
枯
見
捨

　
　
　
　
　

〆
百
五
拾
五
石
五
斗
三
升
壱
合
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一
高
百
三
拾
弐
石
四
斗
壱
升
七
合　
　
　
　
　
　

同
所
新
田

　
　

内
弐
石
七
斗
三
升
九
合　
　
　
　

卯
之
永
河
成

　
　
　

三
石
三
斗
四
升
六
合　
　
　
　

当
辰
之
砂
お
し

　
　
　
　
　

小
以
六
石
八
升
五
合

　
　

残
百
弐
拾
六
石
三
斗
三
升
弐
合　
　
　
　
　

有
高

　
　
　

此
取
三
拾
八
石
壱
斗
四
升
五
合

一
高
百
拾
壱
石
七
斗
九
升
五
合　
　
　
　
　
　
　

同
所
丑
改
新
田

　
　
　

内
弐
石
弐
斗
八
升
七
合　
　
　

卯
之
永
山
ク
ミ

　
　

残
百
九
石
五
斗
八
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
高

　
　
　

此
取
拾
九
石
七
斗
壱
升
壱
合

取
米
合
三
百
四
石
壱
斗
五
升
八
合

　
　
　
　
　
　

外

　
　

一
米
七
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
物
成

　
　

一
米
三
石
八
斗
三
升
六
合　
　
　
　
　
　
　

子
改
新
小
物
成

右
者
、
本
郷
・
入
作
百
性
中
立
合
、
無
高
下
様
ニ
割
付
、
来
ル
極
月
廿
日
以
前
ニ
可
致
皆
済

者
也
、

　
　
　

寛
文
四
辰
年
十
二
月
九
日　
　

太　

甚
兵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
惣
百
姓
中

６
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
十
月
二
十
七
日　
一
札
（
諏
訪
高
嶋
藩
廻
米
問
屋
引
請
で
、
御

蔵
屋
敷
三
畝
歩
・
年
貢
二
斗
五
升
に
入
上
ヶ
一
斗
五
升
合
四
斗
を
、
延
宝
二
年
ゟ
毎
年
出

す
旨
）

　
　
　
　
　
　

一
札

　

一�

御
蔵
屋
敷
三
畝
歩
之
所
、
本
年
貢
弐
斗
五
升
入
上
ヶ
壱
斗
五
升
、
合
四
斗
ニ
相
定
預
り

候
所
実
正
也
、
右
之
米
甲
刁
ノ
暮
ゟ
毎
年
末
々
迄
出
シ
候
者
、
相
互
ニ
違
乱
有
間
敷
候
、

為
後
日
如
此
ニ
候
、
以
上
、

　
　
　
　

延
宝
元
年
癸
丑　

　
　
　
　
　
　

十
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

今
井
又
右
衛
門
㊞
□
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門
殿

７
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
十
月
二
十
七
日　
指
上
ヶ
申
一
札
之
事
（
諏
訪
高
嶋
藩
廻
米
問

屋
引
請
で
、御
蔵
屋
敷
代
米
四
斗
請
取
る
、万
一
宿
替
で
も
米
下
賜
な
ら
ば
か
ま
い
無
き
旨
）

　
　
　
　
　
　

指
上
ヶ
申
一
札
之
事

一�

御
蔵
屋
敷
三
畝
歩
之
所
、
本
年
貢
弐（

マ
マ
）斗
入
上
ヶ
壱
斗
五
升
合
四
斗
、
甲
刁
ノ
暮
ゟ
可
被

下
候
、
萬
一
無
調
法
仕
御
宿
替
候
共
、
右
之
御
米
毎
年
被
下
候
ハ
ヽ
、
御
蔵
屋
敷
末
々

迄
少
も
か
ま
い
無
御
座
候
、
若
右
之
屋
敷
外
ゟ
何
角
と
申
者
御
座
候
ハ
ヽ
、
拙
者
罷
出

急
度
申
分
可
仕
候
、
但
御
蔵
ゟ
舟
場
迄
小
出
し
儀
、
御
米
壱
俵
ニ
付
而
銭
弐
文
宛
相
定

り
申
候
、
仍
如
件
、　

　
　
　
　
　

延
宝
元
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
癸
丑
十
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
又
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　

諏
方
へ
指
上
ヶ
申
下
書

８
寶
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
十
月　
信
州
米
酒
御
法
度
書
（
内
題　
指
上
申
手
形
之
㕝　
信

州
米
酒
は
一
切
売
買
し
な
い
、
到
着
次
第
内
証
に
て
売
買
し
な
い
旨
）

「（
表
紙
）

　
　
　
　
　

信
州
米
・
酒
御
法
度
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　

指
出
シ
申
手
形
之
㕝

一
信
刕
米
・
酒
、
当
所
ニ
而
ハ
不
及
申
ニ
、
何
方
ニ
而
茂
一
切
売
買
仕
間
敷
候
由
、
堅
被
仰
渡
、

慥
ニ
承
届
申
候
御
㕝
、

一
米
・
酒
請
払
之
儀
ハ
、
当（
到
着
）着
次
第
早
速
御
断
申
、
其
上
御
差
図
を
請
積
送
り
、
尤
常
々
よ

り
慥
成
請
取
手
形
取
置
、
御
用
次
第
指
出
シ
可
申
候
御
㕝
、

一
米
売
買
之
儀
者
不
及
申
ニ
、
御
注
進
不
仕
、
内
証
ニ
而
壱
表（
俵
）茂
請
払
一
切
仕
間
敷
候
、
若
壱

俵
成
共
、
自
由
ニ
請
払
仕
候
ハ
ヽ
、
急
度
御
検
儀
可
被
仰
付
旨
、
委
細
被
仰
渡
、
慥
ニ
承
届

相
守
り
可
申
候
御
事
、

一
米
・
酒
当
着
次
第
、
久
之
丞
殿
・
郷
右
衛
門
殿
御
両
人
連
判
ニ
而
山
口
御
関
所
江
請
取
切

手
御
出
シ
被
成
筈
ニ
被
仰
付
候
ニ
付
、
壱
表（

俵
）成
共
参
候
ハ
ヽ
、
其
時
々
ニ
急
度
御
断
可
申
候

御
事
、

右
之
通
り
今
度
銘
々
御
改
、
信
州
米
・
酒
別
而
堅
ク
、
売
買
ハ
不
及
申
、
た
と
へ
何
様
之
わ

　

残
三
百
五
拾
石
六
斗
弐
升
三
合　
　
　
　
　

有
高

　
　

此
取
百
八
拾
弐
石
八
斗
七
升
四
合

　
　
　
　

内
拾
弐
石
六
斗
六
升　
　
　

巳
見
取

　
　

一
米
七
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
物
成

右
者
、
本
郷
・
入
作
百
姓
中
立
会
、
無
高
下
様
ニ
割
付
、
来
ル
極
月
廿
日
以
前
ニ
可
致
皆
済

者
也
、

　
　
　

明
暦
元
年
未
十
一
月
廿
八
日　
　

平
岡
々
右
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
中

４
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
十
一
月　
西
郡
筋
鰍
沢
村
卯
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

　

西
郡
筋
鰍
沢
村
卯
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

一
高
六
百
五
拾
石
四
斗
八
升
三
合　
　
　
　
　
　
　

高
辻

　
　
　

壱
斗
弐
升
八
合　
　
　
　
　
　

御
関
所
番
屋
敷

　
　
　

弐
石
六
斗
三
升
三
合　
　
　
　

御
蔵
屋
敷

　
　
　

四
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍛
冶
屋
敷

　
　
　

弐
斗
弐
升
四
合　
　
　
　
　
　

田
畑
ニ
成
位
違

　
　
　

拾
四
石
七
斗
九
合　
　
　
　
　

寅
ノ
永
河
成

　
　

内
壱
斗
六
升
三
合　
　
　
　
　
　

寅
ノ
道
成

　
　
　

五
石
七
斗
六
升
七
合　
　
　
　

寅
ノ
退
転
荒

　
　
　

三
石
壱
斗
五
升
九
合　
　
　
　

卯
永
山
く
ミ

　
　
　

四
斗
八
升
四
合　
　
　
　
　
　

卯
永
川
成

　
　
　

壱
石
壱
斗
八
升
七
合　
　
　
　

卯
砂
押

　
　
　

九
石
七
升
九
合　
　
　
　
　
　

卯
枯

　
　
　
　
　

小
以
三
拾
七
石
九
斗
三
升
三
合

　

残
六
百
拾
弐
石
五
斗
五
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
高

　
　

此
取
弐
百
拾
九
石
六
斗
七
升

一
高
百
三
拾
弐
石
四
斗
壱
升
七
合　
　
　
　
　
　

同
所
子
改
新
田

　
　

内
弐
石
七
斗
三
升
九
合　
　
　
　

卯
永
川
成

　
　
　

弐
石
六
斗
八
合　
　
　
　
　
　

卯
砂
押

　
　
　
　
　

小
以
五
石
三
斗
四
升
七
合

　
　

残
百
弐
拾
七
石
七
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
高

　
　
　

此
取
弐
拾
七
石
壱
升

一
高
百
拾
壱
石
七
斗
九
升
五
合　
　
　
　
　
　
　

同
所
丑
改
新
田

　
　
　

内
弐
石
弐
斗
八
升
七
合　
　
　

当
卯
永
山
く
ミ

　
　

残
百
九
石
五
斗
八
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
高

　
　
　

此
取
拾
五
石
三
斗
三
升

「
取
米
合
三
百
四
石
壱
斗
五
升
八
合
」（「 

」
内
は
本
来
あ
る
べ
き
だ
が
記
載
な
し
）

　
　
　
　
　
　

外

　
　

一
米
七
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
物
成

　
　

一
米
三
石
八
斗
三
升
六
合　
　
　
　
　
　

子
ノ
改
新
小
物
成

右
之
通
、
本
郷
・
出
作
大
小
之
百
性
立
合
、
無
高
下
致
割
、
極
月
十
五
日
以
前
ニ
可
皆
済
者
也
、

　
　
　

寛
文
三
年
卯
霜
月
三
日　
　

太　

甚
兵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ち
か
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
惣
百
性
中

５
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
十
二
月　
西
郡
筋
鰍
沢
村
辰
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

　
　
　

西
郡
筋
鰍
沢
村
辰
之
御
成
ヶ
割
付
之
事

一
高
六
百
五
拾
石
四
斗
八
升
三
合　
　
　
　
　
　
　

御
縄
辻

　
　
　

壱
斗
弐
升
八
合　
　
　
　
　
　

御
関
所
番
屋
敷

　
　
　

弐
石
六
斗
三
升
三
合　
　
　
　

御
蔵
屋
敷

　
　
　

四
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍛
冶
屋
敷

　
　
　

弐
斗
弐
升
四
合　
　
　
　
　
　

田
畑
ニ
成
位
違

　
　
　

拾
四
石
七
斗
九
合　
　
　
　
　

寅
之
永
川
成

　
　
　

壱
斗
六
升
三
合　
　
　
　
　
　

寅
之
道
成

　
　

内
四
石
九
斗
弐
升
七
合　
　
　
　

寅
之
退
転
荒

　
　
　

三
石
壱
斗
五
升
九
合　
　
　
　

卯
之
永
山
ク
ミ

　
　
　

四
斗
八
升
四
合　
　
　
　
　
　

卯
之
永
河
成

　
　
　

弐
斗
七
升
壱
合　
　
　
　
　
　

当
辰
之
永
川
成

　
　
　

弐
斗
弐
升
四
合　
　
　
　
　
　

当
辰
之
砂
を
し

　
　
　

八
斗
四
升　
　
　
　
　
　
　
　

当
辰
之
坪
検
見
日
損

　
　
　
　
　

小
以
弐
拾
八
石
壱
斗
六
升
弐
合

　

残
六
百
弐
拾
弐
石
三
斗
弐
升
壱
合　
　
　
　
　

有
高

　
　

此
取
弐
百
四
拾
六
石
三
斗
壱
升
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中
江
駿
州
ゟ
揚
申
候
塩
高
凡
七
万
俵
ほ
と
茂
揚
可
申
与
奉
存
候
、
左
様
候
得
者
、
売
賣
口
銭

塩
壱
俵
弐
分
五
厘
ツ
ヽ
ニ
而
者
、
甲
金
三
百
六
拾
両
余
、
然
処
為
御
冥
加
塩
五
百
俵
差
上
候

由
、
此
金
高
当
時
塩
相
場
壱
俵
三
斗
六
升
入
ゟ
四
斗
入
之
俵
ニ
而
、
甲
銀
六
匁
よ
り
五
・

六
分
く
ら
い
仕
候
、
此
金
甲
金
六
拾
両
余
与
相
見
江
申
候
、
然
所
三
百
両
余
徳
用
有
之
候
、

殊
ニ
壱
年
計
あ
ら
す
、
年
々
之
事
御
座
候
得
者
、
彼
者
と
も
計
若
干
之
懇
望
仕
、
御
国
中

之
諸
民
損
毛
相
立
、
乍
恐
自
然
与
困
窮
可
被
成
奉
存
候
、
其
上
塩
・
茶
・
穀
類
之
義
者
、

一
日
暮
之
少
分
之
百
姓
至
ま
て
相
用
不（
マ
マ
）

叶
品
ニ
御
座
候
得
者
、
大
小
之
百
姓
難
儀
至
極
仕

候
、
尚
又
准
之
外
之
品
々
茶
・
油
等
至
ま
て
、
右
之
通
御
冥
加
ヲ
差
上
商
売
仕
度
、
右
之

も
の
共
之
類
願
出
可
申
茂
、
乍
恐
難
計
奉
存
候
、
其
度
々
御
訴
詔
ニ
罷
出
候
義
茂
参
府
賄

入
用
等
茂
相
懸
、
困
窮
之
百
姓
不
存
寄
臨
時
入
用
相
立
、
難
義
至
極
奉
存
候
、
此
度
㝡
初

之
儀
御
座
候
間
、
乍
恐
右
之
意
趣
前
廣
申
上
候
御
事
、

一
塩
商
売
之
儀
ニ
付
、
定
式
相
定
申
儀
ニ
御
座
候
、
此
段
塩
計
ニ
不
限
茶
・
穀
・
油
・
た
は

こ
之
類
ニ
至
迄
、
相
場
物
之
義
ニ
御
座
候
得
者
、
時
々
直
段
甲
乙
有
之
、
別
而
塩
者
口
々
多

ク
、
或
者
竹
原
・
波
止
濱
・
瀬
戸
田
・
吉
和
・
赤
穂
・
才
田
、
か
様
所
々
浜
ゟ
駿
州
表
江

塩
入
津
御
座
候
、
依
之
夫
々
ニ
直
段
茂
甲
乙
御
座
候
、
其
上
海
上
風
順
・
不
順
入
津
多
少

ニ
而
甲
乙
御
座
候
品
を
塩
直
段
之
定
式
相
究
候
儀
者
難
相
成
事
ニ
奉
存
候
、
且
又
鰍
澤
河
岸

之
義
者
御
廻
米
并
往
来
之
旅
人
諸
荷
物
積
下
戻
り
之
節
手
船
ニ
而
積
上
ヶ
候
得
者
、
運
送
茂

下
直
、
其
外
懸
物
等
少
塩
下
直
揚
申
候
得
者
、
他
之
衆
買
取
候
而
者
、
萬
端
人
を
頼
申
候
ハ

者
、
所
々
蔵
敷
番
等
多
相
懸
、
拙
者
共
買
取
候
よ
り
ハ
高
直
揚
可
申
与
奉
存
候
御
事
、

一
拾
四
年
以
前
酉
年
、
甲
府
魚
町
松
坂
屋
与
兵
衛
与
申
も
の
、
御
冥
加
を
差
上
御
府
内
ニ
塩

問
屋
相
立
、
売
口
銭
鐚
拾
六
文
取
之
申
度
旨
願
上
候
処
、
御
城
代
久
留
嶋
出
雲
守
様
・
能

勢
因
幡
守
様
之
節
、
相
障
無
之
候
哉
与
御
尋
御
座
候
ニ
付
、
拙
者
共
申
上
候
趣
者
、
先
年

御
府
内
塩
問
屋
有
之
節
ハ
、
商
人
相
對
を
以
附
入
相
頼
候
分
者
、
時
々
之
相
場
を
以
直
段

仕
切
代
金
請
取
、
壱
俵
ニ
付
口
銭
鐚
拾
六
文
差
出
申
候
、
尤
御
府
内
御
屋
敷
様
方
并
町
人

共
江
直
売
之
分
者
口
銭
何
方
へ
茂
出
し
不
申
候
、
依
之
先
年
之
通
御
座
候
得
者
差
障
無
御
座

候
得
共
、
御
権
威
を
以
被
為
仰
付
被
下
置
候
得
者
、
難
儀
奉
存
候
段
申
上
候
得
者
、
御
聞

済
被
為
遊
、
其
儀
茂
相
止
申
候
御
事
、

一
黒
沢
村
ゟ
笛
吹
川
通
大
津
村
江
引
取
、
夫
ゟ
陸
附
ニ
而
甲
府
へ
附
込
候
由
ニ
御
座
候
、
此
段

鰍
澤
宿
之
義
、
往
古
ゟ
御
府
内
江
毎
日
塩
・
茶
、
其
外
荷
物
附
運
ひ
駄
賃
取
之
、
其
助
成

を
以
、
其
日
暮
之
も
の
至
迄
、
馬
ヲ
持
、
御
伝
馬
役
相
勤
罷
有
申
候
、
当
宿
之
義
者
村
高

不
相
応
ニ
人
馬
多
有
之
、
渡
世
仕
候
儀
者
往
古
慶
長
年
中
冨
士
川
船
入
始
、
駿
州
并
河
内

領
ゟ
諸
荷
物
積
上
ヶ
、
猶
又
塩
之
義
重
ニ
積
上
、
御
府
内
ハ
不
申
上
、
所
々
附
運
ひ
、
駄

賃
を
取
、
塩
商
売
仕
、
依
之
大
勢
之
百
姓
、
此
助
力
を
以
御
年
貢
上
納
仕
、
渡
世
致
来
申

候
、
是
又
当
宿
之
義
在
駅
ニ
而
御
座
候
得
共
、
御
国
中
落
込
之
場
所
、
其
上
駿
州
・
信
刕
・

御
府
内
之
往
還
筋
御
座
候
得
者
、
御
伝
馬
茂
は
け
し
く
相
勤
申
候
処
、
大
津
村
江
引
上
申

候
而
者
、
駄
賃
茂
無
之
、
馬
持
候
儀
不
罷
成
、
必
至
与
及
飢
命
申
候
、
右
三
人
之
も
の
共
儀
、

是
迄
茂
右
之
通
不
致
候
而
茂
相
立
罷
有
申
候
御
事
、

右
之
入
割
、
乍
恐
被
為
聞
召
分
、
大
勢
之
百
姓
只
今
ま
て
之
通
御
伝
馬
役
之
儀
茂
相
続
仕
度

奉
存
候
、
別
而
当
時
之
義
者
、
右
申
上
候
通
馬
稼
・
船
家
職
并
塩
商
売
之
助
力
を
以
御
年
貢

御
上
納
仕
罷
有
申
候
間
、
御
慈
悲
御
披
被
下
置
候
ハ
者
、
難
有
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　

寳
暦
四
年
甲
戌
十
一
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

傳
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓　

不
残

　
　

上
飯
田
御
代
官

　
　
　
　

上
倉
彦
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　
　

御
城
代

　
　
　
　

芝
田
日
向
守
様

　
　
　
　

奥
田
備
後
守
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰍
沢

青
柳
村
申
口

一
此
度
、
甲
府
町
人
塩
問
屋
願
有
之
、
先
達
而
障
有
無
御
尋
被
成
候
処
、
塩
荷
物
ニ
不
限
、

船
席
諸
荷
物
、
黒
澤
河
岸
ゟ
致
運
送
候
而
者
、
渡
世
無
之
難
儀
仕
、
且
又
甲
府
江
日
々
塩

附
送
候
処
、
問
屋
相
立
候
而
者
、
其
義
相
止
難
義
之
段
申
立
候
ニ
付
、
被
仰
聞
候
者
、
願
人

者
冥
加
塩
差
上
、
乍
少
分
御
益
茂
有
之
儀
、
尤
町
人
ハ
商
売
第
一
、
百
姓
者
耕
作
第
一
之
儀

ニ
候
処
、
難
儀
与
申
一
通
ニ
而
者
難
相
立
、
右
之
外
急
度
相
障
候
筋
有
之
哉
旨
、
御
吟
味
御

座
候
、

此
段
百
姓
耕
作
第
一
之
義
御
座
候
得
共
、
鰍
沢
・
青
柳
御
城
米
川
下
積
所
、
鰍
沢
村
之

義
駿
州
江
之
駅
場
ニ
付
、
人
馬
継
送
り
、
尤
大
助
之
村
々
有
之
、
先
年
紀
州
様
御
通
、

其
外
格
別
之
御
通
有
之
節
ハ
、
大
助
村
々
よ
り
人
馬
差
出
候
得
共
、
通
例
之
儀
ニ
而
者
村

方
ニ
て
相
勤
、
助
郷
与
申
茂
無
御
座
候
得
共
、
諸
荷
物
附
送
駄
賃
を
取
候
故
、
高
弐
斗
・

け
有
之
候
共
、
内
証
ニ
而
壱
表（
俵
）成
共
自
由
ニ
無
御
断
請
払
仕
間
敷
候
旨
、
村
中
壱
人
茂
不
残
被

仰
触
具
ニ
承
届
、
尤
順
々
ニ
申
渡
、
借
地
・
借
家
・
門
前
・
門
屋
至
迄
、
組
切
ニ
相
触
、
急

度
為
相
守
可
申
候
、
若
右
御
法
度
相
背
申
者
御
座
候
ハ
ヽ
、
此
連
判
之
者
迄
何
分
之
御
検
義

ニ
も
可
被
仰
付
候
、
為
後
日
組
頭
連
判
指
出
シ
申
所
、
仍
而
如
件
、

　
　
　

寶
永
三
丙
戌
年

　
　
　
　
　
　
　

十
月

　
　
　
　
　

藤
兵
衛
㊞　
　
　
　

次
右
衛
門
㊞　
　
　

権
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　

㐂
兵
衛
㊞　
　
　
　

与
右
衛
門
㊞　
　
　

六
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　

助
兵
衛　
　
　
　
　

㐂
右
衛
門
㊞　
　
　

弥
五
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

与
次
兵
衛
㊞　
　
　

弥
次
右
衛
門
㊞　
　

勘
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

彦
兵
衛
㊞　
　
　
　

六
郎
右
衛
門
㊞　
　

六
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

平
左
衛
門
㊞　
　
　

又
兵
衛
㊞　
　
　
　

佐
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　

吉
右
衛
門
㊞　
　
　

与
五
兵
衛
㊞　
　
　

加
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

茂
兵
衛
㊞　
　
　
　

半
左
衛
門
㊞　
　
　

加
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　

甚
右
衛
門
㊞　
　
　

甚
八
㊞　
　
　
　
　

九
郎
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　

勘
之
丞
㊞　
　
　
　

与
兵
衛
㊞　
　
　
　

作
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

重
郎
左
衛
門
㊞　
　

八
郎
右
衛
門
㊞　
　

半
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　

助
右
衛
門
㊞　
　
　

㐂
左
衛
門
㊞　
　
　

新
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　

□
左
衛
門　
　
　
　

源
兵
衛
㊞　
　
　
　

弥
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

傳
右
衛
門
㊞　
　
　

跡
右
衛
門
㊞　
　
　

八
郎
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

久
右
衛
門
㊞　
　
　

六
右
衛
門　
　
　
　

市
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

小
左
衛
門
㊞　
　
　

孫
右
衛
門　
　
　
　

太
兵
衛

　
　
　
　
　

七
兵
衛　
　
　
　
　

仁
右
衛
門
㊞　
　
　

三
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

八
郎
右
衛
門　
　
　

七
右
衛
門　
　
　
　

善
右
衛
門

　
　
　
　
　

吉
左
衛
門　
　
　
　

甚
左
衛
門　
　
　
　

権
兵
衛

　
　
　
　
　

四
郎
左
衛
門　
　
　

宇
兵
衛　
　
　
　
　

久
右
衛
門

　
　
　
　
　

六
郎
右
衛
門
㊞　
　

権
左
衛
門　
　
　
　

九
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

庄
左
衛
門
㊞　
　
　

新
平
㊞

右
御
法
度
趣
、
村
中
江
被
触
渡
候
通
り
具
ニ
承
届
ヶ
申
候
、
以
上
、

　
　
　

戌
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
次
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
十
郎
㊞

９
寛
延
元
（
一
七
四
八
）
～
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）　
諏
訪
因
幡
守
様
御
用
留
①

　

→
44
ペ
ー
ジ

10
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
十
一
月
・
宝
暦
五
年
三
月　
三
河
岸
御
運
上
御
吟
味
上
納
書
付

扣
（
甲
府
塩
問
屋
再
興
願
へ
の
対
策
と
し
て
三
河
岸
運
上
納
付
の
旨
）

「（
表
紙
）
　
　
　
　
　
　
　
　

寳
暦
四
年
甲
戌
十
一
月　

鰍
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

三
河
岸
御
運
上
御
吟
味
上
納
書
付
扣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門�

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
府
和
田
平
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫　
　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武　
　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
右
衛
門

右
三
人
之
も
の
共
、
此
度
塩
問
屋
相
願
、
塩
五
百
俵
宛
為
冥
加
相
納
、
塩
元
者
駿
州
清
水

湊
・
興
津
・
江
浦
濱
ゟ
甲
州
黒
澤
村
ま
て
川
船
ニ
而
引
上
、
猶
又
笛
吹
川
通
大
津
村
江
引
取
、

夫
ゟ
陸
附
ニ
而
甲
府
江
附
込
候
積
、
売
口
銭
之
義
者
甲
銀
弐
分
五
厘
宛
相
定
、
諸
事
定
式
相

定
、
塩
直
段
ハ
駿
刕
清
水
湊
相
場
准
下
直
売
出
し
、
尤
村
々
ニ
有
之
塩
商
売
人
江
者
一
向
差
構

不
申
候
、
此
以
後
新
規
塩
売
人
出
来
候
と
も
指
構
無
之
由
ニ
而
、
此
度
問
屋
相
願
候
、
村
々

ニ
有
来
候
塩
商
売
之
も
の
共
者
勿
論
、
都
而
差
障
ハ
無
之
候
哉
、
障
無
之
候
ハ
者
、
右
三
人
江

問
屋
被
仰
付
候
而
茂
、
曽
而
障
無
之
候
趣
、
村
内
ニ
有
之
候
塩
商
売
之
者
并
名
主
・
長
百
姓
連

印
書
付
可
差
出
候
、
猶
又
障
儀
有
之
候
ハ
者
遂
吟
味
候
間
、
障
候
之
趣
意
書
付
、
是
又
名
主
・

長
百
姓
連
印
を
以
、
右
両
様
共
来
十
日
可
差
出
旨
、
御
廻
状
を
以
被
仰
渡
候
ニ
付
、
左
ニ
御

答
申
上
候
、

一
塩
壱
俵
ニ
付
、
売
口
銭
甲
銀
弐
分
五
厘
宛
相
定
、
諸
事
定
式
相
定
与
申
儀
者
、
御
国
中
江
駿

州
よ
り
揚
申
候
俵
数
ニ
而
塩
商
人
ゟ
取
之
候
義
御
座
候
哉
、
左
様
之
訳
御
座
候
而
者
、
御
国
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問　

屋　

与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓　

六
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

永
次
郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

政
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

源　

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
柳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　

主　

半　

助

　
　
　

寶
暦
五
年
亥
四
月
廿
日	

問　

屋　

弥
太
郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　

主　

伊
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問　

屋　

市
郞
右
衛
門

　

石
和
御
代
官

　
　
　

泉
本
儀
左
衛
門
様

　

上
飯
田
御
代
官

　
　
　

上
倉
彦
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　

甲
府
御
城
代

　
　
　

奥
田
備
後
守
様

　

同
断

　
　
　

柴
田
日
向
守
様

　
　
　
　
　

差
上
申
一
札
之
事

一
甲
府
町
人
塩
問
屋
相
願
、
御
益
筋
申
上
候
ニ
付
、
障
有
無
村
々
御
吟
味
被
成
候
処
、
塩
問

屋
相
立
候
而
ハ
末
相
成
、
自
然
与
〆
賣
同
然
罷
成
、
塩
直
段
高
直
可
相
成
ニ
付
、
迷
惑
ニ
奉

存
候
旨
、
一
國
村
々
申
上
候
、
私
共
三
ヶ
村
之
義
ハ
往
古
ゟ
塩
荷
物
運
送
仕
、
船
頭
・
馬

士
渡
世
致
来
候
処
、
塩
問
屋
相
立
、
黒
沢
河
岸
ゟ
大
津
村
塩
積
登
、
甲
府
江
附
送
候
様
罷

成
候
而
者
、
三
河
岸
甚
難
儀
仕
候
段
申
上
候
処
、
塩
問
屋
願
ニ
而
御
益
茂
申
上
候
得
者
、
三

河
岸
よ
り
船
運
上
ゝ
（
マ
マ
）と
し
て
金
子
差
出
、
御
免
相
願
候
様
被
仰
渡
、
段
々
御
吟
味
之
上
壱
ヶ

年
ニ
金
八
拾
五
両
宛
年
々
上
納
可
仕
候
間
、
塩
問
屋
相
止
候
様
仕
度
旨
、
先
達
而
申
上
候

ニ
付
、
右
之
趣
を
以
御
窺
被
成
下
候
処
、
此
度
被　

仰
渡
候
者
、
私
共
相
願
候
通
塩
問
屋

相
止
、
三
河
岸
よ
り
向
後
年
々
金
八
十
五
両
ツ
ヽ
上
納
可
仕
候
旨
被
仰
渡
、
承
知
仕
奉
畏

候
、
則
別
紙
三
河
岸
分
ヶ
金
高
差
上
候
通
、
向
後
年
々
上
納
可
仕
候
、
依
之
印
形
書
付
差

上
申
候
、
以
上
、
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与
一
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衛
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長
百
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六
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

政
右
衛
門
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永
次
郞
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青
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名　

主　

半　

助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問　

屋　

弥
太
郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓　

十
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

利
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

太
郞
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

長
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　

主　

伊
右
衛
門

　
　
　
　
　

亥
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問　

屋　

市
郞
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓　

勘
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

小
兵
衛

　
　
　

宮
村
孫
左
衛
門
様

　
　
　

斎
藤
新
八
郞
様

　
　
　

泉
本
儀
左
衛
門
様

　
　
　

上
倉
彦
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　
　
　
　
　
　

差
上
申
一
札
之
事

　

一
金
三
拾
三
両
三
分　
　
　
　
　
　

船
運
上　

鰍
沢
村　
　
　
　
　

　

一
金
弐
拾
壱
両
三
分　
　
　
　
　
　

同　

断　

青
柳
村　
　

　

一
金
弐
拾
九
両
弐
分　
　
　
　
　
　

同　

断　

黒
沢
村

　
　
　

合
金
八
拾
五
両

右
者
、
先
達
而
塩
問
屋
願
人
有
之
、
村
々
一
同
難
儀
奉
存
候
、
三
河
岸
之
義
ハ
別
紙
難
儀
仕

三
斗
所
持
仕
候
も
の
、
又
者
無
高
之
者
茂
馬
所
持
仕
候
故
、
駅
場
御
入
用
無
滞
相
勤
来

申
候
、
諸
荷
物
与
申
内
塩
荷
物
重
ニ
河
岸
揚
仕
候
、
日
々
甲
府
江
附
送
、
大
勢
之
人
数

渡
世
仕
候
処
、
此
度
甲
府
ニ
塩
問
屋
相
立
、
黒
澤
河
岸
運
送
仕
候
様
相
成
候
而
者
、
有

来
候
馬
数
共
渡
世
無
之
、
売
払
候
外
無
御
座
候
、
小
高
并
馬
持
之
も
の
共
及
飢
命
難
儀

仕
候
義
御
座
候
、
耕
作
一
通
ニ
而
者
拾
石
余
茂
所
持
不
仕
候
而
者
馬
持
之
儀
者
難
儀
之
処
、

村
之
内
拾
石
程
所
持
仕
候
も
の
纔
拾
三
・
四
人
な
ら
て
ハ
無
御
座
候
、
其
内
ニ
茂
馬
所
持

不
仕
者
茂
有
之
候
処
、
塩
荷
物
附
送
相
止
、
馬
数
相
減
候
而
者
、
駅
場
之
儀
者
自
今
助
郷

被
仰
付
候
ハ
者
、
差
支
茂
御
座
有
間
敷
御
儀
奉
存
候
得
共
、
右
申
上
候
通
大
勢
之
も
の

共
渡
世
離
、
自
然
与
離
散
仕
候
様
可
相
成
難
儀
仕
義
御
座
候
、

一
青
柳
・
鰍
澤
ハ
船
稼
之
助
成
茂
有
之
候
得
者
、
塩
荷
物
附
送
相
止
候
而
ハ
可
差
障
様
無
之
、

塩
之
外
諸
荷
物
黒
澤
河
岸
ゟ
大
津
村
江
運
送
一
切
御
停
止
、
塩
荷
物
計
送
り
候
ウ
者
、
差

障
ハ
有
之
間
敷
旨
、
御
吟
味
御
座
候
、

此
段
両
河
岸
と
も
御
城
米
川
下
之
間
、
米
穀
・
た
は
こ
等
之
類
、
駿
州
積
下
候
得
共
、

駿
刕
ゟ
積
登
之
内
塩
荷
物
第
一
ニ
御
座
候
ニ
付
、
塩
之
外
諸
荷
物
ハ
黒
澤
河
岸
ゟ
大
津

村
迄
附
送
一
切
御
停
止
被
仰
付
候
而
茂
、
塩
之
外
者
少
分
荷
物
御
座
候
御
事
、

一
鰍
沢
・
青
柳
村
共
、
黒
沢
村
引
請
前
々
之
通
口
銭
差
出
、
塩
附
込
之
義
相
成
候
筋
ニ
而
者

相
障
候
儀
無
之
哉
旨
、
御
吟
味
御
座
候
、

此
段
三
河
岸
同
様
口
銭
差
出
候
而
茂
、
前
々
之
通
甲
府
塩
附
込
候
様
相
成
候
而
者
、
塩
問

屋
相
立
候
而
茂
相
障
儀
無
御
座
候
、

一
在
々
ニ
て
塩
売
買
一
切
不
差
構
、
甲
府
ニ
限
塩
問
屋
と
も
取
賄
、
在
方
ニ
ハ
一
切
不
相
構
候

ハ
者
差
障
無
之
哉
旨
、
御
吟
味
御
座
候
、

此
段
在
々
ニ
而
塩
売
買
一
切
不
相
構
候
而
茂
、
青
柳
・
鰍
澤
ゟ
甲
府
江
日
々
塩
附
込
候
儀

不
相
成
候
而
者
、
前
條
ニ
申
上
候
通
難
儀
仕
候
義
、

右
申
上
候
通
、
外
差
障
之
儀
急
度
可
申
立
筋
ハ
無
御
座
候
、
此
度
塩
問
屋
被
仰
付
候
而
者
違

背
可
仕
様
無
御
座
候
得
共
、
前
條
申
上
候
通
諸
荷
物
運
送
仕
候
内
、
塩
荷
物
第
一
ニ
而
渡
世

仕
来
申
候
所
、
附
送
相
止
候
而
者
渡
世
相
離
、
当
時
人
数
之
内
お
の
つ
か
ら
離
散
仕
候
様
ニ
茂

相
成
可
申
与
、
難
儀
之
趣
御
願
申
上
候
、
以
上
、
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主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓

　
　

上
倉
彦
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　
　
　
　
　

御
吟
味
ニ
付
申
上
候
口
上
書

一
此
度
甲
府
町
人
塩
問
屋
願
有
之
、
先
達
而
障
有
無
御
尋
ニ
付
、
障
之
趣
段
々
書
付
を
以
奉

願
候
処
、
願
人
共
冥
加
塩
差
上
、
御
益
茂
有
之
儀
ニ
而
、
障
一
通
之
申
立
ニ
而
者
難
相
立
候

間
、
右
冥
加
塩
之
代
り
御
益
之
筋
之
儀
申
上
候
様
被
仰
渡
候
ニ
付
、
塩
問
屋
相
止
候
ハ
者
、

為
船
運
上
船
壱
艘
永
弐
百
五
拾
文
ツ
ヽ
、
鰍
沢
・
青
柳
・
黒
沢
三
河
岸
、
当
時
舟
数
弐
百

九
拾
七
艘
、
壱
ヶ
年
金
七
拾
四
両
壱
分
宛
年
々
上
納
可
仕
候
間
、
塩
問
屋
相
止
、
是
迄
之

通
三
河
岸
ゟ
甲
府
并
在
々
迄
塩
附
送
渡
世
仕
候
様
、
書
付
差
上
申
候
所
、
願
人
共
冥
加
塩

壱
ヶ
年
ニ
五
百
俵
、
代
金
積
八
拾
両
余
相
当
、
私
共
相
願
舟
運
上
ゟ
御
益
茂
多
候
間
、
舟

運
上
可
相
増
旨
、
御
吟
味
御
座
候
、

此
段
、
舟
運
上
之
義
、
去
ル
巳
年
当
御
支
配
相
成
、
以
来
三
河
岸
舟
荷
物
請
拂
帳
面
并

駿
州
岩
渕
迄
往
返
之
内
、
船
頭
共
諸
雑
用
等
御
吟
味
御
座
候
得
共
、
舟
運
上
差
上
候
而

者
、
仕
当
合
兼
難
儀
仕
候
間
、
運
上
御
免
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
然
所
諸
荷
物
之
内

塩
荷
物
第
一
御
座
候
所
、
此
度
塩
問
屋
相
立
、
三
河
岸
ゟ
甲
府
并
在
々
江
日
々
塩
荷
附

送
儀
相
止
候
而
者
、
馬
持･

舟
持
共
渡
世
離
一
同
難
儀
仕
申
ニ
茂
及
飢
命
候
躰
之
も
の
出

来
可
仕
段
申
上
候
ニ
付
、
左
候
ハ
者
、
願
人
之
も
の
共
申
上
候
御
益
程
ハ
可
差
出
儀
候
段
、

御
吟
味
之
趣
御
尤
至
極
奉
存
候
、
壱
艘
永
弐
百
五
拾
文
宛
積
申
上
候
得
者
、
金
五
両
三

分
相
増
、
金
八
拾
両
ツ
ヽ
可
差
上
之
旨
申
上
候
所
、
尚
又
被　

仰
聞
候
ハ
、
願
方
同
様

之
御
益
ニ
而
ハ
御
伺
難
被
成
旨
御
吟
味
ニ
付
、
右
申
上
候
通
多
分
之
舟
運
上
差
上
候
義
ハ
、

至
而
難
義
至
極
ニ
者
奉
存
候
得
共
、
塩
問
屋
相
止
候
得
ハ
、
大
勢
之
者
と
も
相
続
仕
候
儀

ニ
付
、
格
別
ニ
村
相
談
五
両
相
増
、
都
合
八
拾
五
両
ツ
ヽ
年
々
上
納
可
仕
候
、
尤
舟
数

之
義
年
ニ
ゟ
増
減
御
座
候
得
共
、
差
而
之
増
減
無
御
座
、
此
上
舟
数
相
減
候
而
茂
割
合
を

以
金
高
八
十
五
両
宛
定
納
相
納
可
申
候
間
、
甲
府
塩
問
屋
相
立
候
義
者
相
止
候
様
奉
願

上
候
、

右
御
吟
味
ニ
付
申
上
候
通
、
少
茂
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、
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名　

主　

傳
之
丞
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屋
敷
合
弐
百
四
拾
弐
ヶ
所

　

此
反
別
八
町
壱
反
五
畝
拾
六
歩

　
　

寶
暦
十
一
年　

書
之

　
　

壱
反
歩
以
上
屋
敷
書
抜

一
屋
敷
壱
反
弐
歩　

御
縄
請

　
　
　
　
　
　

上
宿
㐂
兵
衛　
半
左
衛
門

㐂
兵
衛

一
同　

壱
反
弐
畝
弐
拾
歩

　
　
　
　
　

□
宿
武
左
衛
門　
政
右
衛
門

忠
兵
衛　
　

健
伯

一
同　

壱
反
拾
弐
歩 　

本
町
権
兵
衛

　
　
　
　
　

九
畝
拾
六
歩　
　

幸
左
衛
門

一
同
九
畝
弐
拾
四
歩

七
畝
弐
拾
弐
歩	

同
与
治
左
衛
門　

新
左
衛
門

一
同
壱
反
拾
五
歩　
　
　

同
半
兵
衛　
　
　

政
右
衛
門

一
同
壱
反
八
歩　
　
　
　

同
治
左
衛
門　
　

傳
之
丞

一
同
壱
反
八
畝
六
歩　
　

同
宗
右
衛
門　
　

与
一
左
衛
門

　
　
　
　

七
畝
拾
九
歩
御
城
米
屋
敷
割

　

合
弐
反
五
畝
弐
拾
五
歩

一
同
弐
反
壱
畝
歩　
　
　

新
屋
敷
佐
治
兵
衛　

智
廓
院

一
同
壱
反
弐
畝
拾
八
歩　

同
宗
右
衛
門　
　

十
左
衛
門

一
八
畝
拾
弐
歩　

御
城
米
御
蔵
屋
敷

一
壱
畝
壱
歩　
　

御
番
所
屋
敷

屋
敷
合
八
町
壱
反
五
畝
拾
六
歩

　
　
　
　

大
高
持
書
抜

一
拾
六
石
九
斗
弐
升
六
合

　
　
　

内
四
畝
拾
歩　

御
蔵
屋
敷　
　
　

治
左
衛
門　
　

傳
之
丞

一
四
石
四
斗
六
升
四
合
六
夕　
　
　
　
　

六
兵
衛　
　
　

十
右
衛
門

　

拾
三
石
四
斗
九
升
六
合

一
五
拾
三
石
八
斗
三
升
壱
合
四
夕　
　
　

与
一
左
衛
門　

与
一
左
衛
門

　
　
　

内
七
畝
弐（
マ
マ
）拾
九
歩　

御
蔵
屋
敷

一
拾
四
石
九
斗
九
升
五
合　
　
　
　
　
　

太
右
衛
門　
　

源　

八

内
三
畝
拾
歩　

御
蔵
屋
敷

　

御
蔵
屋
敷
合
壱
反
六
畝
拾
歩

　
　

御
代
官
桜
井
孫
兵
衛
様
ゟ
被
下
置

一
四
拾
壱
石
壱
斗
八
升
九
合　
　
　
　
　

清
右
衛
門　
　

長　

蔵

一
三
拾
三
石
三
斗
三
升
四
合
六
夕　
　
　

与
治
左
衛
門　

新
左
衛
門

一
拾
七
石
弐
斗
三
升
八
合　
　
　
　
　
　

六
郎
左
衛
門　

政
右
衛
門

一
四
石
九
斗
八
升
七
合
四
夕　
　
　
　
　

八
郞
右
衛
門　

平
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
こ
丁

一
拾
三
石
九
斗
九
升
九
合
九
夕　
　
　
　

武
兵
衛　
　
　

七
郎
左
衛
門

一
五
拾
弐
石
弐
斗
七
升
四
夕　
　
　
　
　

七
郎
左
衛
門　

忠
右
衛
門

一
三
拾
五
石
四
升
九
合
八
夕　
　
　
　
　

市
兵
衛　
　
　

幸
治
郞

一
壱
石
五
升
五
合
八
夕　
　
　
　
　
　
　

久
兵
衛　
　
　

其
右
衛
門

一
五
石
四
斗
九
升
三
合
三
夕　
　
　
　
　

久
兵
衛
子
㐂
左
衛
門

一
拾
三
石
壱
斗
壱
升
七
合
弐
夕　
　
　
　

五
郎
兵
衛　
　

新　

平

元
禄
十
六
年
名
寄

13
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
～
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
諏
訪
因
幡
守
様
御
用
留
②

　

→
65
ペ
ー
ジ

14
（
宝
暦
十
二
年
〔
一
七
六
二
〕）
八
月
・
九
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
鰍
沢
御
番
所

に
て
船
荷
差
押
え
一
件
、
青
柳
河
岸
役
人
言
上
へ
返
答
）

　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
此
度
、
鵜
飼
左
十
郞
様
御
支
配
所
逸
見
筋
白
須
山
よ
り
板
類
伐
出
、
入
戸
野
村
平
左
衛

門
・
大
師
村
久
左
衛
門
御
証
文
戴（

頂
戴
）頂
仕
、
右
荷
物
当
河
岸
江
附
送
申
候
ニ
付
、
当
河
岸
久

右
衛
門
・
波
木
井
村
㐂
左
衛
門
・
政
之
丞
船
ニ
右
板
類
去
ル
廿
日
積
出
、
鰍
沢
御
番
所
江

乗
附
、
改
請
度
と
申
候
得
者
、
此
荷
物
通
ス
間
鋪
旨
申
之
、
荷
物
利
不
尽
ニ
被
引
上
差
懸

迷
惑
仕
候
、
通
間
鋪
荷
物
御
座
候
ハ
ヽ
、
隣
村
之
事
故
、
私
留
置
私
方
江
届
、
右
板
類
当

河
岸
江
引
登
せ
候
と
成
共
、
又
者
船
中
差
置
、
私
為
立
会
相
改
候
上
、
如
何
様
共
可
取
計

之
所
、
私
方
江
通
達
茂
無
之
引
上
候
段
、
不
埒
之
致
方
と
奉
存
候
、
途
中
ニ
而
猥
ニ
荷
物
被

引
上
候
而
者
、
若
紛
失
仕
候
欤
、
或
者
損
等
御
座
候
得
者
、
私
并
船
頭
迷
惑
仕
候
弁
茂
無
之
、

船
頭
押
掠
、
荷
物
引
上
候
段
、
難
心
得
奉
存
候
、
鰍
沢
村
之
者
共
、
御
証
文
有
之
候
荷
物

手
込
ニ
引
上
候
筋
、
有
御
座
間
敷
儀
与
奉
存
候
、
右
躰
之
利
不
尽
ニ
而
者
、
愚
昧
之
船
頭
故
、

申
募
、
此
末
如
何
様
之
喧
嘩
抔
仕
候
義
難
計
奉
存
候
、
依
之
不
得
止
事
御
訴
訟
申
上
候
、

候
ニ
付
、
船
運
上
差
上
、
塩
問
屋
相
止
候
様
奉
願
上
候
処
、
御
吟
味
之
上
御
伺
、
私
共
願
之

通
此
度
被
仰
渡
難
有
奉
存
候
、
然
上
者
向
後
壱
ヶ
年
金
八
拾
五
両
宛
運
上
差
上
候
様
、
三
河

岸
金
高
訳
、
書
面
之
通
御
座
候
、
縦
此
上
船
数
増
減
御
座
候
共
、
右
河
岸
限
金
高
無
増
減

年
々
急
度
上
納
可
仕
候
、
依
之
連
印
差
上
申
所
、
仍
如
件
、

　
　
　

亥
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
前
右
同
断

　
　

御
名
前
右
同
断

11
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
三
月　
添
書
一
札
之
事
（
屋
敷
売
渡
証
文
、
表
四
間
・
裏
二
六

間
、
代
金
十
五
両
）

　
　
　
　
　

添
書
一
札
之
事

一
屋
敷　

表
四
間
・
裏
弐
拾
六
間

　
　

代
金
拾
五
両　
　
　
　
　
　
　

但
小
判
也

右
之
通
代
金
慥
ニ
請
取
、
本
証
文
相
添
、
貴
寺
江
賣
渡
申
所
実
正
也
、
本
文
之
通
永
々
御
支

配
可
被
成
候
、
為
後
日
、
仍
如（

マ

マ

）

一
札
件
、

　
　
　

宝
暦
九
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
郞
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

卯
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
臺
寺
様

12
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
寛
文
十
二
年
御
検
地
書
抜
覚
（
寛
文
三
年
～
）

「（
表
紙
）

　
　
　

寛
文
十
二
年
御
検
地
書
抜
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

御
状
并
御
書
物
御
座
候

　

御
名
前
年
号
覚　
　
　
　
　
　
　
　

御
代
官

一
諏
訪
江
御
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
忠
兵
衛

　
　

延
寳
三
年
ゟ
明
和
四
年
迄
九
十
三
年

一
御
書
付
手
形　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
代
官

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桜
井
孫
兵
衛

　
　

元
禄
七
戌
年
ゟ
明
和
四
年
迄
七
拾
四
年

一
諏
訪
御
米
証
文
通
手
形　
　

御
本
丸
御
代
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
田
甚
兵
衛

　
　

寛
文
三
年
卯
年
右
四
年
迄
百
五
年

一
御
関
所
往
来
女
手
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
城
代　
　

小
長
谷
伊
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
田
周
防
守

　
　

寛
文
十
年
甲
府
君
御
領
之
節

一
御
本
丸
御
代
官　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
次
郞
右
衛
門

　
　

河
東
御
支
配　

御
陣
屋
石
和

　
　
　

鰍
沢
村

御
検
地
御
縄
請
屋
敷

一
百
八
拾
七
軒　
　
　
　

本
村

　

当
時
有
家
四
百
四
拾
六
軒

　
　
　
　
　

枝
郷
七
ヶ
村

一
五
軒　
　
　
　
　
　
　

天
戸

　

同　
　
　

拾
軒

一
拾
三
軒　
　
　
　
　
　

鬼
嶋

　

同　
　

弐
拾
八
軒

一
三
軒　
　
　
　
　
　
　

新
井
林

　

同　
　
　
　

七
軒

一
五
軒　
　
　
　
　
　
　

角
窪

　

同　
　
　
　

八
軒

一
拾
三
軒　
　
　
　
　
　

梅
久
保

　

同　
　
　

拾
六
軒

一
三
軒　
　
　
　
　
　
　

白
沢

　

同　
　
　
　

拾
軒

一
拾
壱
軒　
　
　
　
　
　

国
見
平

　

当
時
有
家　

拾
軒

一
屋
敷
弐
ヶ
所
御
城
米
御
蔵
屋
敷

御
番
所
屋
敷　
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ニ
而
御
取
用
ニ
不
相
成
、
併
鰍
沢
河
岸
・
黒
沢
河
岸
者
同
様
之
旨
、
㝡
初
よ
り
申
立
候
所
、
黒

沢
河
岸
除
船
之
儀
茂
、
青
柳
河
岸
同
様
不
慥
ニ
而
、
御
取
用
ニ
不
相
成
候
、
然
上
者
除
船
い
た

し
置
候
否
を
以
可
被
及
御
沙
汰
筋
ニ
無
之
、
青
柳
村
之
儀
、
鰍
沢
村
・
黒
沢
村
同
様
、
御
廻

米
者
勿
論
、
其
外
諸
㕝
引
受
来
り
、
三
河
岸
同
様
取
計
ひ
、
甲
乙
無
之
、
延
宝
二
寅
年
黒
沢

村
五
郎
左
衛
門
・
権
兵
衛
運
賃
糶
下
ヶ
候
ニ
付
、
青
柳
村
・
鰍
沢
村
、
問
屋
・
年
寄
・
惣
船

頭
相
談
之
上
相
決
メ
、
附
船
之
村
々
迄
連
印
書
付
ニ
、
鰍
沢
・
青
柳
両
村
共
同
様
商
ひ
荷
物

引
受
、
旅
人
之
宿
い
た
し
候
趣
等
認
有
之
、
別
段
之
儀
不
相
見
へ
、
享
保
八
卯
年
其
節
御
領

主
松
平
甲
斐
守
様
ゟ
御
渡
被
置
候
由
に
て
、
鰍
沢
村
よ
り
差
上
候
書
付
与
同
紙
同
文
言
同
筆

之
書
付
、
是
又
右
御
領
主
ゟ
青
柳
村
江
も
御
渡
被
置
候
由
ニ
而
、
差
上
候
書
付
ニ
船
賃
割
合
・

旅
人
乗
合
人
数
等
之
儀
迄
認
有
之
、
同
十
八
年
丑
年
鰍
沢
村
名
主
・
問
屋
・
長
百
姓
・
青
柳

村
問
屋
連
印
之
書
付
ニ
、
信
州
御
用
米
御
買
上
、
江
戸
御
廻
米
被
仰
付
、
鰍
沢
村
・
青
柳
村

両
河
岸
附
出
し
、
駿
州
岩
渕
江
積
下
ヶ
候
節
、
御
普
請
願
書
有
之
、
元
文
三
午
年
鰍
沢
村
・

青
柳
村
・
黒
沢
村
、
名
主
・
問
屋
・
長
百
姓
連
印
之
書
付
ニ
商
ひ
荷
物
積
請
取
、
船
賃
割
合

申
合
有
之
、
寛
延
二
巳
年
御
代
官
小
川
新
右
衛
門
様
飯
田
御
陣
屋
よ
り
大
坂
江
御
引
越
之
節
、

青
柳
河
岸
ゟ
御
乗
船
被
成
候
御
先
触
、
并
大
久
保
孫
兵
衛
様
御
手
代
岩
渕
迄
、
富
士
郡
西
山

本
門
寺
仮
留
迄
青
柳
河
岸
ゟ
乗
船
被
致
候
書
付
有
之
、
宝
暦
四
戌
年
駿
州
岩
渕
村
・
蒲
原
宿

と
同
国
岩
本
村
及
出
入
、
曲
渕
豊
後
守
様
御
裁
許
証
文
御
文
談
ニ
、
青
柳
・
鰍
沢
両
村
之
者

共
者
、
岩
渕
一
河
岸
ニ
限
り
候
而
者
、
塩
荷
物
〆
売
ニ
茂
可
致
哉
ニ
付
、
冨
士
川
東
江
も
岩
本
村

ニ
不
限
塩
揚
場
在
之
様
仕
度
旨
申
上
候
段
有
之
、
實
ニ
青
柳
村
之
者
共
船
稼
不
仕
候
ハ
ヽ
、
右

躰
船
稼
仕
来
候
品
々
証
拠
所
持
可
仕
様
無
御
座
、
殊
ニ
十
嶋
村
口
留
御
番
所
留
帳
ニ
も
、
青

柳
河
岸
船
ニ
人
乗
候
儀
相
見
江
、
青
柳
河
岸
江
附
船
い
た
し
相
稼
候
村
々
之
者
共
茂
、
御
吟
味

之
上
、
青
柳
村
申
口
与
符
合
仕
、
勿
論
鰍
沢
・
黒
沢
両
河
岸
ハ
慶
長
年
中
よ
り
相
始
、
青
柳

河
岸
者
其
後
相
始
候
由
、
鰍
沢
村
申
上
候
得
共
、
青
柳
河
岸
之
儀
正
保
・
慶
安
之
古
キ
書
物

有
之
、
寛
文
十
二
子
年
青
柳
村
御
検
地
帳
ニ
河
岸
御
蔵
と
有
之
上
者
、
縦
鰍
沢
・
黒
沢
両
河

岸
よ
り
遅
ク
青
柳
河
岸
相
立
候
共
、
百
年
余
以
来
之
儀
に
て
、
新
河
岸
と
申
ニ
者
無
御
座
、

孰
之
河
岸
場
・
宿
場
・
町
方
ニ
而
も
、
往
古
一
時
ニ
可
相
立
様
無
之
、
会
式
之
節
鰍
沢
村
口

留
御
番
所
江
身
延
山
ゟ
関
御
免
許
之
御
高
札
相
立
候
儀
を
も
、
青
柳
村
者
三
河
岸
同
様
ニ
無

之
旨
証
拠
ニ
鰍
沢
申
立
候
へ
共
、
右
高
札
相
立
候
儀
者
、
口
留
御
番
所
有
之
故
之
儀
に
て
、

青
柳
河
岸
与
船
稼
別
段
之
証
拠
ニ
者
御
取
用
難
成
、
三
河
岸
御
運
上
之
儀
も
全
河
岸
場
之
御

運
上
に
ハ
無
之
、
船
稼
い
た
し
候
冥
加
之
旨
、
鰍
沢
村
申
上
候
得
共
、
右
御
運
上
之
儀
、
船

稼
之
助
成
有
之
故
致
上
納
候
段
無
紛
、
青
柳
河
岸
に
限
り
商
荷
物
并
旅
人
通
船
不
為
仕
候

ハ
ヽ
、
御
運
上
割
合
方
甲
乙
可
有
之
所
、
船
壱
艘
分
三
河
岸
同
様
御
運
上
相
納
候
上
者
、
是

以
三
河
岸
同
様
船
稼
仕
来
候
証
拠
ニ
思
召
候
、
甲
府
御
目
付
様
御
通
行
之
節
、
船
割
之
儀
鰍

沢
河
岸
ニ
而
取
計
、
青
柳
河
岸
江
助
船
申
遣
候
旨
、
又
者
公
儀
御
役
人
様
方
諸
家
之
衆
中
鰍
沢

河
岸
ゟ
御
乗
船
被
成
候
由
、
御
先
触
等
証
拠
ニ
申
立
候
得
共
、
仕
来
も
可
有
之
儀
ニ
而
、
是

又
船
稼
別
段
之
証
拠
ニ
者
不
相
成
、
享
保
年
中
信
州
御
買
上
米
も
鰍
沢
村
計
江
船
積
被
仰
付

旨
申
立
候
所
、
前
書
之
通
鰍
沢
村
・
青
柳
村
連
印
御
普
請
願
書
有
之
候
上
者
、
青
柳
村
も
御

廻
米
引
請
候
段
無
相
違
、
右
躰
連
印
書
付
有
之
候
儀
を
彼
是
申
立
候
段
、
不
束
之
至
、
青
柳

村
之
儀
者
古
来
よ
り
河
岸
場
之
助
成
を
以
渡
世
不
仕
、
鰍
沢
村
者
河
岸
場
之
助
成
を
以
相
続

仕
来
り
候
旨
申
立
候
得
共
、
鰍
沢
村
者
他
村
江
出
作
地
も
有
之
、
河
岸
郷
蔵
敷
之
儀
も
鰍
沢

村
・
青
柳
村
御
高
内
ニ
而
、
尤
御
年
貢
引
方
者
相
立
候
得
共
、
御
除
地
ニ
者
無
之
処
、
㝡
初
御

除
地
之
趣
ニ
鰍
沢
村
申
立
候
段
、
不
束
之
至
、
且
青
柳
村
之
者
共
儀
、
鰍
沢
村
地
内
清
水
与

唱
、
青
柳
河
岸
乗
セ
場
ニ
而
、
身
延
山
会
式
之
節
参
詣
之
者
共
、
鰍
沢
村
口
留
御
番
所
際
ニ
而

上
陸
仕
改
を
請
、
右
清
水
与
唱
へ
候
場
所
よ
り
参
詣
之
者
共
乗
船
為
致
来
候
由
之
儀
ハ
曽
而

証
拠
無
之
、
右
場
所
者
字
大
崩
下
畑
三
畝
六
歩
鰍
沢
村
清
左
衛
門
名
請
、
当
時
同
村
兵
助
致

所
持
罷
在
候
旨
、
鰍
沢
村
申
上
之
地
改
御
吟
味
之
上
、
乗
セ
場
と
ハ
不
相
見
、
他
村
之
地
内

自
由
可
仕
様
無
之
、
青
柳
村
申
分
御
取
用
難
成
、
併
口
留
御
番
所
前
ニ
而
参
詣
之
者
共
上
陸

仕
改
を
請
候
上
者
、
其
㝡
寄
乗
セ
場
無
之
候
而
者
難
叶
事
ニ
付
、
以
来
共
差
支
無
之
様
可
致
儀
、

扨
又
慶
長
八
年
大
久
保
石
見
守
様
御
判
物
之
御
書
付
、
宛
所
ニ
鰍
沢
御
城
米
問
屋
青
柳
金
之

丞
・
黒
沢
御
城
米
問
屋
村
松
勘
治
郎
と
有
之
、
鰍
沢
・
黒
沢
両
河
岸
開
闢
之
書
物
故
、
第
一

証
拠
ニ
御
取
用
ニ
可
相
成
所
、
右
御
書
付
宛
所
ニ
青
柳
村
者
認
無
之
、
再
応
黒
沢
村
勘
左
衛
門

方
ゟ
鰍
沢
村
江
為
見
可
申
旨
、
書
状
を
以
申
越
し
候
処
、
勘
左
衛
門
所
持
之
書
物
ニ
無
之
、

大
坪
村
惣
左
衛
門
所
持
書
物
ニ
候
抔
勘
左
衛
門
申
立
、
剰
惣
左
衛
門
出
奔
仕
行
衛
不
相
知
旨

申
成
し
候
得
共
、
勘
左
衛
門
書
面
ニ
青
柳
村
十
治
郎
方
江
可
譲
渡
旨
有
之
候
上
ハ
、
馴
合
両

河
岸
開
闢
之
書
付
故
、
青
柳
村
江
譲
請
取
隠
し
候
儀
与
疑
敷
、
然
ル
上
者
享
保
年
中
甲
斐
守

様
ゟ
相
渡
り
候
書
付
ニ
三
河
岸
と
も
宛
所
無
之
、
勿
論
黒
沢
村
ニ
而
茂
所
持
仕
可
罷
在
処
、
右

村
方
ニ
所
持
不
仕
段
、
旁
以
疑
敷
、
其
外
惣
左
衛
門
江
戸
着
候
節
、
江
戸
宿
之
儀
迄
彼
是
鰍

沢
村
申
立
、
勿
論
勘
左
衛
門
方
ゟ
鰍
沢
村
郷
右
衛
門
方
江
差
越
し
候
書
状
之
趣
ハ
、
鰍
沢
村

申
立
候
通
無
相
違
、
右
書
状
ニ
石
見
守
様
御
判
物
之
書
付
、
金
八
拾
両
与
引
替
ニ
可
致
、
質

物
ニ
取
候
得
者
百
両
、
二
口
〆
百
八
拾
両
并
右
金
高
ニ
而
十
次
郎
借
用
い
た
し
度
旨
申
聞
候
趣

有
之
故
、
相
疑
候
段
者
無
故
儀
ニ
茂
無
之
思
召
候
へ
共
、
勘
左
衛
門
御
吟
味
之
上
惣
左
衛
門

申
ニ
任
、
相
違
之
儀
相
認
候
段
恐
入
候
旨
申
上
之
、
尤
十
次
郎
再
応
御
吟
味
之
処
、
右
躰
之

儀
惣
左
衛
門
勘
左
衛
門
等
江
申
請
候
義
曽
而
無
之
、
無
跡
形
儀
之
旨
申
上
之
、
惣
左
衛
門
者

出
奔
仕
候
故
、
尋
被
仰
付
置
候
儀
ニ
而
、
江
戸
宿
之
儀
ニ
付
申
立
候
趣
者
疑
迄
ニ
而
取
留
候
儀

右
之
段
々
被
為
聞
召
分
、
鰍
沢
村
役
人
被
御
召
出
、
向
後
右
躰
之
利
不
尽
不
仕
候
様
、
急

度
被
仰
付
、
当
河
岸
相
立
候
様
、
何
分
御
吟
味
奉
願
上
候
、
何
卒
御
慈
悲
を
以
、
右
願
之

通
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
難
有
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
柳
河
岸

　
　
　
　

午
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

太
郞
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

半　

助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓　

十
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

利
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

太
郞
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

長
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　

吉
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

弥
左
衛
門

　
　
　

町
野
惣
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

一
此
段
、
青
柳
ゟ
御
願
申
上
候
儀
、
難
心
得
奉
存
候
、
御
証
文
ニ
大
師
村
久
左
衛
門
と
申

儀
無
御
座
候
、
御
役
所
江
申
上
候
儀
を
茂
偽
申
上
候
、

一
御
番
所
江
乗
附
改
請
度
と
申
候
得
共
、此
義
偽
御
座
候
、甲
州
入
戸
野
村
平
左
衛
門
江
者
、

鵜
飼
左
十
郞
様
御
証
文
被
下
置
候
、
然
所
ニ
信
州
田
沢
村
八
郞
左
衛
門
・
三
郎
左
衛
門

板
荷
物
御
証
文
無
御
座
候
荷
物
ニ
御
座
候
、
右
荷
物
改
請
候
而
者
、
通
間
鋪
段
歴
然
之

御
事
ニ
奉
存
候
、

一
船
中
江
入
荷
物
引
上
不
埒
之
段
、
御
願
申
上
候
、
前
々
船
中
入
念
相
改
候
御
書
付
所
持

仕
候
、
船
中
疑
敷
儀
御
座
候
節
、
船
頭
江
申
付
取
計
仕
候
儀
、
青
柳
ゟ
利
不
尽
と
申
上

候
儀
、
不
奉
重　

御
公
儀
、
御
番
所
苗
伐
仕
候
儀
と
奉
存
候
御
事
、

一
右
板
荷
物
差
留
置
、
御
役
所
江
御
注
進
不
致
義
不
埒
之
由
被
仰
渡
、
奉
承
知
候
得
共
、

此
義
尋
常
ニ
替
（
マ
マ
）〳
〵
候
狼
藉
者
ニ
而
茂
無
御
座
、
女
往
来
御
手
形
ニ
相
違
之
節
茂
、
御
番

所
為
相
通
不
申
候
得
者
、本
人
難
儀
仕
候
故
、御
手
形
取
直
シ
相
通
申
候
、此
度
之
義
茂
、

板
荷
主
及
難
儀
候
者
、
如
何
様
ニ
茂
差
略
仕
可
相
通
儀
と
奉
存
候
、
然
所
ニ
青
柳
問
屋
ゟ
早
速

御
役
所
江
私
共
利
不
尽
之
致
方
抔
与
御
願
申
上
候
義
、
御
番
所
御
作
法
茂
御
座
候
義
を
難
心
得

奉
存
候
御
事
、

一
先
年
御
番
所
御
改
厳
敷
被
仰
付
候
節
者
、船
中
江
入
荷
物
急
度
相
改
、陸
通
荷
物
之
義
茂
、

鰍
沢
ゟ
川
内
領
江
何
ニ
而
茂
通
シ
不
申
候
儀
御
座
候
、
其
節
身
延
ゟ
御
願
ニ
而
男
女
之
路
物
御

朱
印
被
下
置
、
当
御
番
所
江
身
延
ゟ
札
相
立
申
候
、
則
御
朱
印
之
写
別
紙
差
上
申
候
、

右
之
趣
、
青
柳
問
屋
任
我
意
不
埒
之
御
願
申
上
候
、
御
吟
味
被
成
下
、
鰍
沢
御
番
所
前
々

御
書
付
御
判
物
相
立
候
様
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
難
有
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
村

　
　
　

午
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　

主　

政
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓　

十
郞
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

玉
之
丞
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

重
右
衛
門
㊞

町
野
惣
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

15
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
九
月　
差
上
申
一
札
之
事
（
鰍
沢
河
岸
ゟ
青
柳
河
岸
で
の
旅
人

宿
泊
・
商
い
荷
物
取
扱
等
差
し
止
め
願
一
件
済
口
）

　
　
　
　
　

差
上
申
一
札
之
事

私
共
出
入
被
爲
遂
御
吟
味
候
処
、
訴
訟
方
青
柳
村
之
者
共
者
、
三
河
岸
同
様
船
稼
仕
来
候
旨

申
上
之
、
相
手
鰍
沢
之
者
と
も
ハ
、
三
河
岸
同
様
ニ
者
無
之
、
鰍
沢
村
之
儀
者
口
留
御
番
所
有

之
、
甲
州
よ
り
信
州
江
之
往
還
ニ
而
、
昼
夜
人
馬
囲
置
、
人
馬
役
相
勤
、
商
荷
物
引
請
、
河

岸
之
義
者
慶
長
年
中
富
士
川
通
船
之
始
、
鰍
沢
河
岸
・
黒
沢
河
岸
同
様
被
仰
付
、
青
柳
河
岸

者
其
後
出
来
仕
候
河
岸
ニ
而
、
既
鰍
沢
河
岸
ニ
而
ハ
除
船
い
た
し
置
、
右
除
船
ハ
囲
ひ
人
馬
ニ
相

当
駅
河
岸
ニ
而
、
青
柳
河
岸
と
ハ
別
段
之
義
ニ
有
之
、
青
柳
河
岸
ニ
而
商
ひ
荷
物
引
請
、
旅
人

通
船
為
仕
候
而
者
、
宿
間
之
村
方
に
て
商
ひ
荷
物
引
受
、
旅
人
休
泊
為
致
候
道
理
ニ
相
成
、

鰍
沢
村
助
成
相
減
し
、
難
儀
至
極
仕
候
間
、
青
柳
村
之
者
と
も
、
信
州
辺
よ
り
出
候
都
而
往

還
継
場
村
々
江
相
懸
候
商
ひ
荷
物
不
引
受
、
并
旅
人
通
船
不
為
仕
、
鰍
沢
村
駅
河
岸
之
趣
意

相
立
候
様
い
た
し
度
、
陸
与
河
岸
同
様
ニ
而
、
是
迄
青
柳
村
之
者
共
船
稼
不
仕
旨
鰍
沢
之
者

共
申
上
之
、
尤
鰍
沢
村
之
儀
者
昼
夜
人
馬
囲
置
、
往
還
人
馬
役
相
勤
、
継
場
村
方
ニ
相
違
無

御
座
候
間
、
陸
荷
物
・
旅
人
共
鰍
沢
村
江
引
受
可
申
儀
ニ
而
、
青
柳
村
之
儀
者
右
躰
人
馬
役
不

相
勤
、
継
場
村
方
ニ
無
之
上
者
、
継
場
村
々
江
可
相
懸
陸
荷
物
引
受
、
旅
人
休
泊
可
為
仕
儀
ニ

無
御
座
候
得
共
、
陸
と
河
岸
ハ
別
段
之
儀
に
て
、
既
に
継
場
村
々
江
相
懸
候
陸
荷
物
登
り
之

分
、
上
十
五
日
者
切
石
村
、
下
十
五
日
者
八
日
市
場
村
、
下
り
之
分
ハ
甲
府
・
荊
沢
村
江
継
送

り
、
壱
ヶ
村
ニ
而
茂
継
場
村
継
越
不
申
処
、
船
荷
物
之
分
者
継
場
村
々
打
越
し
、
駿
州
岩
渕
迄

積
送
り
候
段
、
陸
と
河
岸
別
段
之
儀
歴
然
ニ
候
、
実
ニ
陸
と
河
岸
同
様
ニ
候
ハ
ヽ
、
右
躰
継
場

村
々
を
打
越
通
船
可
仕
謂
無
之
、
尤
鰍
沢
村
者
除
船
い
た
し
置
、
青
柳
村
除
船
之
儀
者
不
慥
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右
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右
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年
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八
月
二
日
御
泊　
　
　
　
　

韮
崎
宿

諏
訪
伊
勢
守
様　
　
　
　
　
　
　

御
本
陣　
　
　

岩
下
兵
助

右
者
、
御
入
部
ニ
付
罷
越
申
候
、
御
殿
様
御
着
以
前
ニ
御
本
陣
江
見
舞
申
候
、
進
物
任
先
格
薬

袋
莨
壱
斤
、
親
兵
助
・
忰
源
助
対
面
而
各
々
噺
合
申
候
、

　
　

御
供
御
家
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

脇
御
本
陣

千
野
修
輔
様　
　
　
　
　
　

伊
勢
屋
彦
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

追
而
白
箱
入
莨
二
斤

　
　

御
用
人

中
嶋
甚
五
兵
衛
様　
　
　
　

さ
と
屋
五
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

同
断

　
　

御
目
附

　
　
　

三
輪
佐
平
太
様

　
　
　

横
川
官
右
衛
門
様　

八
嶋
屋

　
　
　

三
輪
逸
之
丞
様

　
　
　

柳
田
龍
蔵
様

御
殿
様
御
着
被
遊
候
ニ
付
、
御
目
附
衆
宿
江
罷
越
、
前
格
之
儀
申
出
、
進
物
先
格
薬
袋
莨
拾

把
宛
差
出
申
候
、
両
三
度
迄
御
断
候
処
、
達
而
申
候
ニ
付
、
受
納
被
致
候
、
御
献
上
物
桐
箱

ニ
而
干
鯛
壱
折
、
御
目
附
衆
江
差
上
候
処
、
御
本
陣
江
案
内
申
ニ
付
罷
越
候
様
被
仰
聞
候
ニ
付

参
申
候
、
御
目
附
三
輪
佐
平
太
様
罷
出
被
仰
聞
候
、
御
献
上
物
相
納
候
ニ
付
、
暫
之
内
御
本

陣
ニ
而
成
共
、
又
者
旅
宿
成
共
、
扣
候
様
被
仰
聞
候
、
無
間
も
宿
江
申
参
候
ニ
付
罷
越
候
処
、

任
先
格
是
を
被
下
タ
被
仰
聞
候
、

　
　
　

御
紋
付
御
上
下
一

　
　
　
　
　
　

御
目
録
二
百
疋　

の
し
付
ニ
而

御
拝
領
被
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
存
与
申
上
候
、
扨
又
御
目
見
之
儀
者
、
今
夜
者
遅
候
ニ
付
、
明

朝
御
立
以
前
ニ
被
仰
付
候
、
三
日
朝
御
本
陣
江
罷
越
、
御
目
附
衆
ニ
得
御
意
候
処
、
追
付
御

差
図
有
之
ニ
付
扣
居
候
様
ニ
被
仰
候
、
御
近
習
衆
御
立
二
之
間
ニ
而
御
目
見
被
仰
付
与
被
仰
聞

候
ニ
付
、
御
書
院
江
罷
通
候
而
御
目
見
被
仰
付
候
、

無
之
、
前
書
大
久
保
石
見
守
様
御
判
物
写
之
由
ニ
而
差
出
候
ニ
付
、
御
糺
被
遊
候
、

当
国
藤
川
通
船
川
筋
見
分
、
慶
長
七
寅
年
四
月
、
船
八
艘
為
打
立
、
鰍
澤
湊
江
差
引
掛
候
所

無
相
違
ニ
付
、
日
向
半
兵
衛
・
島
田
清
左
衛
門
両
奉
行
よ
り
京
都
嵯
峨
角
倉
與
市
方
江
書
通

を
以
申
遣
候
、
右
抱
遠
州
天
龍
船
頭
・
水
主
共
之
内
、
鰍
沢
江
者
茂
兵
衛
・
権
八
・
五
郎
兵

衛
・
藤
助
、
黒
沢
江
者
治
右
衛
門
・
孫
三
郎
・
清
蔵
・
又
七
、
右
八
人
之
者
共
両
湊
問
屋
方

江
四
艘
宛
引
渡
、
尤
銘
々
屋
敷
所
江
被
下
置
之
、
通
船
為
致
候
条
、
以
来
無
違
失
通
船
可
相

勤
者
也
、
慶
長
八
年
月
日
大
久
保
石
見
守
様
判
、
宛
所
鰍
沢
御
城
米
問
屋
青
柳
金
之
丞
・
黒

沢
御
城
米
問
屋
村
松
勘
次
郎
与
有
之
候
ニ
付
、
角
倉
与
市
様
方
御
糺
被
遊
候
所
、
先
年
古
キ

書
物
共
致
焼
失
、
否
之
儀
不
相
知
、
勿
論
本
書
有
之
候
迚
、
三
河
岸
同
様
ニ
無
之
与
之
証
拠

ニ
者
御
取
用
難
相
成
、
前
書
享
保
年
中
甲
斐
守
様
よ
り
相
渡
り
候
書
付
之
儀
、
右
御
領
主
之

方
御
糺
被
遊
候
所
、
三
河
岸
江
御
渡
被
置
候
旨
ニ
而
、
写
被
差
越
候
ニ
付
、
双
方
ゟ
差
上
候
本

書
御
突
合
被
遊
候
処
、
少
茂
相
違
無
之
上
者
、
可
疑
筋
ニ
無
之
、
旁
以
三
河
岸
同
様
無
紛
、

青
柳
河
岸
ハ
別
段
と
申
儀
、
鰍
沢
村
申
分
難
相
立
、
依
之
左
之
通
被
仰
渡
候
、

一
青
柳
村
之
者
共
儀
、
商
ひ
荷
物
引
受
、
旅
人
通
船
仕
候
儀
を
、
鰍
沢
村
よ
り
差
障
申
間
敷

候
、
勿
論
青
柳
村
之
儀
者
、
人
馬
継
合
之
村
方
ニ
無
之
、
鰍
沢
村
者
人
馬
継
合
之
村
方
ニ
候

得
者
、
右
村
江
可
相
懸
商
人
・
旅
人
共
与
馴
合
、
青
柳
村
江
引
請
候
儀
者
致
間
敷
候
、
且
鰍

沢
村
地
内
清
水
与
青
柳
村
唱
來
り
候
場
所
よ
り
、
以
来
乗
船
不
致
、
尤
身
延
会
式
参
詣
之

者
共
、
鰍
沢
村
口
留
御
番
所
前
ニ
而
上
陸
仕
、
着
船
之
順
々
ニ
改
を
請
、
其
㝡
寄
ゟ
是
又

順
々
ニ
青
柳
河
岸
船
江
茂
乗
船
為
致
、
双
方
差
支
無
之
様
申
合
、
其
外
之
儀
者
仕
来
り
之
通

取
計
ひ
、
以
来
和
融
可
仕
候
、

一
青
柳
村
之
者
共
儀
、
出
入
中
荷
主
無
之
船
者
通
船
仕
間
敷
旨
御
支
配
御
代
官
よ
り
被
仰
渡

在
之
候
処
、
荷
主
無
之
船
通
船
仕
候
段
、
不
埒
ニ
付
問
屋
太
郎
左
衛
門
江
過
料
銭
三
貫
文
、

名
主
共
急
度
御
叱
、
組
頭
・
船
頭
共
者
御
叱
り
被
置
候
、

一
鰍
沢
村
之
者
共
儀
、
御
支
配
御
代
官
之
被
仰
渡
を
不
相
用
、
御
奉
行
所
之
御
吟
味
ニ
相
成

候
而
茂
品
々
我
意
申
之
、
不
埒
ニ
付
名
主
・
問
屋
兼
帯
玉
之
丞
ハ
過
料
銭
拾
貫
文
、
組
頭
善

左
衛
門
・
園
右
衛
門
・
㐂
右
衛
門
・
郷
右
衛
門
者
壱
人
江
過
料
銭
五
貫
文
宛
、
船
頭
惣
代

江
同
三
貫
文
被
仰
付
候
、

一
十
郎
右
衛
門
儀
、
御
支
配
御
代
官
よ
り
利
右
衛
門
・
与
兵
衛
江
御
差
帋
被
差
越
候
処
、
外

出
入
有
之
、
内
済
為
致
度
存
候
迚
、
当
人
共
江
茂
不
申
談
、
一
存
を
以
、
右
御
差
紙
御
役

所
江
相
戻
候
段
、
不
埒
ニ
付
過
料
銭
三
貫
文
被
仰
付
候
、

一
勘
左
衛
門
儀
、
青
柳
村
与
鰍
沢
村
船
稼
之
儀
及
出
入
、
御
吟
味
中
鰍
沢
・
黒
沢
両
河
岸
開

闢
之
書
付
ニ
先
祖
之
名
前
在
之
候
間
所
持
仕
来
り
候
旨
文
通
い
た
し
呉
候
様
惣
左
衛
門
申

ニ
任
、
身
分
之
た
め
ニ
可
相
成
与
存
、
右
書
付
致
一
覧
候
ハ
ヽ
八
拾
両
、
質
物
ニ
取
候
得
者

百
両
、
二
口
〆
百
八
拾
両
ニ
候
抔
、
又
者
青
柳
村
十
次
郎
望
ニ
付
譲
渡
候
旨
、
虚
実
も
不

相
弁
、
相
違
之
儀
相
認
、
鰍
沢
村
郷
右
衛
門
方
江
文
通
い
た
し
候
段
、
不
届
ニ
付
所
払
被　

仰
付
候
、

一
市
郎
左
衛
門
・
元
右
衛
門
・
沖
右
衛
門
儀
、
御
尋
之
儀
有
之
、
惣
左
衛
門
御
呼
出
ニ
付
、

市
郎
左
衛
門
・
元
右
衛
門
差
添
罷
出
候
処
、
致
出
奔
、
一
同
尋
被
仰
付
候
所
、
度
々
御
日

延
之
上
不
尋
出
段
、
不
埒
ニ
付
、
永
尋
之
上
、
名
主
市
郎
左
衛
門
過
料
銭
三
貫
文
、
組
頭

元
右
衛
門
并
親
類
惣
代
沖
右
衛
門
者
急
度
御
叱
り
被
置
候
、

右
被　

仰
渡
候
趣
、
一
同
承
知
奉
畏
候
、
過
料
銭
之
儀
者
三
日
之
内
伊
奈
備
前
守
様
御
支
配

所
御
役
所
江
可
相
納
候
、
若
相
背
候
ハ
ヽ
重
科
可
被　

仰
付
候
、
仍
御
請
證
文
差
上
申
所
、

如
件
、
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和
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郎
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衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
右
衛
門
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　

政
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

惣　

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭　

助
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
手　
　
　

問
屋　

玉
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
罷
出　

組
頭　

善
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

園
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㐂
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭　

清
左
衛
門
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19
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
正
月　
記
（
妙
臺
寺
境
内
除
地
書
上
）

　
　
　
　
　

記

一
境
内　
宿
並
間
口
六
間

　
　
　
　
奥
行
八
拾
間

　

右
除
地

　
　
　
　

屋
敷
三
畝
拾
五
歩

　
　
　
　

畑
壱
反
五
畝
六
歩

右
御
尋
ニ
付
書
上
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

        　
　
　
　

野
村
彦
右
衛
門
当
分
御
預
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

小
室
妙
法
寺
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同（
マ
　
マ
）
州
郡
鰍
沢
村

　
　
　

天
保
三
年
辰
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

妙
臺
寺

20
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
四
月　
差
出
申
一
札
之
事
（
貴
殿
ゟ
清
左
衛
門
殿
江
相
懸
る
一

件
落
着
）

　
　
　
　
　

差
出
申
一
札
之
事

一
貴
殿
ゟ
清
左
衛
門
殿
江
相
懸
り
候
一
件
、
御
役
所
江
被
成
御
願
候
、
是
迄
段
々
御
記
之
上

御
差
出
シ
可
相
成
処
、
三
年
番
ニ
致
ニ
付
、
貴
殿
憤
之
処
、
只
管
無
心
申
入
処
、
預
り
勘

弁
ニ
聞
済
御
得
心
下
さ
れ
忝
奉
存
候
、
右
為
趣
意
一
札
差
添
、
仍
如
件
、

　
　
　

天
保
四
年
巳
四
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潮
き
院
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
誠
院
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

与
市
左
衛
門
殿

21
天
保
九
年
六
月
（
一
八
三
八
）
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
諏
訪
藩
御
米
蔵
瓦
葺
き
替
願
、

天
正
以
来
の
由
緒
を
記
す
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

御
上
様　
　

天
正
年
中
上
州
宗（
総
社
）舎江
御
国
替
被
為
遊
候
以
前
ゟ
、
私
先
祖
江
御
用
被　

仰
付
、

御
帰
城
以
来
前
々
之
通
奉
蒙
御
高
恩
、
御
問
屋
被
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
處
延
宝
元

丑
年
、（
貼
紙
）「
私
屋
敷
之
内
地
所
」（
御
蔵
屋
敷
）
差
上
ヶ
、
四
間
ニ
八
間
御
蔵
御
建
被
遊
、

享
保
十
四
年
御
修
覆
有
之
、
寳
暦
四
戌
年
御
建
直
シ
、
萱
葺
御
座
候
、
年
暦
之
儀
ニ
付
、
柱

根
土
臺
朽
壁
鼠
穴
多
分
有
之
、
窓（
カ
）戸
前
悉
及
大
破
候
間
、
是
迄
自
力
ニ
而
「
修
復
仕
」（
漸
々

取
繕
）、
御
用
弁
仕
候
得
共
、「
御
建
替
之
時
節
ゟ
ハ
八
、
九
十
年
ニ
も
相
成
及
大
破
」、
火
災

之
節
者
不
安
心
ニ
奉
存
候
、
既
ニ
去
ル
卯
年
十
一
月
、「
近
所
」
出
火
有
之
、
其
節
者
御
廻
米

大
凡
弐
千
俵
余
も
積
込
罷
在
候
故
驚
入
、
失
十
方
心
配
仕
候
、
併
御
土
蔵
大
切
ニ
相
防
無
難

ニ
候
、
翌
辰
二
月
「
近
所
」
出
火
有
之
、
其
節
者
渡
邊
弥
惣
兵
衛
様
荊
沢
宿
御
逗
留
有
之
、

御
足
軽
衆
御
欠
付
被
下
、
多
分
人
力
以
御
土
蔵
相
囲
難
有
「
奉
存
」
候
、
瓦
葺
土
蔵
瓦
屋
根

店
藏
等
所
々
御
座
候
分
者
多
分
燃
付
不
申
ニ
付
、
同
年
三
月
中
御
土
蔵
瓦
葺
ニ
而
御
建
替
奉
願

上
候
所
、
御
聞
済
者
有
之
候
得
共
、
其
後
御
沙
汰
も
無
之
、
猶
又
申
二
月
出
火
有
之
、
何
分

安
心
不
仕
ニ
付
奉
願
上
候
所
、
御
柱
年
ニ
付
御
延
年
被
仰
付
候
、
去
年
中
川
瀬
左
衛
門
様
「
御

止
宿
被
下
節
御
覧
」（
御
見
分
被
成
下
）、
猶
又
同
年
千
野
茂
左
衛
門
様
「
前
同
様
」（
御
見
分
）

被
成
下
、
当
春
山
田
又
吉
様
「
前
同
様
」（
御
見
分
）
被
成
下
、
私
儀
五
拾
余
年
奉
蒙
御
重

恩
御
問
屋
相
勤
候
ニ
付
、
何
卒
御
土
蔵
自
力
ニ
而
建
直
仕
度
、
年
来
心
願
ニ
御
座
候
得
共
、
不

如
意
之
私
故
、
何
分
自
力
ニ
相
叶
不
申
、
誠
ニ
家
込
之
中
候
得
者
、
万
一
御
廻
米
之
節
不
慮

之
儀
ニ
而
も
有
之
候
而
者
相
済
不
申
、
数
代
御
用
相
勤
候
甲
斐
も
無
之
、「
恐
入
」（
歎
敷
）
奉

存
候
、
御
上
様
江
戸
御
屋
敷
御
類
焼
、
其
上
近
年
者
不
作
打
続
、
御
時
節
柄
も
相
弁
不
申
御

願
仕
候
儀
、
何
共
奉
恐
入
候
得
共
、
火
災
之
儀
者
不
限
何
日
安
心
不
仕
候
間
、
無
據
奉
願
上

候
、
私
儀
も
㝡
早
七
拾
才
相
成
候
ニ
付
、
明
年
者
忰
江
御
引
替
被
仰
付
被
下
置
度
奉
願
候
心

底
ニ
御
座
候
得
者
、
私
相
勤
候
内
ニ
御
普
請
（
仕
度
）「
被
仰
付
被
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候
」、

「
前
文
奉
申
上
候
萱
葺
ニ
而
者
不
安
心
ニ
奉
存
候
間
、
御
建
替
も
被
成
下
候
御
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
此

度
者
瓦
屋
根
被
成
下
様
仕
度
」（
奉
存
候
）、
格
別
之
以
御
憐
愍
、
是
非
共
御
聞
済
被
成
下
置

候
ハ
ヽ
、
莫
太
之
御
慈
悲
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　

天
保
九
戊
戌
年
六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

御
作
事
方

御
賄借

方

　
　

御勝

手

方
役
所
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
「　

」
は
貼
紙
の
範
囲
、（　

）
は
貼
紙
に
隠
れ
る
部
分
を
示
す

22
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
八
月　
借
用
申
米
代
金
之
事
（
諏
訪
蔵
米
百
俵
請
取
、
代
金

四
二
両
一
分
三
朱
、
残
金
三
二
両
一
分
三
朱
極
月
二
五
日
迄
）

　
　
　
　

借
用
申
米
代
金
之
事

一
諏
訪
御
蔵
米
百
俵
也

　
　
　

代
金
四
拾
弐
両
壱
歩
三
朱

17
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
九
月　
為
取
替
書
付
之
事
（
小
物
成
山
割
合
は
両
家
廟
所
境
、

畑
地
作
徳
は
両
家
妙
臺
寺
回
向
料
に
す
る
）

　
　
　
　
　

為
取
替
書
付
之
事

恒
蔵
ゟ
与
市
左
衛
門
江
相
懸
候
出
入
落
着
ニ
付
、
小
物
成
山
割
合
之
儀
、
廟
所
西
南
之
角
ゟ

北
江
見
通
し
、
東
之
方
与
市
左
衛
門
、
西
之
方
恒
蔵
持
与
相
分
候
処
、
右
西
之
方
ニ
與
市
左

衛
門
開
発
為
致
候
畑
地
有
之
、
今
度
右
地
所
双
方
申
争
ひ
、
一
躰
之
出
入
も
内
済
相
整
兼
候

ニ
付
、
地
所
作
徳
之
儀
者
定
取
ニ
い
た
し
、
右
作
徳
者
与
市
左
衛
門
・
恒
蔵
両
家
ゟ
先
祖
為
回

向
料
菩
提
所
妙
臺
寺
江
年
々
寄
進
い
た
し
、
尤
右
地
面
者
恒
蔵
進
退
人
与
相
定
候
処
、
相
違

無
御
座
候
、
依
之
為
取
替
書
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
村

　
　
　

文
政
五
午
年
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恒　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
市
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

扱
人　

喜　

内
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
南
胡
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

七
兵
衛
㊞

18
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
二
月　
議
定
書
之
事
（
本
家
与
一
左
衛
門
と
分
家
恒
蔵
と
の
争

論
取
極
め
、
廟
所
・
諏
訪
問
屋
・
家
作
手
当
等
）

　
　
　
　
　
　

議
定
書
之
事

一
鰍
澤
村
恒
蔵
ゟ
与
一
左
衛
門
江
掛
候
出
入
、
往
還
通
南
之
方
表
間
口
六
間
・
奥
行
弐
拾
間
、

裏
間
口
六
間
四
尺
恒
蔵
居
屋
敷
之
事
、
并
家
作
屋
根
葺
替
等
垣
根
普
請
与
一
左
衛
門
居
屋

鋪
、
町
通
り
相
用
、
往
々
睦
敷
両
家
ニ
而
無
差
支
通
用
之
事
、

一
表
門
通
南
柱
ゟ
北
迄
奥
通
り
与
一
左
衛
門
居
屋
敷
之
事
、

一
諏
方
様
御
廻
米
御
賄
共
本
家
与
一
左
衛
門
進
退
之
事
、
恒
蔵
儀
者
別
家
之
事
、

一
井
戸
弐
ヶ
所
之
儀
者
、
往
々
睦
敷
い
た
し
、
両
家
常
用
之
事
、

一
同
村
屋
敷
添
畑
、
恒
蔵
手
作
之
分
者
同
人
持
高
之
事
、
与
一
左
衛
門
手
作
之
分
者
同
人
持

高
之
事
、

一
屋
鋪
続
小
物
成
山
、
是
迄
恒
蔵
持
高
之
処
、
已
来
御
縄
受
惣
右
衛
門
八
反
歩
之
内
三
反

歩
、
廟
所
西
南
之
角
よ
り
子
之
四
分
江
見
通
し
境
立
、
東
ノ
方
与
一
左
衛
門
持
高
之
事
、

同
西
之
方
恒
蔵
持
高
之
事
、
廟
所
之
義
者
、
往
々
両
家
進
退
之
事
、

一
廟
所
通
路
之
儀
者
、
与
一
左
衛
門
屋
敷
内
裏
之
方
江
通
行
可
致
筈
、
且
与
一
左
衛
門
酒
造

蔵
江
通
路
之
儀
者
、
是
迄
之
通
恒
蔵
小
物
成
等
之
儀
も
同
様
、
双
方
屋
敷
内
成
共
申
合
通

行
可
致
事
、

一
恒
蔵
持
分
小
物
成
之
内
、
与
一
左
衛
門
開
発
畑
之
儀
者
、
先
祖
回
向
料
与
し
て
両
家
申
合
、

菩
提
所
妙
臺
寺
江
寄
進
い
た
し
候
事
、

一
与
一
左
衛
門
よ
り
甲
金
三
拾
弐
両
弐
分
、
恒
蔵
江
家
作
為
手
当
与
相
渡
候
事
、

　

尤
、
是
迄
恒
蔵
所
持
之
諸
道
具
者
、
不
残
恒
蔵
相
用
可
申
事
、

一
同
村
分
両
人
持
高
引
方
之
儀
、
前
々
引
分
置
候
通
可
相
心
得
事
、

右
之
通
双
方
并
親
類
一
同
自
得
之
上
、
熟
談
い
た
し
、
取
遣
相
済
候
上
者
、
已
後
違
背
申
間

敷
候
、
依
之
双
方
親
類
一
同
連
印
議
定
書
差
出
申
処
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
村

　
　
　

文
政
七
申
年
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訴
訟
方　
　
　
　

恒　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
添　

長　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
手
方　
　
　
　

与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　

治
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

落
合
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断　

清
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断　

弥
平
太
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断　

徳
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断　

幸
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

落
合
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

扱
人　

重
郞
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鏡
中
条
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

兵　

助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
田
村
㐂
内
代
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
南
胡
村　
　

七
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菩
提
寺　

妙
臺
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隣　

寺　

蓮
久
寺
㊞

─　25　─ ─　24　─



同　
　
　
　
　

麦
田
五
畝
廿
壱
歩　
　

同　
　
　

才
兵
衛　
　
　
　
　

同
人
分

同　
　
　
　
　

上
畑
弐
畝
廿
五
歩　
　
　
　
　
　

同　

人　
　
　
　
　

同
人
分

壱
反
四
歩
内　

中
畑
弐
畝
十
三
歩　
　
　
　
　
　

惣
右
衛
門　
　
　
　

同
人
分

　
　
　
　
　
　

下
々
畑
弐
畝
六
歩
（
カ
）　　
　
　

 

十
大
夫　
　
　
　
　

同
人
分

小
河
原　
　
　

下
畑
三
畝
三
歩　
　
　
　
　
　
　

源
右
衛
門　
　
　
　

隠
居
分

同　
　
　
　
　

下
々
畑
壱
畝
弐
歩　
　
　
　
　
　

与
左
衛
門　
　
　
　

同
人
分

同　
　
　
　
　

下
々
畑
壱
畝
六
歩　
　
　
　
　
　

縫
右
衛
門　
　
　
　

同
人
分

同　
　
　
　
　

下
々
畑
弐
畝
歩　
　
　
　
　
　
　

金
右
衛
門　
　
　
　

同
人
分

同　
　
　
　
　

下
々
畑
壱
畝
六
歩　
　
　
　
　
　

伊
之
助　
　
　
　
　

同
人
分

同　
　
　
　
　

屋
敷
弐
拾
八
歩　
　
　
　
　
　
　

熊　

蔵　
　
　
　
　

同
人
分

同　
　
　
　
　

屋
敷
三
畝
歩　
　
　
　
　
　
　
　

清
左
衛
門　
　
　
　

同
人
分

是
者
我
等
両
人
死
後
ニ
者
相
続
人
支
配
可
為
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　

新
十
郞
持
分

東
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
縄
請

一
麦
田
七
畝
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

才
兵
衛　
　
　
　
　

新
十
郎
分

同一
麦
田
壱
反
弐
畝
拾
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

人　
　
　
　
　

同
人
分

山
神

一
下
々
畑
六
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
左
衛
門　
　
　
　

同
人
分

同一
下
々
畑
弐
畝
拾
弐
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

人　
　
　
　
　

同
人
分

同一
下
々
畑
三
畝
廿
五
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

人　
　
　
　
　

同
人
分

同一
下
々
畑
壱
畝
弐
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

人　
　
　
　
　

同
人
分

（
同
欠
）

一
下
々
畑
廿
八
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
郎
左
衛
門　
　
　

同
人
分

前
林

一
山
畑
廿
七
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
郞
左
衛
門　
　
　

同
人
分

一
山
畑
弐
畝
廿
五
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祖
右
衛
門　
　
　
　

同
人
分

右
之
通
諸
親
類
打
寄
詮
儀
仕
候
處
、
前
書
取
極
ル
通
少
も
相
違
無
御
座
候
、
我
等
相
果
申
候

共
、
親
類
立
合
相
定
候
通
可
致
候
、
為
後
日
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
人　

与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　

六
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　

弥
平
太
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　

治
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㝡
勝
寺
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　

十
左
衛
門
㊞

　
　
　

㝡
勝
寺
村
分
畑
不
残
相
続
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　

常
兵
衛
㊞

　
　
　

寅
五
郞
心
底
可
致
也
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　

小
七
郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
十
郞
（
爪
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

26
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
五
月　
借
地
証
文
之
事
（
屋
敷
一
ヶ
所
借
用
し
土
蔵
建
立
、
地

代
甲
銀
三
十
匁
）

　
　
　
　

借
地
証
文
之
事

　
　

一
屋
敷
壱
ヶ
所　
　
　
　
　
　
　

但
東
西
矢
場
ゟ
土
蔵
迄
南

北
山
之
裾
ゟ
道
之
渡
迄

　
　
　
　
　
　

地
代
甲
銀
三
拾
匁

右
者
、
貴
殿
御
所
持
之
屋
敷
、
借
地
仕
、
今
般
土
蔵
相
建
申
候
處
相
違
無
御
座
候
、
年
紀
之

儀
者
當
午
年
よ
り
来
ル
辰
年
迄
中
拾
ヶ
年
季
ニ
相
定
申
候
、
尤
借
地
銀
之
義
者
、
書
面
之
通

毎
年
十
二
月
廿
日
迄
ニ
無
滞
さ
し
上
ヶ
可
申
候
、
萬
一
滞
候
節
者
、
右
土
蔵
貴
殿
思
召
ニ
御

取
計
可
被
成
候
、
其
時
ニ
至
り
一
言
之
子
細
申
間
敷
候
、
為
後
日
手
形
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

借
地
人

　
　

弘
化
三
午
年
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

虎
之
丞
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証　

人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
次
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
一
左
衛
門
殿

27
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
正
月　
差
出
申
一
札
之
事
（
後
見
親
類
飯
野
村
治
右
衛
門
不
実

意
者
、
其
方
共
も
親
類
一
切
頼
ま
ず
）

　
　
　
　
　

差
出
申
一
札
之
事

一
我
等
相
果
候
後
、
親
類
飯
野
村
治
右
衛
門
不
実
意
之
者
ニ
付
、
後
見
抔
与
申
儀
決
而
相
成

不
申
候
、
其
方
共
ニ
而
茂
親
類
共
相
頼
候
儀
一
切
相
成
不
申
、
先
祖
ゟ
代
々
引
譲
候
家
禄
ニ

付
大
切
守
護
い
た
し
、
年
紀
賄
養
可
致
候
、
依
之
我
等
死
後
存
置
申
残
候
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　

内
金
拾
両
手
金
相
渡

　

残
金
三
拾
弐
両
壱
歩
三
朱
也

右
之
通
、
御
米
慥
ニ
請
取
、
残
金
之
分
借
用
申
処
実
正
也
、
尤
右
残
金
来
ル
極
月
廿
五
日
限
、

無
相
違
返
済
可
申
候
、
為
後
証
借
用
手
形
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
神
中
条
村

　
　
　

天
保
十
二
丑
年
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
用
人　

七
郎
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
市
左
衛
門
殿

23
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
三
月　
覚
（
染
屋
渡
世
元
手
金
三
十
両
受
取
）

　
　
　
　

覚

一
金
三
拾
両
也

右
者
、
染
屋
渡
世
為
元
手
金
与
、
立
合
人
差
添
慥
ニ
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

金
子
請
取
人

　
　
　

天
保
十
四
年
三
月
晦
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

新
重
郞
（
爪
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
飯
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
立
合
人　

次
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

㝡
勝
寺
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同　
　
　

重
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同　
　
　

弥
平
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同　
　
　

六
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
市
左
衛
門
殿

24
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
四
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
去
七
月
殿
様
傳
奏
と
な
り
、

用
立
金
五
十
両
下
げ
渡
し
願
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
去
ル
卯
七
月
、　　

殿
様
傳
奏
被　

仰
付
候
節
、
多
分
御
入
用
有
之
候
ニ
付
、
所
々
金
子

為
御
才
覚
、
高
山
甚
之
丞
様
御
越
御
旅
宿
被
成
、
其
節
私
儀
者
豆
州
熱
海
江
罷
越
、
忰
江

被
仰
聞
候
ハ
、
此
度
之
御
用
大
㕝
之
事
ニ
候
間
、
御
金
口
入
可
致
旨
被
仰
聞
段
、
私
罷
帰

候
節
忰
ゟ
承
知
仕
候
ニ
付
、
忰
女
房
縁
家
ニ
八
代
村
嘉
兵
衛
と
申
者
有
之
候
ニ
付
、
申
談
候

所
、
小
屋
場
清
左
衛
門
参
申
聞
候
者
、
御
家
老
様
ニ
而
八
代
村
嘉
兵
衛
方
江
御
懸
合
も
有
之

所
江
、
私
義
者
決
而
御
頼
者
不
申
与
申
聞
候
ニ
付
、
其
方
江
無
心
不
申
打
捨
置
候
、
然
處
天

明
年
中　
　

放
光
院
様
御
代
、
傳
奏
被　

仰
付
候
節
、
私
親
儀
五
百
両
御
用
立
申
候
儀
有

之
候
、
然
ニ
此
度
者
私
儀
茂
不
如
意
ニ
付
、
所
々
借
用
等
も
出
来
不
申
、
歎
ヶ
敷
奉
存
候
得

共
、
責
而
少
分
た
り
共
御
用
立
申
度
奉
存
候
間
、
村
内
弥
五
左
衛
門
与
申
者
ゟ
金
五
拾
両

借
用
い
た
し
、
去
八
月
清
左
衛
門
江
相
渡
、
御
証
文
請
取
罷
在
候
、
右
金
子
御
下
ヶ
金
被

下
、
弥
五
左
衛
門
江
返
渡
申
度
奉
存
候
間
、
此
度
御
下
ヶ
金
奉
願
候
所
、
御
聞
済
ニ
相
成

候
段
、
承
知
仕
候
、
然
處
清
左
衛
門
私
江
申
聞
候
ハ
、
去
ル
子
年
御
拂
米
三
百
俵
切
出
之

節
、
御
懸
り
御
役
人
中
様
江
金
五
両
取
賄
置
差
上
候
間
、
此
度
御
下
ヶ
金
之
内
ニ
而
引
落

可
申
、
此
段
私
承
知
不
致
候
得
者
、　

御
上
様
ゟ
一
向
御
下
ヶ
金
無
之
候
段
申
聞
候
、
御

代
金
之
義
者
不
残
上
納
仕
、
御
受
取
書
所
持
仕
居
候
儀
、
別
段
清
左
衛
門
江
内
々
等
相
頼

候
儀
一
切
無
之
程
過
候
而
、
今
更
右
様
之
義
難
題
申
懸
候
者
、
難
得
其
意
奉
存
候
、
此
段

清
左
衛
門
江
者
御
渡
被
下
候
儀
者
、
御
免
可
被
下
候
、
以
上
、

　
　
　

天
保
十
五
甲
辰
年
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　

御
役
所
様

25
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
六
月　
家
督
引
訳
譲
状
之
事（
相
続
人
寅
五
郞
・
別
家
新
十
郎
）

　
　
　
　

家
督
引
訳
譲
状
之
事

壱
反
八
畝
六
歩
之
内　
　
　
　
　
　

御
縄
請

一
屋
敷
七
畝
拾
四
歩　
　
　
　
　
　
　
　

宗
右
衛
門

　
　

但
し
間
口
八
間　
　
　
　
　
　

相
続
人

　
　
　
　

奥
行
廿
八
間　
　
　
　
　
　
　

寅
五
郞

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
家

一
屋
敷
三
畝
弐
拾
弐
歩　
　
　
　
　
　
　

新
十
郞

　
　

但
し
間
口
四
間

　
　
　
　

奥
行
弐
拾
八
間

同
断

一
屋
敷
弐
畝
廿
弐
歩　

是
者
諏
方
蔵
地
并
御
蔵
地
共
ニ

　
　
　
　

相
続
人
寅
五
郞
心
底
可
致
候
、

　
　
　
　

廟
所
小
物
成
相
続
人
心
底
可
致
候
、

東
田　
　
　
　

上
畑
六
畝
九
歩　
　
　

御
縄
請　

市
左
衛
門　
　
　
　

寅
五
郞

同　
　
　
　
　

上
田
四
畝
廿
三
歩　
　

同　
　
　

市
左
衛
門　
　
　
　

同
人
分

同　
　
　
　
　

中
田
四
畝
廿
弐
歩　
　

同　
　
　

与
次
左
衛
門　
　
　

同
人
分

─　27　─ ─　26　─



惣
兵
衛
様
・
牛
山
彦
左
衛
門
様
・
千
野
源
五
郎
様
、
此
四
軒
江
者
私
共
不
参
ニ
付
、
清

左
衛
門
殿
計
参
り
着
御
届
申
上
候
、
此
度
引
替
願
一
条
之
義
者
、
表
向
小
頭
役
人
取
継

可
申
由
ニ
而
、（
以
下
記
載
無
）

六
日　

晴
天　

中
金
子
村
小
頭
岩
浪
六
郎
兵
衛
様
方
へ
宿
㐂
七
相
頼
、
私
共
一
同
参
り
御

願
申
候
処
、
明
日
御
城
内
江
出
張
被
成
下
候
趣
被
仰
聞
、
名
前
引
替
願
書
下
書
之
義
者
、

岩
本
様
ゟ
被
下
候
法（
カ
）志
よ
り
紙
ニ
認
メ
可
申
旨
被
仰
聞
承
知
仕
、
右
紙
ニ
而
認
メ
置
申

候
、

七
日　

晴
天　

願
書
清
左
衛
門
殿
を
以
御
目
見
申
入
候
処
、
御
承
知
被
遊
候
、
岩
浪
六
郎

右（
マ
マ
）

衛
門
様
御
出
被
下
、
願
書
御
同
人
御
役
所
江
差
上
申
候
処
、
御
取
揚
ニ
而
、
追
而
御
沙

汰
可
有
之
旨
被
仰
聞
候
趣
、
私
共
へ
も
岩
浪
氏
ゟ
申
聞
候
、

八
日　

晴
天　

藤
屋
忠
兵
衛
方
へ
参
り
、
三
の
丸
様
一
条
申
頼
候
、

九
日　

晴
天　

在
宿

十
日　

晴
天　

在
宿

十
一
日　

晴
天　

同

十
二
日　

晴
天　

下
諏
訪
明
神
参
詣
仕
候
、

十
三
日　

雨
天

十
四
日　

天
気

十
五
日　

晴
天　

引
替
一
条
ニ
付
岩
浪
様
御
呼
出
し
之
由
、
御
出
張
被
下
候
、
右
引
替
願

御
聞
ニ
相
成
候
趣
、
被
仰
聞
候
、
是
迄
之
義
者
問
屋
与
一
左
衛
門
ニ
而
苗
名
御
免
無
之
所
、

此
度
者
御
賄
御
用
人
様
方
格
別
之
御
勘
弁
を
以
苗
名
御
免
ニ
相
成
、
此
度
願
書
之
義
雨

宮
虎
五
郞
ニ
而
御
聞
済
有
之
候
、
殿
様
御
見
上
干
鯛
箱
入
白
木
臺
江
乗
、
箱
表
へ
上
ニ
印
、

其
下
江
干
鯛
壱
枚
与
附
書
ニ
仕
る
、
此
義
ハ
岩
浪
氏
も
不
及
□
入
、
清
左
衛
門
殿
御
賄
方

御
役
所
へ
持
参
仕
、
相
仕
立
申
請
差
上
申
候
、
明
日
柳
口
御
役
所
ニ
而
御
料（
料
理
）利
頂
戴
之

由
被
仰
聞
、
難
有
存
候
、

十
六
日　

晴
天　

柳
口
清
左
衛
門
殿
案
内
ニ
而
参
り
候
処
、
入
口
ニ
門
番
出
迎
門
へ
入
候

所
、
上
り
口
下
役
三
村
三
五
兵
衛
様
上
下
ニ
而
出
迎
、
私
共
義
も
上
下
着
仕
罷
出
、
御

座
敷
へ
通
り
候
所
、
茶･

煙
草
盛
火
鉢
御
儀
式
也
、
其
内
ニ
御
賄
元
〆
方
千
野
平
太
様
・

三
輪
新
助
様
・
塩
原
彦
七
様
御
出
被
遊
、
御
合（
相
対
カ
）對被
成
候
内
ニ
、
奥
間
ゟ
御
用
人
安
間

様
御
出
被
遊
、
御
褒
書
御
読
聞
被
遊
候
、
私
共
そ
は
へ
御
出
、
借
財
方
御
礼
被
下
置
候
、

御
賄
御
役
人
中
共
御
礼
被
下
候
、
夫
ゟ
御
茶
被
下
、
引
か
し
被
下
、
引
茶
被
下
、
御
本

膳
壱
汁
五
さ
い
与
申
候
、
吸
物
ニ
而
御
中
酒
被
下
候
、
皿
生
盛
・
坪
手
塩
肴
・
汁･

飯
・

平
坪
手
塩
、
う
な
き
焼
物
頭
附
也
、
無
し
か
し
被
下
候
、
殿
様
よ
り
真
綿
弐
抱
被
下
置

候
、
右
之
通
御
料（
料
理
）利
被
仰
附
候
、
此
度
殿
様
御
目
見
へ
可
有
之
所
、
此
節
御
不
快
之
由

ニ
而
御
目
見
江
無
之
趣
被　

仰
渡
、
追
而
御
目
見
江
可
有
之
旨
、
御
役
人
中
ゟ
被
仰
聞
候
、

前
々
弐
人
扶
持
被
仰
付
罷
在
候
所
、
此
度
壱
人
扶
持
御
増
被
仰
附
、
難
有
奉
存
候
、

十
七
日　

晴
天　

右
御
礼
、
岩
浪
六
郎
右
衛
門
様
御
案
内
ニ
而
御
礼
被
成
下
候
所
、
御
出

無
之
ニ
付
、
昼
後
ゟ
金
子
村
岩
浪
様
へ
罷
出
候
所
、
御
他
行
被
遊
候
、
無
據
帰
宿
仕
候
、

十
八
日　

晴
天　

岩
浪
様
御
出
被
下
候
ニ
付
、
御
案
内
相
頼
、
私
共
一
同
御
用
人
様
・
御

賄
元
〆
様
方
御
礼
奉
申
上
候
、
御
城
内
ニ
而
御
用
人
様
・
御
賄
様
方
三
・
四
人
有
之
事
候
、

夕
方
よ
り
問
屋
小
平
清
右
衛
門
宅
ニ
而
、御
賄
元
〆
様
衆
中
御
一
同
ニ
而
私
共
御
呼
被
下
、

格
別
な
る
御
馳
走
被
仰
附
、
御
役
人
波
多
野
様
・
三
輪
様
・
岩
本
様
外
御
三
人
之
義
ハ
、

御
差
支
有
之
由
ニ
而
御
出
張
無
之
、
下
役
三
村
様
・
小
池
様
・
清
左
衛
門
様
皆
様
御
出

席
ニ
而
、
多
分
御
馳
走
被
下
候
、

十
九
日　

晴
天　

岩
浪
六
郎
右
衛
門
様
へ
数
度
御
出
来
被
下
御
世
話
被
下
候
ニ
付
、
御
礼

ニ
参
り
候
所
、
御
馳
走
被
仰
付
候
、
上
諏
訪
明
神
江
参
詣
い
た
し
、
帰
宿
仕
候
、

廿
日　

天
気　

御
賄
勝
手
方
下
役
衆
中
へ
并
御
用
人
様
、
清
左
衛
門
殿
案
内
ニ
而
御
引
替

御
扶
持
頂
戴
両
用
御
礼
な
か
ら
所
々
参
り
申
候
、
菱
屋
傳
左
衛
門
殿
へ
私
共
呼
わ
れ
申

候
、

廿
一
日　

雨
天　

御
家
老
様
方
御
礼
相
廻
り
申
候
、

廿
二
日　

晴
天　

御
賄
様
六
人
・
御
掛
り
御
用
人
様
四
人
、
清
左
衛
門
殿
案
内
ニ
而
御
い

と
ま
仕
候
、

廿
三
日　

天
気　

升
屋
㐂
七
方
出
立
、
御
賄
御
勝
手
方
元
〆
塩
原
彦
七
様
、
甲
州
御
金
談

御
用
ニ
付
御
出
張
被
遊
候
、
清
左
衛
門
殿
外
壱
人
、
私
共
義
も
御
道（
同
道
）々

仕
、
蔦
木
宿
扇

屋
御
泊
り
、
私
共
義
本
陣
方
ニ
泊
り
、

御
用
人
月
番
四
人
ツ
ヽ

　
　
　

御
掛
り　
　

安
間
五
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　

澤　

市
左
衛
門
様

　
　
　

御
掛
り　
　

両
角
惣
兵
衛
様

　
　
　

同　
　
　
　

牛
山
彦
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　

中
嶋
刑
部
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
嶋
平
左
衛
門
様

　
　
　

御
掛
り　
　

千
野
源
五
郎
様

　
　
　
　
　
　
　
　

高
山
作
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親

　
　
　
　

弘
化
四
丁
未
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
十
郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寅
五
郞

跡
式
相
続
之
儀
、
前
々
寅
五
郞
与
相
定
候
所
、
同
人
親
類
共
不
幸
届
・
年
始
等
ニ
も
参

り
不
申
、
度
々
う
そ
申
ニ
付
、
此
上
如
何
ニ
仕
候
哉
、

28
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
十
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
殿
様
江
戸
御
廻
米
問
屋
扶
持

下
付
、
家
督
相
続
届
）

（
端
裏
書
）「
弘
化
四
未
年
名
前
引
替
願
之
下
書
」

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

殿
様
江
戸
御
廻
米
并
御
拂
米
御
用
数
代
被　

仰
付
被
下
置
、
其
上
御
金
談
御
用
等
相
勤
候
ニ

付
、
御
扶
持
被
下
置
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
處
父
与
一
左
衛
門
義
、
長
々
病
気
罷
在
死
去

仕
候
ニ
付
、
私
家
督
相
続
仕
候
、
右
ニ
付
御
用
向
之
儀
、
是
迄
之
通
私
江
御
引
替
被　

仰
付

被
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候
、
尤
未
タ
若
年
ニ
御
座
候
間
、
事
馴
候
迄
一
類
之
内
飯
野
村
治
右

衛
門
後
見
仕
、
御
用
向
御
差
支
無
之
様
仕
度
奉
存
候
、
依
之
私
共
一
同
連
印
を
以
奉
願
上

候
、
右
願
之
通
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
鰍
澤
河
岸

　
　
　
　

弘
化
四
未
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
屋　
　

雨
宮
虎
五
郞
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

十
月　
　
　
　
　
　
　
　

同
州
同
郡
飯
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
見　
　

治
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
州
八
代
郡
三
澤
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
類
惣
代　
　

幸
右
衛
門
㊞

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　

波
多
野
佐
膳
様

　
　
　
　

千
野
平
太
様

　
　
　
　

塩
原
彦
七
様

　
　
　
　

三
輪
新
助
様

　
　
　
　

岩
本
信
左
衛
門
様

　
　
　
　

金
井
清
八
郞
様

29
弘
化
四
年（
一
八
四
七
）十
月　
諏
訪
因
幡
守
様
御
廻
米
問
屋
名
前
引
替
御
用
留
日
記（
家

督
相
続
）

「（
表
紙
）

　
　
諏
訪
因
幡
守
様

　
　
　
　
　
　

御
廻
米
問
屋
名
前
引
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御　

用　

留　

日　

記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
鰍
澤
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
虎
五
郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
見　

治
右
衛
門　

」

当
五
月
中
、
父
与
一
左
衛
門
義
、
長
々
病
気
ニ
而
死
去
い
た
し
候
所
、
六
月
中
諏
訪
因
幡
守

様
御
内
御
勝
手
方
元
〆
岩
本
信
左
衛
門
様
当
地
江
御
越
被
遊
、
私
宅
江
御
泊
り
ニ
付
、
其
節

御
廻
米
問
屋
忰
虎
五
郞
へ
名
前
引
替
之
義
、
私
共
一
同
御
内
意
御
願
申
上
候
処
、
御
聞
届
被

成
下
、
難
有
奉
存
候
、
是
又
御
帰
国
之
上
御
同
役
衆
中
様
江
御
内
談
可
有
之
旨
被
仰
聞
、
忝

奉
存
候
、
然
処
其
節
御
家
来
小
屋
場
村
清
左
衛
門
殿
附
添
居
被
成
、
此
人
之
義
、
当
地
江
長
々

参
り
御
知
り
人
ニ
付
、
猶
又
一
同
ニ
而
相
願
申
置
、
差
扣
罷
在
候
、

一
九
月
廿
六
日
頃
ゟ
小
屋
場
村
清
左
衛
門
殿
被
参
、
六
月
中
相
頼
名
前
引
替
御
願
之
義
、　

其
向
々
江
御
内
意
申
上
候
処
、
御
聞
済
も
可
有
之
旨
、
被
仰
聞
候
由
、
此
度
申
来
り
、
難

有
奉
存
候
、
御
聞
済
之
上
者
、
殿
様
御
目
見
得
も
可
有
之
、
左
候
得
者
、
見（
献
上
）上
之
品
も
用

ひ
可
致
旨
被
申
、
干
鯛
壱
箱
見
上
之
由
ニ
而
所
々
相
尋
候
得
共
干
鯛
無
之
ニ
付
、
甲
府
ゟ

生
鯛
相
求
、
無
據
塩
鯛
ニ
致
、
信
州
差
送
り
申
置
候
、
大
二
枚
・
中
な
ら
三
枚
・
下
な
ら

ハ
五
枚
也
、
諏
訪
ニ
而
開
鯛
ニ
い
た
し
、
三
・
四
日
計
も
日
ニ
而
干
立
、
干
鯛
ニ
仕
申
候
、

殿
様
御
見
上
品
臺
・
箱
共
仕
立
大
工
松
木
与
申
、
御
扶
持
頂
戴
ニ
而
御
抱
人
也
、
是
へ
相

願
申
候
、
箱
之
義
白
木
ニ
而
長
壱
尺
六
寸
・
七
寸
、
横
七
寸
計
、
臺
之
義
長
弐
尺
余
・
横

九
寸
計
也
、
牛
附
ニ
而
高
足
附
な
り
、

一
十
月
二
日　

小
屋
場
村
清
左
衛
門
殿
、
虎
五
郞
共
諸
右
衛
門
方
へ
御
泊
り
、

　

三
日　

一
同
出
立
、
上
圓
井
昼
め
し
、
臺
ヶ
原
丸
屋
弥
五
兵
衛
ニ
泊
り
、

四
日　

晴
天
、
臺
ヶ
原
明
六
ツ
時
出
立
、
神
戸
原
茶
屋
ニ
而
昼
め
し
、
金
沢
休
、
上
諏
訪

へ
日
暮
着
仕
、
升
屋
㐂
七
方
ニ
旅
宿
仕
る
、
清
左
衛
門
殿
義
者
和
泉
屋
助
三
郎
方
ニ
泊

り
居
申
候
、
夕
方
ゟ
雨
、

五
日　

四
ッ
時
ゟ
晴
天　

御
賄
勝
手
方
元
〆
波
多
野
左
膳
様
・
千
野
平
太
様
・
塩
原
彦
七

様
・
三
輪
新
助
様
・
岩
本
信
左
衛
門
様
・
金
井
清
八
郞
様
、
右
御
賄
方
へ
清
左
衛
門
殿

案
内
ニ
而
昨
夜
着
仕
候
趣
御
届
申
上
候
、
御
用
人
月
番
御
掛
安
間
五
左
衛
門
様
・
両
角

─　29　─ ─　28　─



左
衛
門
発
言
之
由
に
付
、
難
黙
止
、
任
其
意
親
類
共
并
隣
家
之
者
立
会
、
双
方
連
印
譲
状
相

認
メ
、
私
江
相
渡
候
ニ
付
、
㝡
勝
寺
村
十
左
衛
門
方
江
預
ヶ
置
、
獨
身
之
儀
ニ
付
同
居
致
し
居

候
処
、
与
一
左
衛
門
儀
急
々
病
怔
相
変
、
夢
中
ニ
而
言
語
茂
不
相
訳
、
既
ニ
去
未
五
月
十
四
日

死
去
仕
候
ニ
付
、
家
督
等
ノ
儀
者
、
先
年
譲
状
有
之
候
ニ
付
、
早
速
葬
式
相
片
付
候
所
、
当　

　

御
支
配
所
飯
野
村
親
類
長
百
姓
治
右
衛
門
儀
、
親
与
一
左
衛
門
ゟ
被
相
頼
候
様
申
偽
り
、

後
見
い
た
し
候
抔
申
触
、
大
切
之
御
用
・
村
用
等
打
捨
、
私
方
江
罷
越
、
勝
手
自
侭
之
所
行

相
仕
成
、
加
之
私
分
地
等
之
儀
迄
無
謂
故
障
申
居
、
当
惑
仕
、
去
未
年
中
ゟ
村
役
元
江
申
出
、

種
々
取
調
請
候
所
、
不
行
届
、
無
據　

御
役
所
様
江
差
出
ニ
相
成
候
旨
、
村
役
人
被
申
聞
候

処
、
虎
五
郞
儀
治
右
衛
門
之
申
聞
候
者
、
謀
計
ニ
在
之
由
ニ
会
得
仕
、
先
非
後
悔
之
旨
、
私
方

江
正
路
之
挨
拶
有
之
候
ニ
付
、
口
書
一
札
請
取
之
、
組
合
惣
代
親
類
常
蔵
并
ニ
私
・
虎
五
郞
一

同
、
名
主
許
江
右
口
書
一
札
差
出
、
是
迄
之
差
綺
行
届
候
段
相
届
、
訴
状
願
下
ヶ
安
心
仕
居

候
、
然
所
治
右
衛
門
取
巧
候
悪
計
之
輪
ニ
陥
不
申
候
故
か
、
種
々
不
当
申
募
、
殊
ニ
不
辨
之

虎
五
郎
何
ニ
取
進
候
哉
、
先
般　
　

御
役
所
様
江
駈
訴
い
た
し
、
一
先
帰
宅
之
上
申
聞
候
者
、

御
代
官
様
重
御
利
害
在
之
候
ニ
付
帰
村
候
旨
ニ
て
、
当
月
廿
一
日
私
江
申
聞
候
者
、
今
般
治
右

衛
門
勘
弁
を
以
申
談
候
通
之
分
地
ニ
而
承
知
致
し
候
哉
、
左
も
無
之
候
而
者
、
猶
亦
出
訴
仕
候

趣
掛
合
在
之
候
ニ
付
、
飽
迄
悪
計
取
巧
候
儀
ニ
奉
存
候
、
一
應
会
得
仕
行
届
候
儀
迄
、
右
様

不
当
被
申
掛
候
而
者
、
心
外
至
極
、
往
々
如
何
様
之
義
取
巧
可
申
哉
も
難
計
、
心
痛
止
時
無

之
、
歎
ヶ
敷
奉
存
候
間
、
不
奉
顧
恐
奉
愁
訴
候
、
何
卒
格
別
之
御
慈
悲
を
以
、
治
右
衛
門
被

召
出
、
父
在
命
中
取
究
置
候
連
印
譲
状
之
通
、
私
儀
者
分
家
ニ
取
計
、
本
家
永
続
方
之
妨
ニ
不

相
成
候
様
、
御
厳
重
御
利
害
被
仰
付
被
成
下
置
度
奉
願
上
候
、

右
願
之
通
御
聞
済
被
成
下
置
候
者
、
廣
太
之
御
慈
悲
与
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
鰍
澤
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
一
左
衛
門
忰

　
　
　

嘉
永
元
申
年
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
十
郞
（
爪
印
）

　
　

市
川

　
　
　

御
役
所

32
嘉
永
改
元
年
（
一
八
四
八
）
八
月　
為
取
替
申
内
済
書
之
事
（
多
祢
と
分
地
之
居
屋
敷
新

十
郎
の
争
論
）

　
　
　
　
　

為
取
替
申
内
済
書
之
事

当
村
百
姓
伊
之
助
母
よ
り
同
人
弟
新
十
郞
江
相
掛
申
立
候
者
、
同
人
儀
た
ね
分
地
之
居
屋
敷

江
、
無
謂
差
障
り
、
不
法
申
募
、
示
談
不
行
届
、
其
外
品
々
申
立
、
村
役
人
連
印
無
之
願
書

ヲ
以　
　

御
役
所
江
駈
訴
い
た
し
候
処
、
厚
御
利
害
被
仰
聞
、
村
役
人
江
御
引
渡
ニ
相
成
候
ニ

付
、
村
役
席
ニ
於
而
新
十
郎
被
呼
出
、
双
方
御
引
合
御
糺
明
被
成
下
候
処
、
新
十
郞
申
立
候

者
、
去
ル
天
保
十
五
辰
年
、
父
與
市
左
衛
門
在
命
中
、
譲
状
有
之
候
ニ
付
、
無
謂
義
ニ
者
無
之

体
ニ
申
候
得
共
、
譲
状
共
渡
至
、
対
談
書
・
詫
書
其
外
為
取
替
書
類
数
通
い
た
し
置
、
右
詫

書
之
文
意
ニ
而
者
新
十
郞
申
立
決
而
難
相
立
振
合
有
之
、
就
中
彼
是
相
混
候
次
第
、
然
共
分
地

さ
し
縺
之
儀
ニ
付
、
本
家
相
談
方
ニ
可
相
拘
、
御
賢
慮
ヲ
以
可
致
示
談
由
、
厚
御
申
聞
、
其

上
長
次
右
衛
門
立
入
方
被
仰
付
候
段
、
一
同
承
知
仕
候
、
仍
之
同
人
よ
り
双
方
江
掛
合
之
上
、

新
十
郞
不
心
得
申
張
、
親
類
中
憤
之
儀
、
立
入
人
囉
請
、
熟
談
内
済
、
左
之
通
、

壱
反
八
畝
六
歩
内　
　
　
　

御
縄
請

一
屋
敷
廿
壱
歩　
　
　
　
　
　
　

惣
右
衛
門

　
　

外
ニ
字
東
田
三
筆

　
　
　

尤
、
未
年
対
談
取
窮
書
之
通
、
た
ね
へ
分
地

屋
敷
添
壱
反
四
歩
内　
　
　

御
縄
請

一
中
畑
弐
畝
三
歩　
　
　
　
　
　

惣
右
衛
門

　
　

尤
、
未
年
対
談
取
窮
書
之
通
、
新
十
郞
へ
分
地

　
　
　

但
、
宿
表
江
出
入
通
路
之
儀
者
、
虎
五
郞
所
持
屋
敷
之
内
、
聊
無
差
支
通
行
之
事
、

一
金
拾
五
両
者　
　
　
　
　
　
　

新
十
郞
江

是
者
、
親
類
相
談
勘
弁
ヲ
以
、
此
度
商
内
為
素
手
金
与
相
渡
候
、
然
上
者
、
作
間
渡
世

出
情
相
励
可
申
由
、
一
同
ゟ
申
聞
候
處
、
承
伏
仕
候
、

一
金
拾
両
者　
　
　
　
　
　
　
　

新
十
郞
江

　
　

是
者
、
家
作
為
取
続
、
此
度
相
渡
申
候
、

前
書
之
通
、
双
方
憤
相
散
、
熟
談
内
済
仕
候
上
者
、
相
互
ニ
分
地
高
相
守
、
向
後
聊
不
実
意

不
仕
、
本
性
之
実
意
基
、
違
失
致
間
敷
候
、
然
上
者
、
右
一
件
ニ
付
重
而
御
願
筋
無
御
座
候
、

仍
之
内
済
書
為
取
替
置
候
處
、
如
件
、

　
　
　

嘉
永
改
元
申
年
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多　

祢
（
爪
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
十
郞
（
爪
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

虎
五
郞
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

虎
五
郞
後
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
野
村　

次
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
沢
村　

幸
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

牛
山
助
之
進
様

御
賄
御
勝
手
方
元
〆

　
　
　
　
　
　
　
　

波
多
野
左
膳
様

　
　
　
　
　
　
　
　

千
野
平
太
様

　
　
　
　
　
　
　
　

塩
原
彦
七
様

　
　
　
　
　
　
　
　

三
輪
新
助
様

　
　
　
　
　
　
　
　

岩
本
信
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　

金
井
清
八
郞
様

御
勝
手
方
下
役
衆
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
和　
　

渡
邊
弥
惣
兵
衛
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
居　
　

三
井
傳
兵
衛
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
大
塩　

林　

恵
十
郞
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
田　
　

小
池
新
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
村　
　

土
橋
甫
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
堀　
　

渡
邊
斧
蔵
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
戸　
　

三
村
三
五
平
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
木　
　

久
保
田
宇
兵
衛
様

御
家
老
様
弐
軒　
　

此
節
御
三
軒
御
勤
被
遊
候
、

　
　
　
　
　

新
屋
敷
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邊
大
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　

三
丸
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　

千
野
㐂
惣
左
衛
門
様

　
　
　
　

新
屋
敷
箸（
カ
）旦
那　

是
ニ
而
三
軒
也

　
　
　
　
　
　
　
　

千
野
両
之
助
様

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

殿
様
江
戸
御
廻
米
并
御
拂
米
御
用
数
代
被　

仰
付
被
下
置
、
其
上
御
金
談
御
用
等
相
勤
候
ニ

付
、
御
扶
持
被
下
置
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
処
父
与
一
左
衛
門
儀
長
々
病
気
罷
在
死
去
仕

候
ニ
付
、
私
家
督
相
続
仕
候
、
右
ニ
付
御
用
向
之
儀
、
是
迄
之
通
私
江
御
引
替
被　

仰
付
被

下
置
候
様
仕
度
奉
存
候
、
尤
未
タ
若
年
ニ
御
座
候
間
、
事
馴
候
ま
て
一
類
之
内
飯
野
村
治
右

衛
門
後
見
仕
、
御
用
向
御
差
支
無
之
様
仕
度
奉
存
候
、
依
之
私
共
一
同
連
印
を
以
奉
願
上

候
、
右
願
之
通
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
鰍
澤
河
岸

　
　
　

弘
化
四
未
年
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

雨
宮
虎
五
郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
州
同
郡
飯
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
見　

治
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
州
八
代
郡
三
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
類
惣
代　

幸
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　

波
多
野
左
膳
様

　
　
　
　

千
野
平
太
様

　
　
　
　

塩
原
彦
七
様

　
　
　
　

三
輪
新
助
様

　
　
　
　

岩
本
信
左
衛
門
様

　
　
　
　

金
井
清
八
郞
様

　
　
　
　
　

被　

仰
渡
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
虎
五
郞

御
自
分
儀
、
是
迄
金
子
用
弁
給
候
処
、
此
度
勝
手
向
借
財
相
嵩
差
支
候
ニ
付
、
返
済
方
仕
法

取
調
、
借
用
之
分
其
向
役
人
ゟ
及
掛
合
候
処
、
早
速
承
引
、
年
賦
延
給
、
實
意
之
至
満
足
被

致
候
、
依
之
壱
人
扶
持
被　

相
贈
候
、
此
末
尚
又
用
途
相
弁
可
給
候
、

　
　
　

十
月

30
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
～
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）　
諏
訪
因
幡
守
様
御
用
留
③

　

→
90
ペ
ー
ジ

31
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
四
月　
乍
恐
以
書
付
奉
愁
訴
候
（
与
一
左
衛
門
跡
式
を
弟
虎
五

郞
に
相
続
さ
せ
兄
新
十
郎
を
別
家
に
不
満
）

　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
愁
訴
候

鰍
澤
村
百
姓
与
一
左
衛
門
忰
新
十
郎
奉
申
上
候
儀
者
、
父
与
一
左
衛
門
儀
及
老
衰
、
殊
ニ
七
・

八
ヶ
年
以
前
ゟ
病
身
ニ
相
成
候
ニ
付
、
天
保
十
五
辰
年
親
類
共
相
談
之
上
、
弟
虎
五
郞
江
跡
式

相
続
為
致
、
私
儀
者
別
家
ニ
さ
し
出
候
旨
、
申
聞
候
間
、
難
得
其
意
段
申
張
候
処
、
父
与
一

─　31　─ ─　30　─



36
安
政
二
年
（
カ
）（
一
八
五
五
）
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
廻
米
運
賃
丑
寅
二
年
一
艘
永

八
十
文
増
願
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
御
廻
米
御
運
賃
増
之
義
、
去
寅
十
二
月
中
奉
願
上
候
処
、
月
廻
ニ
相
成
、
御
役
所
御
繁
用

之
趣
、
押
而
奉
願
上
候
義
茂
恐
入
、
差
扣
罷
在
候
処
、
船
頭
共
ゟ
不
得
止
事
催
促
被
致
、

無
據
今
般
罷
出
奉
願
上
候
、
何
卒
旧
冬
奉
願
上
候
通
り
、
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付
永
八

拾
文
宛
、
丑
・
寅
二
ヶ
年
分
運
賃
御
増
被
仰
付
被
下
置
度
、
奉
願
上
候
、

右
願
之
通
御
聞
済
被
成
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

37
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
二
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
寅
十
一
月
大
地
震
で
の
御
米

蔵
修
復
金
五
十
両
拝
借
願
、
写
共
二
通
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
私
儀
、
従
来
蒙　

御
重
恩
、
御
米
問
屋
被
仰
付
罷
在
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
処
去
寅
年

十
一
月
大
地
震
ニ
而
御
米
蔵
ゆ
れ
崩
、
当
惑
仕
罷
在
、
既
ニ
御
届
ヶ
可
申
上
候
処
、
幸
其

砌
御
廻
米
御
出
役
牛
山
五
郎
兵
衛
様
蒲
原
宿
御
止
宿
ニ
付
、
書
付
を
以
御
届
ヶ
奉
申
上
候

処
、
御
帰
り
之
節
御
見
分
被
成
下
、
右
始
末　
　

御
役
所
江
茂
御
届
ヶ
可
申
上
旨
、
被
仰

聞
候
ニ
付
、
去
寅
年
十
二
月
罷
出
御
届
ヶ
奉
申
上
候
通
、
御
米
蔵
大
破
ニ
付
御
米
積
入
候

儀
難
相
成
、
誠
以
当
惑
仕
候
、
何
卒
格
別
之
御
慈
悲
を
以
御
修
覆
金
五
拾
両
御
下
ヶ
被
下

置
度
奉
願
上
候
、（
貼
紙
）「
金
四
拾
両
御
下
ヶ
被
下
置
候
共
、
又
者
御
金
百
両
拝
借
被
仰

付
被
下
置
候
共
、
両
用
之
内
奉
願
上
候
」、
左
候
得
者
、
私
共
御
引
受
御
修
覆
仕
、
此
上

御
米
積
入
之
儀
安
心
仕
度
奉
存
候
、
右
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合

奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
廻
米
問
屋

　
　
　
　

安
政
二
乙
卯
年
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
飯
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
見　

治
右
衛
門
㊞

　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　

御
役
所
様

38
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
八
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
大
地
震
で
の
御
蔵
修
復
金
拝

借
願
）

（
端
裏
書
）　
「
安
政
元
寅
年
十
一
月
大
地
震
ニ
付
御
拝
借
願
之
下
書
」

      　
　

  

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
私
儀
、
従
来
蒙　

御
重
恩
、
御
米
問
屋
被
仰
付
罷
在
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
処
去
寅
年

十
一
月
大
地
震
ニ
而
御
米
蔵
ゆ
れ
崩
当
惑
仕
罷
在
、
既
ニ
御
届
ヶ
可
申
上
候
処
、
幸
其
砌

御
廻
米
御
出
役
牛
山
五
郎
兵
衛
様
蒲
原
宿
御
止
宿
ニ
付
、
書
付
を
以
御
届
ヶ
奉
申
上
候

所
、
御
帰
り
之
節
御
見
分
被
成
下
、
右
始
末　

御
役
所
江
茂
御
届
ヶ
可
申
上
旨
、
被
仰
聞

候
ニ
付
、
去
寅
年
十
二
月
罷
出
御
届
ヶ
奉
申
上
候
通
、
御
米
蔵
大
破
ニ
付
、
御
米
積
入
候

儀
難
相
成
、
誠
ニ
以
当
惑
仕
候
間
、
猶
又
当
二
月
中
罷
出
、
御
修
覆
之
儀
奉
願
上
候
処
、　

御
上
様
ゟ
御
沙
汰
可
被
下
旨
被
仰
聞
、
一
先
帰
国
仕
差
控
罷
在
候
処
、
㝡
早
御
修
覆
難
捨

置
時
節
ニ
相
成
、
無
余
儀
又
々
今
般
罷
出
奉
願
上
候
、
何
卒
格
別
之
御
慈
悲
を
以
御
金
六

拾
両
拝
借
被
仰
付
被
下
置
候
様
、
幾
重
ニ
茂
奉
願
上
候
、
左
候
得
者
早
速
御
修
覆
仕
、
此

上
御
米
積
入
之
儀
安
心
仕
度
奉
存
候
、
右
願
之
通
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有

仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
廻
米
問
屋

　
　
　
　

安
政
二
乙
卯
年
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
飯
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

後
見　

治
右
衛
門
㊞

　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　

御
役
所
様

39
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
八
月　
奉
願
拝
借
仕
候
金
子
證
文
（
大
地
震
で
の
御
蔵
修
復
金

三
十
両
十
年
賦
拝
借
願
、
同
文
三
通
）

（
端
裏
書
）　
「
安
政
元
寅
年
大
地
震
ニ
付
御
拝
借
証
文
之
下
書
」

　
　
　
　

  

奉
願
拝
借
仕
候
金
子
證
文

一
金
三
拾
両
者　
　
　
　
　
　
　
但
文
字
金
也

右
者
、
私
儀
兼
々
不
勝
手
之
所
、
去
寅
十
一
月
大
地
震
ニ
而
御
米
蔵
破
損
、
御
修
覆
難
及
自

力
、
無
據
拝
借
奉
願
上
一
点
下
之
通
御
貸
被　

仰
付
被
下
置
、
慥
ニ
奉
請
取
候
所
、
相
違
無

御
座
候
、
右
返
納
之
儀
、
無
利
足
拾
ヶ
年
賦
被　

仰
付
被
下
置
、
重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、

當
時
御
勝
手
向
御
差
支
専
御
倹
約
之
御
時
節
ニ
候
得
共
、
年
来
御
用
向
被　

仰
付
被
下
置
候

儀
、
格
段
之
以
思
召
拝
借
被　

仰
付
被
下
置
候
段
、　

御
厚
恩
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然

上
者
以
来
御
用
向
諸
事
御
差
支
等
無
之
様
、
猶
又
出
精
可
仕
候
、
返
納
之
義
者
来
丙
辰
年
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
市
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常　

蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
合　
　

虎
之
丞
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
入
人　
　

長
次
右
衛
門
㊞

33
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
二
月　
借
用
申
質
地
之
事
（
中
畑
二
畝
三
歩
、
代
金
甲
金
三
十

両
、
三
年
季
）

　
　
　
　
　

借
用
申
質
地
之
事

屋
敷
添
壱
反
四
歩
内　
　
　

御
縄
受

一
中
畑
弐
畝
三
歩　
　
　
　
　
　
　

宗
右
衛
門

　
　

此
代
金
三
拾
両
者　

但
シ
甲
金
也

右
者
、
前
々
御
年
貢
并
要
用
金
ニ
差
詰
り
申
ニ
付
、
書
面
之
金
子
証
人
立
会
慥
ニ
請
取
候
儀
、

借
用
御
返
納
仕
候
所
、
相
違
無
御
座
候
、
尤
年
季
之
義
者
、
当
戌
之
春
よ
り
来
ル
子
之
春
迄

三
ヶ
年
季
ニ
相
定
、
借
用
申
候
所
実
正
也
、
右
年
季
来
代
金
調
達
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
右
之
田

地
并
証
文
共
御
返
可
被
下
候
、
萬
一
請
戻
義
相
兼
候
ハ
ヽ
、
貴
殿
方
ニ
而
勝
手
次
第
永
々
御
支

配
可
被
成
候
、
且
此
田
地
ニ
付
先
状
坪
附
等
ニ
も
書
入
不
申
、
親
類
・
縁
者
・
村
中
誰
人
成
共
、

少
も
構
無
御
座
候
、
若
六
ヶ
敷
申
者
出
来
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
加
判
之
者
共
何
方
迄
も
ま
か
り

出
、
急
度
埒
明
、
貴
殿
江
御
苦
労
少
も
相
懸
ヶ
申
間
敷
候
、
利
足
之
儀
者
、
壱
割
五
分
之
積

り
ヲ
以
、
毎
年
極
月
廿
日
ニ
急
度
返
進
可
申
候
、
為
後
日
質
入
証
文
、
仍
而
如
件
、

　
　
　

嘉
永
三
年
戌
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
主　

作　

平
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人　

与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
之
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

虎
之
丈
殿

（
裏
書
）

表
書
之
通
相
違
無
之
候
、
已
上
、

　
　
　

戌
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

弥
五
左
衛
門
㊞
（
消
印
）

34
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
八
月　
差
出
申
一
札
之
事
（
丑
年
私
居
屋
敷
五
十
両
で
売
渡
し
、

明
け
渡
し
手
切
金
十
五
両
受
取
）

　
　
　
　
　

差
出
申
一
札
之
事

一
甲
金
拾
五
両
也

右
者
、
去
丑
年
私
居
屋
敷
甲
金
五
十
両
ニ
而
賣
渡
し
置
候
処
、
今
般
明
渡
候
ニ
付
、
手
切
金
と

し
て
書
面
之
金
子
、
只
今
慥
ニ
受
取
、
然
上
者
以
後
ニ
至
り
、
無
心
ヶ
間
鋪
義
、
決
而
不
申
候
、

為
後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　
　

嘉
永
七
寅
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
主　

伊
之
助

　
　
　
　
　
　
　

八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人　

治
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
一
左
衛
門
殿

35
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
十
二
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
廻
米
川
下
げ
、
八
十
文
増
、

六
九
五
文
に
願
う
、
下
書
と
写
二
通
）

（
端
裏
書
）「
安
政
元
寅
年
永
八
十
文
増
願
之
書
面
下
書
」

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
御
廻
米
之
儀
者
、　

御
公
儀
様
并
御
上
様
御
同
様
ニ
而
運
送
仕
来
罷
在
候
処
、
先
年
御
本
領

分
御
米
三
拾
俵
積
船
賃
壱
艘
ニ
付
永
七
百
八
拾
文
之
処
、
追
々
引
下
ヶ
、
永
六
百
九
拾
五

文
仕
来
罷
在
候
処
、
去
ル
拾
弐
ヶ
年
已
前
卯
年
、
新
岸
レ
河
一
件
水
野
越
前
守
様
御
触
ニ

付
、
御
運
賃
引
下
ヶ
方
願
上
候
処
、
御
聞
済
之
上
、
一
昨
子
年
迄
永
六
百
九
拾
五
文
之
内
、

八
拾
文
引
下
ヶ
、
永
六
百
拾
五
文
ニ
仕
来
罷
在
候
所
、
右
ニ
而
者
三
岸
レ
河
船
頭
共
者
勿
論
、

一
統
及
難
渋
候
ニ
付
、
一
昨
子
年
中
三
岸（
河

河岸
）一

統
御
本
領
御
役
所
江
罷
出
、
増
運
賃
奉
願

上
候
処
、
御
聞
済
ニ
相
成
、
去
ル
八
月
前
年
之
通
永
八
拾
文
宛
御
増
、
都
合
永
六
百
九
拾

五
文
宛
之
割
合
ニ
而
、
弐
ヶ
年
分
御
下
ヶ
ニ
相
成
候
、
右
ニ
付
去
ル
十
月
御
廻
米
ニ
付
牛
山

五
郎
兵
衛
様
御
出
役
先
江
宿
内
役
人
共
并
船
頭
共
ゟ
書
面
を
以
奉
願
上
候
処
、
私
義
当
御

役
所
江
罷
出
御
願
可
仕
旨
被
仰
聞
候
得
共
、
其
節
風
邪
ニ
而
引
籠
罷
在
候
内
大
地
震
有
之
、

旁
々
御
延
引
ニ
相
成
居
候
処
、
宿
内
役
人
并
船
頭
共
ゟ
度
々
催
促
有
之
、
無
余
義
今
般
罷

出
奉
願
上
候
、
何
卒
御
重
情
を
以
、
別
紙
役
人
共
并
船
頭
共
ゟ
奉
願
上
候
通
、
御
本
領
同

様
弐
ヶ
年
分
、
壱
艘
ニ
付
永
八
拾
文
宛
御
増
、
都
合
永
六
百
九
拾
五
文
宛
之
御
割
合
ニ
而

御
下
ヶ
被
下
置
度
奉
願
上
候
、
右
願
之
通
御
聞
済
被
成
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合
ニ

奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　

安
政
元
甲
寅
年
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
澤
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
米
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　

御
勝
手
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
書
の
肩
書
に
は
「
御
廻
米
問
屋
」
と
あ
り
）

　
　
　
　
　

御
役
所
様
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43
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
二
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
米
五
百
俵
岩
渕
河
岸
輸
送
ニ

付
十
嶋
番
所
通
荷
願
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
米
五
百
俵　
　
　

但
信
州
諏
訪
邊
ゟ
買
入
米
之
内
元
河
岸
鰍
沢

　
　

国
桝
壱
斗
三
升
入　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
與
市
左
衛
門 

印

右
者
、
巨
摩
郡
天
神
中
条
村
百
姓
源
七
、
作
間
ニ
穀
物
商
ひ
渡
世
仕
罷
在
候
処
、
駿
州
岩
渕

河
岸
花
田
幸
八
義
ハ
年
来
取
引
仕
候
も
の
ニ
付
、
此
度
書
面
之
米
同
人
方
江
追
々
差
送
り
度

奉
存
候
間
、
何
卒
以　
　

御
慈
悲
、
十
嶋
御
番
所
無
滞
通
荷
相
成
候
様
、
御
裏
書
被
下
置
度

奉
願
上
候
、
右
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巨
摩
郡
天
神
中
条
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
人
百
姓

　
　
　

元
治
二
丑
年
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源　
　

七 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
左
衛
門 

印

　
　

田
中
御
役
所

表
書
之
通
願
出
候
間
、
其
御
番
所
無
相
違
御
通
可
被
成
候
、
以
上
、

　
　
　

元
治
二
丑
年
二
月
廿
七
日　
　
　
　
　
成
瀬
官
一
郞 

印

　
　
　
　
　

十
嶋
御
番
所

　
　
　
　
　
　
　

御
番
人
中

44
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
八
月　
乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
川
下
げ
運
賃
五
割
増
、
永

一
貫
四
二
文
五
分
願
、
同
文
二
通
）

（
端
裏
書
）　
「
子
年
分　

慶
應
元
丑
年
九
月
願
石
和
御
役
所
へ
奉
願
上
候
下
書
」

　
　
　
　
　

 

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

御
廻
米
壱
俵
三
斗
六
升
入

三
拾
弐
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
鰍
澤

黒
澤

青
柳
三
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄

一
永
壱
貫
四
拾
弐
文
五
分　
　
　
　
　

御
川
下
賃

　
　

内
永
三
百
四
拾
七
文
五
分　

米
穀
并
船
木
其
外
諸
色
高
直
ニ
付
、
是
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
請
負
永
辻
之
外
、
此
度
五
割
増
方
奉
願
上
候
、

御
廻
籾
壱
俵
五
斗
入

弐
拾
八
俵
八
分
積
壱
艘
ニ
付　
　

 

右
同
断

一
永
壱
貫
四
拾
弐
文
五
分　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

内
永
三
百
四
拾
七
文
五
分　

右
同
断

右
者
、
當
國
郡
中
村
々
御
物
成
米
江
戸
御
廻
米
籾
、
當
三
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
御
川
下

賃
之
儀
、
従
来
年
季
ヲ
以
御
請
負
仕
、
安
政
六
未
ゟ
去
亥
迄
五
ヶ
年
季
、
船
壱
艘
ニ
付
永
六

百
九
拾
五
文
を
以
御
請
負
被
仰
付
置
、
當
子
年
季
明
ニ
御
座
候
、
然
處
冨
士
川
之
義
者
急
流
・

立
瀬
・
岩
石
所
々
ニ
有
之
、
悉
難
場
ニ
而
、
御
廻
米
御
川
下
中
、
船
路
定
式
瀬
浚
入
用
年
々

金
百
両
余
相
掛
候
處
、
近
来
諸
色
・
人
足
賃
等
格
外
高
直
相
成
候
ニ
付
追
々
相
嵩
、
金
弐
百

両
余
相
懸
り
、
其
上
出
水
之
度
々
川
瀬
相
変
候
ニ
付
、
其
都
度
別
段
多
分
之
入
用
相
掛
、
加

之
近
年
米
穀
並
船
木
其
外
船
附
諸
道
具
ニ
至
迄
、
諸
價
以
前
与
事
変
、
都
而
倍
余
ニ
引
上
り
、

難
渋
夥
敷
、
是
迄
被
下
置
永
辻
ニ
而
者
、
往
返
雑
費
引
足
不
申
、
左
候
迚
年
来
之
渡
世
ニ
離
、

俄
余
業
も
難
出
来
、
此
上
割
増
不
相
成
候
而
者
、
年
中
船
稼
而
已
を
以
生
活
罷
有
候
船
頭
・
水

主
、
親
妻
子
篭
三
千
人
余
ニ
及
候
者
共
養
方
ニ
抱
、
誠
以
歎
敷
次
第
ニ
御
座
候
、
御
時
節
柄

奉
恐
入
候
得
共
、
不
顧
恐
御
歎
願
奉
申
上
候
、
何
卒
格
別
之
以　

御
慈
悲
、
前
段
御
賢
慮
被

成
下
、
當
子
ゟ
辰
迄
五
ヶ
年
季
、
是
迄
御
請
負
永
辻
之
外
五
割
増
、
都
合
永
壱
貫
四
拾
弐
文

五
分
を
以
、
跡
年
季
御
請
負
被
仰
付
被
成
下
置
度
、　

御
憐
愍
之
御
沙
汰
奉
願
上
候
、
右
願

之
通
御
聞
済
被
成
下
置
候
ハ
ヽ
、
河
岸
場
稼
多
人
数
之
も
の
共
、
無
難
ニ
相
続
仕
、
莫
太
之　

御
仁
恵
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

（
貼
紙
）�「
本
文
之
通
増
方
奉
願
上
候
處
、
減
方
之
義
再
應
御
利
害
之
趣
難
黙
止
、
右
之
内
永

百
三
拾
九
文
五
分
御
吟
味
減
御
請
仕
、
永
九
百
三
文
ヲ
以
跡
請
被
仰
付
度
段
、
奉
願

上
候
處
、
然
上
者
追
而
御
沙
汰
可
有
御
座
旨
、
被
仰
渡
承
知
奉
畏
候
、
依
之
連
印
下
ヶ

札
ヲ
以
申
上
候
、
以
上
、　　

長
次
右
衛
門
・
太
郞
左
衛
門
・
茂
右
衛
門
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
藤
傳
蔵
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
鰍
澤
河
岸

　
　
　

元
治
元
子
年
七
月　
　
　
　
　
　
　

 　

船
頭
惣
代　
　

乙
兵
衛 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　
　

長
次
右
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
青
柳
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　
　

長
右
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　
　

太
郞
左
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
代
郡
黒
澤
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　
　

伊
右
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　
　

茂
右
衛
門 

印

来
乙
丑
年
迄
、
壱
ヶ
年
金
三
両
宛
、
毎
冬
十
一
月
十
五
日
、
急
度
返
納
可
仕
候
、
尤
年
々
江

戸
御
廻
米
之
砌
、
御
出
役
御
役
人
中
江
御
勘
定
可
仕
候
、
若
又
定
日
返
納
及
遅
滞
候
ハ
ヽ
、

御
廻
米
駄
賃
之
内
成
共
、
返
納
分
御
引
取
可
被
下
置
候
、
萬
一
何
等
故
障
之
筋
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
加
印
之
者
急
度
御
引
請
、
本
人
同
様
返
納
方
御
厄
介
筋
無
之
様
、
急
度
取
計
可
申
候
、

為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
廻
米
問
屋

　
　
　
　

安
政
二
乙
卯
年
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
飯
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人
同
人
後
見　

治
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
諏
訪
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人
舛
屋　

㐂　
　

七
㊞
（
消
印
）

　
　
　

両
角
鎌
次
郎
様

　
　
　

吉
田
式
部
左
衛
門
様

　
　
　

赤
沼
三
郎
兵
衛
様

　
　
　

鵜
飼
鱗
蔵
様

　
　
　

久
保
嶋
豪
蔵
様

　
　
　

吉
田
治
兵
衛
様

　
　
　

小
沢
主
膳
様

40
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
三
月　
一
札
之
事
（
文
政
七
申
年
別
家
議
定
以
来
、
此
度
北
方

境
取
縺
れ
、
隣
家
立
合
い
取
極
め
）

　
　
　
　
　

一
札
之
事

一
文
政
七
申
年
中
分
地
ヲ
請
別
家
ニ
相
成
、
其
節
議
定
書
仕
置
、
両
家
ニ
而
所
持
罷
在
候
処
、

此
度
虎
之
丞
境
相
定
候
ニ
付
、
先
議
定
書
ヲ
以
境
引
仕
候
所
、
私
居
家
北
之
方
差
障
候
ニ

付
、
表
ゟ
裏
境
江
壱
縄
ニ
見
通
し
不
相
成
、
彼
是
差
縺
、
隣
家
弥
市
兵
衛
殿
・
六
兵
衛
殿

立
入
、
差
障
候
分
、
本
家
與
一
左
衛
門
方
へ
及
無
心
、
勘
弁
ヲ
請
、
建
家
面
柱
ゟ
弐
間
目

ゟ
虎
之
丞
境
江
熟
談
之
上
面
（
カ
）縄
ニ
い
た
し
、
境
引
行
届
、
然
上
者
往
々
睦
敷
可
致
事
、
為

後
日
一
札
差
入
申
候
処
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　

文
久
三
亥
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
─
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
─

41
文
久
四
年
（
一
八
六
四
）
二
月　
覺
（
金
弐
百
疋
諏
訪
大
明
神
護
摩
堂
永
代
常
夜
燈
寄
附

神
納
請
取
）

　
　
　
　
　

覺

一
金
弐
百
疋
也

信
州
一
之
宮
諏
方
大
明
神
護
摩
堂
永
代
常
夜
燈
寄
附
金
一
点
下
之
通
慥
ニ
神
納
仕
候
、
為
後

日
請
取
章
、
如
件
、

　
　
　

文
久
四
甲
子
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
方
上
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
當
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

如
法
院
印
（
朱
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
話
人　

柳
平
龜
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

五
味
長
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

鮎
澤
勇
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

守
屋
源
七
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
村
諏
訪
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門
殿

42
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
十
一
月　
覚
（
御
払
米
千
三
百
俵
入
札
、
一
俵
四
斗
入
、
金
十

両
ニ
付
十
七
俵
七
分
替
）

　
　
　
　
　
　
　

覚

一
御
拂
米
千
三
百
俵　
　
　

但
壱
俵
ニ
付
四
斗
入

　
　
　

直
段　

金
拾
両
ニ
付
拾
七
俵
七
分
替

右
直
段
を
以
御
拂
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、
御
買
請
可
仕
候
、
尤
代
金
御
上
納
之
義
者
、
荷
着
候
節
ハ

相
違
な
く
御
上
納
可
仕
候
、
為
念
入
札
如
斯
ニ
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
札
人

　
　
　

子
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
次
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
郎
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

上
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重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

甲
州
鰍
澤
河
岸

　
　
　

慶
應
元
乙
丑
年
九
月　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

御
米
問
屋　

雨
宮
與
市
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
見　
　
　
　

治
右
衛
門

　
　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　
　

御
役
所

47
慶
應
元
年
（
一
八
六
五
）
九
月　
奉
願
拝
借
仕
候
金
子
證
文
（
大
地
震
で
の
御
蔵
修
復
金

七
十
両
、
十
年
賦
拝
借
願
、
同
文
二
通
）

（
端
裏
書
）　
「
慶
應
元
丑
年
御
拝
借
願
之
證
文
下
書
」

　
　
　
　
　
奉
願
拝
借
仕
候
金
子
證
文

一
金
七
拾
両
者　
　
　
　
　
　

 

但
文
字
金
也

右
者
、
私
儀
兼
々
不
勝
手
之
処
、
去
ル
寅
年
大
地
震
ニ
而
御
米
蔵
破
損
仕
候
ニ
付
、
御
拝
借
仕

取
繕
置
候
得
共
、
年
月
を
歴
候
故
大
破
ニ
相
成
候
ニ
付
、
御
修
覆
仕
度
候
得
共
、
難
及
自
力
、

無
據
拝
借
之
儀
奉
願
上
、
一
点
下
之
通
御
貸
被　

仰
付
被
下
置
、
慥
ニ
奉
請
取
候
処
、
相
違

無
御
座
候
、
右
返
納
之
儀
、
無
利
足
拾
ヶ
年
賦
被　

仰
付
被
下
置
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、

當
時
御
勝
手
向
御
差
支
、
専
御
検（
倹
約
）駒
之
御
時
節
柄
ニ
候
得
共
、
年
来
御
用
向
被　

仰
付
被
下

置
候
儀
、
格
段
之
以
思
召
拝
借
被　

仰
付
被
下
置
候
段
、　

御
厚
恩
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、

然
上
者
以
来
御
用
向
諸
事
御
差
支
等
無
之
様
、
猶
又
出
情
可
仕
候
、
返
納
之
義
者
来
ル
丙
寅

年
ゟ
来
ル
乙
亥
年
迄
、
壱
ヶ
年
ニ
金
七
両
宛
、
毎
冬
十
一
月
十
五
日
、
急
度
返
納
可
仕
候
、

尤
年
々
江
戸
御
廻
米
之
砌
、
御
出
役
御
役
人
中
江
御
勘
定
可
仕
候
、
若
又
定
日
返
納
及
遅
滞

候
ハ
ヽ
、
御
廻
米
駄
賃
之
内
成
共
、
返
納
之
分
御
引
取
可
被
下
置
候
、
萬
一
何
等
故
障
之
筋

茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
加
印
之
者
急
度
御
引
請
、
本
人
同
様
返
納
方
御
厄
介
筋
無
之
様
、
急
度
取

計
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
澤
河
岸

　
　
　
　

慶
應
元
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
米
問
屋　

雨
宮
與
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

乙
丑
年
十
二
月　
　

同
国
飯
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人　

同
人
後
見　

治
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
諏
訪
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人　
　
　

增
屋　

㐂　
　

七

　
　
　

久
保
嶌
豪
蔵
様

　
　
　

金
井　

順
八
様

　
　
　

志
賀
初
右
衛
門
様

　
　
　

菊
地
六
郎
右
衛
門
様

48
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
六
月　
対
談
議
定
書
之
事
（
さ
く
め
岩
渕
村
齊
藤
縫
蔵
後
妻
ニ

成
る
に
よ
り
、
百
姓
株
跡
式
相
続
人
取
極
）

　
　
　
　
　

対
談
議
定
書
之
事

一
此
度
さ
く
め
岩
渕
斎
藤
縫
蔵
殿
方
へ
後
妻
ニ
貰
請
度
、
姉
方
よ
り
種
々
無
心
ニ
付
、
當
人

方
へ
掛
合
候
処
、
當
人
申
候
、
是
迄
百
性
株
壱
軒
相
達
居
候
ニ
付
、
さ
く
め
家
出
之
上
者
、

右
株
跡
式
取
定
置
、
万
々
一
先
方
ニ
若
納
兼
候
節
者
、
是
迄
之
居
宅
へ
立
戻
り
可
申
事
、

右
ニ
付
跡
式
子
供
た
り
共
心
掛
候
得
共
、
差
掛
り
見
当
り
不
申
候
ニ
付
、
今
般
議
定
仕
置
、

た
と（
へ
欠
カ
）

元
借
地
た
り
共
、
両
三
ヶ
年
之
内
跡
式
相
続
人
貰
請
度
旨
、
右
之
通
取
戻
し
置
候
上

者
、
其
節
ニ
任
置
可
申
候
、
若
両
三
ヶ
年
た
り
共
跡
式
見
当
り
候
迄
者
、
居
宅
之
義
者
其
侭

達
置
可
申
候
、
本
家
者
勿
論
、
隣
家
・
組
合
・
親
類
一
同
相
談
之
上
、
為
後
日
連
印
仕
置

候
処
、
如
件
、

　
　
　
　

慶
應
二
丙
寅
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

本
家　
　

與
市
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　
　
　

治
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

長
重
郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隣
家　
　
　

六
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
合　
　
　

藤
重
郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
さ
く
め

49
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
六
月　
差
上
申
御
請
書
之
事
（
岩
渕
迄
川
下
げ
賃
丑
一
ヶ
年
限

四
八
六
文
増
永
で
永
一
貫
一
八
一
文
と
す
る
旨
）

（
端
裏
書
）「�

丑
年
分　

慶
應
二
寅
年
六
月
御
下
知
済
ニ
相
成
候
市
川
御
役
所
へ
差
出
し
候
船
頭

之
請
書
扣
」

　
　
　
　
　

差
上
申
御
請
書
之
事

　
　
　

去
々
子
壱
ヶ
年
季
明

　
　
　

去
丑
壱
ヶ
年
季

　
　
　

御
廻
米
三
斗
六
升
入
三
拾
弐
俵
積　

壱
艘
ニ
付

　
　
　

御
廻
籾
五
斗
入
弐
拾
八
俵
八
分
積

　
　
　

元
永
七
百
八
拾
文

　
　
　
　
　
　

内
永
五
文　

文
化
十
五
年
ゟ
引
続
割
引
之
分

　
　

御
年
番

　
　
　
　

石
和
御
役
所

前
書
之
通
、
去
子
年
中
奉
願
上
候
處
、
五
ヶ
年
御
請
負
可
被
仰
付
与
之
御
下
知
被
仰
渡
者
無

御
座
候
得
共
、
去
冬
中
御
川
下
被
仰
付
候
、
當
國
御
三
分
江
戸
御
廻
米
御
川
下
賃
者
、
本
文

江
下
ヶ
札
を
以
奉
申
上
候
通
、
壱
艘
ニ
付
永
九
百
三
文
を
以
、
御
運
賃
頂
戴
被
仰
付
候
間
、

此
段
御
届
申
上
候
、
何
卒
當　
　

御
大
守
様
江
戸
御
屋
敷
御
廻
米
御
川
下
賃
之
儀
も
、
御
先

格
之
通
、
右
ニ
御
準
合
頂
戴
被
仰
付
度
、
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　

慶
應
元
丑
年
八
月　
　
　
　
　
　
　
甲
州
鰍
澤
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　

弥
次
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

政　
　
　

七
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

音　

兵　

衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
米
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
與
市
左
衛
門
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
見　
　
　

治
右
衛
門

　
　

高
嶋

　
　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　

御
役
所

45
慶
應
元
年
（
一
八
六
五
）
九
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
金
百
両
、
十
年
賦
拝
借
で
米

蔵
修
覆
願
）

（
端
裏
書
）　
「
慶
應
元
丑
年
御
拝
借
願
之
下
書
」

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
雨
宮
與
市
左
衛
門
義
、
従
来
蒙　

御
重
恩
、
御
廻
米
問
屋
被　

仰
付
罷
在
、
難
有
仕
合
ニ

奉
存
候
、
然
ル
所
、
御
米
蔵
之
儀
、
先
年
御
建
被
遊
候
砌
ゟ
折
々
御
修
覆
、
又
者
御
建
替

被
遊
候
得
と
も
、
萱
葺
ニ
有
之
候
故
、
出
火
之
時
々
安
心
難
相
成
ニ
付
、
天
保
九
戌
年
瓦

屋
根
ニ
御
葺
替
被
成
下
置
候
様
、
奉
願
上
候
処
、
御
時
節
柄
之
趣
御
聞
済
者
無
之
候
得
共
、

其
節
御
金
百
両
拝
借
被　

仰
付
、
右
ヲ
以
不
残
瓦
屋
根
ニ
葺
替
安
心
仕
、
難
有
仕
合
奉
存

候
、
其
後
安
政
元
寅
年
大
地
震
ニ
而
皆
潰
同
様
、
御
米
蔵
者
勿
論
、
居
宅
迄
及
大
破
、
當
惑

罷
在
候
所
、
是
迄
難
渋
之
折
柄
者
奉
願
上
御
拝
借
被
仰
付
、
右
ニ
付
数
代
無
御
差
支
御
用

弁
ニ
而
永
続
罷
在
候
儀
ニ
付
、
右
御
拝
借
金
奉
願
上
候
得
と
も
、
御
時
節
柄
之
趣
ニ
而
御
金

三
拾
両
拝
借
被　

仰
付
候
得
共
、
右
ニ
而
者
引
足
不
申
、
無
據
他
借
等
仕
、
漸
取
繕
候
得

共
、
年
月
を
歴
候
故
追
々
大
破
ニ
相
成
候
間
、
如
何
分
茂
御
修
覆
仕
度
奉
存
候
得
共
、
近

来
不
如
意
ニ
罷
成
、
殊
ニ
前
々
他
借
仕
置
候
金
子
返
済
方
ニ
差
支
、
其
上
當
節
諸
色
格
外

高
直
ニ
而
難
及
自
力
、
左
候
迚
何
分
難
捨
置
儀
ニ
奉
存
候
、
旁
以
御
時
節
柄
奉
恐
入
候
得

共
、
何
卒
御
金
百
両
拝
借
被　

仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
左
候
得
者
、
此
所
ニ
而
如

何
様
ニ
茂
御
修
覆
仕
、
此
上
安
心
ニ
御
用
弁
仕
度
奉
存
候
、
御
返
納
之
儀
者
、
前
々
御
振
合

を
以
無
利
足
拾
ヶ
年
賦
、
壱
ヶ
年
ニ
金
拾
両
宛
御
上
納
可
仕
候
間
、
何
卒
格
別
之
御
憐
愍

ヲ
以
、
右
願
之
通
御
聞
済
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
廣
太
之
御
慈
悲
与
重
々
難
有
仕
合

奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

甲
州
鰍
澤
河
岸

　
　
　
　

慶
應
元
乙
丑
年
九
月　
　
　
　
　
　
　

 　

御
米
問
屋　

雨
宮
與
市
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
見　
　
　
　

治
右
衛
門

　
　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　
　

御
役
所

46
慶
應
元
年
（
一
八
六
五
）
九
月　
乍
恐
以
口
上
書
奉
願
上
候
（
川
下
げ
運
賃
二
〇
八
文
増

で
御
公
儀
御
三
分
江
戸
廻
米
同
様
九
〇
三
文
願
）

（
端
裏
書
）　
「
子
年
分　

慶
應
元
丑
年
願
三
割
増
御
運
賃
奉
願
上
候
下
書
」

乍
恐
以
口
上
書
奉
願
上
候

一
御
廻
米
之
儀
、
御
公
儀
様
并
御
上
様
御
同
様
ニ
而
運
賃
仕
来
罷
在
候
処
、
先
年
御
米
三
拾

俵
積
船
壱
艘
ニ
付
永
七
百
八
拾
六
文
之
処
、
引
下
ヶ
永
七
百
七
拾
五
文
之
内
六
分
下
ヶ
ニ

而
罷
在
候
処
、
去
ル
弐
拾
四
年
已
前
卯
年
新
河
岸
一
件
水
野
越
前
守
様
御
触
ニ
付
、
御
運

賃
引
下
ヶ
方
願
上
候
処
、
御
聞
済
永
六
百
拾
五
文
宛
引
下
ヶ
候
ニ
付
、
御
上
様
分
茂
同
様

ニ
頂
戴
仕
来
罷
在
候
処
、
右
ニ
而
者
三
河
岸
船
頭
共
者
勿
論
、
一
統
及
難
渋
候
ニ
付
、
去
ル

子
年
中
三
河
岸
一
統
御
本
領
御
役
所
江
増
運
賃
願
上
候
処
、
御
聞
済
之
上
去
ル
丑
年
中
永

八
拾
文
増
方
被　

仰
付
、
都
合
永
六
百
九
拾
五
文
宛
是
迄
御
下
ヶ
ニ
相
成
候
処
、
猶
又
當

節
格
外
諸
色
高
直
ニ
付
、
去
子
年
中
御
運
賃
増
方
御
本
領
御
役
所
江
奉
願
上
候
ニ
付
、
此

段
昨
子
年
中
御
米
掛
御
役
人
中
様
江
書
付
ヲ
以
御
願
奉
申
上
置
候
処
、
今
般
御
下
知
之
趣

五
割
増
御
願
之
処
御
吟
味
御
減
被　

仰
付
、
去
子
年
之
分
下
ヶ
札
を
以
奉
申
上
候
通
、

五
ヶ
年
御
請
負
可
被　

仰
付
与
之
御
下
知
者
無
御
座
候
得
共
、
去
冬
中
御
川
下
ヶ
被　

仰

付
、
甲
州
御
三
分
江
戸
御
廻
米
運
賃
船
壱
艘
ニ
付
永
六
百
九
拾
五
文
之
処
、
弐
百
八
文
御

増
、
都
合
永
九
百
三
文
を
以
御
運
賃
頂
戴
仕
候
間
、
何
卒
御
上
様
御
廻
米
御
川
下
ヶ
御
運

賃
茂
先
格
之
通
右
御
割
合
ニ
而
頂
戴
仕
度
奉
願
上
候
、
右
願
之
通
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
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候
、
右
願
之
趣
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
澤
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
廻
米
問
屋

　
　
　

慶
應
二
丙
寅
年
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　

御
役
所

53
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
十
一
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
〇
俵
印
玄
米
五
百
五
十
俵

･

糯･

蕎
麦
、
十
嶋
御
番
所
通
過
手
形
交
付
願
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

◯
俵
印　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☆　
　
　
　
　

差
札

一
玄
米
五
百
五
拾
五
俵　
　
　

但
四
斗
入

一
糯
米
拾
俵　
　
　
　
　
　
　

但
右
同
断

一
蕎
麦
弐
拾
俵　
　
　
　
　
　

但
右
同
断

〆右
者
、
鰍
澤
村
百
姓
与
市
左
衛
門
奉
申
上
候
、
私
義
、
諏
訪
因
幡
守
様
廻
米
問
屋
仕
罷
在
、

今
般
書
面
之
俵
数
江
戸
御
廻
し
相
成
候
間
、
何
卒
十
島
御
番
所
通　
　

御
手
形
被
仰
付
度
、

奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
訪
因
幡
守
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廻
米
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　

慶
應
二
寅
年
十
一
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
市
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
左
衛
門
㊞

　
　

市
川

　
　
　

御
役
所

54
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
六
月　
差
出
し
申
一
札
之
事
（
当
河
岸
は
今
九
日
よ
り
十
七
日

迄
九
日
間
、
江
戸
廻
米
に
限
ら
ず
川
下
げ
せ
ず
）

　
　
　
　
　

差
出
し
申
一
札
之
事

一
當
河
岸
之
義
者
、
先
年
被　
　

仰
出
有
之
、
今
九
日
よ
り
来
ル
十
七
日
迄　

九
日
之
間
、

諸
家
様
江
戸
御
廻
米
ニ
不
限
、
其
外
如
何
様
之
御
用
荷
物
ニ
而
も
川
下
ヶ
不
仕
、
依
之
一

札
差
出
申
候
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　

慶
應
三
丁
卯
年
六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
頭
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縫
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
右
衛
門

　
　
　

御
廻
米
御
掛
り

　
　
　
　
　
　

笠
原
儀
左
衛
門
殿

55
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
七
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
船
頭
共
、
丑
年
川
下
げ
運
賃

七
割
増
願
、
ほ
ぼ
同
文
二
通
、
内
一
通
破
損
甚
し
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
□
永
壱
貫
八
百
七
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
下
ヶ
御
運
賃

　
　
　

内
永
壱
貫
百
拾
弐
文　

此
度
減
方
被
仰
付
□
□
拾
六
割
増
被
仰
付
候
分

右
者
、
當
河
岸
ゟ
川
下
ヶ
運
賃
御
増
願
、
書
面
を
以
御
三（
三
分
）府
御
役
所
江
去
ル
十
月
奉
願
上
候

ニ
付
、
同
十
一
月　
　

御
殿
様
江
戸
御
廻
米
御
川
下
ヶ
之
節
、
御
掛
り
江
書
面
相
認
奉
願
上

候
處
、
当
四
月
中　
　

御
本
料
御
役
所
ニ
而
前
書
御
願
申
上
置
候
拾
八
割
増
永
壱
貫
弐
百
五

拾
壱
文
之
所
、
再
應
御
減
方
被
仰
付
、
弐
割
相
減
、
拾
六
割
増
永
壱
貫
百
拾
弐
文
御
増　

被

仰
付
、
都
合
壱
貫
八
百
七
文
を
以
跡
壱
ヶ
年
御
請
負
被　

仰
付
頂
戴
仕
罷
有
候
、
且
右
下
知

済
ニ
相
成
候
段
、
船
方
惣
代
之
者
共
我
等
方
江
申
出
有
之
候
ハ
ヽ
早
速
罷
出
御
願
申
上
候
處
、

是
迄
無
沙
汰
ニ
有
之
、
然
ル
處
當
御
廻
米
被
仰
付
川
下
ヶ
相
初
メ
候
時
々
船
頭
共
罷
出
、
右

之
段
御
掛
り
関
新
之
進
様
江
申
上
候
處
、
此
義
全
船
方
之
者
共
不
行
届
有
之
候
間
、
此
處
ニ

而
御
取
計
ニ
相
成
兼
候
旨
被　

仰
聞
、
御
尤
之
次
第
ニ
者
御
座
候
得
共
、
身
薄
之
者
共
妻
子
扶

助
可
仕
様
無
御
座
、
当
惑
難
渋
之
余
り
御
歎
願
奉
申
上
候
、
何
卒
前
段
拾
六
割
増
御
下
知
済

之
處
、
当
御
廻
米
御
運
賃
之
内
江
丑
年
御
下
ヶ
ニ
相
成
候
七
割
増
江
元
付
御
運
賃
頂
戴
仕
度

奉
存
候
、
跡
々
御
願
奉
申
上
候
義
者
、
御
廻
米
御
引
拂
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、
早
速
罷
出
奉
願
上
候
、

何
卒
前
文
御
聞
済
被
下
成
置
候
ハ
ヽ
、
格
別
之
御
慈
悲
船
方
一
同
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
廻
米
問
屋

　
　
　
　
　
　
　

永
八
拾
文
弘
化
元
辰
年
ゟ
永
百
六
文
減
方
相
成
候
内
引
続
減
方
相
成
候
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤

　
　
　
　
　
　
　

甲
州
青
柳
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
澤

　
　

一
永
壱
貫
百
八
拾
壱
文　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

内
永
四
百
八
拾
六
文　

丑
壱
ヶ
年
限
増
方
被
仰
付
候
分

右
者
、
甲
州
村
々
江
戸
御
廻
米
籾
、
書
面
河
岸
々
々
よ
り
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
賃
之
儀
、

去
丑
年
季
明
之
處
、
近
年
諸
色
沸
騰
、
別
而
船
具
等
ニ
相
用
候
竹
木
高
直
相
成
、
其
餘
品
々

難
渋
事
ニ
付
増
永
之
上
、
去
丑
ゟ
卯
迄
三
ヶ
年
季
跡
請
奉
願
候
ニ
付
、
御
吟
味
御
伺
成
下
候

處
、
書
面
賃
永
を
以
去
丑
壱
ヶ
年
限
之
積
、
御
下
知
相
済
候
段
被
仰
渡
、
難
有
承
知
奉
畏
候
、

依
之
御
請
書
差
上
申
處
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
柳
河
岸

　
　
　

慶
應
二
寅
年
六
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　

源　
　

七 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

太
郞
左
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
澤
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　

惣
右
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

茂
右
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　

其
右
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      　

問
屋　

喜 
兵 
衛 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
印　

十
左
衛
門

　
　

市
川
御
役
所

50
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
十
月　
乍
恐
奉
願
上
候
口
上
書（
満
水
の
た
め
米
蔵
台
木
下
付
願
）

（
端
裏
書
）　
「
慶
應
二
丙
寅
年
十
月
積
根
䑓
木
奉
願
上
候
下
書
」

　
　
　
　

 

乍
恐
奉
願
上
候
口
上
書

一
私
義
、
従
蒙　

御
重
恩
御
廻
米
問
屋
永
続
仕
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
処
冨
士
川
之
儀
水

は
き
悪
敷
、
満
水
之
節
者
宿
内
湛
水
ニ
相
成
候
儀
間
々
有
之
、
猶
又
去
ル
八
月
出
水
之
節
、

宿
内
一
圓
水
中
ニ
相
成
、
私
居
宅
者
勿
論
、
御
米
蔵
迄
湛
込
候
処
、
土
間
之
儀
破
数
日
乾

兼
居
候
内
、
当
九
月
御
廻
米
附
込
ニ
相
成
候
得
共
、
䑓
木
無
之
候
而
者
、
御
米
難
積
入
義
ニ

而
、
俄
ニ
処
々
ゟ
材
木
借
用
、
漸
御
用
弁
仕
候
仕
合
ニ
御
座
候
、
左
候
得
者
、
此
上
満
水
之

節
者
䑓
木
無
御
座
候
而
者
、
御
大
切
之
御
廻
米
、
何
分
安
心
難
出
来
、
既
ニ
宝
暦
年
中
積
根

䑓
松
丸
太
木
百
本
宛
両
度
御
代
料
ニ
而
御
下
ヶ
ニ
相
成
、
私
方
ニ
而
買
入
仕
御
用
弁
仕
罷
在

候
義
ニ
御
座
候
間
、
材
木
算
り
書
別
紙
相
添
奉
願
上
候
、
何
卒
先
規
之
通
り
御
代
料
成
共
、

又
者
御
材
木
成
共
、
御
下
ヶ
被
下
置
候
様
仕
度
、
左
候
得
者
、
此
上
出
水
之
度
々
安
心
御

用
弁
可
仕
候
、
右
願
之
通
り
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

甲
州
鰍
澤
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
廻
米
問
屋

　
　
　

慶
應
二
丙
寅
年
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
與
市
左
衛
門
㊞

　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　

御
役
所

51
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
十
月　
御
米
積
根
太
松
丸
太
木
積
書
（
末
口
四
寸
二
間
物
百
挺

代
金
）

（
端
裏
書
）　
「
慶
應
二
丙
寅
年
十
月
積
根
䑓
木
算
書
下
書
」

　
　
　
　

 

御
米
積
根
太
松
丸
太
木
積
書

一
松
丸
太
木
末
口
四
寸
ニ
而
弐
間
物
、
壱
挺
ニ
付
甲
金
弐
匁
八
分
六
厘
、
文
金
ニ
直
し
百
挺
代

四
百
弐
十
匁
、

右
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　

寅
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
宿　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞
（
消
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

52
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
十
月　
乍
恐
以
口
上
書
奉
願
上
候
（
川
下
げ
運
賃
一
艘
三
十
俵

積
永
一
貫
三
八
一
文
頂
戴
願
）

（
端
裏
書
）　
「
丑
年
分　

慶
應
二
丙
寅
年
十
月
願
七
割
増
御
運
賃
奉
願
上
候
下
書
」

　
　
　
　

 

乍
恐
以
口
上
書
奉
願
上
候

一
御
廻
米
之
儀
者
、　

御
公
儀
様
并
御
上
様
御
同
様
ニ
而
御
運
賃
仕
来
罷
在
、
先
年
船
壱
艘
ニ

付
三
十
俵
積
永
七
百
八
十
六
文
御
座
候
処
、
其
後
増
減
等
有
之
、
其
時
々
奉
伺
候
而
頂
戴

仕
罷
在
候
、
然
ニ
去
ル
嘉
永
六
丑
年
迄
永
六
百
十
五
文
之
処
、
同
年
奉
願
上
永
八
十
文
増
、

都
合
永
六
百
九
十
五
文
頂
戴
仕
罷
在
候
得
共
、
追
々
諸
色
高
直
ニ
相
成
候
ニ
付
、
元
治
元

子
年
五
割
増
奉
願
上
候
処
、
弐
割
御
減
三
割
増
永
弐
百
八
文
、
都
合
九
百
三
文
頂
戴
仕
罷

在
候
得
共
、
諸
色
追
々
格
外
之
高
直
ニ
相
成
候
ニ
付
、
又
々
昨
丑
年
九
割
増
奉
願
上
候
得

者
、
弐
割
御
減
七
割
増
永
四
百
八
十
六
文
、
合
而
永
壱
貫
百
八
十
壱
文
当
六
月
御
下
知
済

ニ
相
成
候
、
尤
前
書
願
之
趣
、
昨
丑
十
月
御
廻
米
御
出
役
之
砌
、
笠
原
才
左
衛
門
様
江
茂

奉
願
上
置
候
、
此
段
御
聞
済
被
下
置
、
御
本
領
並
永
壱
貫
百
八
十
壱
文
頂
戴
仕
度
奉
願
上
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慶
應
二
寅
年
九
月

一
御
米
五
百
俵

　
　

此
船
数
拾
六
艘
六
分
六
厘
六
毛

　
　
　

御
運
賃　

永
弐
拾
五
貫
四
百
八
拾
弐
文
三
分
七
厘
四
毛　

但
壱
艘
ニ
付
三
拾
俵
積

　
　
　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
弐
割
増

　
　
　
　

永
拾
壱
貫
五
百
八
拾
弐
文
八
分
七
厘　

但
壱
艘
ニ
付
永
壱
貫
五
百
弐
拾
九
文

　

引
残
而　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
池
太
郞
左
衛
門
殿

柳
澤　

源
之
丞
殿
拂

　

永
拾
三
貫
八
百
九
拾
九
文
四
分
四
厘
四
毛

　
　

為
金
拾
三
両
三
分
弐
朱
ト　

壱
匁
四
分
六
厘
七
毛

慶
應
二
寅
年
十
一
月

一
御
米
五
百
八
拾
弐
俵

　
　

此
船
数
拾
九
艘
四
分

　
　
　

御
運
賃　

永
弐
拾
九
貫
六
百
六
拾
弐
文
六
分　

但
壱
艘
ニ
付
三
拾
俵
積

　
　
　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

拾
弐
割
増

　
　
　
　

永
拾
三
貫
四
百
八
拾
三
文　

但
壱
艘
ニ
付
永
壱
貫
五
百
弐
拾
九
文

　

引
残
而　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                           

伊
藤　

杉
太
殿

百
瀬
保
七
郎
殿
拂

　

永
拾
六
貫
百
七
拾
九
文
六
分

　
　

為
金
拾
六
両
弐
朱
ト　

三
匁
弐
分
七
厘
六
毛

慶
應
三
卯
年
六
月

一
御
米
千
五
百
俵

　
　

此
船
数
五
拾
艘

　
　
　

御
運
賃　

永
七
拾
六
貫
四
百
五
拾
文　

但
壱
艘
ニ
付
三
拾
俵
積

　
　
　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　

拾
弐
割
増

　
　
　
　

永
五
拾
九
貫
七
拾
五
文　

但
壱
艘
ニ
付
永
壱
貫
五
百
弐
拾
九
文

　

引
残
而　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
新
之
進
殿
拂

　

永
拾
七
貫
三
百
七
拾
五
文

　
　

為
金
拾
七
両
壱
分
弐
朱

　

都
合
金
四
拾
七
両
壱
分
弐
朱
ト　

四
匁
七
分
四
厘
三
毛

右
者
、
去
ル
寅
年
よ
り
当
卯
六
月
迄
、
江
戸
御
廻
米
御
運
賃
金
元
永
六
百
九
拾
五
文
之
處
、

御
増
願
申
上
候
ハ
ヽ
、
御
減
方
被　

仰
付
、
拾
弐
割
増
ニ
而
御
下
知
済
ニ
相
成
、
御
本
料
並
都

合
永
壱
貫
五
百
弐
拾
九
文
を
以
齋（
マ
マ
）度
被
仰
付
、
難
有
戴（
頂
戴
）頂
仕
候
、
依
而
一
札
差
出
シ
申
候
處
、

如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　

慶
應
三
卯
年
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
屋　

雨
宮
與
市
左
衛
門

　
　

高
嶋
様

　
　
　

御
廻
米
御
掛
り

　
　
　
　
　

宮
澤
忠
兵
衛
殿

59
（
年
未
詳
）
辰
十
月
（
廻
米
仕
法
書
、
前
七
行
ほ
ど
欠
）

（
前
欠
）

詰
所
并
取
締
役
問
屋
江
も
相
届
、
清
俵
仕
立
揚
候
上
、
猶
又
請
取
江
相
届
差
図
ヲ
請
可
致

帰
村
事
、

一
清
俵
拵
之
儀
、
弐
番
皮
ニ
而
改
を
請
候
上
、
三
番
皮
江
入
可
申
事
、

　
　

但
清
俵
五
俵
以
下
之
分
者
、
隣
村
同
貫
目
又
者
前
納
之
節
之
同
貫
目
外
廻
江
附
廻
可
致
事
、

一
清
俵
仕
抜
方
之
儀
者
、
其
時
々
撰
立
方
問
屋
見
届
候
上
、
改
ニ
差
出
可
申
㕝
、

一
納
之
節
者
、
名
主
可
罷
出
之
処
、
無
謂
小
前
之
も
の
差
出
候
儀
も
可
有
之
間
、
以
来
者
急
度

名
主
罷
出
可
申
、
万
一
差
合
等
有
之
候
ハ
ヽ
、
長
百
姓
罷
出
候
而
、
其
訳
詰
所
江
可
申
聞
事
、

一
升
廻
改
之
節
、
定
法
之
升
目
ゟ
切
有
之
候
節
、
差
米
之
儀
五
合
已
下
者
場
所
ニ
而
村
役
人

取
計
差
米
い
た
し
、
五
合
以
上
者
米
主
升
取
村
役
人
差
添
罷
出
、
俵
之
小
口
を
き
り
、
俵

拵
可
致
、
壱
斗
以
上
者
納
俵
之
内
を
以
切
俵
い
た
し
足
米
之
積
、
壱
斗
以
下
者
差
出
米
之

内
ヲ
貸
遣
候
事
、

一
元
河
岸
改
壱
俵
三
斗
七
升
三
合
目
当
、

　
　
　

但�

廻
シ
之
節
、
三
斗
七
升
三
合
内
ニ
廻
候
分
者
、
同
貫
目
之
分
江
為
致
差
米
、
右
差

米
者
差
出
米
貸
遣
、
追
而
其
村
方
ゟ
可
取
立
事
、

一
御
廻
米
仕
抜
不
宜
仕
直
俵
之
儀
、
米
主
召
連
村
役
人
罷
出
、
於
当
河
岸
仕
直
可
申
、
勿
論

当
所
ニ
而
雇
人
足
ニ
而
仕
立
候
儀
并
米
主
名
代
等
決
而
不
相
成
候
間
、
当
人
召
連
可
相
届
事
、

一
貫
目
升
廻
之
上
、
切
俵
同
目
方
之
分
、
不
残
可
致
差
米
、
尤
再
廻
之
儀
相
願
候
村
方
有
之

候
共
、
決
而
不
相
成
候
事
、

一
村
々
御
廻
米
元
河
岸
江
附
出
次
第
、
多
少
ニ
よ
ら
す
其
時
々
相
改
候
間
、
問
屋
場
江
相
届
、

不
溜
置
改
を
請
、
年
内
皆
済
相
成
候
様
可
相
心
得
㕝
、

一
岩
渕
河
岸
江
積
下
シ
候
一
日
分
船
数
三
河
岸
ニ
而
三
・
四
拾
艘
宛
ニ
限
可
申
、
尤
日
々
三
河

　
　
　

慶
應
三
丁
卯
七
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　

高
嶋

　
　
　
　
　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

56
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
八
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
川
下
げ
運
賃
、
本
領
並
一
貫

五
二
九
文
願
）

（
端
裏
書
）　
「
去
寅
年
両
度
御
廻
米
御
運
賃
増　

慶
應
三
丁
卯
年
八
月
拾
弐
割
増
願
上
候
下
書
」

　
　
　
　

 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
私
義
、
従
来
蒙　

御
重
恩
御
廻
米
問
屋
被　

仰
付
罷
在
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ニ
御
廻

米
御
運
賃
之
儀
者
、　

御
公
儀
様
并
御
上
様
御
同
様
ニ
而
仕
来
罷
在
、
猶
又
去
ル
嘉
永
六
丑

年
迄
永
六
百
拾
五
文
之
処
、
同
年
奉
願
上
永
八
拾
文
増
、
都
合
永
六
百
九
拾
五
文
頂
戴
仕

候
得
共
、
諸
色
高
直
ニ
相
成
候
ニ
付
、
元
治
元
子
年
五
割
増
奉
願
上
候
処
、
弐
割
御
減
三

割
増
永
弐
百
八
文
、
都
合
永
九
百
三
文
頂
戴
仕
罷
在
候
得
共
、
諸
色
追
々
格
外
之
高
直
ニ

相
成
候
ニ
付
、
又
々
一
昨
丑
年
九
割
増
奉
願
上
候
得
者
、
弐
割
御
減
七
割
増
永
四
百
八
十

六
文
、
合
而
壱
貫
百
八
十
壱
文
昨
六
月
御
下
知
済
ニ
相
成
候
ニ
付
、
御
役
所
江
奉
願
上
、
御

本
領
並
永
壱
貫
百
八
十
壱
文
頂
戴
仕
罷
在
候
処
、
昨
寅
年
之
儀
者
稀
成
大
風
水
災
ニ
而
、

冨
士
川
之
儀
難
場
出
来
、
多
分
之
入
用
相
掛
、
自
普
請
仕
候
得
共
、
御
定
法
之
俵
数
難
積

受
相
成
、
船
壱
艘
ニ
付
弐
拾
四
・
五
俵
よ
り
弐
拾
七
・
八
俵
を
限
り
舟
積
仕
候
儀
ニ
付
、

船
頭
内
損
不
少
、
其
上
昨
寅
年
八
月
已
来
、
米
穀
其
外
諸
色
高
直
ニ
相
成
候
得
者
、
前
書

被
下
置
候
御
増
永
辻
ニ
而
者
諸
雑
費
引
足
り
不
申
、
難
渋
仕
候
ニ
付
、
去
ル
亥
年
迄
之
御
運

賃
江
拾
八
割
増
を
以
御
肯
被　
　

仰
付
度
段
、
奉
願
上
候
処
、
六
割
御
減
拾
弐
割
増
、
都

合
永
壱
貫
五
百
弐
拾
九
文
、
当
四
月
御
下
知
済
ニ
相
成
候
間
、
昨
寅
年
両
度
御
廻
米
之
分

御
本
領
並
永
壱
貫
五
百
弐
拾
九
文
頂
戴
仕
度
奉
願
上
候
、
右
願
之
通
り
被　
　

仰
付
被
下

置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
澤
宿

　
　
　

慶
應
三
丁
卯
年
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
廻
米
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

雨
宮
与
市
左
衛
門

　
　
　

御
勝
手
方

　
　
　
　
　

御
役
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
書

57
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）十
一
月　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候（
〇
俵
印
玄
米
二
五
六
六
俵
・

蕎
麦
二
十
俵
、
十
嶋
御
番
所
通
過
手
形
交
付
願
）

（
端
裏
書
）　
「
十
島
番
所
通
手
形
役
所
ゟ
書
面
下
書
」

　
　
　
　
　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

　

☆　
　
　
　
　

差
札　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◯
俵
印

一
玄
米
弐
千
五
百
六
拾
六
俵　
　
　

但
四
斗
入

一
蕎
麦
弐
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　

但
右
同
断

右
者
、
鰍
澤
村
百
姓
与
一
左
衛
門
奉
申
上
候
、
私
儀
諏
訪
因
幡
守
廻
米
問
屋
相
勤
罷
在
候
、

然
處
今（
今
般
カ
）船書
面
之
俵
数
江
戸
御
廻
し
相
成
候
間
、
何
卒
格
別
之
以　
　

御
慈
悲
十
島
御
番
所

通　
　

御
手
形
被
仰
付
被
下
置
度
、
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
訪
因
幡
守
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廻
米
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
村

　
　
　

慶
應
三
卯
年
十
一
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓　

与
市
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　
　
　

喜
兵
衛

　
　
　

市
川

　
　
　
　

御
役
所

前
書
之
玄
米
壱
俵
四
斗
入
弐
千
五
百
六
拾
六
俵
・
蕎
麦
同
断
弐
拾
俵
、
御
通
可
有
之
候
、
断

者
本
文
有
之
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
田
安
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

手
附

印
）
卯
十
一
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田　

栄
八 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
渕
黙
太
夫 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
山　

圭
助 

印

　
　
　
　
　

十
島

　
　
　
　
　
　
　

御
番
所

　
　
　
　
　
　
　

御
当
番
中

58
御
廻
米
目
録
（
慶
応
二
年
［
一
八
六
六
］
九
月
～
同
三
年
六
月
迄
の
分
）

　
　
　
　
　

御
廻
米
目
録
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右
者
、
昨
廿
六
日
鰍
澤
河
岸
ゟ
積
請
来
り
、
字
天
神
ヶ
瀧
迄
乗
下
ヶ
仕
候
所
、
の
ミ
は
け
仕

候
、
船
頭
願
出
、
村
役
人
早
速
罷
越
相
改
候
處
、
書
面
之
荷
物
半
濡
に
相
成
候
所
相
違
無
御

座
候
、
依
之
村
手
形
差
出
申
候
所
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箱
原
村

　
　

未
正
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

依
田
清
三
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
重（

マ

マ

）

左
衛
門
様

62
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
月 

御
請
書
之
事
（
今
年
廻
米
元
河
岸
鰍
沢
河
岸
に
定
、
他

二
河
岸
は
鰍
沢
河
岸
に
出
張
、
平
等
に
取
扱
）

（
端
裏
書
）　
「
明
治
四
年
辛
未
十
月　

御
廻
米
ニ
付
甲
府
縣
御
役
所
江
差
上
候
御
請
書
下
書
扣
」

御
請
書
之
事

當
國
貢
納
廻
米
之
儀
、
旧
政
中
縣
令
三
分
支
配
ニ
相
分
レ
居
候
ニ
付
、
一
ト
支
配
一
ト
河
岸

ニ
而
取
扱
候
處
、
今
年
廻
米
元
河
岸
之
儀
ハ
鰍
沢
河
岸
ニ
相
定
、
尤
貮
河
岸
共
鰍
沢
河
岸
江

出
張
、
萬
端
申
合
、
差
支
無
之
様	

平
等
ニ
可
取
扱
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巨
摩
郡
鰍
沢
河
岸

　
　
　

辛
未
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

中
込
清
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

代　

新 

造 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
青
柳
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

小
川
内
太
郞
左
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
代
郡
黒
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

村
枩
茂
右
衛
門 

印

　
　
　
　
　

甲
府
縣

　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

63
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
六
月
（
田
畑
屋
敷
山
林
其
他
一
筆
限
代
価
附
取
調
帳
提
出
督
促
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
區
村
　々

正
副
戸
長

田
畑
屋
敷
山
林
、
其
地
一
筆
限
代
價
附
取
調
帳
早
々
可
差
出
旨
、
追
々
及
布
達
置
候
処
、
今

以
不
差
出
、
中
ニ
者
疾
ニ
調
済
之
村
ニ
も
、
代
價
定
方
ニ
付
彼
是
顧（
懸
念
カ
）念躊
躇
罷
有
候
儀
ニ
相
聞
、

甚
以
不
謂
事
ニ
候
、
右
者
、
当
縣
九
十
四
号
告
示
之
通
り
、
代
價
取
調
早
々
可
差
出
、
尤
代

價
検
査
之
為
小
作
入
附
帳
入
用
候
ニ
付
、
取
揃
一
同
差
出
し
可
申
事
、

　
　

但
し
、
代
價
定
方
ニ
付
目
途
決
着
候
向
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
早
々
可
伺
出
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
縣
権
令　

藤
村
紫
朗

右
之
通
御
達
相
成
候
間
、
各
所
持
之
田
畑
屋
敷
山
林
小
作
入
附
詳
細
取
調
、
来
ル
三
十
日
迄

會
所
江
御
差
出
し
可
被
成
候
、
此
回
達
披
見
御
承
知
之
上
、
名
前
順
達
従
回
尾
当
方
江
御
返

有
之
度
候
也
、

　
　
　

記
元
二
千
五
百
三
十
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
副
戸
長 
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
方
伍
長
中

（
左
端
裏
書
）　
「
明
治
六
年
酉
年
六
月
廿
一
日
御
触
書
扣
置
者
也
」

64
（
年
未
詳
）
六
月　
以
口
上
書
奉
願
上
候
（
今
般
証
券
縄
入
、
妙
臺
寺
屋
敷
御
調
願
）

　
　
　
　
　

以
口
上
書
奉
願
上
候

妙
臺
寺
当
住
樋
口
日
慈
、
差
添
雨
宮
与
一
左
衛
門
・
神
田
与
右
衛
門
奉
願
上
候
、
今
般　
　

御
證
券
御
縄
入
ニ
付
而
者
、
拙
寺
持
屋
敷
之
義
、
古
来
宝
暦
九
年
当
村
重
郞
右
衛
門
よ
り
右

屋
敷
御
縄
請
傳
右
衛
門
九
畝
廿
七
歩
之
内
壱
畝
廿
八
歩
半
、
但
し
表
間
口
四
間
・
奥
行
弐
拾

六
間
、
文
金
拾
五
両
ニ
而
買
、
永
證
文
并
添
書
等
弐
通
是
有
、
是
迄
御
年
貢
諸
役
等
相
勤
罷

有
候
処
、
此
度　
　

御
縄
入
御
改
之
趣
ニ
而
者
、
右
間
数
与
者
別
段
相
違
致
ニ
付
、
再
御
見
分

被
下
置
度
旨
奉
願
上
候
處
、
心
得
違
無
之
様
被
仰
聞
候
ニ
付
、
此
度
以
書
面
奉
願
上
候
、
何

卒
御
手
数
恥
入
候
得
共
、
右
願
之
趣
御
調
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　

六
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
臺
寺　

樋
口　

日
慈
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
添　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

神
田
与
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　

村
方
御
役
元

65
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
十
一
月　
（
区
内
小
学
校
献
納
金
三
円
褒
状
、
破
損
甚
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巨
摩
郡
第
三
十
一
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
村

　

金
三
圓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
□
與
一
□
□
門

其
方
儀
、
子
弟
を
教
育
す
る
旨
趣
之
渥
き
に
酬
ひ
、
今
般
區
内
小
學
校
江
頭
書
之
金
員
献
納

候
段
、
神
妙
ニ
付
褒
置
、

　
　
　

明
治
七
年
十
一
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
縣
令　

藤
村
紫
朗

（
66
～
72
略
す
）

岸
申
合
猥
ニ
川
下
ヶ
致
間
敷
事
、

一
冨
士
川
通
川
瀬
相
変
、
御
廻
米
川
下
ヶ
不
相
成
砌
者
、
三
河
岸
船
頭
共
申
合
、
難
場
所
為

瀬
取
罷
越
候
処
、
船
頭
共
任
ニ
可
致
筋
ニ
無
之
、
問
屋
共
一
同
罷
出
、
其
持
場
々
差
図
い

た
し
、
篤
与
見
届
候
上
、
詰
所
江
相
届
川
下
ヶ
い
た
し
可
申
、
勿
論
破
船
之
節
も
罷
越
見
届
、

難
場
之
様
子
是
又
同
様
相
届
、
御
取
締
宜
様
申
合
可
相
勤
事
、

一
元
河
岸
ゟ
岩
渕
江
御
廻
米
積
下
ヶ
候
砌
、
船
頭
共
下
山･

大
嶋･

南
部
・
波
木
井
辺
ニ
而
滞

船
い
た
し
、
船
番
を
相
雇
上
陸
い
た
し
、
不
取
締
之
筋
も
折
々
有
之
条
、
是
又
問
屋
共
心

付
時
々
見
廻
り
、
右
之
始
末
見
届
可
申
聞
事
、

一
御
廻
米
川
下
之
節
、
濡
沢
手
等
出
来
候
節
、
途
中
ニ
而
干
立
手
入
等
い
た
し
、
岩
渕
江
積

下
い
た
し
候
故
、
類
船
之
内
日
数
茂
延
引
い
た
し
候
事
も
有
之
由
風
聞
ニ
候
、
右
躰
之
義
者
、

決
而
有
之
間
鋪
処
、
近
頃
仕
癖
不
宜
趣
ニ
付
、
是
又
問
屋
心
付
可
申
事
、

一
高
持
百
姓
之
内
、
俵
差
札
・
中
札
等
ニ
小
作
人
之
名
前
抔
相
記
差
出
候
も
有
之
趣
ニ
候
、

右
ノ
躰
ニ
而
者
、
御
米
拵
茂
抱
甚
不
宜
候
条
、
向
後
急
度
相
改
、
銘
々
名
前
相
記
可
申
、
尤

問
屋
場
ニ
而
茂
心
付
改
可
申
㕝
、

一
悪
米
刎
俵
引
取
米
入
置
候
矢
来
小
屋
并
仕
抜
小
屋
共
、
御
廻
米
村
出
以
前
囲
外
江
定
例
之

通
補
理
置
、
右
刎
米
引
取
米
出
次
第
、
右
矢
来
江
入
、
尤
紛
敷
無
之
様
撰
分
ヶ
立
札
銘
々

い
た
し
置
可
申
事
、

右
之
通
可
相
心
得
も
の
也
、

　
　
　

辰
十
月

60
（
年
未
詳
）
九
月
（
五
ヶ
年
倹
約
令
）

（
後
筆
端
書
）「�

銭
金　

今
般
書
写
之
事　

於
公
儀
五
ヶ
年
之
間
厳
敷
御
倹
約
被
遊
、
今
般
書

面
之
通
□
し
候
間
、
武
家
ニ
而
茂
質
（
以
下
記
載
無
し
）」

今
般
於　
　

公
儀
五
ヶ
年
之
間
厳
敷
御
倹
約
被
遊
候
間
、
武
家
ニ
而
も
質
素
倹
約
い
た
し
、

万
石
以
下
之
面
々
登　
　

城
之
節
綿
服
相
用
候
而
茂
不
苦
候
間
、
銘
々
武
備
之
心
掛
可
致
旨
、

被
仰
出
候
、
右
者
武
家
而
已
之
事
ニ
而
、
諸
国
民
間
江
之
御
触
ニ
者
無
之
候
得
共
、
武
家
ニ
而
右

之
通
候
上
者
、
民
間
ニ
而
茂
右
ニ
准
し
、
心
得
方
可
有
之
事
ニ
候
、
百
姓
風
俗
等
之
儀
者
、
先

年
ゟ
度
々
御
触
も
有
之
、
銘
々
心
得
罷
有
候
筋
ニ
付
、
質
素
を
守
候
志
之
も
の
も
可
有
之
候

得
共
、
近
来
之
風
習
、
衣
服
者
勿
論
懐
中
物
抔
ゟ
下
駄
・
傘
之
属
ひ
、
女
者
櫛
・
笄
等
ニ
至
迄
、

身
分
不
相
応
之
品
相
用
、
人
よ
り
美
服
・
美
食
い
た
し
候
を
善
キ
事
与
心
得
候
様
成
行
候
故
、

質
素
之
志
を
遂
兼
候
儀
も
可
有
之
哉
、
当
時
一
般
之
風
俗
農
家
之
本
意
を
失
ひ
、
銘
々
穀
物

之
貯
更
ニ
不
致
、
只
管
金
銀
之
融
通
を
而
已
心
掛
、
中
ニ
者
翌
年
取
入
迄
之
夫
食
を
も
不
貯
置
、

作
徳
米
者
不
残
当
座
ニ
売
払
、
或
者
小
商
又
者
質
取
等
い
た
し
、
金
銀
而
已
儲
候
手
段
い
た
し

候
得
共
、
金
銀
者
切
手
同
様
之
も
の
故
、
平
生
之
重
宝
、
勿
論
飢
饉
等
之
節
ニ
及
ひ
候
而
者
、

惣
而
賣
穀
無
之
故
、
一
向
不
用
立
、
金
銀
乍
持
及
飢
候
外
無
之
、
一
体
農
民
者
国
之
本
与
貴

候
も
、
此
上
も
な
き
貴
き
穀
物
を
作
出
し
、
如
何
ニ
も
業
体
篤
実
ニ
し
て
商
人
抔
之
如
く
末

利
ニ
走
ら
さ
る
も
の
故
ニ
候
、
斯
立
上
り
候
身
分
に
あ
り
な
か
ら
、
却
而
商
売
所
業
を
學
ひ

候
者
恥
し
き
事
ニ
者
無
之
哉
、
奢
侈
ニ
長
し
暮
方
差
詰
り
候
故
、
此
風
習
生
し
候
哉
ニ
相
聞
候

得
共
、
左
様
ニ
而
者
詰
り
、
人
精
軽
薄
惰
弱
ニ
相
成
、
村
柄
衰
微
之
基
ニ
候
、
質
素
倹
約
相
守

候
得
者
、
手
段
を
尽
ニ
も
不
及
、
農
業
相
励
候
迄
ニ
而
事
足
候
事
ニ
候
、
依
之
此
度
民
間
江
之

御
触
者
無
之
候
得
共
、
前
々
被
仰
出
候
御
趣
意
ニ
基
き
、
銘
々
朝
夕
身
之
程
を
省
ミ
、
末
利

走
ら
す
、
衣
食
住
共
農
家
ニ
不
似
合
儀
候
者
相
止
メ
、
以
来
麁
服
麁
食
等
い
た
し
候
を
却
而

外
聞
宜
敷
事
与
心
得
、
銘
々
穀
物
之
貯
専
一
ニ
心
掛
、
今
年
作
柄
宜
敷
村
々
者
分
限
相
応
ニ
穀

物
貯
置
候
様
可
致
、
格
別
際
立
外
村
々
迄
之
手
本
ニ
も
相
成
候
村
方
共
御
称
誉
之
儀
申
上
候

ニ
而
可
有
之
候
、
若
米
価
高
下
之
得
失
等
ニ
泥
ミ
、
猥
ニ
作
徳
米
売
払
、
無
益
之
金
銀
遣
捨
候

も
の
相
聞
候
ハ
ヽ
、
急
度
可
及
沙
汰
候
、

一
貯
穀
之
儀
も
弥
厚
心
掛
、
当
年
作
方
宜
敷
村
方
者
、
成
丈
囲
増
候
様
可
致
候
、

一
検
見
其
外
廻
村
之
節
止
宿
之
村
方
賄
方
之
儀
、
中
ニ
者
無
益
之
手
数
相
掛
候
も
相
見
、
不

宜
敷
候
間
、
以
来
決
而
手
数
不
相
掛
、
所
有
合
之
品
を
用
、
仕
立
方
も
常
々
銘
々
之
食
料

通
い
た
し
差
出
候
様
可
致
候
、
近
来
題
目
講
与
唱
、
村
々
多
人
数
寄
合
、
題
目
を
唱
候
儀

流
行
い
た
し
候
様
相
聞
、
如
何
之
事
ニ
候
、
一
体
人
寄
ヶ
間
敷
事
者
御
制
禁
之
旨
、
前
々

御
触
も
有
之
候
儀
、
向
後
堅
可
相
止
、
右
之
通
申
諭
候
而
も
猶
不
相
止
も
の
有
之
ニ
お
ゐ

て
ハ
、
急
度
可
及
沙
汰
候
、

右
之
趣
申
渡
候
間
、
惣
代
共
得
与
合
点
い
た
し
、
小
前
末
々
迄
不
洩
様
可
申
含
旨
、
村
々
役

人
共
江
通
達
可
致
候
、

　
　
　

九
月

61
（
年
未
詳
）
未
正
月　
差
出
申
村
手
形
之
事
（
破
船
手
形
、
白
米
三
俵
・
斧
十
二
箇
）

　
　
　
　
　

差
出
申
村
手
形
之
事

一
白
米
三
俵　
　
　
　
　
　

皆
濡　

☆
印

一
斧
拾
弐
箇

　
　

内　

大
弐
箇　
　
　
　

半
濡

　
　
　
　

小
壱
箇　
　
　
　

同

─　43　─ ─　42　─



９
諏
訪
因
幡
守
様
御
用
留
（
諏
訪
高
嶋
藩
廻
米
御
用
留
）
①

　
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
～
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）

「（
表
紙
）
　
　
　

 
寛
延
元
年

　
　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
用
留

　
　
　
　
　

辰
十
月
吉
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
三
百
俵

　
　
　
　
　

内
四
拾
俵
御
餅
米

　
　
　

此
船
数
拾
艘　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
七
両
三
分
ト
銀
六
匁
九
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
八
拾
四
文

一
銭
三
百
拾
弐
文　
　
　

但
壱
俵
ニ
付

壱
文
ツ　ヽ
　
　
番
賃

　
　

合
金
七
両
三
分
ト
銭
八
百
文

　
　
　
　
　

但
、
銭
金
壱
両
ニ
付
、
四
貫
弐
百
文
か
へ

右
者
当
辰
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御

運
賃
金
并
番
銭
共
ニ
、
書
面
之
通
御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、

若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
為

後
日
請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寛
延
元
辰
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　

問
屋
雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

田
中
嘉
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

雨
宮
喜
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
俵

　
　
　

此
船
数
壱
分　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
運
賃
銀
四
匁
七
分
弐
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
三
百
弐
拾
九
文

一
銭
三
文　
　
　
　
　

但
壱
俵
ニ
付

壱
文
ツ　ヽ
　
　

番
賃

合
銭
三
百
三
拾
弐
文

　
　
　
　
　
　
　

但
銭
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
弐
百
文
か
へ

文
言
右
同
断

　
　

寛
延
元
辰
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　

問
屋
雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

田
中
嘉
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

雨
宮
喜
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
餅
米
壱
俵

一
御
大
豆
拾
七
俵

一
御
蕎
麦
拾
七
俵

　
　

〆
三
拾
五
俵　
　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　
　

此
船
数
壱
艘
壱
分
六
厘
六
毛

　
　
　
　

此
運
賃
金
三
分
ト
銀
拾
匁
三
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
七
百
弐
文

一
銭
三
拾
五
文　
　
　

但
壱
俵
ニ
付

壱
文
ツ　ヽ
　
　

番
賃

合
金
三
分
ト
銭
七
百
三
拾
五
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
銭
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
弐
百
文
か
へ

文
言
右
同
断

　
　

寛
延
元
辰
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門　

　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

田
中
嘉
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

雨
宮
喜
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
被
下
置
、
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
元
辰
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

右
御
両
人

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
五
百
俵　

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
六
俵
五
分
か
へ

�

売
手
共

　
　

代
金
百
八
拾
八
両
弐
分
ト
銀
拾
匁
七
分
五
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
元
辰
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

十
一
月
二
日　
　
　
　

問
屋
雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八
郎
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
三
百
俵　

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
六
俵
か
へ

�

売
手
共

　
　

代
金
百
拾
五
両
壱
分
、
銀
八
匁
八
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
も
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
元
辰
年　
　
　
　
　

鰍
沢
村

　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　

問
屋
雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八
郎
殿

　
　
　
　
　

覚

�

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
六
俵
六
分
六
厘
か
へ

一
諏
訪
御
蔵
米
五
百
俵�

売
手
共
ニ

　
　

代
金
百
八
拾
七
両
弐
分
、
銀
弐
匁
八
分
壱
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
も
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
二
年　
　

　
　
　
　
　

巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八（

郞
欠
）殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
五
百
俵　

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
六
俵
弐
分
か
へ

�

売
手
共

　
　

代
金
百
九
拾
両
三
分
、
銀
五
匁
三
分
八
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
二
年　
　

　
　
　
　
　

巳
四
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八
郎
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
百
弐
拾
俵　

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
五
俵
九
分
四
厘

　
　

代
金
四
拾
六
両
壱
分
、
銀
六
分
三
厘

右
者
拝
借
米
百
弐
拾
俵
之
代
金
当
夏
御
払
平
均
直
段
ニ
而
上

納
仕
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申

候
、
以
上
、

　
　

寛
延
元
辰
年　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八
郎
殿

是
ハ
留
帳
前
後
い
た
し

　
　
　
　
　

覚

一�

諏
方
御
蔵
米
五
百
俵　

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
五
俵
弐
分

�

売
手
共
ニ

　
　

代
金
百
九
拾
八
両
壱
分
ト
銀
九
匁
七
分
六
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
二
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

巳
十
一
月　
　
　
　
　

問
屋
雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八
郎
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

一
諏
方
御
蔵
米
百
俵　
　
　

弐
拾
六
俵
六
分
七
厘

　
　

代
金
三
拾
七
両
壱
分
ト
銀
拾
四
匁
七
分
弐
厘

右
者
去
辰
拝
借
米
代
金
書
面
之
通
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
二
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

巳
十
一
月　
　
　
　

 

問
屋 

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八
郎
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
五
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
訪
請
取

　
　

内
四
拾
俵
御
餅
米　
　
　
　
　
　
　
　

岩
渕
払

一
御
大
豆
弐
百
俵

　
　

内
五
拾
俵
白
大
豆　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

〆
七
百
俵

　
　

此
船
数
弐
拾
三
艘
三
分
三
厘
三
毛　
　
　

但
壱
艘
ニ
付

三
拾
俵
積

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
八
両
壱
分
ト
永
百
四
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銀
六
匁
弐
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銭
四
百
廿
五
文

一
銭
七
百
弐
拾
八
文　
　

但
壱
表
ニ
付
一
文
ツ
　ヽ

番
賃

〆
金
拾
八
両
弐
分
ト
銭
百
四
拾
三
文　
　
　

但
両
替
壱
両
ニ
付

四
貫
文
か
へ

右
者
当
巳
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御

運
賃
并
番
銭
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
遊
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍

如
件
、

　
　

寛
延
二
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　

巳
十
二
月
五
日　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

田
中
嘉
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

伊
東
舛
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
六
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
請
取

岩
渕
払　

　
　

此
船
弐
分

　
　
　

此
御
運
賃
永
百
五
拾
七
文
三
分
弐
厘

　
　
　
　

此
銀
九
匁
四
分
二
厘
九
毛

　
　
　
　
　

此
銭
六
百
弐
拾
八
文

一
銭
六
文　
　
　
　
　

但
壱
俵
ニ
付

壱
文
宛　
　
　

番
賃

　
　

〆
銭
六
百
三
拾
四
文

文
言
右
同
断

　
　

寛
延
二
巳
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋
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覚

一
諏
方
御
蔵
大
豆
弐
拾
弐
俵
黒

　
　

代
金
五
両
弐
分
、
銀
拾
壱
匁
九
厘 

三
十
八
俵
七
分
か
へ

一
同
白
大
豆
拾
八
俵

　
　

代
文
五
両
、
銀
壱
匁
六
分
七
厘　

三
拾
五
俵
八
分
か
へ

代
〆
拾
両
弐
分
、
銀
拾
弐
匁
七
分
六
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

午
六
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八
郎
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　

　
　

此
船
数
拾
艘　
　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積　
　
　
　
　
　
　

壱
艘
ニ
付
永
七
百
八
拾
六
文
六
分

　
　
　

此
御
運
賃
金
七
両
三
分
ト
銀
六
匁
九
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
七
拾
三
文

一
銭
三
百
拾
弐
文　
　
　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付
、

鐚
壱
文
宛　
　
　
　

番
賃

〆
金
七
両
三
分
ト
銭
七
百
八
拾
五
文　
両
替
壱
両
ニ
付
四
貫
百
文

右
者
当
午
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御

運
賃
并
番（

マ
マ
）銭
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
遊
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍

如
件
、

　
　

寛
延
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

山
岡
林
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚　
　
　
　
　
　
　
　
　

一�

諏
訪
御
蔵
米
五
百
俵　

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
五
俵
五
分

�

売
手
共

　
　

代
金
百
九
拾
六
両
ト
銀
四
匁
七
分

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
三
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

午
三
月　
　
　
　
　

問
屋　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八
郎
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
千
三
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　

一
御
大
豆
弐
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

〆
千
五
百
俵

　
　

此
船
数
五
拾
艘　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積　
　
　
　
　
　
　

壱
艘
ニ
付
永
七
百
八
拾
六
文
六
分

　
　
　

此
運
賃
金
三
拾
九
両
壱
分
、
銀
四
匁
八
分

一
銭
壱
貫
五
百
文　
　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付
、

鐚
壱
文
宛　
　
　
　

番
賃

〆
金
三
拾
九
両
弐
分
、
銭
八
百
六
拾
三
文　

四
貫
百
文
か
へ

右
者
当
午
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御

運
賃
金
并
番
銭
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
遊
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、

仍
如
件
、

　
　

寛
延
三
年　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

午
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

田
中
府
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

金
子
重
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

十
二
月
五
日　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

伊
東
舛
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

田
中
嘉
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
拾
四
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
訪
請
取

一
御
大
豆
拾
八
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
渕
払

　
　

〆
三
拾
弐
俵

　
　
　
　

此
船
数
壱
艘
六
分
六
厘

　
　
　
　
　

此
御
運
賃
金
三
分
ト
永
八
拾
九
文

　
　
　
　
　
　

此
銀
五
匁
三
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　

此
銭
三
百
五
拾
四
文

一
銭
三
拾
弐
文　
　
　
　
　

但
壱
表
ニ
付

壱
文
ツ　ヽ
　
　

番
賃

〆
金
三
分
ト
銭
三
百
八
拾
六
文

文
言
右
同
断

　
　

年
号　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　

月
日　
　

田
中
嘉
左
衛
門
殿　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

伊
東
舛
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
被
下
置
、
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
二
年
巳
十
二
月
五
日　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

田
中
嘉
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

伊
東
舛
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

土
橋
善
助
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
屋
祢（

根
）板
百
固　
　
　
　
　
　

但
本
馬
弐
拾
駄　
　

壱
駄
ニ
付
五
固
附

　
　

此
運
賃
甲
銀
三
拾
八
匁　

但
壱
駄
ニ
付
壱
匁
九
分　
　

甲
両
ニ
付
五
貫
文
か
へ

　
　
　
　

此
銭
三
貫
九
百
五
拾
六
文

一
銭
百
四
文　
　
　
　

但
壱
固
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　
　
　
　

番
賃

〆
銭
四
貫
六
拾
文

　
　

此
文
金
三
分
ト
銭
九
百
八
拾
四
文

右
者
板
御
荷
物
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御
運
賃
并

番
賃
書
面
之
通
御
渡
被
遊
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

年
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門

　
　
　
　

右
御
両
人

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
被
下
置
、
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

右
御
両
人

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

一
諏
方
御
蔵
米
百
俵　
　
　
　

弐
拾
三
俵
四
分
八
厘
か
へ

　
　

代
金
四
拾
弐
両
弐
分
、
銀
五
匁
三
分
六
厘

右
者
去
巳
拝
借
米
代
金
書
面
之
通
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
三
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
一
月　
　
　
　
　
　

問
屋
雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

藤
森
源
八
郎
殿

　
　
　
　
　

覚

�

金
拾
両
ニ
付
五
拾
四
俵
七
分
三
厘

一
諏
方
御
蔵
大
豆
六
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共　
　
　
　

　
　

代
金
拾
両
三
分
、
銀
拾
三
匁
壱
分
四
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
三
年
午
十
一
月　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

三
輪
長
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
㕝

一
御
米
千
七
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
へ
払

　
　

内
四
拾
五
俵
御
餅
米　
　
　
　
　
　

　
　
　

此
舟
数
五
拾
六
艘
六
分
六
厘
六
毛　

但
御
米
三
拾
表
積
壱
艘
ニ
付

永
七
百
八
拾
六
文
六
分

　
　
　
　

此
運
賃
金
四
拾
四
両
弐
分
ト
永
七
拾
三
文
四
分

一
御
大
豆
四
拾
五
俵　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　

此
舟
数
壱
艘
五
分　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　

此
運
賃
金
壱
両
、
永
百
八
拾
文

　
　
　

〆
金
四
拾
五
両
三
分
永
三
文
四
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
拾
三
文

一
銭
壱
貫
八
百
拾
七
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

此
金
壱
分
ト
八
百
四
拾
壱
文　
　
　
　

但
壱
表
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
ヽ

　

合
金
四
拾
六
両
ト
銭
八
百
五
拾
四
文　
　

但
両
替
壱
両
ニ
付　

三
貫
九
百
文
か
へ

右
者
去
午
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御

運
賃
并
ニ
番
銭
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
遊
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、

仍
如
件
、

　
　

寛
延
四
年
未
正
月
九
日　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

山
岡
林
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

土
橋
善
助
殿

　
　
　

目
録
之
㕝

一
御
蕎
麦
六
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
へ
払

　
　

此
船
弐
歩

　
　
　

此
運
賃
金
永
百
五
拾
七
文
三
分　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　

永
七
百
八
拾
六
文
六
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
六
百
拾
三
文

一
銭
六
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
ヽ

　
　

〆
銭
六
百
拾
九
文　
　
　
　
　

但
両
替
壱
両
ニ
付　

三
貫
九
百
文
か
へ

右
者
諏
方
七
左
衛
門
様
御
分
、
書
面
之
通
御
運
賃
并
ニ
番
賃

御
渡
被
遊
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕

直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
四
年
未
正
月
九
日　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

土
橋
善
助
殿

　
　
　
　
　
　

山
岡
林
左
衛
門
殿

　
　
　

目
録
之
事

一
御
蕎
麦
拾
八
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
訪
ゟ
請
取
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本
、
今
度
御
買
上
ニ
而
御
渡
置
、
慥
請
取
御
預
申
候
、
右

松
丸
太
木
、
年
々
御
用
立
可
申
候
、
腐
木
御
座
候
ハ
ヽ
、

其
節
又
々
可
申
上
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
四
辛
未
年
十
月
十
三
日　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　

此
船
数
拾
艘

　
　
　

此
御
運
賃
金
七
両
三
分
ト
銀
六
匁
九
分
六
厘　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
五
拾
六
文

一
銭
三
百
拾
弐
文　

但
米
壱
表
ニ
付

壱
文
宛　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
七
両
三
分
ト
銭
七
百
六
拾
八
文�

但
両
替
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
九
百
五
拾
文

右
者
当
未
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
よ
り
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下

御
運
賃
金
并
番
銭
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
、

若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後

日
請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
元
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　

未
十
一
月
廿
九
日　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

原
甚
平
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
廿
七
日
ゟ
十
月
朔
日
朝
迄

　
　

此
船
数
三
拾
三
艘
三
分
三
厘
三
毛

　
　
　

此
運
賃
金
弐
拾
六
両
ト
銀
拾
壱
匁
壱
分
八
厘　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
ニ
付　
　
　

永
七
百
八
拾
六
文
六
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
八
百
七
拾
文

一
銭
壱
貫
四
拾
文　
　
　
　

但
米
壱
表
ニ
付

鐚
壱
文
ツ　ヽ
　
　

番
賃

　
　

〆
金
弐
拾
六
両
壱
分
ト
銭
九
百
弐
拾
文　

但
両
替
壱
両
ニ
付

三
貫
九
百
七
拾
弐
文

右
者
当
未
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御

運
賃
并
番
賃
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
遊
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、

仍
如
件
、

　
　

寛
延
四
年
未
三
月
廿
四
日　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

濱
伊
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　

雨
宮
喜
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
百
俵　
　

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
四
俵
九
分
壱
厘

　
　

代
金
四
拾
両
ト
銀
八
匁
六
分
七
厘

右
者
去
午
拝
借
米
代
金
書
面
之
通
差
上
申
候
、
若
相（

マ
マ
）違
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
四
年
辛
未
十
月　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

一
札

松
丸
太
百
本　
　
　
　
　

文
壱
両
ニ
付
五
拾
弐
本
か
へ

　

代
文
壱
両
三
分

　
　

拾
匁
三
分
八
厘
五
毛

一�

諏
方
御
廻
米
積
台
木
松
丸
太
長
弐
間
、
末
口
四
寸
物
百

一
御
大
豆
弐
拾
壱
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
渕
払

　
　

〆
三
拾
九
俵

　
　

此
船
壱
艘
三
分

　
　
　

此
運
賃
壱
両
、
永
弐
拾
弐
文
六
分　

但
舟
壱
艘
三
拾
表
積
ニ
付

永
七
百
八
拾
六
文
六
分

　
　
　
　
　
　
　

此
銭
八
拾
八
文

一
銭
三
拾
九
文　
　
　
　

但
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ　ヽ
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
ト
銭
百
三
拾
壱
文　

但
両
替
壱
両
ニ
付　

三
貫
九
百
文
か
へ

右
者
去
午
諏
方
七
左
衛
門
様
御
分
、
書
面
之
通
御
運
賃
并
ニ

番
賃
御
渡
被
遊
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
之
義
も
御
座
候
ハ

者
、
重
而
仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
四
年　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　

未
正
月
九
日　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

山
岡
林
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

土
橋
善
助
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
五
百
俵　

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
八
俵
売
手
共
ニ

　
　

代
金
百
七
拾
八
両
弐
分
ト
四
匁
弐
分
八
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寛
延
四
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

未
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門

　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　
　

三
輪
長
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
千
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払

　
　

一
銭
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
人
数
八
人
分

十
月
十
一
日
夕
ゟ
十
一
月
廿
九
日
朝
迄

一
銭
九
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
人
数
九
拾
六
人

　
　

〆
銭
拾
貫
四
百
文

　
　
　
　

此
金
弐
両
弐
分
ト
銭
五
百
弐
拾
四
文

右
者
御
廻
米
当
就
御
用
御
越
被
遊
御
雑
用
被
下
置
奉
請
取

候
、
以
上
、

　
　

未
十
一
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

原
甚
平
殿

　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一�

殿
様
御
板
蔵
拾
四
年
以
前
午
年
萱
屋
根
ニ
被
仰
付
被
下
候

所
、
屋
根
朽
候
ニ
付
拙
者
刺
藁
仕
繕
相
用
罷
有
候
得
共
、

此
節
及
大
破
繕
ニ
而
者
難
保
奉
存
候
、
依
之
御
見
分
之
上

御
修
復
奉
願
上
候
、
是
又
御
払
米
等
茂
被
仰
付
候
節
ハ
入

置
申
候
へ
者
、
火
之
用
心
茂
無
心
元
奉
存
候
間
、
此
度
御

修
復
御
次
手
を
以
土
蔵
ニ
仕
度
奉
存
候
、
何
卒
御
見
分
之

上
、
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　

未
十
一
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　

両
角
八
兵
衛
様　

　
　
　

両
角
惣
兵
衛
様　
　
　

此
願
書
御
廻
米
ニ
被
参
候
足

　
　
　

藤
沢
十
右
衛
門
様　
　

軽
友
右
衛
門
様
・
勘
平
様
ニ

　
　
　

栗
田
紋
太
夫
様　
　
　

誂
差
上
申
候
、
以
上
、

　
　
　

上
原
源
右
衛
門
様

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
四
拾
八
俵
餅

一
御
大
豆
三
百
四
拾
六
俵　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

内
四
拾
六
俵
白

　
　
　

〆
三
千
三
百
四
拾
六
俵

　
　

此
舟
数
百
拾
壱
艘
五
分
三
厘
三
毛

　
　

右
御
運
賃
金
八
拾
七
両
弐
分
ト
銀
拾
三
匁
九
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
拾
五
文

　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付
金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

一
銭
三
貫
四
百
八
拾
弐
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
俵
ニ
付
銭
壱
文
ツ
ヽ

　
　

銭
弐
口
〆
四
貫
四
百
壱
文　

両
替
三
貫
九
百
五
拾
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
ニ

壱
両
ト
四
百
四
拾
九
文

　
　

金
弐
口
〆
八
拾
八
両
弐
分
ト
四
百
四
拾
九
文

右
者
当
未
江
戸
御
廻
米
当
川
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
川
岸
迄
川
下
ケ

御
運
賃
金
并
番
銭
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、

若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
指
上
可
申
候
、
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
元
年
辛
未
十
二
月
十
二
日　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
子
弐
分
也

右
之
之
通
被
下
置
、
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
元
辛
未
年
十
二
月
十
二
日　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

　
　
　

目
録
之
事

一
御
蕎
麦
八
俵

　
　

此
舟
数
弐
分
六
厘
七
毛

　
　
　

御
運
賃
銀
拾
弐
匁
六
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銭
ニ

八
百
弐
拾
八
文

一
銭
八
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

銭
弐
口
〆
八
百
三
拾
六
文

右
者
諏
訪
七
左
衛
門
様
御
分
御
運
賃
并
番
賃
共
ニ
書
面
之
通

御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
指
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
元
辛
未
年
十
二
月
十
二
日　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

　
　
　

目
録
之
事

一
御
蕎
麦
拾
九
俵

一
御
大
豆
弐
拾
壱
俵

　
　

〆
四
拾
俵

　
　
　
　

此
舟
数
壱
艘
三
分
三
厘
三
毛

　
　
　
　
　

御
運
賃
金
壱
両
ト
弐
匁
九
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
百
八
拾
八
文

一
銭
四
拾
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

金
〆
壱
両
ト
弐
百
三
拾
弐
文

右
者
御
家
中
様
方
御
銘
々
分
、
書
面
之
通
御
運
賃
金
并
番
賃

共
御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
も
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
指
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
元
年
辛
未
十
二
月
十
二
日　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

─　49　─ ─　48　─



右
者
御
廻
米
就
御
用
被
遊
御
雑
用
被
下
、
慥
請
取
申
候
、
以

上
、

　
　

申

　
　
　

十
一
月
四
日　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門

　
　
　
　
　

土
橋
善
助
殿

　
　
　
　
　

松
岡
平
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

一
諏
方
御
蔵
米
百
俵　
　
　

三
拾
四
俵
九
分
九
厘
六
毛

　
　

代
金
弐
拾
八
両
弐
分
ト
銀
四
匁
四
分
八
厘

　
　
　
　
　
　

此
銭
三
百
弐
文　

両
替
四
貫
四
拾
八
文

右
者
去
未
拝
借
米
代
金
書
面
之
通
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
二
壬
申
年
十
二
月　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
十
四
日
ゟ
十
二
月
十
五
日
朝
迄

一
銭
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
越
御
雑
用
被
下
、
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　

申

　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也

　
　
　
　
　

三
輪
七
左
衛
門
殿

　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一�

先
年
ゟ
御
払
米
附
出
被
仰
付
被
下
候
得
共
、
甲
府
・
鰍
沢

直
段
御
切
被
遊
候
節
、
当
所
直
段
甲
府
ゟ
下
直
ニ
御
座
候

得
者
、
甲
府
江
計
御
払
米
附
出
被
下
候
而
ハ
、
当
所
潤
ニ
茂
不

罷
成
、
依
之
甲
府
御
払
米
直
段
自
今
共
金
拾
両
ニ
付
四
歩

高
申
請
度
旨
、
当
所
仲
買
共
連
印
を
以
願
出
申
候
、
尤
右

願
書
拙
者
方
ニ
取
置
申
候
、
依
之
拙
者
ゟ
御
願
上
呉
候
様

願
申
候
、
何
卒
御
評
儀
被
遊
、
甲
府
へ
御
払
之
度
々
当
所

へ
附
出
被
仰
付
被
下
候
様
奉
願
上
候
、
甲
府
御
払
米
俵
数

准
シ
、
当
所
米
高
代
金
上
納
仕
候
様
被
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、

自
今
四
歩
高
之
積
を
以
御
勘
定
可
仕
候
、
願
之
通
被
仰
付

可
被
下
候
、
以
上
、

　
　
　

寳
暦
二
申　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　

七
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
印

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

両
角
八
兵
衛
様

　
　
　
　
　

両
角
惣
兵
衛
様

　
　
　
　
　

上
原
源
右
衛
門
様

　
　
　
　
　

栗
田
紋
太
夫
様

　
　
　
　
　

藤
沢
十
右
衛
門
様

右
願
書
当
所
仲
買
相
談
之
上
願
ニ
而
、
諏
方
へ
願
ニ
差
上
候

間
、
如
此
、

　
　
　
　
　

覚

十
月
朔
日
、
（
ゟ
脱
カ
）十
一
月
四
日
迄

一
銭
六
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　
　
　

此
金
壱
両
弐
分
四
百
三
文　

但
両
替
四
貫
百
文
か
へ

　
　
　
　
　

覚

　

八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八

一
壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
人
数
拾
人
分

　
　

十
月
十
日
夕
ゟ
十
二
月
十
三
日
朝
迄
之
内

右
者
御
廻
米
御
用
ニ
付
被
遊
御
越
候
節
、
御
雑
用
被
下
置
、

慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
元
辛
未
年
十
二
月
十
二
日　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
五
百
俵　

金
拾
両
ニ
付
弐
拾
七
表
七
分
か
へ

　
　

代
金
百
八
拾
両
弐
分
ト
銀
三
分
弐
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
二
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　

壬
申
二
月
廿
五
日　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

三
輪
七
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

一
諏
訪
御
蔵
米
七
百
俵　
　
　
　
　

三
拾
四
俵
五
分
か
へ

　
　

代
金
弐
百
弐
両
三
分
、
銀
八
匁
九
分
壱
厘　

売
手
共
ニ

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
二
年
申
六
月
十
六
日　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

右
之
通
被
下
置
、
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　

申

　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
弐
百
俵　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
五
拾
俵
餅
米

一
御
大
豆
三
百
七
拾
壱
俵　
　
　
　

右
同
断

　
　
　

〆
三
千
五
百
七
拾
壱
俵

　
　

此
舟
数
百
拾
九
艘
三
厘
三
毛

　
　

右
御
運
賃
金
九
拾
三
両
弐
分
ト
銀
弐
匁
八
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
五
百
三
拾
壱
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

一
銭
三
貫
七
百
拾
九
文　

但
壱
俵
ニ
付
鐚
壱
文
宛　

番
賃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

銭
〆
四
貫
弐
百
五
拾
文　

両
替
四
貫
四
拾
八
文

　
　
　
　
　
　
　

金

壱
両
ト
弐
百
弐
文

　
　

金
〆
九
拾
四
両
弐
分
ト
銭
弐
百
弐
文

右
者
当
申
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御

運
賃
金
并
番
賃
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、

若
勘
定
相
違
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
二
壬
申
年
十
二
月
十
四
日　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　

目
録
之
事

一
御
蕎
麦
拾
壱
俵

　
　
　
　

此
舟
数
三
分
六
厘
六
毛

　
　

右
御
運
賃
金
壱
分
ト
銀
弐
匁
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
百
五
拾
三
文

一
銭
拾
壱
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
壱
分
ト
銭
百
六
拾
四
文

右
者
諏
訪
方
七
左
衛
門
様
御
分
御
運
賃
并
番
賃
共
ニ
書
面
之

通
御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
も
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
手
形
、
仍
如
件
、

　
　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　

目
録
之
事

一
御
蕎
麦
弐
拾
壱
俵

一
御
大
豆
拾
九
俵

　
　

〆
四
拾
俵

　
　
　

此
舟
数
壱
艘
三
分
三
厘
三
毛

　
　

右
御
運
賃
金
壱
両
ト
銀
弐
匁
九
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
百
九
拾
三
文

一
銭
四
拾
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

金

壱
両
ト
銭
弐
百
三
拾
七
文

右
者
御
家
中
様
方
御
銘
々
之
分
、
書
面
之
通
御
運
賃
金
并
番

賃
共
ニ
御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
二
壬
申
年
十
二
月
十
四
日　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
七
百
俵　

但
金
拾
両
ニ
付
四
拾
表
五
分
か
へ

　

�

売
手
共
ニ

　
　

代
百
七
拾
弐
両
三
分
ト
銀
五
匁
三
分
七
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
三
年
癸
酉
二
月　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

三
輪
長
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
諏
方
御
蔵
米
七
百
俵　

但
金
拾
両
ニ
付
三
拾
九
表
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共
ニ

　
　

代
金
百
七
拾
八
両
ト
銀
七
匁
弐
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
三
年
酉
四
月
四
日　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
御
内

　
　
　
　
　

三
輪
長
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
金
拾
両
ニ
付

一
諏
訪
御
蔵
米
五
百
俵　
　
　
　
　
　

三
拾
九
俵
七
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共
ニ

　
　

代
金
百
弐
拾
五
両
三
分
ト
銀
拾
壱
匁
六
分
七
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
三
癸
酉
年
五
月　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

─　51　─ ─　50　─



　
　
　

酉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　

藤
沢
十
右
衛
門
様

　
　
　

上
原
源
右
衛
門
様

　
　
　

上
田
宇
右
衛
門
様

　
　
　

千
野
与
一
右
衛
門
様

御
廻
米
御
宰
料
被
参
候
林
左
衛
門
殿
・
音
右
衛
門
様
誂（

カ
）遣
之
、

　
　
　
　
　

覚

酉
十
一
月
廿
七
日
夕
ゟ
戌
正
月
十
五
日
迄

一
銭
九
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　
　

此
金
弐
両
壱
分
ト
銭
五
百
拾
弐
文

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
越
御
雑
用
、
慥
ニ
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　

戌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

正
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

武
川
仁
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
平
音
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
弐
千
三
百
四
拾
俵　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　

内
五
拾
俵
餅
米

一
御
大
豆
三
百
六
拾
九
俵　
　
　
　
　

同
断

　
　
　

〆
弐
千
七
百
九
俵　
　
　

△
但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
九
拾
艘
三
歩　
　
　

△
（
空
白
マ
マ
）

　
　
　

此
御
運
賃
金
七
拾
壱
両
ト
銭
拾
弐
文

一
銭
弐
貫
八
百
弐
拾
壱
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

銭
壱
文
ツ
　ヽ
　

番
賃

　
　

銭
〆
弐
貫
八
百
三
拾
三
文　
　
　

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

山
岡
林
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
平
音
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
廿
一
日
夕
ゟ
同
卅
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

十
一
月
十
一
日
夕
ゟ
同
十
五
日
朝
迄

一
銭
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　

〆
弐
貫
六
百
文

　
　
　
　

此
金
弐
分
六
百
文　

但
両
替
四
貫
文
か
へ

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
越
被
遊
御
雑
用
被
下
置
、
慥
ニ
奉
請

取
候
、
以
上
、

　
　
　

酉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

山
岡
林
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
平
音
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一�

殿
様
御
板
蔵
拾
六
年
以
前
萱
屋
根
ニ
被
仰
付
被
下
置
候

処
、
屋
根
朽
候
ニ
付
、
拙
者
刺
藁
相
用
罷
在
申
候
所
、
近

年
及
大
破
申
候
故
、
御
修
復
之
願
書
去
ル
未
年
茂
差
上
置

申
候
、
此
節
猶
以
及
大
破
申
候
ニ
付
、
手
前
繕
ニ
者
成
兼

申
候
間
、
何
卒
御
見
分
之
上
、
御
修
復
被
仰
付
被
下
置
候

様
奉
願
上
候
、
此
度
御
修
復
之
御
次
手
を
以
土
蔵
ニ
仕
度

奉
願
上
候
、
御
払
米
等
被
仰
付
被
下
候
砌
、
分
レ
而
茂
火

之
用
心
茂
無
心
元
奉
存
候
間
、
何
分
ニ
茂
願
之
通
被
仰
付

被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上
、

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

三
輪
長
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
金
拾
両
ニ
付

一
諏
方
御
蔵
米
五
百
俵　
　
　
　
　

四
拾
弐
表
五
分
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共

　
　

代
金
百
拾
七
両
弐
分
ト
銀
八
匁
八
分
三
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
三
癸
酉
年
七
月　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

三
輪
長
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
方
ゟ
請
取

　
　

此
船
数
拾
艘　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛 

岩
渕
江
払

　
　
　

此
御
運
賃
金
七
両
三
分
銀
六
匁
九
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
八
拾
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
両
替
四
貫
文
か
へ

一
銭
三
百
拾
弐
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　　
　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
七
両
三
分
ト
銭
七
百
九
拾
弐
文

右
者
当
酉
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御

運
賃
金
并
番
賃
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、

若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後

日
請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
（
三
）
癸
酉
十
一
月　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　

此
金
弐
分
八
百
三
拾
三
文　
　

但
四
貫
文
か
へ

　
　

合
金
七
拾
壱
両
弐
分
ト
八
百
三
拾
三
文

右
者
去
酉
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
四
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　

甲
戌
閏
二
月
四
日　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

伊
藤
七
兵
衛
殿

　
　
　

目
録
之
事

一
御
大
豆
拾
八
俵

一
御
蕎
麦
弐
拾
六
俵

一
御
餅
米
壱
俵

　
　

〆
四
拾
五
俵

　
　
　
　
　
　

壱
艘
五
分

　
　
　

此
船
数
拾
五
艘　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘

　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
ト
七
百
拾
九
文

一
銭
四
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
ト
七
百
六
拾
四
文

右
者
御
家
中
様
方
御
分
書
面
之
通
、
御
運
賃
金
并
番
賃
共
御

渡
被
遊
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而

仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
四
年　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

甲
戌
閏
二
月
四
日　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

伊
藤
七
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蔵
米
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　

直
段
金
拾
両
ニ
付　
　
　

四
拾
壱
俵
九
分
弐
厘

　
　

代
金
弐
拾
三
両
三
分
ト
銀
六
匁
弐
分
九
厘

右
者
去
申
拝
借
米
代
金
書
面
之
通
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
三
年　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

癸
酉
年
十
二
月　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

伊
藤
七
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

酉
十
二
月
朔
日
ゟ
戌
閏
二
月
五
日
迄

一
銭
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
之
通
御
雑
用
被
下
、
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

年
号
名
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分

右
者
例
年
被
下
金
、
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　

戌
閏
二
月　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

伊
藤
七
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

一
諏
訪
御
蔵
米
五
百
俵　
　
　
　

三
拾
七
俵
五
分
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共
ニ

　
　

此
代
金
百
三
拾
三
両
壱
分
ト
銀
五
厘
也

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
四
年
戌
三
月　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

三
輪
長
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

一
諏
訪
御
蔵
米
弐
百
五
拾
俵　
　

三
拾
壱
俵
九
分
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共
ニ

　
　

此
代
金
七
拾
八
両
壱
分　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀
七
匁
壱
分
九
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
シ
指
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
四
年
戌
八
月　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

三
輪
長
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
訪
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　

　

　
　

此
船
数
拾
艘

　
　
　

此
御
運
賃
金
七
両
三
分　

　
　
　
　

銀
六
匁
九
分
六
厘　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛　
　
　

一
銭
三
百
拾
弐
文　
　
　
　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
七
両
三
分
ト
銭
七
百
九
拾
文　

�

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

四
貫
百
四
拾
八
文
か
へ

右
者
当
戌
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下
御

運
賃
金
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
受
取
申
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
受
取
手
形
、

─　53　─ ─　52　─



　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
俵

　
　

此
船
壱
歩

　
　

此
御
運
賃
銭
三
百
弐
拾
八
文　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

一
鐚
銭
三
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
銭
三
百
三
拾
壱
文　
　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

四
貫
百
八
拾
四
文
か
へ

右
者
当
戌
江
戸
御
廻
諏
訪
七
左
衛
門
様
御
分
書
面
之
通
御
渡

被
成
、
慥
請
取
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕

直
差
上
可
申
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
四
年　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　

戌
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
十
九
日
ゟ
十
二
月
九
日
迄
内

一
銭
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
者
御
雑
用
被
下
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　

戌
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
御
渡
被
成
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　

戌
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蔵
米
百
俵　
　
　
　
　
　
　

直
段
金
拾
両
ニ
付　
　
　
　
　

三
拾
九
俵
二
歩
五
厘
九
毛　

　
　

合
金
六
拾
九
両
銭
九
百
四
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

銭
四
貫
百
八
拾
四
文
替　

右
者
当
戌
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
請
取
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御

座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
、
為
後
日
請
取
手
形
、
仍

如
件
、

　
　

宝
暦
四
年　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　

戌
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　

目
録
之
事

一
御
餅
米
壱
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　
　

一
御
大
豆
拾
九
俵

一
御
蕎
麦
弐
拾
弐
俵

　
　

〆
四
拾
弐
俵

　
　
　
　

此
船
壱
艘
四
歩　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
銀
六
匁
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
弐
拾
三
文

一
鐚
四
拾
弐
文　
　
　
　
　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
（
空
白
マ
マ
）

右
者
当
戌
江
戸
御
廻（

米

御欠
）

家
中
様
方
御
分
、
書
面
之
通
御
運
賃

金
并
番
賃
共
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂

御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
、
為
後
日
請
取
手
形
、

仍
如
件
、

　
　

宝
暦
四
年　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　

戌
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

土（
諏
訪
因
幡
守
様
御
内
欠
）

田
庄
右
衛
門
殿

仍
如
件
、

　
　

宝
暦
四
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

戌
十
一
月

　

諏
方
因
幡
守
御
内

　
　
　
　
　

太
田
善
五
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

原
甚
平
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
廿
四
日
夕
ゟ
十
月
二
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
人
拾
四
人
分

十
月
廿
日
夕
ゟ
十
一
月
九
日
朝
迄　
　
　
　
　

三
拾
八
人
分

一
銭
三
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
人
拾
九
人
分

　
　

〆
銭
五
貫
弐
百
文　

銭
四
貫
百
五
十
文
か
へ

　
　
　
　

此
金
壱
両
壱
分
ト
銭
拾
弐
文

右
之
通
御
雑
用
御
渡
被
下
、
慥
受
取
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
四
甲
戌
十
一
月　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

原
甚
平
殿

　
　
　
　
　

太
田
善
五
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
訪
御
米
目
録
之
事

一
御
米
弐
千
三
百
四
拾
俵　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　
　

　
　

内
五
拾
俵
餅
米

一
御
大
豆
弐
百
七
拾
五
俵　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
弐
千
六
百
拾
五
俵

　
　

此
船
数
八
拾
七
艘
壱
歩
六
厘
七
毛　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
六
拾
八
両
弐
分
三
匁
九
分
三
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
弐
百
七
拾
壱
文

一
鐚
弐
貫
七
百
弐
拾
三
文　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
一
文
ツ
　ヽ　

番
賃

　
　

代
金
弐
拾
五
両
壱
分
ト
銀
拾
三
匁
三
分
壱
厘

右
者
酉
拝
借
米
代
金
差
上
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

一
諏
訪
御
蔵
米
弐
百
俵　
　
　
　
　
　
　

弐
拾
五
俵
八
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共

　
　

代
金
七
拾
七
両
弐
分
、
銀
壱
匁
一
分
六
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
五
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　

亥
四
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一�

御
払
米
何
程
津
出
有
之
、
御
目
附
衆
御
越
直
段
相
立
候
様

被
仰
付
候
、
依
之
明
何
時
各
御
出
被
成
、
直
段
御
切
可
被

成
候
、
以
上
、

　
　

月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
仲
買
衆
中

是
ハ
御
払
米
附
出
被
仰
付
候
而
、
直
段
相
立
候
節
、
仲
買
之

方
へ
廻
状
相
廻
候
得
者
、
何
れ
罷
越
相
談
之
上
、
直
段
相
立

ハ
者
、
文
言
任
旧
例
、
如
此
、

　
　
　
　
　

覚

一
御
払
米
代
金
来
何
日
之ニ

上
納
可
被
成
候
、
以
上
、

　
　
　

月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
買
衆
中

是
ハ
代
金
取
立
日
限
相
極
候
之
上
ニ
而
、
仲
買
之
方
日
限
相

知
せ
候
、
尤
仕
切
相
認
相
廻
申
候
得
者
、
及
廻
状
ニ
者
不
申

仕
切
出
キ
兼
代
金
上
納
日
限
■間

茂
■
■
無
之
候
へ
者
、
先
廻
状

を
以
日
限
相
知
せ
申
候
、

　
　
　

諏
方
御
蔵
米
仕
切

一
何
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付
何
俵
直
段

　
　

代
金
何
程
端
永
ニ
ハ
両
替
ニ
付
甲
銀
ニ
致
シ
、

右
之
通
御
米
代
金
来
何
日
上
納
可
被
成
候
、
以
上
、

　
　

月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
買
名
前
殿
付
ニ
而

其
外
廻
状
ハ
右
文
言
同
様
可
差
略
、
右
文
言
旧
記
有
之
候
ニ

付
、
如
此
、

　
　
　
　
　

覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
諏
方
御
蔵
米
百
俵　

但
金
拾
両
ニ
付
弐
拾
五
俵
八
分
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共

　
　

代
金
■三

拾
八
両
三
分
ト
銀
五
分
八
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

亥
八
月　
　
　
　
　
　
　
　

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

（
挟
込
文
書
）

「
一
百
拾
七
両
弐
分　

百
四
拾
七
文
五
分
八
厘

　
　
　

百
拾
五
両
三
分　

百
九
拾
弐
文
三
厘

　
　

差
引
残
壱
両
弐
分　

弐
百
五
文
三
分
八
厘　

売
手　

」

　
　
　
　
　

覚

八
月
朔
日
夕
ゟ
同
八
日
朝
迄

一
銭
弐
貫
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

右
者
御
雑
用
御
渡
被
下
、
慥
受
取
申
候
、
以
上
、

　
　

亥
八
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
様

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　　

　
　

此
舟
数
拾
艘　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
七
両
三
分
銀
六
匁
九
分
六
厘

一
銭
三
百
拾
弐
文　
　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　
　
（
空
白
マ
マ
）

　
　

合
金
七
両
三
分
ト
銭
七
百
八
拾
七
文　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
百
弐
拾
四
文
替

右
者
当
亥
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
よ
り
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下

御
運
賃
金
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
請
取
申
候
、
若
勘
定
相

違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
受
取
手

形
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
五
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

亥
十
二
月
五
日　
　

問
屋 

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
善
助
殿

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
朔
日
夕
ゟ
同
十
六
日
朝
迄
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一
諏
方
御
蔵
米
百
五
拾
俵　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付　

弐
拾
六
俵
八
厘
五
毛

　
　

代
金
五
拾
七
両
弐
分
、
弐
分
五
厘
九
毛

右
者
去
戌
拝
借
米
代
金
書
面
之
通
差
上
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
六
年　

　
　
　
　

子
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
銭
七
貫
六
百
五
拾
四
文　
　
　

但
弐
拾
四
俵
積
壱
艘
ニ
付

四
百
五
拾
七
文
定
也

右
者
諏
方
御
米
四
百
俵
江
戸
廻
り
大
津
村
ゟ
鰍
沢
迄
舟
賃
慥

請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
六
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

子
八
月
四
日　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
両
銀
弐
匁
三
分
壱
厘　
　
　
　
　

弐
百
俵
分

右
者
当
所
御
払
ニ
可
被
成
所
ニ
、
此
度
江
戸
御
廻
米
ニ
被
仰
付

候
ニ
付
、
甲
府
御
払
直
段
弐
拾
弐
俵
四
歩
之
割
ニ
而
、
金
拾

両
ニ
付
、
売
手
五
分
代
金
被
下
置
、
慥
ニ
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
六
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

子
八
月
四
日　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目（
録
欠
）
之
事

　
　
　
　

子
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
大
豆
弐
拾
弐
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　

一
御
蕎
麦
弐
拾
五
俵

　
　

〆
四
拾
七
俵　
　
　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
舟
数
壱
艘
五
歩
六
厘
七
毛

　
　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
拾
三
匁
九
分
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
五
拾
壱
文

一
銭
四
拾
七
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
ト
銭
壱
貫
弐
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　

四
貫
百
文
替

右
者
去
亥
江
戸
御
廻
し
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
御
渡
被

成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直

差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
六
年　

　
　
　
　

子
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
子
弐
分
也

右
之
通
被
下
置
、
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　

子
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
銭
三
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
弐
人
分

十
一
月
廿
三
日
夕
ゟ
十
二
月
六
日
朝
迄

一
銭
弐
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　

銭
〆
五
貫
六
百
文

　
　
　

此
金
壱
両
壱
分
銭
四
百
四
拾
弐
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
両
ニ
付　
　
　
　
　

四
貫
百
弐
拾
四
文
か
へ

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
、
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

亥
十
二
月
五
日　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　

土
橋
善
助
殿

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
弐
千
三
百
四
拾
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　

　
　

内
五
拾
俵
餅
米

一
御
大
豆
三
百
壱
俵　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
弐
千
六
百
四
拾
壱
俵

　
　
　

此
舟
数
八
拾
八
艘
三
厘
三
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
六
拾
九
両
拾
四
匁
八
分
弐
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
壱
貫
拾
弐
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

一
銭
弐
貫
七
百
四
拾
九
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　

　
　

合
金
六
拾
九
両
三
分
銭
六
百
八
拾
五
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
百
文
替

右
者
去
亥
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
よ
り
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請

取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
六
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

一
御
米
六
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　

　
　

此
舟
数
弐
拾
艘

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
五
両
弐
分
銀
拾
三
匁
九
分
弐
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
三
拾
八
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
五

一
銭
六
百
弐
拾
四
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
五
両
三
分
ト
銭
五
百
五
拾
文

右
者
当
夏
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
六
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

子
八
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

小
松
与
四
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

七
月
十
九
日
夕（
ゟ
欠
）八

月
廿
九
日
朝
迄
九
夜
分

一
銭
壱
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
之
通
御
雑
用
、
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

子
八
月
廿
九
日　
　
　

鰍
沢
問
屋　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
松
由
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　

　
　

此
舟
数
拾
三
艘
三
歩
三
厘
余　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
両
壱
分
ト
銀
拾
四
匁
弐
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
三
文

一
銭
四
百
拾
六
文　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　
　
　
　

番
賃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

合
金
拾
両
弐
分
ト
銭
三
百
六
拾
七
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付

三
貫
八
百
文
替

右
者
当
子
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
六
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

子
閏
十
一
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

瀧
澤
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

永
田
仙
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
十
二
日
夕
ゟ
同
十
八
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
一
月
十
二
日
暁
ゟ
閏
十
一
月
廿
七
日
朝
迄

一
銭
九
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
人
数
九
拾
人
分

　
　

〆
拾
貫
弐
百
文

　
　
　
　

此
金
弐
両
三
分
ト
銭
七
百
文

　
　
　
　
　

但
壱
両
ニ
付　
　
　
　

三
貫
八
百
文
か
へ

右
之
通
御
雑
用
、
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
六
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

子
閏
十
一
月
廿
七
日　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

瀧
沢
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

永
田
仙
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
目
録
之
事

一
御
米
三
千
三
百
五
拾
俵　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取　

岩
渕
江
払　
　

　
　

内
五
拾
俵
餅
米

一
御
大
豆
三
百
俵　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
三
千
六
百
五
拾
俵

　
　

此
舟
数
百
弐
拾
壱
艘
六
分
六
厘
余　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　
　

此
御
運
賃
金
九
拾
五
両
弐
分
銀
拾
弐
匁
壱
分
五
厘

一
銭
三
貫
八
百
弐
文　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　
　

番
賃

　
　

合
金
九
拾
六
両
弐
分
ト
銭
八
百
拾
壱
文　

但
金
壱
両
ニ
付

三
貫
七
百
四
拾
八
文
替

右
者
当
子
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
、
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請

取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
六
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

子
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
与
一
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
弐
拾
九
俵　
　
　
　
　
　

諏
方
ゟ
請
取

一
御
大
豆
弐
拾
壱
俵　
　
　
　
　
　

岩
渕
江
払

　
　
　

〆
五
拾
俵　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
舟
数
壱
艘
六
分
六
厘
余

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
壱
分
銀
三
匁
六
分
六
厘
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一
諏
方
御
蔵
米
三
百
俵　
　
　

弐
拾
六
俵
五
分
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共

　
　

代
金
百
拾
三
両
ト
銀
拾
弐
匁
四
分
五
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
七
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
問
屋

　
　
　
　

丑
六
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
訪
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
百
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　

　
　

此
舟
数
拾
艘　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
七
両
三
分
ト
銀
六
匁
九
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
弐
拾
弐
文

一
銭
三
百
拾
弐
文　
　
　

但
壱
俵
ニ
付　
　

鐚
壱
文
ツ
ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
七
両
三
分
ト
銭
七
百
三
拾
四
文　
　

右
者
当
丑
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
請
取
申
候
、
若
勘

定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
為
後
日

請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
七
丑
年
十
一
月　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

原
甚
平
殿

　
　
　
　
　

遠
山
嘉
藤
次
殿

　
　
　
　
　

覚

三
月
朔
日
ゟ
三
日
迄

一
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
足
軽
壱
人

同
四
日
ゟ
十
一
日
朝
迄

一
弐
貫
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

　
　

〆
弐
貫
三
百
文

右
者
御
払
米
ニ
付
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　

三
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
段
売
手
共

一
諏
方
御
蔵
米
弐
百
俵　
　
　

弐
拾
八
俵
五
歩
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共

　
　

代
金
七
拾
両
ト
銀
拾
匁
五
分
三
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
七
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
問
屋

　
　
　
　

丑
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

六
月
七
日
ゟ
同
廿
三
日
朝
迄

一
銭
四
貫
八
百
文　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

　
　

此
金
壱
両
ト
六
百
文

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

丑
六
月
廿
三
日

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
弐
百
弐
拾
八
文

一
銭
五
拾
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　
　

〆
金
壱
両
壱
分
弐
百
七
拾
八
文　

但
金
壱
両
ニ
付

銭
三
貫
七
百
四
拾
八
文
替

右
者
当
子
江
戸
御
廻
し
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
御
渡
被

成
、
慥
奉
請
取（

候

、欠
）

若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差

上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
六
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸
問
屋

　
　
　
　

子
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
与
一
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
子
弐
分
也

右
之
通
被
下
金
、
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　

子
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　
　
　

牛
山
与
一
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
廿
八
日
ゟ
十
一
月
四
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
二
月
廿
日
夕
ゟ
廿
三
日
朝
迄

一
銭
六
百
文

　
　

〆
壱
貫
六
百
文

　
　
　
　
　

此
金
壱
分
六
百
六
拾
文

右
之
通
御
雑
用
、
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

子
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

牛
山
与
一
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
廿
八
日
夕
ゟ
十
月
二
日
朝
迄

一
銭
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
月
十
九
日
夕
ゟ
十
一
月
廿
九
日
朝
迄

一
銭
七
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
八
貫
六
百
文

　
　

此
金
弐
両
壱
分
ト
銭
三
百
八
拾
四
文　

但
金
壱
両
ニ
付

銭
三
貫
六
百
四
拾
八
文
か
へ

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
泊
御
雑
用
、
慥
受
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　

丑
十
一
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

原
甚
平
殿

　
　
　
　
　

遠
山
嘉
藤
次
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
百
俵　
　
　
　
　
金
拾
両
ニ
付　
　
　

弐
拾
五
俵
売
手
共

　
　

代
金
四
拾
両

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
七
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸
問
屋

　
　
　
　

丑
十
二
月
十
四
日　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
訪
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
四
百
五
拾
俵　
　
　
　
　

諏
方
ゟ
請
取

　
　

内
五
拾
俵
餅
米　
　
　
　
　
　
　

岩
渕
江
払

一
御
大
豆
三
百
俵

　
　

〆
三
千
七
百
五
拾
俵

　
　

此
舟
数
百
弐
拾
五
艘　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
舟
賃
金
九
拾
八
両
壱
分
ト
銀
四
匁
五
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
弐
百
七
拾
四
文

一
銭
三
貫
九
百
六
文　
　

但
壱
俵
ニ
付　
　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
九
拾
九
両
壱
分
ト
銭
四
百
八
拾
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

銭
三
貫
七
百
文

右
者
当
丑
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
七
丑
年
十
二
月　
　
　
　
鰍
澤
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

宮
澤
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
拾
弐
俵　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　

一
御
大
豆
弐
拾
六
俵

　
　
　

〆
五
拾
八
俵　
　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
舟
数
壱
艘
九
歩
三
厘
三
毛

一
銭
五
拾
八
文　
　
　
　
　
　
　

但
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ　ヽ
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
弐
分
ト
銭
八
百
弐
拾
六
文

右
者
当
丑
江
戸
御
廻
シ
御
家
中
様
御
分
、
書
面
之
通
御
渡
被

成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直

差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
七
丑
年
十
二
月　
　
　
　

鰍
澤
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

宮
澤
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分

右
者
例
年
之
通
被
下
金
請
取
、
慥
奉
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
弐
拾
俵　
　
　
　
平
均
直
段
金
拾
両　

弐
拾
七
俵
七
歩
五
厘　

　
　

代
金
七
両
ト
銀
拾
弐
匁
四
分
三
厘
三
毛

　
　
　
　
　
　
　

此
銭
七
百
六
拾
四
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　

銭
三
貫
七
百
文　

右
者
拝
借
米
代
金
丑
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
七
丑
年
十
一
月　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

宮
澤
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
（
覚
欠
）

十
一
月
十
一
日
ゟ
十
二
月
廿
五
日
迄
内

一
銭
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

丑
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

宮
澤
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
両
ニ
付

一
諏
訪
御
蔵
米
百
俵　
　
　
　
　

弐
拾
四
俵
壱
歩
売
手
共

　
　

代
金
四
拾
壱
両
壱
分
永
弐
百
四
拾
三
文
七
分
八
厘

　
　
　
　
　

此
鐚
壱
貫
弐
拾
弐
文　

両
替
四
貫
弐
百
文
替

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
八
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸
問
屋

　
　
　
　

寅
六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門
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一
銭
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
壱
人

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

寅
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
五
拾
四
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取　

岩
渕
払　
　

　
　

内
七
拾
俵
餅　
　

三
拾
四
俵
長
米

一
御
大
豆
弐
百
七
拾
俵

　
　

〆
三
千
三
百
弐
拾
四
俵

此
舟
数
百
拾
艘
八
歩　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

此
舟
賃
金
八
拾
七
両
永
百
五
拾
五
文
弐
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
六
百
三
拾
五
文

一
銭
三
貫
四
百
六
拾
文　
　
　

但
壱
俵
ニ
付　
　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　
　
　

此
金
三
分
ト
三
百
八
拾
四
文

　
　

合
金
八
拾
七
両
三
分
ト
銭
壱
貫
弐
拾
三
文　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
百
文
替

右
者
当
寅
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
舟

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請

取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
八
年　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　
　

寅
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
拾
弐
俵　
　
　
　
　
　
諏
方（

ゟ
欠
）請

取　

岩
渕
へ
払　

一
御
大
豆
弐
拾
五
俵

　
　
　
　
　

白
鳥
嘉
左
衛
門
殿

九
月
廿
七
日
夕
ゟ
十
月
三
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
月
十
七
日
夕
ゟ
十
一
月
十
七
日
朝
迄

一
銭
六
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
七
貫
弐
百
文

　
　
　
　

此
金
壱
両
弐
分
ト
九
百
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
弐
百
文
替

右
之
通
御
雑
用
、
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

寅
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

白
鳥
嘉
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
段
金
拾
両
ニ
付

一
諏
方
御
蔵
米
弐
百
俵　
　
　
　

弐
拾
五
俵
四
歩
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共

　
　

代
金
七
拾
八
両
弐
分
永
弐
百
四
拾
文
壱
分
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
九
百
六
拾
四
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
替
四
貫
百
文
替

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
八
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

寅
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

十
一
月
十
八
日（

ゟ

廿欠
）

三
日
迄

一
銭
壱
貫
五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

上
下
御
三
人

同
廿
六
日

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
八
拾
俵　
　
　
　
金
拾
両
ニ
付　
　
　
　
　
　
　

弐
拾
四
俵
壱
歩
売
手
共　
　
　　

　
　

代
金
三
拾
三
両
永
百
九
拾
五
文
八
厘
四
毛

　
　
　
　
　

此
鐚
八
百
拾
八
文

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
八
年　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

寅
六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

高
木
祖
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
百
俵

　
　

此
舟
数
拾
艘　

但
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
　
　
　
　

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛�

諏
訪（

ゟ
欠
）請

取

岩
渕
払

　
　
　

此
御
運
賃
金
七
両
三
分
ト
銀
六
匁
九
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
八
拾
四
文

一
銭
三
百
拾
弐
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ

（「
番
賃
」
記
載
な
し
）

　
　

合
金
七
両
三
分
ト
銭
八
百
文　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
弐
百
文
替

右
者
当
寅
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃
金
并

番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
請
取
申
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
後（

為
欠
）
日
請
取
手
形
、

仍
如
件
、

　
　

宝
暦
八
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

寅
十
一
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　

〆
五
拾
七
俵

　
　

此
舟
数
壱
艘
九
歩　
　
　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
舟
賃
金
壱
両
壱
分
永
弐
百
四
拾
四
文
五
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
壱
貫
三
文

一
銭
五
拾
四
文　
　
　
　
　
　
　

但
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ　ヽ
　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
弐
分
ト
三
拾
三
文　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
百
文
替

右
者
当
寅
御
廻
米
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
、
書
面
之
通
御

渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而

仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
八
年　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　
　

寅
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
弐
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
平
均
直
段  　
　
　

弐
拾
四
俵
六
歩
六
厘

　
　

代
金
八
両
ト
永
百
拾
文
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
五
拾
文

右
者
拝
借
米
代
金
寅
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
八
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

寅
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
八
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
者
例
年
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　
　

同
人

十
月
廿
三
日
夕（
ゟ

十欠
）
二
月
十
八
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
之
通
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

寅
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　
　
　

同
人

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
段
金
拾
両
ニ
付

一
諏
訪
御
蔵
米
百
俵　
　
　
　
　

弐
拾
三
俵
壱
分
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共

　
　

代
金
四
拾
三
両
壱
分
ト
銀
弐
匁
四
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

永
四
拾
文

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
九
年　

　
　
　
　

卯
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

三
月
六
日
夕
九
日
朝
迄

一
銭
九
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
下
三
人

同
廿
八
日
ゟ
四
月
五
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取　

岩
渕
へ
払　
　

　
　
　

此
船
数
拾
三
艘
三
分
三
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
両
壱
分
銀
拾
四
匁
弐
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
七
拾
三
文

一
銭
四
百
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
両
弐
分
ト
銭
三
百
六
拾
五
文　

但
金
壱
両
ニ
付　

四
貫
百
文
替

右
者
当
卯
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
上
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
九
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

卯
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

原
弥
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

矢
嶋
孫
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
九
日
夕
ゟ
同
十
三
日
朝
迄

十
月
二
日
夕
ゟ
十
一
月
十
三
日
朝
迄

一
銭
八
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　
　

此
金
弐
両
ト
六
百
文　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　

四
貫
百
文
替

右
之
通
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

卯
十
一
月　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

宝（

マ

マ

）

暦
九
年
十
一
月　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

原
弥
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

矢
嶋
孫
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
段
金
拾
両
ニ
付
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覚

一
御
米
弐
拾
俵　
　
　
　
　
　
平
均
直
段　
　
　
　

弐
拾
弐
表
九
歩
六
厘

　
　

代
金
八
両
弐
分
ト
鐚
九
百
弐
拾
六
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　

四
貫
四
百
文
替

右
者
拝
借
米
代
金
卯
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
九
年　
　
　
　
　
　

鰍
澤
問
屋

　
　
　
　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
四
日（

ゟ

十欠
）

二
月
十
五
日
迄

一
銭
壱八

百

文
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
弐
百
俵　
　
　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付

三
拾
三
表
八
歩
替

　
　

代
金
五
拾
九
両
ト
銀
拾
匁
三
分

　
　
　
　
　
　

此
鐚
七
百
七
拾
文　
　

但
両
替
金
壱
両
ニ
付　

四
貫
五
百
文
替

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
十
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

辰
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

二
月
廿
一
日（

ゟ
欠
）
同
廿
八
日
朝
迄

御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、

仍
如
件
、

　
　

宝
暦
九
卯
十
二
月　
　

鰍
澤
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
拾
壱
俵

一
御
大
豆
弐
拾
四
俵

　
　

〆
五
拾
五
俵

　
　
　

此
舟
数
壱
艘
八
歩
三
厘
三
毛　
　

但
三
拾
表
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九（

マ

マ

）

厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
壱
分
永
百
九
拾
弐
文
壱
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
七
百
七
拾
九
文

一
銭
五
拾
五
文　
　
　
　

但
御
米
壱
表
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
壱
分
ト
鐚
八
百
三
拾
八
文

右
者
当
卯
御
廻
米
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成

御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差

上
可
申
候
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
九
年　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
例
年
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

右
同
断

一
諏
方
御
蔵
米
弐
百
俵　
　
　
　

三
拾
壱
表
六
歩
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共

　
　

代
金
六
拾
三
両
壱
分
銀
弐
匁
四
分
七
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寶
暦
九
年　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　
　

卯
十
一
月
廿
日　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

十
一
月
十
四
日
夕
ゟ
同
廿
二
日
朝
迄

一
銭
弐
貫
四
百
文　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

卯
十
一
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
弐
千
五
百
弐
拾
七
俵　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取　

岩
渕
へ
払　
　

　
　

内
五
拾
俵
餅
米　
　

弐
拾
七
俵
御
膳
米

一
御
大
豆
弐
百
六
拾
弐
俵

　
　

〆
弐
千
七
百
八
拾
九
俵

　
　

此
舟
数
九
拾
弐
艘
九
歩
六
厘
六
毛
余
但
三
拾
表
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
弐
匁
壱
分
六
厘（
マ
マ
）

壱
毛

　
　

此
御
運
賃
金
七
拾
三
両
永
百
弐
拾
七
文
八
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
五
百
弐
拾
文

一
銭
弐
貫
九
百
五
文　

但
御
米
大
豆
壱
表
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
七
拾
三
両
三
分
ト
鐚
三
百
六
拾
七
文　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
七
拾
弐
文
替

右
者
当
卯
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃
金
并

番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
違
茂

一
銭
弐
貫
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

右
之
通
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　

辰
二
月

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
段
金
拾
両
ニ
付

一
諏
訪
御
蔵
米
四
百
俵　
　
　
　
　

三
拾
四
表
五
分
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
手
共

　
　

代
金
百
拾
五
両
三
分
ト
銀
拾
壱
匁
五
分
弐
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
八
百
弐
拾
五
文　

但
両
替　
　
　
　
　

四
貫
三
百
文
か
へ

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
十
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

辰
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
庄
右
衛
門
殿

四
月
廿
三
日
同
廿
七
日
迄

一
銭
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

五
月
三
日
四
日

一
銭
三
百
文

　
　

〆
壱
貫
五
百
文

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

辰
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

岩
波
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
弐
百
俵　
　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付

　

三
拾
八
表
四
歩
売
手
共

　
　

代
金
五
拾
弐
両
銀
五
匁

　
　
　
　

此
銭
三
百
四
拾
文　
　

両
替
四
貫
百
文
か
へ

右
之
通
代
金
不
残
差
上
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
十
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

辰
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

十
一
月
十
六
日
ゟ
同
廿
三
日
朝
迄

一
銭
弐
貫
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　

此
舟
数
拾
三
艘
三
分
三
厘
三
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九（
マ

マ

）

厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
両
壱
分
銀
拾
四
匁
弐
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
五
拾
文

一
銭
四
百
拾
六
文　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　
　
　
　
　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ

　
　

合
金
拾
両
弐
分
銭
三
百
六
拾
六
文　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　

四
貫
文
替

右
者
当
辰
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相

違
も
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手

形
、
仍
如
件
、

　
　

宝
暦
十
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

辰
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

小
平
音
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

伊
藤
新
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
廿
三
日
夕
同
晦
日

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

同
廿
日
夕
十
一
月
廿
七
日
朝

一
銭
七
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
八
貫
六
百
文

　
　
　
　

此
金
弐
両
六
百
文　
　

両
ニ
付
、
四
貫
文
か
へ

右
者
御
廻
米
御
用
ニ
付
、
御
越
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

辰
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

小
平
音
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

伊
藤
新
兵
衛
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
三
拾
七
表　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
払　
　

　
　

内
五
拾
表
御
餅
米　

弐
拾
七
表
御
膳
米

一
御
大
豆
弐
百
五
表　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
三
千
弐
百
四
拾
弐
表

　
　

此
舟
数
百
八
艘
六
厘
六
毛
余　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
弐
匁
一
分
六（

マ

マ

）

厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
九
両
永
五
文
五
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
弐
拾
一
文

一
銭
三
貫
三
百
七
拾
四
文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　

番
賃

　

合
金
八
拾
五
両
三
分
ト
銭
四
百
七
拾
壱
文　

但
金
壱
両
ニ
付

三
貫
九
百
文
ツ
ヽ

文
言
右
同
断

　
　

宝
暦
十
年　
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覚

一
御
米
三
俵
附　
　
　

壱
駄　
　
　

三
斗
六
升
入

　
　

此
駄
賃
鐚
六
拾
八
文

　

外
、
千
俵
ニ
付
、
壱
俵
番
賃
被
下
候
、
懸
菰
四
百
五
拾
枚

右
者
岩
渕
ゟ
蒲
原
迄
駄
賃
如
此
ニ
御
座
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斎
藤
縫
右
衛
門

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
百
俵
ニ
付　
　
　
　
　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

三
斗
六
升
入　

　
　

運
賃
永
四
百
拾
六
文

　

外
、
御
米
壱
俵
ニ
付
、
損
賃
番
賃
共
鐚
弐
文
宛

右
ハ
蒲
原
ゟ
清
水
迄
運
賃
如
此
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
芸
縫
右
衛
門

一
御
米
百
俵
ニ
付

　
　

此
運
賃
金
壱
両
三
分
永
百
文

　
　
　

外
ニ
御
米
壱
俵
ニ
付
、
鐚
八
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
御
番
賃
共

右
ハ
清
水
ゟ
江
戸
浅
草
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
木
平
左
衛
門

（
裏
表
紙
）

「　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雨
宮
利
之
家
文
書
）

　
　
　
　
　

覚

十
月
十
七
日
夕
ゟ
十
二
月
十
七
日
朝
迄

一
銭
弐
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
受
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
四
百
俵　
　
　
　
　
直
段　
　
　
　
　
　

三
拾
八
表
八
歩
か
へ

　
　

代
金
百
三
両
永
九
十
弐
文
七
分
八
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
も
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
十
一
年　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

巳
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
庄
右
衛
門
殿

四
月
廿
一
日
晩
ゟ
同
廿
三
日
朝
迄
、
五
月
七（
日
欠
）晩
ゟ
同
九
日
朝

一
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　
　
　

此
同
人

　
　
　

往
古
御
運
賃
之
覚

寛
永
九
壬
申
壱
年
米
三
表
ツ
ヽ
、
同
拾
年
癸
酉
ゟ
正
保
二
乙
酉
迄

拾
弐
年
丹
弐
分
宛
、
正
保
三
年
ゟ
万
治
三
庚
子
迄
拾
五
年
丹

壱
分
弐
朱
ツ
ヽ
、
寛
文
元
辛
丑
年
壱
ヶ
年
丹
弐
分
ツ
ヽ
、
同
二

年
壬
寅
年
ゟ
同
六
年
丙
午
年
迄
五
拾
七
年
辰
歳
ヨ
リ
御
領
所
成

ル
、

　
　
　
　

辰
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
一
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
大
豆
弐
拾
三
表

一
御
蕎
麦
弐
拾
九
表

　
　

〆
五
拾
弐
俵

　
　

此
舟
数
壱
艘
七
歩
三
厘
三
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積　
　
　
　
　

金
三
分
弐
匁
一
分
六
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
壱
分
永
百
拾
三
文
壱
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
四
百
五
拾
七
文

一
銭
五
拾
弐
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
壱
分
ト
銭
五
百
拾
三
文

右
者
御
家
中
様
御
分　
　
　
　
　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　

三
貫
九
百
ツ
ヽ

　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
弐
拾
表　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
均
直
段　
　
　
　

三
拾
弐
表
八
歩
八
厘

　
　

代
金
五
両
三
分
ト
銭
六
百
五
拾
六
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
四
百
文
ツ
ヽ

右
者
拝
借
米
代
金
辰
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
十
年

　
　
　
　

辰
十
二
月

　
　
　
　
　

岩
波
一
郎
右
衛
門
殿

一
金
弐
分
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
者
例
年
之
通
慥
受
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

右
同
断

13
諏
訪
因
幡
守
様
御
用
留
（
諏
訪
高
嶋
藩
廻
米
御
用
留
）
②

宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
～
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）

「（
表
紙
）
　
　

 

宝
暦
［
（
磨
損
）

　
　

］
年

　
　
　

諏
訪
因
幡
守
様
御
用
留

　
　
　
　
　
［

（
磨
損
）

　
　
　
　

］　　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
三
艘
三
歩
三
厘
三
毛

　
　
　
　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
両
壱
分
銀
拾
四
匁
弐
分
八
厘

一
銭
四
百
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
両
弐
分
ト
銭
三
百
六
拾
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
文
替　　

右
者
当
巳
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相

違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手

形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
十
一
年　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

巳
十
一
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

花
岡
善
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
六
日
夕（
ゟ
欠
）十

三
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

同
廿
九
日
ゟ
十
一
月
廿
八
日
ま
て

一
銭
五
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　

〆
銭
六
貫
八
百
文

　
　
　

此
金
壱
両
弐
分
ト
八
百
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
文
替　

右
之
通
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

花
岡
善
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
五
拾
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
弐
拾
七
俵　

御
膳
米

　
　
　

五
拾
俵　
　

御
餅
米

一
御
大
豆
弐
百
三
拾
俵　
　
　
　

右
同
断

一
御
蕎
麦
拾
俵　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
三
千
弐
百
九
拾
表　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
百
九
艘
六
歩
六
厘
六
毛
余

　
　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
六
両
壱
分
銀
八
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
五
拾
壱
文

一
銭
三
貫
四
百
弐
拾
六
文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　

番
賃

　
　

合
金
八
拾
七
両
ト
鐚
四
百
七
拾
七
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
文
替　

右
者
当
巳
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相

違
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手

形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
十
一
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

巳
十
一
月　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
大
豆
弐
拾
三
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　

一
御
蕎
麦
三
拾
壱
俵　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
五
拾
四
俵

　
　

此
船
数
壱
艘
八
歩　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘　
　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
壱
分
ト
銭
六
百
六
拾
壱
文

一
銭
五
拾
四
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
壱
分
ト
銭
七
百
拾
九
文

右
者
当
巳
江
戸
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
御
渡
被

成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直

差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
十
一
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

巳
十
二
月　
　
　
　
　

 

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
者
例
年
之
通
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
弐
拾
俵　
　
　
　
　
　
平
均
直
段　
　
　
　

四
拾
俵
八
歩
三
厘
替

　
　

代
金
四
両
三
分
銀
八
匁
九
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
五
百
九
拾
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　

四
貫
か
へ　

─　65　─ ─　64　─



右
者
拝
借
米
代
金
巳
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
前

　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

十
月
廿
七
日
夕

十
二
月
廿
日
迄
之
内

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

巳
十
二
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
百
俵　
　
　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付　

三
拾
七
俵
八
歩
替

　
　

代
金
弐
拾
六
両
壱
分
ト
銀
拾
弐
匁
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
八
百
五
拾
九
文　

但
両
替　
　
　
　

銭
四
貫
弐
百
文

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
十
一
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

巳
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

十
一
月
廿
九
日
十
二
月
十
日
朝
迄

一
銭
三
貫
三
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

巳
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　

右
同
断

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
三
艘
三
歩
三
厘　

但
御
米
三
拾
俵
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
両
壱
分
銀
拾
四
匁
弐
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
四
拾
三
文

一
銭
四
百
四
拾
六
文　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
両
弐
分
ト
銭
三
百
六
拾
五
文　

�

但
金
壱
両
ニ
付

三
貫
九
百
七
拾
弐
文　

右
者
当
午
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相

違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手

形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
十
二
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
一
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

原
甚
平
殿

　
　
　
　
　

上
原
森
次
郎
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
八
日
ゟ
同
十
七
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
月
十
五
日
ゟ
十
一
月
七
日
朝
迄

一
銭
四
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
六
貫
文

　
　

此
金
壱
両
弐
分
ト
銭
三
拾
六
文�

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　
　
　

三
貫
九
百
七
拾
弐
文
か
へ　

右
之
通
御
雑
用
御
渡
被
成
、
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
十
二
年　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
一
月　
　
　
　
　

 

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

原（
諏
訪
因
幡
守
様
御
内
欠
）

甚
平　

殿

　
　
　
　
　

上
原
森
二
郎
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
三
百
俵　
　
　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付

　

三
拾
壱
俵
五
歩
替

代
金
九
拾
五
両
ト
銀
拾
四
匁
弐
分
八
厘
五
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
弐
拾
七
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
九
百
文
か
へ

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
十
二
年　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
百
弐
拾
七
俵　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
弐
拾
七
俵　

御
膳
米

　
　
　

五
拾
俵　
　

御
餅
米

一
御
大
豆
百
七
拾
九
俵　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
三
千
三
百
六
表

　
　

此
船
数
百
拾
艘
弐
歩　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
六
両
弐
分
ト
銀
拾
壱
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
七
百
拾
四
文

一
銭
三
貫
四
百
四
拾
弐
文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　　

番
賃

　
　

合
金
八
拾
七
両
弐
分
ト
銭
弐
百
五
拾
六
文�

但
金
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
九
百
文
替

右
者
当
午
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
十
二
年　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
拾
壱
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払

一
御
大
豆
拾
五
俵

　
　

〆
四
拾
六
俵　

　
　

此
船
数
壱
艘
五
歩
三
厘
三
毛
余　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
ト
銀
拾
弐
匁
三
分
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
八
百
四
文

一
銭
四
拾
六
文　
　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
ト
銭
八
百
五
拾
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
九
百
文
替

右
者
当
午
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上

可
申
候
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
十
二
年　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
弐
拾
俵　
　
　
　
　
（
但
な
し
）　
平
均
直
段
拾
両
ニ
付　
　

三
拾
弐
俵
壱
分
弐
厘
五
毛

　
　

代
金
六
両
ト
拾
三
匁
五
分
三
厘
八
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
弐
拾
三
文

右
者
拝
借
米
代
金
午
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
十
二
年　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

午
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
四
日
夕
ゟ
十
二
月
十
三
日
朝
之
内

一
銭
壱
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
之
通
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
四
拾
俵　
　
　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付

　

弐
拾
六
俵
売
手
共

　
　

代
金
拾
五
両
壱
分
ト
八
匁
七
厘
六
毛

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

寳
暦
十
三
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

未
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

三
月
廿
一
日
四
月
八
日
ま
て

一
銭
五
貫
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

右
者
甲
府
へ
大
豆
御
払
御
越
被
成
、
当
所
御
滞
留
、

　
　
　
　
　

土
橋
佐
左
衛
門
殿
為
覚

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
百
五
拾
俵�

直
段
金
拾
両
ニ
付

　

弐
拾
七
俵
売
手
共
ニ

　
　

代
金
五
拾
五
両
弐
分
銀
三
匁
三
分
三
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
も
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
十
三
年
未
五
月　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

三
村
新
三
郎
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
三
艘
三
歩
三
厘　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
両
壱
分
ト
銀
拾
四
匁
弐
分
六
厘

一
銭
四
百
拾
六
文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
両
弐
分
ト
銭
三
百
六
拾
六
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
九
百
文
替

右
者
当
未
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
十
三
年　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

未
十
一
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

─　67　─ ─　66　─



　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

太
田
善
五
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

花
岡
善
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
廿
六
日
夕
ゟ
十
月
六
日
ま
て

十
月
十
九
日
夕
ゟ
十
一
月
廿
六
日
ま
て

一
銭
九
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　
　

此
金
弐
両
壱
分
ト
銭
弐
百
弐
拾
四
文

右
之
通
御
雑
用
被
成
御
渡
、
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　

右
同
断

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
六
百
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
弐
拾
七
俵　

御
膳
米

　
　
　

五
拾
俵　
　

御
餅
米

一
御
大
豆
弐
百
八
拾
五
俵

　
　

〆
三
千
八
百
八
拾
五
俵

　
　

此
船
数
百
弐
拾
九
艘
五
歩　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
百
壱
両
三
分
銀
六
匁
八
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
三
拾
三
文

一
銭
四
貫
四
拾
五
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
百
弐
両
三
分
銭
六
百
五
拾
四
文　

但
金
壱
両
ニ
付

三
貫
八
百
弐
拾
四
文
替

右
者
当
未
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
と
も
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、

若
勘
定
相
違
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後

日
請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
十
三
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

未
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
与
市
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
拾
壱
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
拾
弐
俵

　
　

〆
四
拾
三
俵

　
　

此
船
数
壱
艘
四
歩
三
厘
三
毛　
　

但
御
米
三
拾
俵
壱
艘

金
三
分
銀
弐
匁
一
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
銀
七
匁
六
分
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
九
拾
三
文

一
銭
四
拾
三
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
銭
五
百
四
拾
文　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

 

三
貫
八
百
弐
拾
四
文
か
へ

右
者
当
未
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上

可
申
候
、
仍
如
件
、

　
　

寳
暦
十
三
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

未
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
与
一
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
弐
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
平
均
直
段
金
拾
両
ニ
付

弐
拾
七
俵
五
歩
三
厘

　
　

代
金
七
両
壱
分
銀
八
分
八
厘
八
毛

右
者
拝
借
米
代
金
未
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
十
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　

未
十
二
月

　
　
　
　
　

牛
山
与
一
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
三
艘
三
歩
三
厘

　
　
　
　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
両
壱
分
銀
拾
四
匁
弐
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
弐
文

一
銭
四
百
拾
六
文　
　
　

但
壱
表
ニ
付

鐚
壱
文
宛　

御
米
番
賃

　
　

合
金
拾
両
弐
分
ト
銭
三
百
六
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
八
百
文
替

右
者
当
申
江
戸
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御

運
賃
金
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、

仍
如
件
、

　
　

明
和
元
申
年　
　
　
　
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

太
田
作
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

伊
東
富
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
八
日
夕
ゟ
同
十
六
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
一
月
四
日
夕
ゟ
十
二
月
十
二
日
朝
ま
て

一
銭
七
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
九
貫
弐
百
文

　
　

此
金
弐
両
壱
分
銭
六
百
五
拾
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
八
百
文
替

右
之
通
御
雑
用
御
渡
被
成
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

明
和
元
申
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

伊
東
富
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

太
田
作
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
百
俵　
　
　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付　
　
　

弐
拾
九
表
三
分
か
へ

　
　

代
金
三
拾
四
両
銀
七
匁
七
分
八
厘

右
之
通
代
金
不
残
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候

ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

明
和
元
年
申
十
二
月　
　
　
　
　

�

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
方
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

河
西
波
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
弐
千
八
百
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
弐
拾
弐
俵　

御
膳
米

　
　
　

五
拾
俵　
　

御
餅
米

一
御
大
豆
弐
百
六
拾
五
俵

　
　

〆
三
千
六
拾
五
俵　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
百
弐
艘
壱
歩
六
厘
七
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
両
壱
分
ト
銀
六
匁
八
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
四
百
三
拾
四
文

一
銭
三
貫
百
八
拾
九
文　

御
米
壱
俵
ニ
付
鐚
壱
文
ツ
ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
米
番
賃

　
　

合
金
八
拾
壱
両
ト
銭
七
百
七
拾
五
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付

三
貫
八
百
文
替

右
者
当
申
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御
運

賃
金
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂

御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、

仍
如
件
、

　
　

明
和
元
申
年　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
（
月
日
な
し
）　　

 

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

宮
沢
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
拾
八
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
拾
壱
俵

　
　

〆
四
拾
九
俵

　
　

此
船
数
壱
艘
六
歩
三
厘
三
毛　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
壱
分
銀
弐
匁
九
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
百
三
拾
壱
文

一
銭
四
拾
九
文　
　

但
壱
表
ニ
付　
　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　
　
　

番
賃

　
　

合
壱
両
壱
分
ト
銭
百
八
拾
文　
　
　

右
者
当
申
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
通
被
成
御
渡
、
慥

奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可

申
候
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
元
申
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

宮
沢
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
弐
拾
俵　
平
均
直
段
金
拾
両
ニ
付
、
弐
拾
九
表
壱
歩
替

　
　

代
金
六
両
三
分
ト
銀
四
匁
五
分
六
毛

右
者
拝
借
米
代
金
申
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

宮
沢
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

十
一
月
六
日
夕
ゟ
十
日
朝
ま
て

閏
十
二
月
十
日
夕
ゟ
同
十
二
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　
　

此
金
壱
分
ト
銭
弐
百
四
拾
八
文

右
之
通
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

明
和
元
申
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

宮
沢
忠
兵
衛
殿

─　69　─ ─　68　─



　
　
　
　
　

覚

一
諏
訪
御
蔵
米
弐
百
俵　
　
金
拾
両
ニ
付　
　
　
　
　
　
　

弐
拾
八
表
弐
升
か
へ
売
手
共
ニ

　
　

代
金
七
拾
両
三
分
ト
銀
拾
匁
三
分

　
　
　
　

此
銭
六
百
九
拾
壱
文　

但
四
貫
四
十
八
文
か
へ

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

明
和
二
酉
年　
　
　
　
　
　
鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　

六
月
廿
七
日　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

河
西
波
右
衛
門
殿

酉
六
月
廿
日
夕
ゟ
廿
八
日
朝
迄　
　

御
上
下

一
弐
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
三
人

一
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茶
代

右
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

酉
六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

河
西
波
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目 

録
（
之
事
欠
）

一
御
米
四
百
俵　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
三
艘
三
分
三
厘

　
　

此
運
賃
金
拾
両
壱
分
ト
銀
拾
七
匁
弐
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
拾
四
文

一
銭
四
百
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
両
弐
分
銭
三
百
六
拾
六
文　

但
金
壱
両
ニ
付

銭
三
貫
八
百
四
拾
九
文
か
へ

右
者
当
酉
江
戸
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運

賃
金
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
も

御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
受
取
手
形
、

仍
而
如
件
、

　
　

明
和
二
年
酉
十
月　
　
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

江
上
清
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
十
日
夕
ゟ
同
廿
日
朝
ま
て
日
数
十
日
分

一
銭
弐
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　

  

御
両
人
分

十
月
六
日
夕
ゟ
同
十
二
日
ま
て　

日
数
六
日
分

一
銭
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

〆
三
貫
弐
百
文　
　
　

但
壱
両
ニ
付　
　
　
　

三
貫
八
百
四
拾
八
文

　
　

此
金
三
分
銭
三
百
拾
弐
文

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

明
和
二
年　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　

酉
十
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

江
上
清
兵
衛
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録

一
御
長
米
四
拾
弐
俵

一
御
餅
米
五
拾
俵

一
御
大
豆
百
四
俵

　
　
　
　

内
三
拾
俵
白

　
　

〆
百
九
拾
六
俵　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
六
艘
五
歩
三
厘
三
毛
余

　
　

此
御
運
賃
金
五
両
ト
銀
八
匁
三
分
三
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
五
百
三
拾
三
文

一
銭
弐
百
四
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
五
両
ト
銭
七
百
三
拾
七
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

三
貫
八
百
四
拾
八
文
替

右
者
当
酉
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
ま
て
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
も
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請

取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
二
年　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　

酉
十
二
月
八
日　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

江
上
清
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
大
豆
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　

一
御
蕎
麦
三
拾
俵

　
　

〆
四
拾
俵

　
　

此
船
数
壱
艘
三
歩
三
厘
三
毛　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
ト
銀
弐
匁
九
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
百
八
拾
三
文

一
銭
四
拾
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
ト
銭
弐
百
弐
拾
七
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

三
貫
八
百
四
拾
八
文
替

右
者
当
酉
江
戸
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御

渡
、
慥
奉
請
取
、
若
勘
定
相
違
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差

上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
二
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

酉
十
二
月　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

江
上
清
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
弐
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付　

弐
拾
九
俵
七
歩
替

　
　

代
金
六
両
弐
分
銀
拾
四
匁
四
厘　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

三
貫
八
百
四
拾
八
文
替

右
者
拝
借
米
代
金
酉
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

千
野
与
一
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

明
和
二
年
酉
十
二
月　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

江
上
清
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

十
一
月
八
日
夕
十
五
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　

御
両
人

同
十
五
日
十
九
日
朝
ま
て

一
銭
四
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
壱
人

同
十
九
日

一
銭
四
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

十
二
月
五
日
八
日
朝
ま
て

一
銭
六
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

　
　

〆
弐
貫
八
百
文

　
　

此
金
弐
分
八
百
七
拾
弐
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

三
貫
八
百
四
拾
八
文

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

酉
十
二
月
八
日　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

藤
森
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

江
上
清
兵
衛
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
餅
米
五
拾
俵　
　
　
　
　
諏
方（

ゟ
欠
）請
取

岩
渕
江
払

一
御
長
米
五
拾
六
俵

一
御
大
豆
百
弐
拾
俵

　
　
　
　

内
四
拾
俵
黒

　
　

〆
弐
百
弐
拾
六
俵　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
七
艘
五
歩
三
厘
三
毛

　
　

此
御
運
賃
金
五
両
三
分
ト
銀
拾
匁
五
分
三
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
六
百
六
拾
四
文

一
銭
弐
百
三
拾
四
文　

但
御
米
壱
表
ニ
付

銭
壱
文
宛　
　
　

番
賃

　
　

合
金
五
両
三
分
ト
銭
九
百
弐
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
八
百
文
替

右
者
当
戌
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御

運
賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
奉
請
取
候
、
若

勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日

請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
三
年　
　
　
　
　

甲
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

戌
十
二
月　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

尾
澤
十
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

藤
森
金
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
大
豆
拾
四
俵

一
御
蕎
麦
三
拾
弐
俵

　
　

〆
四
拾
六
俵

　
　

此
船
数
壱
艘
三
歩
三
厘
三
毛　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
ト
銀
拾
弐
匁
三
分
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
七
百
八
拾
文

一
銭
四
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
表
ニ
付

銭
壱
文
宛　
　
　
　
　

番
賃

　

〆
金
壱
両
八
百
三
拾
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
八
百
文
替

右
者
当
戌
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
奉
請
取
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可

申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
三
年　
　
　
　
　

甲
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

戌
十
二
月　
　
　

 

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

尾
沢
十
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

藤
森
金
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
弐
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付　
　

弐
拾
八
俵
三
分
三
厘

　
　

代
金
七
両
三
匁
五
分
七
厘

右
者
拝
借
米
代
金
戌
年
分
年
賦
上
納
仕
候
、
以
上
、

　
　

年
月
日
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　

右
同
断
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覚

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

明
和
三
年　
　

　
　
　
　

戌
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

尾
澤
十
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

藤
森
金
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
一
月
七
日
夕
ゟ
同
十
五
日
朝
ま
て
、
十
二
月
十
六
日
夕
同
十
八
日
朝
迄

一
銭
弐
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

明
和
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

戌
十
二
月

　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
御
長
米
六
拾
六
俵　
　
　
　
　
諏
訪
請
取

岩
渕
江
払

一
御
大
豆
六
拾
五
俵

一
御
餅
米
五
拾
俵

　
　

〆
百
八
拾
壱
俵　
　
　

但
シ
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
六
艘
三
厘
三
厘毛

　
　

此
御
運
賃
金
四
両
弐
分
ト
拾
四
匁
七
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀
九
匁
七
分
四
厘
九
毛

一
銭
百
八
拾
五
文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
四四両
三
分
百
六
拾
七
文

両
弐
分
ト
八
百
三
拾
七
文　
　
　

 

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
文
替　

右
者
亥
江
戸
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
り
被
成
御

渡
、
慥
ニ
奉
請
取
候
、
若
シ
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而

仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、
仍
而
如
件
、

　
　

明
和
四
年　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

亥
十
二
月
二
日　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

田
中
小
右
衛
門
殿

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
弐
拾
七
俵

一
御
白
大
豆
拾
弐
俵　
　
　
　

但
壱
艘
三
拾
俵
積　
　
　
　
　
　

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

〆
三
拾
九
俵

　
　

此
船
数
壱
艘
三
分

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
ト
銀
壱
匁
三
分
五
厘
五
毛

一
銭
三
拾
九
文　

但
御
米
壱
表
ニ
付

銭
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　
　
　
（
覚
な
し
）

十
一
月
三
日
夕
ゟ
十
一
月
八
日
朝
迄
、
十
一
月
卅
日
夕
ゟ
十
二
月
三
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
慥
ニ
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

明
和
四
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　

亥
十
二
月

　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　

御
米
目
録
之
㕝

一
御
膳
米
六
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ　
　
　

駿
州
岩
渕
江
払

一
御
長
米
五
拾
六
俵

一
御
餅
米
四
拾
俵

一
御
大
豆
七
拾
俵

一
御
蕎
麦
壱
俵

　
　

合
百
七
拾
三
俵　
　

但
シ
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
五
艘
七
分
ト
六
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
四
両
弐
分
ト
弐
匁
壱
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
百
三
拾
九
文　

但
壱
両
ニ
付　
　

三
貫
九
百
文

一
百
七
拾
七
文　
　

但
シ
壱
俵
ニ
付
壱
文
ツ
　ヽ
　

 

番
賃

　
　

合
金
四
両
弐
分
三
百
弐
拾
文

右
者
当
子
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
ま
て
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
ニ
奉
請
取
候
、
若

シ
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
為

後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　

明
和
五　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

子
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
方
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

濱
幸
助
殿

　
　
　
　
　

小
松
清
吉
殿

　
　
　
　
（
覚
な
し
）

一
蕎
麦
弐
拾
七
俵

一
大
豆
拾
俵

　
　

合
三
拾
七
俵　
　
　
　
　

但
シ
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
　

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
壱
艘
弐
分
三
厘
三
毛

　
　

此
御
運
賃
金
三
分
拾
三
匁
弐
分
八
毛

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
八
百
五
拾
六
文　
両
替　
　
　

三
貫
九
百
文

一
三
拾
七
文　

但
シ
壱
表
ニ
付
壱
文
ツ
　ヽ

 

番
賃

　
　

合
三
分
ト
銭
八
百
九
十
文

　
　

明
和
五
子
十
二
月

　
　
　
　
　

右
同
断

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
ハ
例
年
通
り
奉
慥
請
取
候
、

　
　

右
同
断

十
一
月
十
四
日
夕
ゟ
十
九
日
朝
ま
て

一
壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
両
人
分

御
雑
用　

十
二
月
九
日
夕
ゟ
十
一
日
朝
ま
て

一
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

右
御
両
人

　
　
　

諏
方
御
廻
米
目
録
覚

一
御
膳
米
六
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
長
米
五
拾
六
俵

一
御
餅
米
四
拾
俵

一
御
大
豆
九
拾
俵

　
　

合
百
九
拾
弐
俵　
　

但
シ
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
六
艘
四
分

　
　

此
運
賃
金
五
両
ト
銀
弐
匁
五
厘
四
毛

　
　
　
　
　

此
銭
百
四
拾
文　

但
シ
四
貫
五
拾
文
か
へ

一
弐
百
文　

但
シ
壱
俵
ニ
付
壱
文
ツ
　ヽ

番
賃

　
　

合
金
五
両
ト
銭
三
百
四
拾
文

右
者
当
丑
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
ニ
書
面
之
通
御
渡
被
成
、
慥
ニ
奉
請
取
候
、
若

シ
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
為

後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　

明
和
六
丑
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
方
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

原
猪
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
（
覚
な
し
）

一
御
大
豆
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
請
取

岩
渕
江
払

一
御
蕎
麦
弐
拾
八
俵

　
　

合
三
拾
八
俵

　
　

此
船
数
壱
艘
弐
分
六
厘
六
毛　

但
シ
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
三
分
ト
銀
拾
四
匁
七
分
八
厘
弐
毛

　
　
　

此
銭
壱
貫
弐
拾
壱
文
五
分　

但
四
貫
百
五
拾
文
か
へ

一
三
拾
八
文　

但
シ
壱
俵
ニ
付
壱
文
ツ
　ヽ

番
賃

　
　

合
金
三
分
ト
銀
壱
貫
五
拾
九
文
五
分

右
ハ
当
丑
江
戸
廻
米
御
家
中
様
御
分
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
迄

川
下
御
運
賃
金
并
番
賃
共
ニ
書
面
之
通
慥
ニ
奉
請
取
候
、
若

シ
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
シ
差
上
可
申
候
、
為

後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　

明
和
六
丑
十
二
月　
　
　
　
　
　

�

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
方
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

原
猪
右
衛
門
殿

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
者
例
年
通
り
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

右
同
断

十
一
月
八
日
夕
ゟ
十
三
日
朝
ま
て

一
壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
二
月
八
日
夕
ゟ
十
一
日
朝
ま
て

一
六
百
文　
　
　
　

　
　

〆
壱
貫
六
百
文

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

明
和
六
丑
十
二
月　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
五
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　

　
　

此
船
数
拾
五
艘　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
壱
両
三
分
ト
銀
弐
匁
九
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
弐
百
三
拾
四
文

一
銭
四
百
六
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
宛　

　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
壱
両
三
分
ト
銭
七
百
四
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　

銭
四
貫
八
百
文
替

右
者
当
寅
江
戸
御
廻
米
従
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下

御
運
賃
金
并
番
賃
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若

勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日

請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
七
年　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

寅
十
一
月　
　
　
　
　

問
屋　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

─　73　─ ─　72　─



　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
弥
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

金
子
又
七
殿

九
月
十
九
日
夕
ゟ
廿
六
日
ま
て

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
月
廿
三
日
夕
ゟ
十
一
月
廿
六
日
朝
ま
て

一
銭
六
貫
六
百
文　
　
　
　

　
　

〆
銭
八
貫
文

　
　
　

此
金
壱
両
弐
分
ト
銭
九
百
四
拾
八
文　

但
壱
両
ニ
付

四
貫
七
百
文
替　

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

明
和
七
年
寅
十
一
月　
　
　
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
橋
弥
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

金
子
又
七
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
八
拾
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　

　
　

内
御
膳
米
九
俵

　
　
　

御
餅
米
四
拾
俵

一
御
大
豆
百
俵

　
　

〆
三
千
百
八
拾
俵

　
　

此
船
数
百
六
艘　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
三
両
壱
分
永
百
廿
九
文
六
分

　
　
　

内
金
弐
両
弐
分
永
壱
文
三
分
八
厘
八
毛　

三
分
引

　
　

残
金
八
拾
両
三
分
永
百
廿
八
文
弐
分
壱
厘
弐
毛

一
銭
三
貫
三
百
拾
弐
文　

但
御
米
壱
表
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
八
拾
壱
両
弐
分
銭
四
百
弐
十
文　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
六
百
四
十
八
文
か
へ

右
者
当
寅
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
七
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

寅
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
大
豆
九
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　

一
御
蕎
麦
弐
拾
九
俵

　
　

〆
三
拾
八
俵　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
壱
艘
弐
分
六
厘
六
毛
余

　
　

此
金
三
分
永
弐
百
四
十
六
文
三
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銀
拾
四
匁
六
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
壱
貫
百
四
拾
八
文

一
銭
三
拾
八
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
ト
銭
弐
拾
弐
文　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　
　

四
貫
六
百
四
十
八
文
か
へ

右
者
当
寅
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上

可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
慥
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

明
和
七
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

寅
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十（
二
欠
か
）月十
九
日
夕
夕（
衍
）ゟ
十
二
月
廿
一
日
朝
ま
て
出
入

一
銭
壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

寅
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

一�

酉
冬
御
廻
米
よ
り
丑
冬
ま
て
五
ヶ
年
諏
方
町
布
屋
伊
右
衛

門
請
負
被
仰
付
候
故
、
江
戸
表
買
納
仕
候
ニ
付
、
御
先
米

計
年
々
御
出
、
跡
御
米
五
年
御
廻
米
相
止
申
候
、
右
御
請

負
之
内
、
御
米
伊
右
衛
門
春
よ
り
夏
中
迄
当
所
江
附
出
商

人
方
相
払
申
候
、
為
覚
記
之
、

一
寅
冬
ゟ
先
規
之
通
江
戸
廻
相
成
申
候
、

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
五
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
五
艘　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
壱
両
三
分
ト
銀
弐
匁
九
分
四
厘

一
銭
四
百
五
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
宛　

　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
壱
両
三
分
ト
銭
七
百
四
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　

銭
四
貫
八
百
文
替

　
　
　
　

内
壱
分
ト
六
匁
弐
分
四
厘　

三
歩
引

　
　
　

残
金
拾
壱
両
弐
分
弐
百
四
文

右
者
当
卯
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御

運
賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若

勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日

請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
八
年
卯
十
一
月　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
金
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

原
猪
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
廿
二
日
同
廿
九
日
迄

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

一
銭
五
貫
弐
百
文

　

〆
六
貫
六
百
文

　
　

此
金
壱
両
壱
分
ト
六
百
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
八
百
文
替

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
越
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

明
和
八
年
卯
十
一
月　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

藤
森
金
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

原
猪
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
四
百
俵　
　
金
拾
両
ニ
付　
　
　
　
　
　

弐
拾
九
俵
五
歩
か
へ
売
手
共

　
　

代
金
百
三
拾
五
両
弐
分
ト
銀
五
匁
五
分
九
厘

　
　
　
　
此
銭
四
百
八
拾
弐
文　

金
壱
両
ニ
付
、
五
貫
弐
百
文
か
へ

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

明
和
八
年　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

金
井
友
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
一
月
廿
日
夕
ゟ
同
廿
六
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
上
三
人
分

十
二
月
十
日
夕
同
十
一
日
朝
迄

一
銭
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

　

〆
弐
貫
文

　
　

此
金
壱
分
ト
銭
七
百
文　

五
貫
弐
百
文
か
へ

右
者
御
払
米
就
御
用
御
越
被
成
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

金
井
友
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
三
百
五
拾
九
俵　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
御
膳
米
八
俵

　
　
　
　
　

内
七
俵
長
米

　
　
　

御
餅
米
四
拾
俵

一
御
大
豆
九
拾
六
俵

　
　

〆
三
千
四
百
五
拾
五
俵　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
百
拾
五
艘
壱
分
六
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
九
拾
両
弐
分
永
九
十
文
五
分
五
厘

　
　
　
　
　

内
弐
両
弐
分
永
弐
百
拾
六
文
七
分　

三
分
引

　
　
　
　

残
金
八
拾
七
両
三
分
永
百
弐
拾
三
文
四
分
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
五
百
九
拾
壱
文

一
銭
三
貫
五
百
九
拾
五
文　

但
御
米
壱
俵
ツ
ヽ

銭
壱
文
ツ
　ヽ　

番
賃

　

合
金
八
拾
八
両
弐
分
ト
銭
五
百
八
拾
六
文　

但
金
壱
両
ニ
付

銭
四
貫
八
百
文
替

右
者
当
卯
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請

取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
八
年　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
大
豆
九
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
蕎
麦
弐
拾
八
俵

　
　

〆
三
拾
七
俵　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積 

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
壱
艘
弐
歩
三
厘
三
毛

　
　

此
御
運
賃
金
三
分
永
弐
百
弐
拾
文
壱
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
壱
貫
五
拾
五
文

一
銭
三
拾
七
文　
　
　

但
御
米
壱
表
ニ
付

銭
壱
文
ツ
　ヽ　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
三
分
ト
銭
壱
貫
九
拾
弐
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

銭
四
貫
八
百
文
替

右
者
当
卯
江
戸
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御

渡
、
慥
請
取
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直

差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

明
和
八
年　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿
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覚

一
金
弐
分
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

相
場
五
貫
三
百
文
く
ら
い

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
廿
一
日
ゟ
廿
七
日
朝

一
銭
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
二
月
廿
三
日
ゟ
廿
六
日
朝
ま
て

一
銭
六
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　

〆
壱
貫
八
百
文

　
　

此
金
壱
分
ト
六
百
文　

四
貫
八
百
文
か
へ

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
五
拾
弐
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
五
艘
六
厘
七
毛　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
壱
両
三
分
銀
六
匁
九
厘

一
銭
四
百
六
拾
八
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
壱
両
三
分
銭
九
百
六
拾
六
文　
　

　
　
　
　

内
壱
分
六
匁
三
分
三
厘　

三
歩
引

　
　
　

残
金
拾
壱
両
弐
分
ト
銭
四
百
四
拾
九
文　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
九
百
文
替

右
者
当
辰
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御

運
賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若

勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日

請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
元
年　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

辰
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

太
田
善
五
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

赤
沼
惣
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
四
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

内
御
蕎
麦
壱
俵

　
　

此
船
壱
分
三
厘
三
毛

　
　

此
運
賃
銀
六
匁
弐
分
九
厘　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　
　
　
　

此
銭
五
百
拾
三
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

銭
四
貫
九
百
文
替

一
銭
四
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
銭
五
百
拾
七
文

右
者
当
辰
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
請
取
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上

可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
元
年　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

辰
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

太
田
善
五
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

赤
沼
惣
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
十
日
夕
ゟ
同
廿
一
日
朝
ま
て

一
銭
弐
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
一
月
十
五
日
夕
ゟ
十
二
月
十
八
日
朝
ま
て

一
銭
六
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　

〆
八
貫
六
百
文

　
　

此
金
壱
両
三
分
弐
拾
四
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　

銭
四
貫
九
百
文
か
へ

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
越
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
元
年　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

辰
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

太
田
善
五
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

赤
沼
惣
兵
衛
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
九
拾
五
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
御
膳
米
壱
俵

　
　
　

御
餅
米
五
拾
俵

一
御
大
豆
百
七
拾
五
俵

　
　

〆
三
千
弐
百
七
拾
俵　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
百
九
艘

　

此
御
運
賃
金
八
拾
五
両
弐
分
永
弐
百
三
十
九
文
四
分

　
　

内
金
弐
両
弐
分
永
七
拾
弐
文
壱
分
八
厘
弐
毛　

三
分
引

　

残
金
八
拾
三
両
永
百
六
拾
七
文
弐
分
壱
厘
八
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
八
百
拾
九
文

一
銭
三
貫
四
百
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ツ
ヽ

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
八
拾
四（
マ
マ
）両

ト
銭
五
百
四
拾
九
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　

銭
四
貫
九
百
文
替

　
　
　
　
　
　

三
両
三
分

右
者
去
辰
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、

仍
如
件
、

　
　

安
永
二
年　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

巳
正
月　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
仁
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
弐
拾
九
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
拾
三
俵

　
　

〆
四
拾
弐
俵　
　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
壱
艘
四
分

　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
永
百
壱
文
弐
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
四
百
九
十
弐
文

一
銭
四
拾
弐
文　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
ト
銭
五
百
三
拾
八
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

銭
四
貫
九
百
文

右
者
去
辰
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
請
取
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上

可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
二
年　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

巳
正
月　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
仁
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　

巳
正
月　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
仁
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

辰
十
一
月
五
日
夕
ゟ
巳
二
月
朔
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
越
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

巳
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

笠
原
仁
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
七
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方（
ゟ
欠
）請
取

岩
渕
江
払
　

　
　

此
船
数
拾
五
艘
六
歩
六
厘
六
毛　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
弐
両
壱
分
ト
銀
四
匁
三
分
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
三
百
五
拾
壱
文

一
銭
四
百
八
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
弐
両
壱
分
ト
銭
八
百
四
拾
壱
文

　
　
　
　

内
壱
分
ト
七
匁
壱
分
八
厘　
　

三
歩
引

　
　

残
金
拾
弐
両
ト
鐚
弐
百
五
拾
九
文　

当
時
相
場
五
貫
三
百
文
か
へ　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　
　

銭
四
貫
八
百
四
拾
八
文
替

右
者
当
巳
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御

運
賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
二
年
巳
十
一
月　

甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

尾
澤
治
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

藤
森
金
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
十
三
日
ゟ
廿
五
日
朝
ま
て
十
二
泊

一
銭
弐
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
月
廿
七
日
夕
ゟ
十
一
月
十
六
日
朝
ま
て
十
九
泊

一
銭
三
貫
八
百
文　

　

〆
銭
六
貫
弐
百
文

　
　

此
金
壱
両
壱
分
ト
銭
百
三
拾
弐
文　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
八
百
四
拾
八
文
替

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
越
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
二
年
巳　　
　
　
　

 

甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

尾
沢
治
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

藤
森
金
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
百
三
俵　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
御
膳
米
弐
拾
八
俵

　
　
　

御
餅
米
三
拾
俵

一
御
大
豆
弐
百
弐
拾
弐
俵

　
　

〆
三
千
三
百
弐
拾
五
俵　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
百
拾
艘
八
歩
三
厘
三
毛

　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
七
両
永
百
八
拾
壱
文
弐
分
四
厘

　
　
　

内
金
弐
両
壱
分
永
百
九
文
八
分　

三
歩
引

　
　

残
金
八
拾
五
両
三
分
永
五
拾
壱
文
四
分
八
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
三
百
四
拾
五
文

一
銭
三
貫
四
百
六
拾
壱
文　

但
御
米
壱
表
ツ
ヽ

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

─　77　─ ─　76　─



　
　

合
金
八
拾
五
両
弐
分
銭
弐
百
六
拾
文　

但
金
壱
両
ニ
付

銭
四
貫
八
百
四
拾
八
文
替

右
者
当
巳
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御

運
賃
金
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、

仍
如
件
、

　
　

安
永
二
年　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

巳
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
拾
壱
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
拾
四
俵

　
　

〆
四
拾
五
俵　
　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
壱
艘
五
歩

　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
ト
永
百
七
拾
五
文
九
分
九
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
八
百
四
拾
五
文

一
銭
四
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　
　

銭
四
貫
八
百
四
拾
文
か
へ

　
　

〆
金
壱
両
ト
八
百
九
拾
文　

右
者
当
巳
江
戸
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御

渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直

差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
二
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

巳
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　

巳
十
二
月　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蔵
米
五
拾
俵　
　
　
　
平
均
直
段
金
拾
両
ニ
付

　

三
拾
弐
俵
五
歩
壱
厘
九
毛

　
　

代
金
拾
五
両
壱
分
七
匁
五
分
三
厘
八
毛

右
之
通
拝
借
米
代
金
差
上
相
済
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

巳
十
二
月　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
庄
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
十
三
日
夕（

ゟ
欠
）
廿
八
日
朝
ま
て

一
銭
三
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

十
二
月
廿
八
日
夕
ゟ
正
月
二
日
朝
ま
て

一
銭
八
百
文

　
　

〆
銭
三
貫
八
百
文　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　
　

四
貫
八
百
四
拾
八
文
か
へ

　
　
　

此
金
三
分
ト
銭
百
六
拾
文

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　

右
同
断

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
七
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
よ
り
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　

此
船
数
百
拾
五
艘
六
歩
六
厘
六
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
弐
両
壱
分
銀
四
匁
三
分
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
三
百
四
拾
壱
文

一
銭
四
百
八
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
宛　

　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
弐
両
壱
分
ト
銭
八
百
三
拾
壱
文

　
　
　

内
壱
分
ト
七
匁
壱
分
八
厘　

三
歩
引

　
　

残
金
拾
弐
両
ト
銭
弐
百
六
拾
七
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　

銭
四
貫
七
百
文
替

右
者
当
午
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
三
年　
　
　
　

甲（
マ
マ
）鰍

沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

太
田
善
五
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
松
惣
八
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
四
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
壱
分
三
厘
三
毛　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
六
匁
弐
分
九
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
四
百
八
拾
九
文

一
銭
四
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
銭
四
百
九
拾
三
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　

銭
四
貫
七
百
文
替

右
者
当
午
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
請

取
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申

候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
三
年　
　
　
　

甲
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

午
十
二
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

太
田
善
五
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
松
惣
八
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
三
日
同
十
四
日
朝
迄

一
銭
弐
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
一
月
十
六
日
十
二
月
九
日
朝
ま
て

一
銭
四
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

 

〆
七
貫
文

　
　

此
金
壱
両
壱
分
壱
貫
弐
百
弐
拾
四
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
七
百
文
替

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

午
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

太
田
善
五
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
松
惣
八
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
弐
百
拾
八
俵　
　
　
　
諏
方
よ
り
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　

内
御
膳
米
拾
三
俵

　
　
　

御
長
米
三
拾
四
俵

　
　
　

御
餅
米
弐
拾
俵

　
　

此
船
数
百
七
艘
弐
歩
六
厘
七
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

此
御
運
賃
金
八
拾
四
両
壱
分
永
百
弐
拾
六
文
弐
歩
弐
厘
弐
毛

　
　
　

内
金
弐
両
弐
分
永
三
拾
壱
文
弐
分
九
厘　

三
歩
引

　
　

残
金
八
拾
壱
両
三
分
永
九
拾
四
文
九
分
三
厘
五
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
四
百
四
拾
九
文

一
銭
三
貫
三
百
五
拾
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　　
　
　

番
賃

　

合
金
八
拾
弐
両
弐
分
銭
弐
百
三
拾
九
文　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
七
百
四
拾
八
文
替

右
者
去
午
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
よ
り
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御

運
賃
金
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取
手
形
、

仍
而
如
件
、

　
　

安
永
四
年　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

未
二
月　
　
　
　
　

 

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
拾
弐
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
拾
九
俵

一
御
餅
米
壱
俵

　
　

合
五
拾
弐
俵　
　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
壱
艘
七
歩
三
厘
三
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
壱
分
永
百
拾
三
文
弐
分

　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
五
百
三
拾
七
文

一
銭
五
拾
弐
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
宛　
　　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
壱
分
銭
五
百
八
拾
九
文　

但
金
壱
両
ニ
付

四
貫
七
百
四
拾
八
文
替

右
者
去
午
江
戸
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡

請
取
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可

申
候
、
為
後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　

安
永
四
年　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

未
二
月　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
者　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　

未
二
月　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

午
十
月
廿
七
日
十
一
月
一（
マ
マ
）七

日
朝
迄

一
三
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
二
月
十
六
日
同
廿
三
日
上
下
二
泊

一
弐
百
文

未
二
月
十
三
日
同
十
五
日
朝
迄

一
四
百
文

　

〆
四
貫
四
百
文

　
　
　

此
金
三
分
ト
八
百
三
拾
六
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　
　

四
貫
七
百
四
拾
八
文
か
へ

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

未
二
月　
　
　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

─　79　─ ─　78　─



一
御
餅
米
四
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
壱
艘
三
歩
三
厘
三
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
永
四
拾
八
文
八
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
弐
百
三
拾
七
文

一
銭
四
拾
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
ト
銭
弐
百
七
拾
七
文

　
　
　
　

内
永
三
拾
壱
文
四
分
六
厘　

三
歩
引

　
　
　

残
金
壱
両
ト
銭
百
弐
拾
六
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
九
百
文
替

右
者
当
未
江
戸
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御

運
賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若

勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日

請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
四
年　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

未
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

金
子
十
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
五
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
三
俵
餅

一
御
大
豆
拾
九
俵

一
御
蕎
麦
三
拾
六
俵

　
　

〆
六
拾
俵　
　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　
　

此
船
数
弐
艘

　
　
　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
弐
分
永
七
拾
三
文
弐
分

一
鐚
六
拾
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
弐
分
ト
銭
四
百
弐
拾
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
九
百
文
替

右
者
当
未
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上

可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
四
年　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　

未
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

金
子
十
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
者　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　

同
断

　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

十
一
月
十
九
日
夕
ゟ
同
廿
五
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
二
月
廿
日
夕
ゟ
同
廿
六
日
朝
ま
て

一
銭
四
百
文

　

〆
壱
貫
六
百
文

　
　
　

此
金
壱
分
ト
三
百
七
拾
弐
文　
　

但
金
壱
ニ
付　
　
　
　

四
貫
九
百
文
替　

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

未
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

濱
茂
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

金
子
十
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
六
百
弐
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
弐
拾
艘
六
厘
七
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
五
両
三
分
永
三
拾
四
文
七
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銀
弐
匁
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
百
六
拾
四
文

一
銭
六
百
弐
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　

番
賃

　
　

〆
金
拾
五
両
三
分
ト
鐚
七
百
九
拾
文

　
　
　
　

内
金
壱
分
ト
永
弐
百
弐
拾
三
文
五
分　

三
分
一
引

　
　

残
金
拾
五
両
壱
分
ト
鐚
九
百
弐
拾
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

銭
四
貫
八
百
文
替

右
者
当
申
江
戸
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請

取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
五
年
申
十
二
月　
　
　
　
甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

金
子
又
七
殿

　
　
　
　
　

神
沢
久
弥
殿

（
袋
綴
中
の
紙
片
）

「
雨
宮
十
郞
右
衛
門　

除　

光
義　
（
歴
代
と
異
な
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

法
名
清
性
院
妙
心
自
休
日
還

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

妻　

貞
基
了
日
光

　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
御
代
官　

堀
ノ
内
六
良
兵
衛
ノ
妹
」

　
　
　
　
　

覚

九
月
廿
日
夕
同
廿
七
日
朝

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
一
月
晦
日
夕
十
二
月
六
日
朝
ま
て

一
銭
七
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　

〆
銭
八
貫
六
百
文

　
　
　

此
金
壱
両
三
分
ト
鐚
弐
百
文　
　

但
金
壱
ニ
付　
　
　
　

四
貫
八
百
文
替　

右
者
御
廻
米
就
御
用
御
雑
用
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

申
十
二
月　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

金
子
又
七
殿

　
　
　
　
　

神
沢
久
弥
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
弐
千
九
百
五
拾
六
俵　
　
　
　
諏
方
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
御
長
米
拾
六
俵

　
　
　

御
餅
米
四
拾
俵

　
　

此
船
数
九
拾
八
艘
五
歩
三
厘
三
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

御
運
賃
金
七
拾
七
両
弐
分
銀
三
分
六
厘

　
　
　
　

内
金
弐
両
壱
分
四
匁
五
分
壱
厘　

三
歩
引

　
　

残
金
七
拾
五
両
ト
拾
匁
八
分
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
九
百
六
拾
五
文

一
銭
三
貫
七
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　
　

番
賃

　
　

合
金
七
拾
五
両
三
分
三
百
四
拾
五
文　

但
金
壱
両
ニ
付　

四
貫
八
百
文
替

右
者
当
申
江
戸
御
廻
米
当
河
岸
駿
州
岩
渕
ま
て
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍

如
件
、

　
　

安
永
五
年
申
十
二
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
五
郎
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
当

　
　

御
名
当

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
三
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
拾
五
俵

一
御
餅
米
壱
俵

　
　

合
四
拾
六
俵　
　
　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　
　

此
船
数
壱
艘
五
歩
三
厘
三
毛

　
　
　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
銀
拾
弐
匁
三
分
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
八
百
九
拾
六
文

一
鐚
四
拾
六
文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　
　

番
賃

　

〆
金
壱
両
ト
銭
壱
貫
三
拾
六
文
但
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
八
百
文
替

右
者
当
申
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上

可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
五
年
申
十
二
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
五
郎
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
十
二
日（
ゟ
欠
）十

九
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

酉
正
月
五
日
八
日
朝
ま
て

一
銭
六
百
文

　

〆
弐
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

四
貫
八
百
文
替

　
　
　

此
金
壱
分
ト
八
百
文

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

酉
正
月
八
日　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

牛
山
五
郎
兵
衛
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
七
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
五
艘
六
分
六
厘
六
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
弐
両
壱
分
永
七
拾
三
文
四
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銀
四
匁
四
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
三
百
七
拾
壱
文

一
銭
四
百
八
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　

番
賃

　
　

〆
金
拾
弐
両
壱
分
ト
鐚
八
百
六
拾
壱
文

　
　
　
　

内
金
壱
分
銀
七
匁
壱
分
八
厘　

三
分
一
引

　
　
　

残
金
拾
弐
両
ト
鐚
弐
百
六
拾
九
文　

但
金
壱
両
ニ
付　

五
貫
百
文
替

右
者
当
酉
江
戸
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御

運
賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若

勘
定
相
違
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日

請
取
手
形
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
六
年
酉
十
一
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門
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諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

川
清
元
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

湯
田
織
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
十
四
日
夕
同
十
七
日
朝
ま
て

一
六
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

十
月
十
六
日
夕
ゟ
十
一
月
十
八
日
朝
ま
て

一
六
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

　
　

わ
け　

三
貫
四
百
文
御
壱
人

　
　
　
　
　

弐
貫
六
百
文
御
壱
人

　
　

〆
六
貫
六
百
文

　
　
　

此
金
壱
両
壱
分
ト
鐚
弐
百
弐
拾
四
文　

但
金
壱
両
ニ
付

五
貫
百
文
替

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
六
年　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　

酉
十
一
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

川
清
元
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

湯
田
織
右
衛
門
殿

　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
百
五
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
長
米
弐
拾
俵

一
御
蕎
麦
弐
拾
壱
俵

一
御
大
豆
百
六
拾
壱
俵

一
御
小
麦
八
俵

　

〆
三
千
三
百
六
拾
俵

　
　

此
船
数
百
拾
弐
艘　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

御
運
賃
金
八
拾
八
両
永
九
拾
九
文
弐
分

　

内
金
弐
両
弐
分
永
百
四
拾
弐
文
九
分
七
厘
六
毛　

三
歩
引

　
　

残
金
八
拾
五
両
壱
分
永
弐
百
六
文
弐
分
弐
厘
四
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
壱
貫
五
拾
文

一
銭
三
貫
五
百
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
八
拾
六
両
ト
鐚
七
百
弐
拾
六
文　

但
金
壱
両
ニ
付

五
貫
百
文
替

右
者
去
酉
江
戸
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
も
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、

仍
如
件
、

　
　

安
永
七
戌
年　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　

正
月　
　
　
　

 

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

宮
沢
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
弐
拾
八
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
拾
四
俵

一
御
餅
米
壱
俵

一
御
小
麦
壱
俵

　

〆
四
拾
四
俵　

　
　
　

此
船
数
壱
艘
四
歩
六
厘
七
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
永
百
五
拾
三
文
六
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
壱
貫
八
拾
壱
文

一
銭
四
拾
四
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
ト
鐚
八
百
弐
拾
九
文  

但
金
壱
両
ニ
付　

五
貫
百
文
替

右
者
去
酉
江
戸
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御

渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直

差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
七
年　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　

戌
正
月　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

宮
沢
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

安
永
七
年　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　

戌
正
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

宮
沢
忠
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

覚

酉
十
月
九
日
十
三
日
迄

一
銭
壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

十
一
月
弐
日
同
廿
九
日
迄

一
銭
五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
壱
人

戌
正
月
廿
七
日
廿
九
日
朝
ま
て

一
銭
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

　

〆
壱
貫
九
百
文

　
　
　

此
金
壱
分
ト
六
百
弐
拾
四
文

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
七
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

戌
正
月　
　
　
　

　
　
　
　
　

宮
沢
忠
兵
衛
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
七
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
五
艘
六
分
六
厘
六
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
ト
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
弐
両
壱
分
永
七
拾
三
文
四
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
三
百
七
拾
壱
文

一
銭
四
百
八
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
宛　

　
　

番
賃

　
　

〆
金
拾
弐
両
壱
分
ト
鐚
八
百
六
拾
壱
文

　
　
　
　

内
金
壱
分
銀
七
匁
壱
分
八
厘　

三
分
一
引

　
　
　

残
金
拾
弐
両
ト
鐚
弐
百
六
拾
九
文　

　
　
　
　
　
　
　
　

当
時
相
場
五
貫
八
百
文　

但
金
壱
両
ニ
付　

五
貫
百
文
替

右
者
当
戌
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
請
取

手
形
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
七
年　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　

戌
十
二
月　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

金
子
勝
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

藤
森
悦
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
八
日
夕
ゟ
同
十
八
日
朝
ま
て

一
銭
弐
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
月
十
四
日
夕
ゟ
十
一
月
廿
五
日
朝
ま
て

一
銭
八
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　

〆
銭
拾
貫
弐
百
文

　
　
　

此
金
弐
両　
　

但
金
壱
両
ニ
付

五
貫
百
文
替

右
之
通
御
雑
用
被
成
御
渡
、
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
七
年
戌
十
一
月　
　
　
　
甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

金
子
勝
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

藤
森
悦
左
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
百
五
拾
俵

一
御
餅
米
弐
拾
俵

一
御
膳
米
弐
拾
俵

一
御
大
豆
六
拾
俵

一
御
蕎
麦
拾
四
俵

　

〆
三
千
三
百
六
拾
四
俵　

　

此
船
数
百
拾
弐
艘
壱
歩
三
厘
三
毛
余

　
　

御
運
賃
金
八
拾
八
両
永
弐
百
四
文
壱
分

　
　
　

内
金
弐
両
弐
分
永
百
四
拾
六
文
壱
分
弐
厘　

三
歩
引

　
　

残
金
八
拾
五
両
弐
分
永
五
拾
七
文
九
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
弐
百
九
拾
弐
文

一
銭
三
貫
五
百
四
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　

番
賃

　
　

合
金
八
拾
六
両
ト
鐚
壱
貫
弐
百
四
拾
文　

但
金
壱
両
ニ
付　

五
貫
百
文
か
へ

右
者
当
戌
江
戸
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運

賃
金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘

定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
七
年
戌
十
二
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
仁
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
五
拾
壱
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
壱
艘
七
歩

　
　

御
運
賃
金
壱
両
壱
分
永
八
拾
七
文
弐
分
弐
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
三
百
九
拾
文

一
銭
五
拾
壱
文　
　

但
御
米
壱
表
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
壱
分
ト
鐚
四
百
四
拾
五
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　

五
貫
百
文
か
へ

右
者
当
戌
江
戸
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御

渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直

差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
七
年
戌
十
二
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
仁
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

安
永
七
年
戌
十
二
月　
甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
仁
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

戌
十
月
六
日
十
二
月
十
八
日
夕
ま
て

一
銭
弐
貫
三
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　
　

此
金
壱
分
ト
壱
貫
弐
拾
四
文

右
之
通
御
雑
用
被
成
御
渡
請
取
申
候
、
以
上
、

─　83　─ ─　82　─



　
　

戌
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

笠
原
仁
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
九
拾
六
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
船
数
拾
六
艘
五
歩
三
厘
三
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
銀
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
拾
三
両
永
五
文
壱
分

　
　
　
　

内
金
壱
分
銀
八
匁
四
分
壱
厘　

三
分
一
引

　
　

残
金
拾
弐
両
弐
分
銀
六
匁
九
分

　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
五
百
九
拾
四
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
弐
百
文
替

一
銭
五
百
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
表
ニ
付　

鐚
壱
文
宛　

　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
弐
両
弐
分
ト
鐚
壱
貫
百
拾
四
文

右
者
当
亥
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
手
形
、

仍
如
件
、

　
　

安
永
八
年
亥
十
一
月　
　

鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

華
岡
善
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

宮
下
嘉
源
太
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
廿
五
日
夕
ゟ
十
月
五
日
朝
ま
て

一
壱
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
月
廿
六
日
夕
ゟ
十
一
月
廿
五
日
朝
ま
て

一
六
貫
文

　
　

〆
銭
七
貫
八
百
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
弐
百
文
替

　
　
　

代
金
壱
両
弐
分　

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
八
年
亥
十
一
月　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

華
岡
善
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

宮
下
嘉
源
太
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
三
百
俵　
　
　
　
金
拾
両
ニ
付

　

弐
拾
七
俵
七
分
五
厘

　
　

代
金
百
八
両
鐚
六
百
四
拾
壱
文

一
同
五
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
金
拾
両
ニ
付

　

弐
拾
八
俵
八
分

　
　

代
金
百
七
拾
三
両
弐
分
鐚
六
百
五
拾
九
文

　

二
口
合
金
弐
百
八
拾
壱
両
弐
分
鐚
壱
貫
三
百
四
文

�

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　
　

五
貫
九
百
四
拾
八
文
か
へ

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
八
年　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　

亥
十
二
月　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
本
良
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
一
月
七
日
昼
ゟ
同
十
二
日
朝
ま
て

一
壱
貫
五
百
文　
　
　
　
　
　
　

上
下
三
人

一
百
文
茶
代

十
一
月
廿
六
日
昼
ゟ
廿
九
日
朝
ま
て

一
六
百
文

十
一
月
十
七
日
ゟ
十
九
日
ま
て

一
九
百
文

十
二
月
廿
日
ゟ
廿
三
日
ま
て

一
九
百
文

一
百
文
茶

　

〆
四
貫
百
文

右
者
御
払
米
ニ
付
御
越
、
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

亥
十
二
月
廿
三
日　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
本
良
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
百
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
百
六
拾
俵

一
御
餅
米
六
俵

一
御
粟
壱
俵

一
御
蕎
麦
拾
弐
俵

　

〆
三
千
三
百
九
俵　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

船
数
百
拾
艘
三
分

　
　
　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
六
両
三
分
銀
七
分
壱
厘
八
毛

　
　
　
　
　

内
金
弐
両
弐
分
銀
六
匁
壱
分
七
厘　

三
分
一
引

　
　
　

残
金
八
拾
四
両
ト
九
匁
五
分
四
厘
八
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
八
百
弐
拾
六
文

一
銭
三
貫
四
百
四
拾
七（
カ
）文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　

番
賃

　
　

合
金
八
拾
四
両
三
分
三
百
九
拾
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
弐
百
文
か
へ

右
者
当
亥
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍

如
件
、

　
　

安
永
八
年
亥
十
二
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
弐
拾
五
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
拾
三
俵

一
御
餅
米
壱
俵

一
御
小
麦
壱
俵

　

〆
四
拾
俵　
　

但
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
船
壱
艘
三
分
三
厘
三
毛　

　
　
　
　

此
御
下
金
壱
両
弐
匁
九
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
弐
百
五
拾
文

一
銭
四
拾
文　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
ト
弐
百
九
拾
文　

但
金
壱
両
ニ
付　

五
貫
弐
百
文
替

右
者
当
亥
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上

可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
八
年
亥
十
二
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

安
永
八
年
亥
十
二
月　
　
　

   

雨
宮
十
郎
右
衛
門　
　
　
　
　
　
　

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

十
月
十
六
日
夕（
ゟ
欠
）十

二
月
廿
七
日
朝
ま
て
之
内

一
銭
弐
貫
三
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

亥
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

土
田
六
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
千
五
百
俵　
　
　
　
金
拾
両
ニ
付　
　
　

三
拾
弐
俵
五
分
替

　
　

代
金
四
百
六
拾
壱
両
弐
分
弐
匁
三
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
替
六
貫
文

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
九
年　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　

子
五
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
本
良
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

四
月
五
日
ゟ
同
十
日
迄

一
壱
貫
五
百
文

五
月
十
七
日
同
十
九
日
迄

一
六
百
文

一
百
文
茶
代

　

〆
弐
貫
弐
百
文

　
　

子
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

岩
本
良
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
五
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

内
五
拾
俵
餅
米　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　
　

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
数
拾
六
艘
六
分
六
厘
七
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
三
両
ト
六
匁
六
分

　
　
　
　

内
金
壱
分
ト
八
匁
六
分　

三
分
一
引

　
　

残
金
拾
弐
両
拾
三
匁　

但
金
壱
両
ニ
付
六

五
貫
六
百
文

　
　
　
　
　
　
　
　

此
銭
壱
貫
弐
百
拾
三
文

一
銭
五
百
弐
拾
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
弐
両
三
分
鐚
三
百
三
拾
三
文

右
者
当
子
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相

違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如

件
、

　
　

安
永
九
年
子
十
一
月　

甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

川
清
元
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

浦
野
八
十
右
衛
門
殿

（
丁
端
下
横
書
）「
当
時
相
場
六
貫
三
百
四
拾
八
文
」
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覚

九
月
廿
六
日
夕
ゟ
十
月
朔
日
朝
ま
て

一
壱
貫
文

十
月
廿
八
日
夕（
ゟ
欠
）十

一
月
廿
三
日
朝
ま
て

一
四
貫
八
百
文

　

〆
五
貫
八
百
文　
　
　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
六
百
文
替

　
　
　

代
金
壱
両
ト
鐚
弐
百
文　

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

子
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

川
清
元
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

浦
野
八
十
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
五
百
俵　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付

　

三
拾
弐
俵
五
分
替
売
手
共

　
　

代
金
百
五
拾
三
両
三
分
ト
銀
五
匁
七
分
七
厘

右
之
通
代
金
差
上
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

安
永
九
年
子
十
二
月　
　
　
　

鰍
沢
宿
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
本
良
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
弐
百
表　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
長
米
三
拾
俵

一
御
大
豆
百
六
拾
俵　
　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

一
御
蕎
麦
拾
六
俵

　

〆
三
千
四
百
六
表

　
　
　

此
船
数
百
拾
三
艘
五
分
三
厘
三
毛

　
　
　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
九
両
壱
分
ト
三
匁
三
分
弐
厘

　
　
　
　
　

内
弐
両
弐
分
拾
匁
七
分
五
厘　

三
分
一
引

　
　
　
　

残
金
八
拾
六
両
弐
分
ト
七
匁
五
分
七
厘

一
銭
三
貫
五
百
四
拾
六
文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　

番
賃

　
　

合
金
八
拾
七
両
ト
鐚
壱
貫
四
百
拾
六
文　

但
金
壱
両
ニ
付

五
貫
七
百
文
替

右
者
去
子
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
村
迄
川
下
御
運
賃
金

并
番
賃
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
ニ
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相

違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如

件
、

　
　

安
永
十
年
丑
正
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
方
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
要
八
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
餅
米
弐
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
小
麦
弐
俵

一
御
大
豆
拾
七
表

一
御
蕎
麦
弐
拾
九
表

　

〆
五
拾
俵　
　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
六
厘

（
マ
マ
）

　
　
　

船
数
壱
艘
六
分
六
厘
七
毛　

　
　
　
　

御
運
賃
金
壱
両
壱
分
ト
三
匁
六
分
六
厘

一
銭
五
拾
文　
　

但
御
米
壱
表
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
壱
分
ト
銭
四
百
文　

但
金
壱
両
ニ
付　

五
貫
七
百
文
替

右
者
去
子
江
戸
御
廻
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、

慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上

可
申
候
、
仍
如
件
、

　
　

安
永
十
年
丑
正
月　
甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
方
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
要
八
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

安
永
十
年
丑
正
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
方
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
要
八
殿

（
丁
端
上
横
書
）「
当
時
銭
相
場
六
貫
三
百
文
替
」

　
　
　
　
　

覚

子
十
月
十
六
日
夕
ゟ
同
廿
一
日
朝
迄

一
銭
壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

正
月
廿
八
日
ゟ
晦
日
ま
て

一
銭
三
百
文

　
　

〆
壱
貫
三
百
文

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

丑
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
方
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

土
田
要
八
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
七
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

内
餅
米
弐
拾
俵　

　
　

此
船
数
拾
五
艘
六
分
六
厘
六
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
弐
両
壱
分
永
七
拾
三
文
四
歩

　
　
　
　

内
金
壱
分
永
百
拾
九
文
七
分　

三
歩
一
引

　
　

残
金
拾
壱
両
三
分
永
弐
百
三
文
七
分

一
銭
四
百
八
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
弐
両
ト
鐚
弐
百
廿
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
八
百
文
替

右
者
当
丑
御
廻
米
従
鰍
沢
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御
運
賃
金

并
番
賃
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

天
明
元
年
丑
十
一
月　
甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

金
子
勝
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
池
吉
平
殿

（
丁
端
上
横
書
）「
当
時
銭
相
場
六
貫
四
百
文
替
」

丑
九
月
八
日
夕
同
十
五
日
朝

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

十
月
十
四
日
夕
ゟ
十
一
月
廿
五
日
朝
迄

一
銭
八
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　

〆
銭
九
貫
四
百
文

　
　

 

代
金
壱
両
弐
分
ト
九
百
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
八
百
文
替

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

丑
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

金
子
勝
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
池
吉
平
殿

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
五
百
俵　
　
　

直
段
三
拾
弐
俵
七
歩
替

　
　

代
金
百
五
拾
弐
両
三
分
永
百
五
拾
五
文

右
之
通
代
金
上
納
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

天
明
元
年　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　

丑
十
二
月　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
安
芸
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
本
良
右
衛
門
殿

十
一
月
廿
二
日（
ゟ
欠
）廿

四
日
ま
て

一
九
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
上
下
三
人

十
二
月
三
日
四
日
ま
て

一
六
百
文

十
二
月
廿
一
日
廿
二
日
迄

一
六
百
文

一
弐
百
文　

茶
代

　

〆
弐
貫
三
百
文

　
　
　

外
百
文　

飛
脚
一
泊

　
　

此
金
壱
分
八
百
拾
五
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

六
貫
三
百
七
拾
弐
文

右
之
通
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

丑
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

岩
本
良
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
三
千
百
俵　
　
　
　
　
　
　
従
諏
方
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
餅
米
三
拾
俵

一
御
籾
子
弐
拾
四
俵

一
御
白
大
豆
百
六
拾
俵

一
御
蕎
麦
拾
五
俵

　

〆
三
千
三
百
弐
拾
九
俵　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　

此
船
数
百
拾
艘
九
歩
六
厘
七
毛

　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
七
両
壱
分
永
三
拾
六
文
六
分
四
厘

　
　
　

内
金
弐
両
弐
分
永
百
拾
八
文
六
分　

三
歩
一
引

　
　

残
金
八
拾
四
両
弐
分
永
百
六
拾
八
文
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
九
百
七
十
弐
文

一
銭
三
貫
四
百
六
拾
壱
文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　

番
賃

　
　

合
金
八
拾
五
両
壱
分
ト
鐚
八
拾
五
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
八
百
文
替

右
者
去
丑
御
廻
米
従
鰍
沢
河
岸
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃
金

并
番
賃
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

天
明
弐
年
寅
正
月　

甲
州
鰍
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
弐
拾
五
俵　
　
　
　
　
従
諏
方
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
大
豆
拾
五
表

一
御
小
麦
壱
俵

　

〆
四
拾
壱
俵　

但
御
米
三
拾
俵
積
一
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
船
壱
艘
三
歩
六
厘
六
毛
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御
運
賃
金
壱
両
永
七
拾
五
文
弐
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
四
百
三
拾
四
文

一
銭
四
拾
壱
文　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
ト
鐚
四
百
七
十
五
文
（
相
場
記
載
無
し
）

右
者
去
丑
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥

奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可

申
候
、
仍
如
件
、

　
　

天
明
弐
年
寅
正
月　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
宿
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分
者　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

天
明
弐
年
寅
正
月　
　
　
　
　
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

丑
十
月
十
日
夕（
ゟ
欠
）寅

二
月
四
日
朝
ま
て

一
銭
弐
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　
　

此
金
壱
分
八
百
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
八
百
文
か
へ

右
之
通
御
雑
用
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

寅
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
波
市
郎
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
四
百
七
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

内
弐
拾
俵
御
膳
米

　

此
船
数
拾
五
艘
六
分
六
厘
六
毛　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　

此
御
運
賃
金
拾
弐
両
壱
分
永
七
拾
三
文
四
分

　
　

内
金
壱
分
永
百
拾
九
文
七
分　

三
歩
一
引

　

残
金
拾
壱
両
三
分
永
弐
百
三
文
七
分

一
銭
四
百
八
拾
六
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ
　
　

番
賃

　
　

合
金
拾
弐
両
ト
鐚
弐
百
四
十
八
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
弐
百
文
替

右
者
当
丑
御
廻
米
従
鰍
沢
駿
州
岩
渕
村
ま
て
川
下
御
運
賃
金

并
番
賃
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違

茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如
件
、

　
　

天
明
弐
年
寅　
　
　
甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　

問
屋 

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

川
清
元（
マ
マ
）
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

伊
藤
文
七
殿

（
丁
端
上
横
書
）「
当
時
五
貫
七
百
文
か
へ
」

　
　
　
　
　

覚

十
月
朔
日（
ゟ
欠
）十

一
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人

十
一
月
廿
九
日
夕
ゟ
十
二
月
十
五
日
朝
ま
て

一
銭
三
貫
文

　
　

〆
四
貫
四
百
文

　
　
　
　

此
金
三
分
ト
五
百
文　
　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
弐
百
文
替

右
之
通
御
雑
用
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

寅
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

右
御
両
人

　
　
　
　
　

覚

一
諏
方
御
蔵
米
弐
百
弐
拾
俵　
　
　
　
直
段
金
拾
両
ニ
付

弐
拾
五
俵
替　
　

　
　

代
金
八
拾
八
両

右
之
通
代
金
上
納
相
済
申
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、

重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　

天
明
弐
年
寅
十
二
月　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

岩
本
良
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
御
米
弐
千
八
百
五
拾
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
餅
米
弐
拾
俵

一
御
大
豆
弐
百
拾
俵

一
御
蕎
麦
拾
俵

一
御
籾
弐
拾
四
俵

　

〆
三
千
百
拾
四
俵　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
船
数
百
拾
三
艘
八
分

　
　
　

此
御
運
賃
金
八
拾
壱
両
弐
分
永
百
四
拾
九
文

　
　
　
　
　

内
金
弐
両
壱
分
永
百
九
拾
九
文
四
分
七
厘

　
　
　

残
金
七
拾
九
両
永
百
九
拾
九
文
五三
分
三
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
壱
貫
七
拾
五
文

一
銭
三
貫
弐
百
四
拾
弐
文　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
金
七
拾
九
両
三
分
ト
鐚
弐
百
七
拾
壱
文　

但
金
壱
両
ニ
付

五
貫
四
百
文
替

文
言
右
同
断

　
　

天
明
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　

卯
三
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
御
米
拾
七
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
蕎
麦
弐
拾
五
俵

　

〆
四
拾
弐
俵

　
　

此
船
数
壱
艘
四
分　

但
御
米
壱
俵
ニ
付　
　
　
　
　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
永
百
壱
文
弐
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
五
百
拾
文

一
銭
四
拾
弐
文　
　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

〆
金
壱
両
ト
鐚
五
百
五
拾
弐
文　
　

右
者
去
寅
御
家
中
様
御
分
、
文
言
右
［
（
破
損
）

　
　

］

　
　

天
明
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

卯
三
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
松
丸
太
百
本　
　
　
　
　
　
　
長
弐
間　

末
口
三
寸

　
　

代
金
弐
両

右
者
御
米
積
根
太
御
買
上
代
金
被
成
御
渡
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　

同
断

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

十
月
廿
一
日
卯
二
月
晦
日
ま
て

一
銭
五
貫
三
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

　
　

代
金
三
分
ト
九
百
四
拾
八
文

右
之
通
御
雑
用
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
御
蕎
麦
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
餅
米
四
拾
俵

一
御
籾
弐
拾
四
俵

一
御
大
豆
弐
百
三
拾
俵

　

〆
三
百
四
俵　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　

此
船
拾
艘
壱
分
三
厘
三
毛

　
　

此
御
運
賃
金
七
両
三
分
永
弐
百
弐
拾
文
八
分
八
厘

　
　
　

内
永
弐
百
三
拾
九
文
壱
分
弐
厘
六
毛　

三
分
一
引

　
　

残
金
七
両
弐
分
永
弐
百
三
拾
壱
文
七
分
五
厘
四
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鐚
壱
貫
弐
百
五
文

一
銭
三
百
拾
七
文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　

番
賃

　
　

合
七
両
三
分
ト
鐚
弐
百
弐
拾
壱
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
弐
百
文
替

右
者
当
卯
江
戸
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
迄
川
下
御
運
賃

金
并
番
賃
共
、
書
面
之
通
被
成
御
渡
奉
請
取
候
、
若
勘
定
相

違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
如

件
、

　
　

天
明
三
年
卯
十
二
月�
雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

華
岡
善
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

浦
野
八
十
右
衛
門
殿

（
丁
端
上
横
書
）「
当
時
五
貫
六
百
文
か
へ
」

　
　
　
　
　

覚　

凶
年
ニ
付
、
御
廻
米
計
跡
御
廻
米
三
州
表

御
買
廻

（
上
カ
）ニ
成
候
由

一
御
大
豆
拾
九
俵　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

一
御
蕎
麦
弐
拾
五
俵

　

〆
四
拾
四
俵　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
船
壱
艘
四
分
七
厘

　
　
　

此
御
運
賃
金
壱
両
永
五
拾
三
文
六
分
八
厘

一
銭
四
拾
三
（
マ
マ
）文　
　

但
御
米
壱
俵
ニ
付

鐚
壱
文
ツ
　ヽ　
　
　

番
賃

　
　

合
金
壱
両
鐚
八
百
四
拾
三
文

右
者
当
卯
御
廻
米
御
家
中
様
御
分
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥

奉
請
取
候
、
若
勘
定
相
違
茂
御
座
候
ハ
者
、
重
而
仕
直
差
上
可

申
候
、
仍
如
件
、

　
　

天
明
三
年
卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　
　

下
諏
方
若
宮
新
田

　
　
　
　
　

華
岡
善
左
衛
門
殿

　
　
　

北
真
志
野
村

　
　
　
　
　

浦
野
八
十
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

─　89　─ ─　88　─



并
番
賃
共
書
面
之
通
被
成
御
渡
、
慥
ニ
奉
請
取
候
、
若
勘
定

相
違
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
差
上
可
申
候
、
為
後
日
手
形
、

仍
如
件
、

　
　

天
明
四
年　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
沢
宿

　
　
　
　
　
　

辰
十
月　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

原
猪
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
口
儀
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

覚

九
月
朔
日
夕
ゟ
十
四
日
朝
ま
て

一
銭
弐
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
様
分

十
月
八
日
夕
ゟ
同
十
七
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　
　

〆
四
貫
四
百
文

　
　
　
　

此
金
三
分
四
百
六
拾
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

五
貫
弐
百
四
拾
八
文
替

右
之
通
御
雑
用
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

辰
十
月

　
　
　
　
　

原
猪
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
口
義
右
衛
門
殿

「（
裏
表
紙
）

　
　

雨
宮
［
（
磨
損
）

　
　

］　　

       
」

30
御
用
留
諏
訪
因
幡
守
様
（
諏
訪
高
嶋
藩
廻
米
御
用
留
）
③

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
～
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

「（
表
紙
）
　
　

御
用
留

　
　
　
　

諏
訪
因
幡
守
様

　
　
　

弘
化
四
未
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

諏
方
御
廻
米
目
録

弘
化
四
未
年

一
御
米
五
百
拾
六
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

運
賃
永
拾
七
艘
弐
分

　
　
　

此
拾
貫
五
百
七
十
八
文

　
　

為
金
拾
両
弐
分
ト
四
百
六
十
八
文　

但
シ
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
六
百
十
五
文

一
五
百
拾
八
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
壱
貫
七
拾
弐
文　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　
　

〆
金
拾
両
弐
分
ト
弐
貫
五
拾
八
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門
㊞

　

諏
方
因
幡
守
様
内

　
　
　
　
　

金
子
小
三
郎
殿

　
　
　
　
　

片
倉
勘
四
郎
殿

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
地
代
金

嘉
永
元
申
年

一
御
米
五
百
拾
六
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

此
船
数
拾
七
艘
弐
分

十
月
廿
八
日
夕
十
一
月
七
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
人
分

十
一
月
廿
八
日
夕
十
二
月
六
日
朝
ま
て

一
銭
壱
貫
四
百
文

　
　

〆
三
貫
弐
百
文

　
　
　
　

此
金
弐
分
ト
六
百
文　

但
金
壱
両
ニ
付　
　

五
貫
弐
百
文
替

右
之
通
御
雑
用
奉
請
取
申
候
、
以
上
、

　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　

覚

一
金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
之
通
奉
請
取
候
、
以
上
、

　
　

卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
十
郎
右
衛
門

　

諏
訪
伊
勢
守
様
御
内

　
　
　
　
　

花
岡
善
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

浦
野
八
十
右
衛
門
殿

　
　
　

諏
方
御
米
目
録
之
事

一
米
四
百
五
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

此
船
数
拾
五
艘　

但
御
米
三
拾
俵
積
壱
艘
ニ
付　
　

金
三
分
ト
弐
匁
壱
分
九
厘
六
毛

　
　
　

此
御
運
賃
金
拾
壱
両
三
分
ト
銀
弐
匁
九
分
四
厘

　
　
　
　
　

内
金
壱
分
ト
六
匁
弐
分
四
厘　

三
分
引

　
　
　

残
金
拾
壱
両
壱
分
ト
銀
拾
壱
匁
七
分

一
銭
四
百
六
拾
六
文　
　
　

番
賃　

但
シ
壱
俵
ニ
付　
　
　

鐚
壱
文
ツ
　ヽ

　
　

此
銀
五
匁
三
分
六
厘　
金
壱
両
ニ
付　
　
　
　

五
貫
弐
百
四
拾
八
文
替

　
　
　

金
合
拾
壱
両
弐
分
ト
弐
匁
六
厘

右
者
当
辰
御
廻
米
従
当
河
岸
駿
州
岩
渕
ま
て
川
下
御
運
賃
金

　
　

運
賃
永
拾
貫
五
百
七
十
八
文

　
　

為
金
拾
両
弐
分
ト
四
百
六
十
八
文　

但
シ
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
六
百
十
六
文

一
五
百
拾
八
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
文
ツ
ヽ

一
壱
貫
百
十
五
文　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
文
ツ
ヽ

　
　

〆
金
拾
両
弐
分
ト
弐
貫
五
十
八
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門
㊞

嘉
永
二
酉
年

一
御
米
五
百
拾
八
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

此
船
数
拾
七
艘
弐
分
六
厘
六
毛

　
　

運
賃
永
拾
貫
五
百
七
十
八
文

　
　

為
金
拾
両
弐
分
ト
四
百
六
十
八
文

〆　一
五
百
十
八
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
壱
貫
百
十
弐
文　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　

都
合
金
拾
両
弐
分
ト
弐
貫
五
十
八
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門
㊞

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

同
三
戌
年

一
御
米
五
百
弐
拾
六
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　

　
　
　

此
船
数
拾
七
艘
五
分
三
厘

　
　

運
賃
永
拾
貫
七
百
八
拾
三
文

　
　

為
金
拾
両
弐
分
ト
壱
貫
六
百
九
拾
八
文　

但
シ
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
六
百
十
五
文

一
五
百
四
拾
六
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
壱
貫
九
拾
弐
文　
　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　

〆
金
拾
両
弐
分
ト
三
貫
三
百
三
拾
六
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
金
弐
分
也　
　
　

御
蔵
地
代
と
し
て　

被
下
金

嘉
永
四
亥
年

一
御
米
五
百
八
拾
六
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

此
船
数
拾
九
艘
五
分
三
厘
三
毛

　
　

運
賃
永
拾
弐
貫
拾
弐
文
八
分
五
厘

　
　

為
金
拾
弐
両
弐
分
ト
七
百
十
壱
文

一
六
百
六
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
壱
貫
五
百
十
六
文　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　

〆
金
拾
弐
両
ト
弐
貫
五
百
三
拾
壱
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

一
金
弐
分
也　
　
　

御
蔵
地
代
と
し
て　

被
下
金

嘉
永
五
子
年

一
御
米
五
百
六
拾
六
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

此
船
数
拾
八
艘
八
分
六
厘
六
毛

　
　

運
賃
永
拾
壱
貫
六
百
弐
文
九
分
七
厘

　
　

為
金
拾
壱
両
弐
分
ト
六
百
拾
七
文
八
分
三
厘

一
五
百
八
十
六
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
壱
貫
百
五
十
六
文　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　

〆
拾
壱
両
弐
分
ト
弐
貫
六
百
五
拾
九
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
市
左
衛
門
㊞

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

嘉
永
六
丑
年

一
御
米
千
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

此
船
数
三
拾
三
艘
三
分
三
厘
三
毛

　
　
　

運
賃
永
弐
拾
貫
四
百
九
十
八
文
六
分

　
　

為
金
弐
拾
両
壱
分
弐
朱
ト
三
百
四
十
壱
文
六
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
シ
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
六
百
十
五
文

　

〆
一
壱
貫
八
拾
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
弐
貫
八
拾
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　

諏
方
因
幡
守
様
内

　
　
　
　
　

伊
藤
半
之
丈
殿

　
　
　
　
　

金
子
文
吉
殿

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
者
御
蔵
地
代
金
と
し
て
被
下
候

嘉
永
七
寅
年

一
御
米
千
百
五
拾
六
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　
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此
船
数
三
拾
五
艘
壱
分

　
　

運
賃
永
弐
拾
三
貫
七
百
六
拾
九
文

　
　

為
金
弐
拾
三
両
三
分
ト
百
十
四
文　

但
シ
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
六
百
十
五
文

一
永
弐
拾
八
貫
◯
八
拾
文　
　
　
　

増
永　

但
し
壱
艘
ニ
付

八
十
文　

　
　

為
金
弐
拾
八
両
◯
八
拾
文

　

為
金
合
金
五
拾
壱
両
三
分
九
百
拾
四
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　

諏
方
因
幡
守
様
内

　
　
　
　
　

御
掛
り

安
政
二
卯
年

一
御
米
千
六
拾
四
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

此
船
数
三
拾
五
艘
四
分
六
厘
六
毛

　
　
　

運
賃
永
弐
拾
四
貫
六
百
四
拾
九
文

　
　

為
金
弐
拾
四
両
弐
分
ト
八
百
九
拾
四
文

一
壱
貫
八
拾
四
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
弐
貫
弐
百
十
六
文　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　

〆
弐
拾
四
両
三
分
ト
四
貫
百
九
十
四
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

関
新
之
進
殿

　
　
　
　
　

百
々
瀬
半
太
夫
殿

　
　
　
　
　

伊
藤
半
六
殿

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

安
政
三
辰
年

一
御
米
弐
千
六
拾
八
俵　
　
　
　
　
諏
方
よ
り
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　

此
船
数
六
拾
八
艘
九
分
三
厘
三
毛

　
　

運
賃
永
四
拾
七
貫
九
百
六
文
三
分
五
厘

　
　

為
金
四
拾
七
両
三
分
ト
九
百
三
拾
八
文
壱
分�

但
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
百
九
十
五
文
ツ
ヽ

一
弐
貫
百
八
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
四
貫
三
百
八
文　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　

〆
金
四
拾
七
両
三
分
ト
七
貫
三
百
五
拾
四
文
壱
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

矢
嶋
六
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

中
村
厨
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

伊
藤
半
六
殿

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

安
政
四
巳
年

一
御
米
千
七
拾
四
俵　
　
　
　
　
諏
方
よ
り
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　

此
船
三
拾
五
艘
七
分

　
　

運
賃
永
弐
拾
四
貫
九
百
七
拾
三
文
四
分
三
厘
毛
（
マ
マ
）
　

　
　

為
金
弐
拾
四
両
三
分
弐
朱
ト
五
百
九
十
文
六
分
一
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積　
六
百
九
十
五
文
ツ
ヽ

一
壱
貫
百
拾
八
文　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
弐
貫
弐
百
六
十
六
文　
　
　
　
　

世
話
料

　

〆
弐
十
四
両
三
分
弐
朱
ト
三
貫
九
百
四
十
三
文
六
分
一
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　

諏
方
因
幡
守
様
内

　
　
　
　
　

土
田
三
平
殿

　
　
　
　
　

五
味
祐
七
殿

　
　
　
　
　

宮
下
八
郎
右
衛
門
殿

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

安
政
五
午
年

一
御
米
千
七
拾
四
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　
　

此
船
数
三
拾
五
艘
八
分

　
　
　

運
賃
永
弐
拾
四
貫
九
百
七
十
三
文
四
分
三
厘

　
　
　

為
金
弐
拾
四
両
三
分
弐
朱
ト
五
百
九
十
文
六
分
一
厘

一
壱
貫
百
十
八
文　
　
　
　
　
　
　
　

世（

マ

マ

）

話
料

一
弐
貫
弐
百
三
十
六
文　
　
　
　
　
　

番（
マ
マ
）賃

〆
金
弐
十
四
両
壱
分
弐
朱
ト
三
貫
九
百
四
十
三
文
六
分
一
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　

御
掛
り

　
　
　
　
　

細
川
清
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

武
井
圓
之
助
殿

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
者
御
蔵
地
代
金
と
し
て

安
政
六
未
年

一
御
米
弐
千
七
拾
五
俵　
　
　
　
　
諏
方
よ
り
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　

此
船
数
三
拾
五
艘
八
分
三
厘
三
毛

　
　

運
賃
永
四
拾
八
貫
七
拾
文
三
分
七
厘

　
　

為
金
四
拾
八
両
ト
四
百
弐
拾
弐
文
弐
分
弐
厘�

但
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 �

永
六
百
九
十
五
文　
　
　
　
　

一
弐
貫
百
五
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
四
貫
三
百
拾
四
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　

〆
金
四
拾
八
両
ト
六
貫
八
百
九
拾
壱
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　

諏
方
因
幡
守
様
内

　
　
　
　
　

牛
山
善
五
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

小
口
新
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

百
々
瀬
安
七
郎
殿

当
未
御
運
賃
増
永
八
拾
文
之
儀
、
年
季
明
ニ
候
得
共
、
御
本

領
御
願
中
ニ
付
、
是
迄
之
通
り
願
上
申
候
、

萬
延
元
申
年

一
御
米
弐
千
八
拾
弐
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　
　

　
　
　

此
船
数
六
拾
九
艘
四
分

　
　
　

運
賃
永
四
拾
八
貫
弐
百
三
拾
壱
文

　
　
　

為
金
四
拾
八
両
ト
壱
貫
三
百
九
拾
八
文�

但
シ
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積

　
　
　
　
　
　
　

�

永
六
百
九
十
五
文

一
弐
貫
百
五
拾
六
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
四
貫
三
百
三
拾
六
文　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　

〆
金
四
拾
八
両
ト
七
貫
八
百
九
拾
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

与
一
左
衛
門
㊞

　
　

諏
方
因
幡
守
様
御
内

　
　
　
　
　

笠
原
才
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

武
井
圓
之
助
殿

　
　
　
　
　

伊
藤
小
一
郎
殿

増
永
八
拾
文
之
義
、
当
申
ゟ
来
江
（
マ
マ
）子
ま
て
五
ヶ
年
季
願
書
差

上
御
聞
済
ニ
相
成
、
尤
御
本
領
之
義
御
聞
済
有
之
候
ニ
付
、

右
之
始
末
書
認
メ
、
諏
方
相
送
御
同
所
江
船
頭
共
連
印
、
私

奥
印
ニ
而
其
時
々
御
留
役
米
掛
り
笠
原
才
左
衛
門
殿
へ
願
書

差
上
候
右
書
面
写
、

　
　
　

一
札
之
㕝

一�

御
廻
米
川
下
ヶ
御
運
賃
増
之
義
、
去
ル
寅
年
よ
り
来
ル
午

年
迄
五
ヶ
年
之
内
、
永
八
拾
文
宛
増
永
奉
願
上
御
聞
済
ニ

相
成
、
然
ル
所
年
季
明
ヶ
ニ
付
、
昨
未
年
御
廻
米
之
時
ニ
、

同
年
ゟ
来
亥
ま
て
五
ヶ
年
之
間
、
是
迄
御
運
賃
増
御
願
御

本
領
之
義
御
願
中
ニ
付
、
昨
未
年
之
義
ハ
御
運
賃
増
御
聞

済
ニ
相
成
、
当
申
年
ゟ
来
ル
子
年
迄
五
ヶ
年
之
間
増
永
八

拾
文
之
義
被
仰
付
度
奉
願
上
候
、
此
段
御
重
役
様
方
へ
被

仰
達
御
聞
済
ニ
相
成
候
様
、
幾
重
ニ
も
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　

萬
延
元
申
年　
　
　
　
　
　
　
鰍
澤
河
岸

　
　
　
　
　
　

十
月　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
治
左
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政　
　
　

七
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
印

　
　
　

御
米
掛
り

　
　
　
　
　

笠
原
才
左
衛
門
様

　
　
　

御
米
目
（
マ
マ
）請
払
目
録

一
御
米
弐
千
俵　
　
　
　
　
　
　
　

並
米

一
四
拾
俵　
　
　

古　
　
　
　
　
　

御
膳
米

一
三
拾
俵　
　
　

新　
　
　
　
　
　

御
膳
米

一
拾
弐
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
餅
米

一
拾
六
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蕎
麦

　
　

〆
弐
千
九
拾
八
俵　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　
　

此
船
数
六
拾
九
艘
九
分
三
厘
三
毛
但
シ
壱
艘
ニ
付

三
十
表
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

永
六
百
十
五
文

　
　

御
運
賃
永
四
拾
三
貫
八
文
七
分
九
厘
五
毛

　
　
　

為
金
四
拾
三
両
ト
永
八
文
七
分
九
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
銀
五
分
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
五
十
三
文　

両
替
六
貫
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
永
五
貫
五
百
九
拾
四
文
六
分
四
厘　
　

八
十
文
増

　
　

為
金
五
両
弐
分
ト
永
九
十
四
文
六
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
五
百
八
十
三
文

右
者
去
未
年
よ
り
亥
迄
五
ヶ
年
八
拾
文
ま
し
、
運
賃
頂
戴
仕

候
、

一
弐
貫
百
八
十
弐
文　
　
　
　
　

世
話
料　
　

壱
文
ツ
ヽ

一
四
貫
三
百
六
拾
八
文　
　
　
　

番
賃　
　
　

弐
文
ツ
ヽ

　
　

銭
〆
七
貫
百
九
拾
四
文

　
　
　

為
金
壱
両
弐
朱
ト
弐
百
弐
十
弐
文

　

都
合
金
四
拾
九
両
弐
分
弐
朱
ト
弐
百
弐
拾
弐
文

右
者
当
酉
年
江
戸
御
廻
米
書
面
之
通
御
運
賃
并
番
賃
・
世
話

料
御
渡
し
被
下
、
慥
ニ
請
取
奉
り
候
、
若
勘
定
相
違
等
御
座

候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　

文
久
元
酉
年　
　
　
　

問
屋　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　

諏
方
因
幡
守
様
御
内
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牛
山
源
治
郎
殿

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

右
者
御
蔵
地
金
と
し
て
書
面
之
通
り
慥
請
取
申
候
、
以
上
、

一
真
綿
三
百
目　
　
　
　
　
　

内
江
被
下

一
芋
弐
百
八
拾
目　
　
　
　
　

同　
被
下

一
氷
餅
拾
五
本　
　
　
　
　
　

同　
被
下

一
同　

拾
五
本　
　
　

芦
沢
六
兵
衛
殿
被
下

一
同　

拾
本　
　
　
　

油
屋
弥
平
太
被
下

一
御
米
弐
千
俵

一
拾
七
俵　
　
　

古　
　
　
　
　
　

御
膳
米

一
三
拾
壱
俵　
　

新　
　
　
　
　
　

同

一
拾
弐
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
ち

一
拾
四
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蕎
麦

　
　

〆
弐
千
七
拾
四
俵

　
　

此
船
数
六
拾
九
艘
壱
分
三
厘
三
毛　

但
シ
六
百
十
五
文

　
　
　

運
賃
永
四
拾
弐
貫
五
百
六
文
九
分
七
九

　
　
　

為
金
四
拾
弐
両
弐
分
ト
百
五
文　

両
替
六
貫
三
百
文

一
永
五
貫
五
百
三
拾
文　

六
六　

八
十
文
増

　
　

為
金
五
両
弐
分
ト
百
八
十
七
文

右
者
未
年
よ
り
亥
迄
五
ヶ
年
壱
艘
八
拾
文
ま
し
、
番
賃
頂
戴

仕
候
、

一
弐
貫
百
五
拾
八
文　
　
　
　
　
　

世
話
料

一
四
貫
三
百
弐
十
文　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
都
合
金
四
拾
九
両
壱
朱
ト
八
十
文

右（
マ
マ
）文
左
之
通
り
也
、

　
　

文
久
二
年　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　

戌
十
二
月
日　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　

御
掛
り

　
　
　
　

関
新
之
進
殿

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

一
御
米
弐
千
六
拾
四
俵

一
御
蕎
麦
弐
拾
俵

　
　

〆
弐
千
八
拾
四
俵

　
　

此
船
数
六
拾
九
艘
四
分
六
厘
六
毛
六

（
マ
マ
）

　
　
　

運
賃
永
四
拾
弐
貫
七
百
弐
拾
文
九
分
五
厘
九

　
　
　

為
金
四
拾
弐
両
弐
分
ト
五
百
十
七
文　

　
　
　
　
　
　
　
　

両
替
六
貫
三
百
文　

但
シ
壱
艘　
　
　

六
百
十
五
文

一
五
貫
五
百
五
拾
七
文
三
分
弐
厘
八
毛　

八
十
文
増

　
　

此
五
両
弐
分
ト
三
百
五
十
九
文

右
者
亥
迄
五
年
季
増
永
八
拾
文
ツ
ヽ
慥
ニ
請
取
申
候
、

一
弐
貫
百
六
十
八
文　
　
　

世
話
料　

壱
文
ツ
ヽ

一
四
貫
三
百
四
拾
文　
　
　

番
賃　
　

弐
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

〆
金
四
拾
九
両
壱
分
壱
朱
ト
四
文

　
　

文
久
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　

亥
十
二
月　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　

御
掛
り

　
　
　
　

土
田
三
平
様

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　

被
下
金　
　
　
　

与
一
左
衛
門
㊞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

御
掛
り

　
　
　
　
　

土
田
三
平
殿

　
　
　
　
　

細
川
清
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

関
初
右
衛
門
殿

　
　
　

御
米
目
録

一
弐
千
五
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　

並
米

一
三
拾
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
御
膳
米

一
八
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
ち

一
六
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蕎
麦

　
　

〆
弐
千
五
百
四
拾
四
俵

　
　
　
　

此
船
数
八
拾
四
艘
八
分　
　

但
シ
壱
艘
ニ
付

三
十
俵
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
百
十
五
文

　

運
賃
永
五
拾
弐
貫
百
五
十
弐
文

　

為
金
五
拾
弐
両
弐
朱
ト
百
六
十
七
文　

両
替
六
貫
三
百
文

一
永
六
貫
七
百
八
十
四
文　
　

ま
し　

八
十
文
増

一
弐
貫
六
百
四
十
八
文　
　
　
　
　

世
話
料

一
五
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

　
　

〆
金
六
拾
両
三
朱
ト
六
十
文

　
　

元
治
元
年　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　

甲
子
十
二
月　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　

諏
方
様
御
内

　
　
　
　
　

五
味
与
惣
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

百
々
瀬
保
七
郎
殿

丑
年
二
月
七
日

五
味
与
惣
右
衛
門
殿
・
百
々
瀬
保
七
郎
殿
、
去
冬
御
廻
米
五

百
八
拾
俵
伊
豆
長（
長
津
呂
ヵ
）
靏
ニ
而
右
船
破
船
仕
候
趣
、
右
御
見
届
御

用
被
仰
付
罷
越
候
、

　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
永
壱
貫
四
拾
弐
文
五
分　
　
　
　

御
川
下
賃

　

御
廻
米
壱
俵
三
斗
六
升
入
鰍
澤

黒
沢

青
柳
三
河
岸
ゟ
岩
渕
迄

　

三
拾
弐
俵
積
船
壱
艘
ニ
付 

　
　
　

内

　

永
三
百
四
拾
七
文
五
分　

米
穀
并
船
木
其
外
諸
色
高
ニ
付
、

是
迄
御
請
負
永
辻
之
外
、
此
度
五
割
増
方
奉
願
上
候
、

　
　

御
廻
米
壱
俵
五
斗
入
、
弐
拾
八
俵
八
分
積
船
壱
艘
ニ
付
、

一
永
壱
貫
四
拾
弐
文
五
分　
　

右
同
断　
　

右
同
断

　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

永
三
百
四
拾
七
文
五
分　
　
　

右
同
断

右
者
当
国
郡
中
村
々
御
物
成
江
戸
御
廻
米
籾
、
当
河
岸
よ
り

駿
州
岩
渕
河
岸
迄
御
川
下
ヶ
賃
之
義
、
従
来
年
季
ヲ
以
御
請

負
仕
、
安
政
六
未
ゟ
去
亥
迄
五
ヶ
年
季
、
船
壱
艘
ニ
付
永
三

百
九
拾
五
文
ヲ
以
御
請
負
被
仰
付
置
、
当
子
年
季
明
ニ
御
座

候
、
然
ル
処
富
士
川
之
義
者
急
流
岩
石
所
々
有
之
、
悉
難
場

ニ
而
御
廻
米
川
下
ヶ
申
船
路
定
式
瀬
浚
入
用
年
々
金
百
両
余

相
掛
り
候
処
、
近
来
諸
色
・
人
足
賃
等
格
外
高
直
ニ
相
成
候

ニ
付
、
追
々
相
嵩
、
金
弐
百
両
余
相
掛
り
、
其
上
出
水
之
度
々

川
瀬
相
変
候
ニ
付
、
其
都
度
々
別
段
多
分
入
用
相
掛
り
、
近

年
米
穀
并
船
木
其
外
船
付
諸
道
具
諸
価
以
前
与
事
変
、
都
而

倍
余
ニ
引
上
ヶ
難
渋
夥
敷
、
是
迄
被
下
置
候
永
辻
ニ
而
者
往
返

雑
費
引
足
り
不
申
、
左
候
迚
年
来
之
渡
世
ニ
難
離
、
俄
ニ
余

業
も
難
出
来
、
此
上
割
増
不
相
成
候
而
者
、
年
中
船
稼
而
已
を

以
生
活
罷
在
候
船
頭
・
水
主
、
親
妻
子
を
籠（

カ
）三
千
人
余
之
及

候
者
共
養
方
ニ
抱
、
誠
ニ
以
歎
敷
次
第
ニ
御
座
候
間
、
御
時

節
柄
奉
恐
入
候
得
共
、
不
顧
恐
歎
願
奉
申
上
候
、
何
卒
格
別

之
以
御
慈
悲
、
前
段
被
成
下
、
当
子
ゟ
辰
迄
五
ヶ
年
季
、
是

迄
之
御
請
負
永
辻
々
ニ
付
五
割
増
、
都
合
永
壱
貫
四
拾
弐
文

五
分
を
以
、
跡
御
請
負
被
仰
付
被
成
下
置
度
、
御
憐
愍
之
御

沙
汰
奉
願
上
候
、
右
願
之
通
り
御
聞
済
被
成
下
置
候
ハ
ヽ
、

河
岸
場
稼
多
人
数
之
者
共
無
難
相
続
仕
、
莫
太
之
御
仁
恵
難

有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　

安
藤
伝
蔵
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
鰍
澤
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　

乙　

兵　

衛
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　
　

長
治
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
青
柳
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　

長
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　
　

太
郎
左
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代　

伝
左
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　
　

茂
右
衛
門
（
マ
マ
）

本
文
之
通
り
増
方
奉
願
上
候
処
、
減
方
之
義
再
応
御
利（
マ
マ
）書
之

趣
難
有
、
右
之
内
永
百
三
十
九
文
五
分
御
吟
味
減
御
請
仕
、

永
九
百
文
ヲ
以
跡
御
請
負
被
仰
付
度
段
奉
願
上
候
、
然
ル
上

者
追
而
御
沙
汰
可
有
御
座
上
者
、
承
知
奉
畏
候
、
仍
之
連（
印
欠
）下

ヶ

札
ヲ
以
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
治
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茂
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門
印

前
書
之
通
り
、
去
子
年
中
奉
願
上
候
所
、
五
ヶ
年
御
請
負
可

被
仰
付
与
之
御
下
知
被
仰
渡
者
無
御
座
候
得
共
、
去
冬
中
川

下
ヶ
被
仰
付
ハ
、
当
国
御
三
分
江
戸
御
廻
米
御
川
下
り
賃
者

本
文
江
下
ヶ
札
を
以
奉
願
申
上
候
通
り
頂
戴
被
仰
付
候
間
、

此
段
御
届
申
上
候
、
何
卒
当
御
大
守
様
江
戸
御
屋
敷
御
廻
米

御
川
下
賃
之
義
者
、
御
先
格
之
通
り
右
ニ
御
準
合
頂
戴
被
仰

付
度
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　

慶
応
元
丑
年　
　
　
　
　
　

甲
州
鰍
澤

　
　
　
　
　

八
月　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
米
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
印

　
　
　

高
島
御
蔵
方

　
　
　
　
　
　

御
役
所

前
書
之
通
り
奉
願
上
候
処
、
其
御
筋
御
伺
中
ニ
御
座
候
、
御

下
知
相
済
次
第
御
順
格
之
御
取
計
被
仰
付
度
奉
願
上
候
、
以

上
、

　
　

子
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
澤
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
方
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
印

　
　
　

高
島
御
役
人
中
様

一
御
米
千
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　

並
米

　
　

此
船
数
三
拾
三
艘
三
分
三
厘
三
毛
三

　
　
　

御
運
賃
永
弐
拾
貫
四
百
九
十
九
文
九
分
七
厘
九

　
　
　

為
金
弐
拾
両
壱
分
三
朱
ト
三
百
八
十
九
文　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
替
三
貫
三
百
文

一
永
弐
貫
六
百
六
拾
六
文
六
分
六
厘
六

　
　

為
金
弐
両
弐
分
弐
朱
ト
弐
百
六
十
弐
文

一
弐
貫
四
拾
文　
　
　
　
　

世
話
料　
　

壱
文
ツ
ヽ

一
弐
貫
八
十
文　
　
　
　
　

番
賃　
　
　

弐
文
ツ
ヽ

　
　
　

都
合
金
弐
拾
三
両
弐
分
弐
朱
ト
弐
百
三
十
五
文

　
　

慶
応
元
年　
　
　

　
　
　
　

丑
九
月　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　

御
掛
り
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伊
藤
半
六
殿

　
　
　
　
　

関
初
右
衛
門
殿

一
米
千
俵

右
者
諏
方
因
幡
守
江
戸
廻
米
鰍
澤
河
岸
引
請
、
問
屋
与
一
左

衛
門
ゟ
追
々
川
下
ヶ
致
候
条
、
其
番
所
可
相
通
候
、
右
者
因

幡
守
家
来
断
、
仍
如
此
候
、

　
　

慶
応
元
年
丑
八
月
四
日

　
　
　
　
　
　

安
伝
蔵
印

　
　
　
　
　
　
　
　

十
島
番　
　

役
人
中

右
者
船
留
ニ
相
成
候
ニ
付
、
市
川
御
役
所
江
御
願
出
候
所
、
御

聞
済
ニ
相
成
、
則
通
り
手
形
被
差
出
候
、
文
し
る
し
置
者
也
、

一
御
米
弐
千
五
百
四
拾
四
俵　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
払　

　

此
船
八
拾
四
艘
八
分

　

運
賃
永
拾
七
貫
六
百
三
十
八
文
四
分

　

為
金
拾
七
両
弐
分
弐
朱
ト
八
十
弐
文　

両
替
六
貫
四
百
文

　
　
　

此
賃
金
五
拾
九
両
三
分
ト
四
百
弐
十
三
文

一
弐
貫
六
百
四
拾
八
文　
　
　
　
　
　

番
賃

一
五
貫
弐
百
九
拾
五
文　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　
　

〆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　

御
掛
り

　
　
　
　
　

笠
原
才
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

武
井
圓
之
助
殿

　
　
　
　
　

今
井
忠
作
殿

一
御
米
五
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　

此
拾
六
艘
六
分
六
厘
六
毛
六

　
　

賃
永
拾
壱
貫
五
百
八
十
三
文
弐
分
九
厘

　
　

為
金
拾
壱
両
弐
分
ト
六
百
十
八
文

一
五
百
弐
十
文　
　
　
　
　
　

番
賃　
　

壱
文
ツ
ヽ

一
壱
貫
四
十
文　
　
　
　
　
　

世
話
料　

弐
文
ツ
ヽ

　
　
　

〆
金
拾
壱
両
三
分
壱
朱
ト
百
五
文

　
　

慶
応
三
寅
年　
　
　
　
　
　
　
　
雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　

九
月

　
　
　

御
掛
り

　
　
　
　
　

小
池
太
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

柳
沢
源
之
丞
殿

一
御
米
五
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
四
斗
入

　
　

○
俵
印

　
　

☆
高
嶋
蔵
米
俵
差
札

右
之
通
り
諏
方
表
よ
り
柳
沢
源
之
丈
殿
、
右
之
通
り
市
川
御

陣
屋
御
代
官
安
傳
蔵
様
御
手
代
数
野
正
作
様
へ
差
上
、
右
十

島
番
所
へ
差
出
し
御
下
ヶ
ニ
相
成
候
、

　
　
　

同　

九
月
十
九
日

　
　

御
代
官

　
　
　

御
手
代

　
　
　
　
　
　

数
野
正
作
様

　
　
　
　
　
　
　

森
繁
七
郎
様

　
　
　
　
　
　
　

服
部
権
一
様

　
　
　
　
　
　
　

二
之
宮
重
蔵
様

　
　
　
　
　
　
　

服（

衍

　

　

　

カ

）

部
権
一
様

一
御
米
五
百
八
十
弐
俵　
　
　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　
　
　

此
船
数
拾
九
艘
四
分

　
　
　

運
賃
永
拾
三
貫
四
百
八
十
三
文

　
　
　

為
金
拾
三
両
壱
分
三
朱
ト
弐
百
七
十
五
文
四
分

一
六
百
六
文　
　
　
　
　

番
賃　
　
　

壱
文
ツ
ヽ

一
壱
貫
弐
百
十
弐
文　
　

世
話
料　
　

弐
文
ツ
ヽ

　
　
　

〆
拾
三
両
三
分
ト
百
弐
十
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　

御
掛
り

　
　
　
　
　

百
々
瀬
保
七
郎
殿

　
　
　
　
　

伊
藤
杦
太
殿

一
金
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
金

一
御
米
千
五
百
俵

　
　

此
五
拾
艘
也

　
　
　

此
運
賃
永
弐
拾
四
貫
三
百
弐
十
五
文

　
　
　
　

為
金
弐
拾
四
両
弐
分
壱
朱
ト
永
拾
弐
文
五
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　

御
掛
り

　
　
　
　
　

関
新
之
進
殿

右
千
五
百
俵
運
賃
増
共　
　

但
シ
壱
艘
三
拾
表
積
五
拾
艘
分

　

此
船
数
五
拾
艘　

永
辻
壱
貫
四
拾
弐
文
五
分
増
御
運
賃
也

　
　

永
三
拾
四
貫
七
百
五
十
文

　
　

此
三
拾
四
両
三
分
ト
六
百
九
十
五
文　

壱
艘
運
賃
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　

御
掛
り

　
　
　
　
　

関
新
之
進
殿

市
川
役
所
ゟ
出
し
候
書
面
左
之
通
り

○
俵
印

☆
高
嶋
蔵
米
俵
差
札

右
者
諏
方
殿
江
戸
廻
米
鰍
澤
引
請
、
問
屋
与
一
左
衛
門
よ
り

追
々
川
下
ヶ
仕
候
条
、
売
米
ニ
不
紛
様
入
念
為
改
可
相
通
候
、

仍
之
申
達
候
、
以
上
、

　
　

慶
応
三
卯
年
六
月
日　
　
　
　
安
傳
蔵
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
野
正　

作 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
谷
順
三
郎 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
田
繁
七
郎 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

服
部
権　

一 

印

　
　

川
筋
取
締
役

　
　
　
　

箱
原
村　

佐
十
郎
殿

　
　
　
　

梅
平　
　

良
左
衛
門

　
　
　
　

下
山
村　

政
八
郎

　
　
　
　

和
田　
　

重
郎
左
衛
門

　
　
　
　

南
部　
　

東
左
衛
門

　
　
　
　

福
士　
　

新
之
丞

一
御
米
弐
千
八
百
三
拾
四
俵　
　
　
　
諏
方
ゟ
請
取

岩
渕
江
払　

　

此
船
数
九
拾
四
艘
四
分
六
厘
六
毛
六

　

運
賃
永
六
拾
五
貫
六
百
五
拾
四
文
壱
分
四
厘
八
毛

　

為
金
六
拾
五
両
弐
分
弐
朱
ト
永
七
十
五
文
三
分
四
厘
八
毛

一
（
空
白
マ
マ
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
賃

一
（
空
白
マ
マ
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
話
料

　
　
　

〆

　
　

慶
応
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

卯
十
月
日

　
　
　

御
米
掛
り

　
　
　
　
　

宮
澤
忠
兵
衛
殿

御
殿
様
ヨ
リ
被
仰
付
、
横
濱
表
ヨ
リ
御
買
入
ニ
相
成
、
諏
方

郡
中
助
米
請
払
相
成
候
、
尤
諏
方
町
人
共
買
入
致
候
分

一
御
米
千
八
百
五
拾
五
俵　

　
　

此
荷
数
千
四
百
拾
六
俵
八
厘
九
毛
荷

　
　

運
賃
甲
拾
三
貫
八
百
四
拾
九
匁
三
分
五
厘

　
　

為
金
三
百
三
拾
九
両
壱
分
三
朱
ト
七
十
弐
文

　

下
掛
〆
金
弐
拾
九
両
壱
分
三
朱
ト
七
十
弐
文

一
金
七
両
弐
分
三
朱
ト
四
百
十
六
文　
　

小
揚
賃

一�

金
弐
両
弐
分
三
朱
ト
四
百
弐
拾
九
文�

小
屋
河
岸
場
番
人
賃

一
金
五
両
三
朱
ト
百
四
十
文　
　
　
　
　

世
話
料

　
　

〆
三
百
八
拾
四
両
三
分
弐
朱
ト
壱
貫
四
百
四
十
九
文

　
　
　
　

内

　
　
　

金
四
百
七
十
六
両
也　
　

馬
附
敷
給
取
〆

　
　

差
引
而

　
　
　

金
九
拾
両
三
分
弐
朱
ト
壱
貫
四
十
七
文　

返
金

　
　
　

外
ニ　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

五
貫
文　
　
　
　
　

切
月
代
金
払

一
金
百
両
也　
　
　
　
　
　

預
り
金

　
　

〆
百
九
拾
壱
両
壱
分
弐
朱
ト
壱
貫
四
十
七
文

　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

金
百
八
拾
弐
両
壱
分
ト
壱
貫
四
十
壱
文
返
金

　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

金
九
両
ト
弐
貫
拾
文　

諸
入
用
〆
高

　
　

合
而
金
百
九
拾
壱
両
壱
分
弐
朱
ト
壱
貫
四
十
七
文

�

返
金
相
済
候

一
拾
八
貫
七
百
四
十
八
文　
　
　
　
　
　
御
用
人
足　

十
弐
人
半
分　

一
金
壱
分
弐
朱
ト
弐
貫
百
文　
　
　
　
　
三
人
分

泊
り
代　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掛
り

一
金
弐
両
三
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
左
衛
門
殿　
　

弐
十
弐
人
泊
り
代　

　
　

〆
金
五
両
ト
弐
貫
百
文

右
者
当
午
四
月
東
京
・
横
濱
表
江
御
買
上
、
駿
州
清
水
よ
り
川

船
ニ
而
引
上
、
岩
渕
花
田
幸
八
方
ニ
而
請
払
ニ
相
成
、
鰍
沢
両

国
屋
清
左
衛
門
方
ニ
而
請
払
可
致
旨
、
上
諏
方
町
人
共
願
候

ニ
付
、
早
速
其
段
上
諏
方
仲
町
増
屋
㐂
七
方
へ
書
面
遣
し
、

御
勝
手
方
江
可
願
出
旨
申
遣
し
候
処
、
㐂
七
此
段
早
速
願
出

候
、
尤
此
義
ニ
付
御
勝
手
方
下
役
原
田
太
左
衛
門
様
方
へ
書

面
差
上
候
処
、
其
時
ニ
者
原
田
氏
者
会
計
方
之
御
掛
ニ
者
是
無

候
得
共
、
御
内
々
御
申
出
被
下
候
処
、
町
人
共
不
取
計
之
由

ニ
而
、
急
度
被
仰
渡
、
早
速
与
一
左
衛
門
方
江
請
払
為
致
候

様
、
急
々
ニ
而
使
町
人
壱
人
参
り
、
其
段
子
細
書
あ
ら
ま
し

し
る
し
、
向
後
為
心
得
、
次
第
書
置
者
也
、

　
　

明
治
三
年　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　
　
　
　

午
四
月
日　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
尚

尤
書
面
類
数
通
是
有
候
、

諏
方
表
よ
り
御
廻
米
ニ
付
、
頂
戴
品
物
右（

左
）之
通
り
定

り
是
有
候
ニ
付
、
以
後
之
為
書
し
る
し
置
候
、

一
真
綿
三
百
目　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
江
頂
戴
之
分

一
麻
五
百
目　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
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一
氷
餅
拾
五
本　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

一
氷
餅
拾
五
本　
　
　
　
　
　
　
　
　

芦
沢
吾
兵
衛

一
氷
餅
拾
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
弥
一
兵
衛

右
両
人
義
者
御
廻
米
ニ
付
、
世
話
人
ニ
相
願（

頼
）ミ
候
間
、
其
砌
者

頂
戴
仕
候
、

一
氷
餅
七
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
ハ
船
着
ニ
遣
ス

　
　
　

御
廻
米
請
払
仕
方

　
　
　
　
　

御
廻
米
請
取
候
覚

何
村　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村

一
御
米
何
俵　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
主

割
印　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

　
　

月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門 
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
某　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
某　

印

　
　
　
　

何
村

　
　
　
　
　

名
主
中

一
こ
も
代
弐
俵　

壱
駄

　
　

代
三
拾
弐
文

是
ハ
仲
馬
共
よ
り
請
取
可
申
事
、
尤
其
年
々
こ
も
直
段
高
直

之
節
ハ
、
高
直
又
者
成
方
ニ
茂
相
成
可
申
候
、
仍
而
見
計
ニ
而
請

取
事
、

　
　
　

駿
州
岩
渕
河
岸
船
送
り
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭

一
御
米
何
拾
俵　
　
　
　
　
　
　

何
某

割
印　

こ
も
代
弐
百
文
相
添　
　

何
某

右
者
諏
方
因
幡
守
江
戸
御
廻
米
川
下
ヶ
仕
候
間
、
改
御
請
取

可
被
下
候
、
以
上
、

　
　

月
日　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
河
岸
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門 

印

　
　

岩
渕
河
岸

　
　
　
　

問
屋
斎
藤
縫
左
衛
門
殿

右
弐
百
文
之
こ
も
代
之
義
ハ
、
前
文
仲
馬
よ
り
請
取
候
こ
も

代
之
内
、
半
銭
壱
艘
弐
拾
四
俵
積
ニ
而
、
代
弐
百
文
つ
ゝ
相

渡
し
可
申
事
、
尤
前
之
通
其
時
々
高
下
ニ
而
其
年
之
取
計
ニ

可
致
事
、

　

御
廻
米
引
払
之
時
ノ
目
録
之
仕
立
方

　
　

御
廻
米
請
払
目
録

一
御
米
何
千
何
百
何
拾
俵

一
御
蕎
麦
何
拾
俵

一
御
餅
米
何
拾
俵

　
　

〆
何
千
何
百
何
拾
何
俵

　

此
船
数
何
百
何
拾
何
艘
何
分
何
厘
何
毛

　

御
運
賃
永　

但
壱
艘
ニ
付

三
拾
俵
積

　
　

何
百
何
拾
何
貫
何
百
何
拾
何
文
何
分
何
厘
何
毛
何
才
何

　

為
金
何
百
何
拾
何
両
何
分
何
朱
ト
鐚
何
拾
何
文
何
分
何
厘　

�

但
壱
艘
ニ
付　
　
　
　
　

三
十
俵
積
永
何
百
拾
文　

一
何
貫
何
百
何
拾
文　
　
　
　
　
　

番
賃　

但
シ
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
ヽ

一
何
貫
何
百
何
拾
何
文　
　
　
　

世
話
料　

但
シ
壱
俵
ニ
付　

鐚
壱
文
ツ
ヽ

　
　

〆
三
口
何
百
何
拾
貫
何
百
何
拾
文

　
　
　
　
　

為
金
何
両
何
分
何
朱
ト
何
拾
何
文

　

都
合
金
何
百
何
拾
何
両
何
分
ト
銭
何
百
何
拾
何
文

�

両
替
何
貫
何
百
文

右
者
諏
方
因
幡
守
様
当
何
之
江
戸
御
廻
米
御
運
賃
金
并
番

賃
・
世
話
料
共
書
面
之
通
り
御
渡
し
被
下
、
奉
慥
ニ
請
取
候
、

若
相
違
等
御
座
候
ハ
ヽ
、
重
而
仕
直
し
差
上
可
申
候
、
為
後

日
御
米
目
録
一
札
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門 

印

　
　

御
米
掛
り

　
　
　
　
　

何
某

「（
裏
表
紙
）問
屋

　
　
　
　

雨
宮
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
尚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雨
宮
利
之
家
文
書
）

＊�

翻
刻
に
際
し
、
俵
と
表
、
諏
訪
と
諏
方
な
ど
表
記
の
相
違
、

ゟ
・
江
・
銀
な
ど
の
記
載
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
注
記
を

行
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。

─　98　─



解
説
　
雨
宮
利
之
家
文
書
に
つ
い
て

1　
雨
宮
家
の
「
裏
門
」　
鰍
沢
本
町
（
ほ
ん
ち
ょ
う
）
を
明
神
町
方
面
に
南
に
下
り
、

以
前
税
務
署
入
口
の
交
通
標
識
の
あ
っ
た
横
断
歩
道
の
所
を
右
（
西
）
に
折
れ
て
、
も
と
村

田
一
夫
さ
ん
の
「
富
士
川
写
真
美
術
館
」
に
向
か
う
細
い
道
を
辿
る
と
、
急
に
道
幅
が
広
く

な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
本
町
南
地
区
内
）。
こ
の
辺
り
は
「
う
ら
も
ん
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
で
、

元
は
大
き
な
お
蔵
が
あ
っ
て
細
い
道
だ
っ
た
が
、
所
蔵
者
の
雨
宮
家
が
お
蔵
を
縮
小
し
て
そ

の
土
地
を
町
に
寄
附
し
て
く
れ
た
の
で
広
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
お
蔵
の
あ
る
屋
敷

の
裏
側
な
の
で
「
裏
門
」
の
名
称
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
屋
敷
と
お
蔵
の
場
所
は
、
富

士
川
河
口
に
至
る
駿
州
往
還
に
面
し
、
南
川
（
み
な
が
わ
）
橋
を
渡
れ
ば
鰍
沢
河
岸
の
あ
っ

た
白
子
（
し
ら
こ
）
地
区
に
も
近
い
好
立
地
で
あ
る
。

江
戸
時
代
こ
こ
に
あ
っ
た
雨
宮
家
は
、
鰍
沢
村
に
お
い
て
信
濃
国
諏
訪
高
嶋
藩
の
廻
米
問

屋
を
つ
と
め
た
家
で
あ
る
。
今
回
、
雨
宮
利
之
家
文
書
を
管
理
し
て
お
ら
れ
る
雨
宮
良
美
さ

ん
と
、
深
澤
眞
二
さ
ん
・
浩
美
さ
ん
ご
夫
妻
の
ご
配
慮
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を

感
謝
し
た
い
。
古
文
書
自
体
は
約
七
十
二
項
目
七
十
九
点
と
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
し

か
し
、
①
鰍
沢
村
に
現
存
す
る
最
も
古
い
年
貢
割
付
状
が
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
以
降
五

点
伝
来
し
て
い
る
こ
と
。
②
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
の
諏
訪
高
嶋
藩
と
の
廻
米
御
蔵
と
な

る
契
約
（
廻
米
問
屋
と
な
る
契
約
）
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
文
書
を
二
点
有
し
て
い
る
こ
と
。

③
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
か
ら
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ま
で
の
一
二
二
年
間
（
途
中
天

明
五
年
〔
一
七
八
五
〕
～
弘
化
三
年
〔
一
八
四
六
〕
の
約
六
十
年
分
は
欠
如
）
の
諏
訪
高
嶋

藩
の
廻
米
記
録
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
④
諏
訪
高
嶋
藩
と
の
由
緒
を
含
む
廻
米
関
係
の
文
書

を
十
点
以
上
有
し
て
い
る
こ
と
。
⑤
幕
末
に
お
け
る
廻
米
輸
送
料
金
の
変
化
を
知
る
こ
と
の

で
き
る
文
書
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
⑥
雨
宮
家
の
本
家
分
家
関
係
を
知
る
史
料
を
含
ん
で
い

る
こ
と
、
な
ど
の
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
ど
れ
も
他
の
鰍
沢
村
文
書
で

は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
よ
く
ぞ
保
存
し
て
お
い
て
く
だ
さ
っ
た
、

と
い
う
の
が
率
直
な
気
持
ち
で
あ
る
。
以
下
に
、
諏
訪
問
屋
雨
宮
家
に
つ
い
て
若
干
の
解
説

を
述
べ
る
。

雨
宮
家
歴
代　
雨
宮
家
は
、
清
和
源
氏
の
系
譜
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
雨
宮
利
之
氏
作
成
と

思
わ
れ
る
歴
代
記
録
を
転
記
す
る
。
家
紋
は
㊤
（
ま
る
じ
ょ
う
）
で
あ
る
。

初　

代　

雨
宮
攝
津
守
義
正

二　

代　
　
　
　
　
　

助
国　

義
房

三　

代　
　
　
　
　
　

重
国　

正
次

四　

代　
　
　
　
　
　

満
家　

信
秀

五　

代　
　
　
　
　
　

家
安　

昌
秀

六　

代　

伯
耆
守
光
廣

七　

代　

伊
賀
守
朝
重

八　

代　

権
左
衛
門
正
清

　
　
　
　
　

法
名　

雨
雄
紺
居
士

九　

代　

十
郎
左
衛
門　

法
隆
院
宗
覚
日
義

　
　
　
　
　

元
和
元
年
十
月
廿
五
日

　
　
　
　

妻　

宝
林
院
妙
台
日
光

　
　
　
　
　

元
和
八
年
八
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　

諏
訪
天
神
墓
地　
先
祖

　
　
　
　
　
鰍
沢
村
に
移
住　
切
妻
形
祠
墓

十　

代　

甚
兵
衛
朝
義　

心
性
院
覚
圓
宗
芳
日
厳

　
　
　
　
　

寛
永
九
年
八
月
一
日

　
　
　
　

妻　

詠
光
院
春
窓
妙
薫
日
香

　
　
　
　
　

正
保
三
年
十
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　

宝
篋
印
塔
形
墓

十
一
代　

十
郎
兵
衛
尉
光
義　

法
性
院
妙
圓
日
満

　
　
　
　
　

明
暦
三
年
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　

妻　

法
香
院
妙
諦
日
樹

　
　
　
　
　

延
宝
元
年
十
月
十
三
日

　
　
　
　

後
妻　

妙
善
日
修　

御
代
官
堀
内
六
郎
兵
衛
妹

十
二
代　

甚
兵
衛
尉
光
義　
　

清
性
院
妙
心
自
休
日
還

　
　
　
　
　

天
和
元
年
十
二
月
十
一
日

　
　
　
　

妻　

眞
寂
院
妙
休
日
如

　
　
　
　
　

貞
享
三
年
六
月
十
六
日

十
三
代　

宗
右
衛
門
尉
房
義　

妙
地
院
覺
樹
宗
林
日
生

　
　
　
　
　

元
禄
三
年
六
月
二
十
三
日
（
十
郞
右
衛
門
を
宗
右
衛
門
と
訂
正
）

　
　
　
　

妻　

圓
解
院
妙
順
日
信

　
　
　
　
　

宝
永
三
年
五
月
二
十
五
日

十
四
代　

與
一
左
衛
門
道
義　

妙
樹
院
宗
厳
意
休
日
荘
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と
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。
夫
が
左
側
で
あ
る
こ
と
、
裏
の
命
日
は
夫
の
み
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
が
特
徴
で
あ
る
。
高
さ
五
八
セ
ン
チ
、
主
軸
は
幅
八
セ
ン
チ
、
そ
れ
を
受
け
る
半
円

状
の
台
は
幅
十
二
セ
ン
チ
で
あ
る
。
上
部
に
は
家
紋
の
㊤
も
刻
ま
れ
て
い
る
。
当
家
に
は
過

去
帳
も
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
先
に
提
示
し
た
歴
代
と
は
異
な
る
部
分
も
あ
り
、
親
戚
の
記
事

も
多
く
、
今
回
は
デ
ー
タ
の
掲
載
を
見
合
わ
せ
た
。
ま
た
、
文
書
番
号
72
の
（
雨
宮
家
歴
代

戒
名
記
録
）
は
部
分
的
で
、
し
か
も
年
号
な
ど
に
明
ら
か
な
間
違
い
も
あ
り
、
活
字
化
を
見

合
わ
せ
た
。
こ
の
歴
代
に
し
て
も
、
雨
宮
利
之
氏
が
ど
の
よ
う
な
史
料
を
基
に
作
成
し
た
の

か
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
墓
碑
銘
を
も
と
に
し
て
も
、
俗
名
と
諱
な
ど
は
わ
か
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

本
家
と
分
家　
一
方
、
⑥
で
触
れ
た
が
、
近
世
後
期
の
雨
宮
家
は
、
当
主
与
市
左
衛
門
の

二
人
の
息
子
兄 

新
十
郎
（
新
重
郎
）・
弟 

虎
五
郎
（
寅
五
郎
、
次
の
与
一
左
衛
門
）
に
つ

い
て
、
弟
の
虎
五
郎
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
、
親
戚
な
ど
立
ち
会
い
の
も
と
決
定
さ
れ
た
。

何
故
弟
に
相
続
さ
せ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
兄
の
新
十
郎
は

当
然
不
満
で
あ
っ
た
。
先
に
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
三
月
に
染
屋
の
元
手
金
三
十
両

の
分
与
（
史
料
番
号
23
）
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
ず
、
翌
年
六
月
に
は
親
戚
・

五
人
組
立
会
で
、
屋
敷
・
田
畑
・
山
林
の
分
与
を
取
り
決
め
て
い
る
（
史
料
番
号
25
）。
雨

宮
家
で
は
、
こ
れ
よ
り
以
前
の
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）・
文
政
七
年
に
、
本
家
与
市
左
衛

門
と
分
家
恒
蔵
と
の
間
で
屋
敷
・
墓
所
・
通
路
な
ど
に
絡
ん
で
の
紛
争
が
あ
り
（
史
料
番
号

17
・
18
）、
こ
れ
と
新
十
郎
・
虎
五
郎
の
分
与
と
の
関
連
の
有
無
な
ど
、
知
り
た
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
新
十
郎
の
相
続
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
降
も
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
四
月
・

八
月
（
史
料
番
号
31
・
32
）
な
ど
に
も
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
姉
妹
と
思
わ
れ
る
雨
宮
家
の

女
性
へ
の
分
与
も
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

2　
近
世
前
期
の
年
貢
割
付
状　
史
料
番
号
1
～
5
の
鰍
沢
村
近
世
前
期
の
年
貢
割
付
状

を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
現
存
す
る
鰍
沢
村
で
最
も
古
い
年
貢
割
付
状
で
あ
る
。

時
代
は
古
い
が
、
他
の
村
と
特
別
な
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
年
貢
割
付
状
で
注

目
し
た
い
の
は
、
年
貢
の
項
目
の
中
に
河
岸
場
や
廻
米
の
輸
送
に
関
す
る
年
貢
の
項
目
が
見

ら
れ
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
御
蔵
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
承
応
─
明
暦
年
間

の
「
壱
石
六
斗
三
升
六
合
」
か
ら
寛
文
三
年
に
は
「
弐
石
六
斗
三
升
三
合
」
に
増
加
し
て
い

る
。
こ
れ
は
年
貢
の
か
か
ら
な
い
除
地
と
い
う
扱
い
で
あ
る
。「
下
げ
米
に
上
げ
塩
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
年
貢
米
の
川
下
げ
に
対
し
て
、
塩
に
代
表
さ
れ
る
上
り
も
の
は
、
船
頭
や

河
岸
問
屋
の
利
得
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
河
岸
か
ら
岩
渕
ま
で
、
半
日
で
下
っ
た
と
い

う
そ
の
ス
ピ
ー
ド
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
逆
に
上
り
に
は
三
日
か
ら
四
日
か
か
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
だ
け
の
手
間
を
か
け
て
三
河
岸
に
も
た
ら
さ
れ
た
物
品
は
、
江
戸
や
上
方
の
文
化
を
含

め
て
多
岐
に
わ
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
村
に
か
か
る
年
貢
と
し
て
は

徴
収
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
富
士
川
水
運
に
対
す
る
年
貢
の
賦
課
は
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
か
ら
三
河

岸
に
対
し
て
始
ま
る
。
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
文
書
番
号
10
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
そ

の
三
年
前
（
宝
暦
二
年
）
に
甲
府
の
商
人
伊
右
衛
門
・
孫
七
・
武
七
の
三
名
が
、
塩
問
屋
の

設
立
を
願
い
出
た
。
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
、
彼
ら
は
役
所
へ
金
八

十
五
両
の
上
納
を
申
し
出
た
（
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
甲
府
市
史　

史
料
編
第
三
巻　

近
世
Ⅱ
〔
町
方
2
〕』
一
九
八
七
年
、
二
三
三
～
二
三
五
、
二
六
〇
～
二
八
三
ペ
ー
ジ
参
照
）。

そ
の
賦
課
の
分
担
は
、

　
　

一
金
三
拾
三
両
三
分　
　
　
　
　
　

船
運
上　

鰍
沢
村　
　
　
　
　

　
　

一
金
弐
拾
壱
両
三
分　
　
　
　
　
　

同　

断　

青
柳
村　
　

　
　

一
金
弐
拾
九
両
弐
分　
　
　
　
　
　

同　

断　

黒
沢
村

　
　

合
金
八
拾
五
両　
　
　

と
な
り
、
船
数
の
変
動
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
額
は
固
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
各
村
の
年
貢
割
付
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
雨
宮
家
文

書
中
の
年
貢
割
付
状
と
は
か
な
り
期
間
が
あ
い
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
嘉
永
六
年
（
一
八
五

三
）
十
月
の
荒
井
清
兵
衛
に
よ
る
甲
斐
国
巨
摩
郡
鰍
沢
村
「
丑
御
年
貢
可
納
割
附
之
事
」（
鰍

沢
町
役
場
文
書
）
に
は
、「
一
三
拾
三
貫
七
百
五
拾
文　
　

河
岸
運
上
」（
永
一
貫
文=

一
両
）

と
記
載
さ
れ
、
近
世
を
通
し
た
賦
課
が
続
い
て
い
る
。
た
だ
し
、『
甲
府
市
史
』
の
該
当
ペ
ー

ジ
に
は
、
願
い
出
た
甲
府
の
商
人
を
「
伊
右
衛
門
・
源
七
・
武
七
」
と
し
て
い
る
部
分
（
宝

暦
四
年
閏
二
月
、
二
三
四
ペ
ー
ジ
）
が
あ
り
、
そ
の
前
後
の
出
願
が
始
ま
っ
た
宝
暦
二
年
五

月
（
二
六
三
ペ
ー
ジ
）
か
ら
宝
暦
四
年
閏
二
月
（
二
八
二
ペ
ー
ジ
）
ま
で
の
他
の
史
料
は
す

写真　十代甚兵衛夫妻位牌（裏）

　
　
　
　
　

享
保
七
年
六
月
二
十
五
日

　
　
　
　

妻　

休
心
院
妙
廓
日
厳

　
　
　
　
　

元
禄
十
年
四
月
三
日

十
五
代　

郷
右
衛
門
尉
朝
貞　

法
入
院
清
休
日
住

　
　
　
　
　

寛
保
三
年
五
月
二
十
五
日

　
　
　
　
（
妻
記
載
な
し
）

十
六
代　

與
市
左
衛
門
象
義　

法
雨
院
宗
遠
受
潤
日
栄

　
　
　
　
　

安
永
九
年
三
月
一
日

　
　
　
　

妻　

法
恵
院
普
洽
妙
雨
日
盛　

　
　
　
　
　

寛
政
二
年
十
月
八
日

十
七
代　

十
郎
右
衛
門
遵
義　

宗
雨
院
義
芳
常
覺
日
信

　
　
　
　
　

天
明
四
年
十
二
月
二
日

　
　
　
　

妻　

蓮
華
院
妙
信
日
純

　
　
　
　
　

文
化
十
四
年
十
月
廿
五
日

十
八
代　

與
市
左
衛
門
憲
義　

法
雲
院
隨
性
等
雨
日
喜

　
　
　
　
　

弘
化
四
年
五
月
十
四
日　

七
十
八
才

　
　
　
　

妻　

瑞
雲
院
録
起
妙
雨
日
潤

　
　
　
　
　

文
政
七
年
六
月
八
日

　
　
　
　

後
妻　

鷲
山
院
妙
憐
日
要

　
　
　
　
　

文
政
十
三
年
七
月
廿
六
日

十
九
代　

作
平　

憲
久　
　

法
名
不
詳

二
十
代　

與
市
左
衛
門
義
尚　

蓮
乗
院
法
相
日
喜
信
士

　
　
　
　
　

明
治
三
十
五
年
十
月
十
九
日

　
　
　
　

妻　

志
の　

秋
月
妙
讃
信
女　
　

雨
宮
よ
し
実
母

　
　
　
　
　
　

安
政
五
年
八
月
十
二
日

　
　
　
　

後
妻　

蓮
行
院
妙
相
日
実
信
女

　
　
　
　
　
　

明
治
二
十
三
年
七
月
四
日

二
十
一
代　

浄
徳
院
奉
持
日
顕
信
士

　
　
　
　
　
　

明
治
四
十
二
年
六
月
二
十
六
日　

五
十
七
才

　
　
　
　

妻　

よ
し　

浄
宮
院
妙
徳
日
良
信
女

　
　
　
　
　
　

昭
和
十
六
年
六
月
二
十
二
日　

九
十
才　

二
十
二
代　

伊
之
助

　
　
　
　
　
　

歓
徳
院
泰
鴻
日
照
信
士

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
五
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　

妻　

と
ら　

歓
喜
院
妙
受
日
浄
信
女

　
　
　
　
　
　
　

大
正
二
年
十
二
月
十
三
日

二
十
三
代　

徳
平

　
　
　
　
　
　

新
誠
院
法
要
日
徳
信
士

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
十
年
九
月
十
九
日

二
十
四
代　

志
ま

　
　
　
　
　

妻　

信
行
院
妙
徳
日
志
信
女

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
六
十
二
年
八
月
二
十
八
日

こ
う
し
た
雨
宮
家
歴
代
の
墓
所
は
、
富
士
川
町
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
（
口
絵
写

真
7
・
8
参
照
）。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
墓
石
に
刻
ま
れ
た
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）・
元

和
八
年
と
い
う
、
甲
斐
国
内
の
墓
石
で
、
近
世
以
降
最
も
古
い
年
代
が
刻
ま
れ
た
夫
婦
墓
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
中
世
の
板
碑
な
ど
を
除
く
）。
こ
の
墓
所
に
は
歴
代
の
墓

碑
が
あ
り
、
入
口
に
は
次
の
様
な
石
碑
が
建
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

清
和
源
氏
系
統
二
十
四
基
靈

　
　

㊤　

雨
宮
諏
訪
問
屋
家
累
代
之
靈
廟

　
　
　
　
　

第
二
十
五
代
雨
宮
利
之
建
之

当
家
に
伝
わ
る
古
い
形
態
の
位
牌
は
、
先
の
十
代
甚
兵
衛
朝
義
夫
妻
の
も
の
一
点
の
み（
木

製
）
で
あ
る
（
写
真
）。

（
表
）
詠
光
院
春
窓
妙
薫
日
香　
　
（
裏
）
寛
永
九
壬
申
年
八
月
一
日

　

 

心
性
院
覚
圓
宗
芳
日
厳

写真　十代甚兵衛夫妻位牌（表）
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あ
る
（『
長
野
県
史　

近
世
史
料
編
第
三
巻　

南
信
地
方
』
七
二
ペ
ー
ジ
）。
諏
訪
藩
が
ど
の

よ
う
な
年
貢
の
徴
収
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
米
相

場
は
城
下
を
は
じ
め
甲
州
道
中
の
宿
駅
の
各
所
、
韮
崎
や
甲
府
な
ど
の
規
模
の
大
き
な
市
場
、

さ
ら
に
鰍
沢
の
米
相
場
な
ど
で
立
っ
た
は
ず
だ
が
、
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
は

多
い
。
鰍
沢
の
相
場
で
売
ら
れ
る
米
も
相
当
量
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
廻
米
で

江
戸
に
送
ら
れ
る
米
は
販
売
・
換
金
目
的
か
、
江
戸
の
藩
邸
の
賄
い
な
の
か
、
そ
れ
さ
え
も

現
時
点
で
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
廻
米
の
実
際
を
、
他
の
記
録
な
ど
を
手
が
か

り
に
、
少
し
ず
つ
解
明
し
て
ゆ
く
他
は
な
い
。

な
お
、
諏
訪
藩
の
表
の
石
高
は
三
万
石
で
あ
る
が
、
頼
水
か
ら
数
え
て
三
代
目
の
時
代
に

は
、
新
田
開
発
に
よ
っ
て
実
収
は
五
万
石
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
と
い
う
（
新
人
物
往

来
社
『
新
編　

物
語
藩
史　

第
四
巻
』
二
九
三
ペ
ー
ジ
、
一
九
七
六
年
）。

4　
諏
訪
高
嶋
藩
廻
米
記
録　
雨
宮
家
文
書
の
中
で
、
最
も
有
名
な
の
が
こ
の
「
諏
訪
因

幡
守
様
御
用
留
」
①
②
③
（
番
号
は
筆
者
）
と
い
う
廻
米
記
録
で
あ
る
。
筆
者
の
知
る
限
り

で
も
、
こ
れ
ま
で
、
斉
藤
良
一
「
富
士
川
水
運
考
」（
旧
『
鰍
沢
町
誌
』
一
九
五
五
年
収
録
）

で
言
及
さ
れ
、『
長
野
県
史　

近
世
史
料
編
第
三
巻　

南
信
地
方
』（
一
九
七
五
年
）
に
は
寛

延
元
年
か
ら
三
年
ま
で
が
抄
録
さ
れ
、
新
『
鰍
沢
町
誌
』
資
料
編
（
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
三

冊
と
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
重
要
な
文
書
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、
こ

こ
で
改
め
て
本
史
料
を
翻
刻
す
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、
新
『
鰍
沢
町
誌
』
資
料
編
に
収
録
さ
れ
た
本
史
料
を
原
文
書
と
照
合
し
よ
う
と
す
る
と
、

冒
頭
の
部
分
が
合
わ
な
い
。
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
新
『
鰍
沢
町
誌
』
資
料
編
に
翻
刻
さ
れ

た
本
史
料
は
、
冒
頭
の
部
分
の
半
丁
、
七
行
分
が
す
べ
て
抜
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
口
絵
参

照
）。
そ
れ
以
降
の
細
か
な
部
分
に
つ
い
て
も
読
ん
で
い
て
お
か
し
な
所
が
少
な
か
ら
ず
存

在
す
る
。
同
書
に
収
録
さ
れ
た
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
の
甲
府
塩
問
屋
の
事
件
（
史
料

番
号
10
）
で
も
、
表
紙
の
「
十
郎
右
衛
門
」
が
「
十
郎
左
衛
門
」、
冒
頭
の
甲
府
商
人
三
人

の
う
ち
の
一
人
「
伊
右
衛
門
」
が
「
伊
左
衛
門
」
と
読
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
数
え
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
そ
の
数
は
百
か
所
を
超
え
る
。
た
し
か
に
三
冊
目
の
幕
末
の
部
分
は
相
当

の
難
読
で
あ
る
。
落
丁
部
分
を
補
訂
し
、
可
能
な
限
り
史
料
を
厳
密
に
解
読
す
る
こ
と
、
こ

の
点
だ
け
で
も
、
本
叢
書
に
お
い
て
こ
の
史
料
を
改
め
て
翻
刻
す
る
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
。

勿
論
、
筆
者
が
無
謬
で
あ
る
と
も
全
く
思
っ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
本
叢
書
第
五
集
の
青
柳

村
問
屋
出
入
に
関
す
る
文
書
で
、
新
『
鰍
沢
町
誌
』
資
料
編
199
番
の
文
書
は
、
途
中
十
三
行

欠
落
し
、
後
に
全
く
異
な
る
場
所
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、
史
料

を
読
ん
で
い
て
ど
う
し
て
も
文
意
が
通
じ
な
い
た
め
、
原
文
書
を
探
し
て
照
合
し
た
結
果
、

こ
の
よ
う
に
史
料
の
翻
刻
に
混
乱
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
三
点
で
は

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
落
丁
・
乱
丁
・
誤
読
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
新
『
鰍
沢
町
誌
』

資
料
編
で
は
、
校
正
作
業
に
お
い
て
原
典
照
合
が
行
わ
れ
て
い
な
い
可
能
性
を
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
勿
論
、
七
百
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
資
料
編
が
編
ま
れ
た
こ
と
の
価
値
は
と
て
も
重
要
で

あ
る
。
認
め
る
に
吝
か
で
は
な
い
し
、
筆
者
自
身
の
作
業
に
つ
い
て
も
、
無
謬
で
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
新
『
鰍
沢
町
誌
』
資
料
編
掲
載
史
料
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
残
念
な

が
ら
原
典
照
合
の
必
要
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
を
、
強
く
主
張
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
三
冊
の
諏
訪
藩
廻
米
御
用
留
か
ら
は
、
い
く
つ
か
重
要
な
事
柄
が
わ
か
る
。
こ
の
史

料
は
金
額
・
俵
数
な
ど
の
重
要
部
分
に
割
印
が
な
さ
れ
て
お
り
（
今
回
の
翻
刻
で
は
割
印
の

大
部
分
を
省
略
し
た
）、
単
な
る
証
文
を
写
し
た
控
え
で
は
な
く
、
各
所
に
、
も
し
間
違
い

が
あ
っ
た
ら
再
度
決
算
を
行
う
旨
が
執
拗
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
雨
宮
家
の
諏
訪
藩
廻

米
輸
送
作
業
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
書
類
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
た
め
、

御
用
留
②
と
③
の
間
の
期
間
も
、
こ
の
史
料
は
続
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

上
諏
訪
か
ら
鰍
沢
ま
で
の
経
路　
ま
ず
、
諏
訪
藩
か
ら
鰍
沢
ま
で
の
輸
送
経
路
を
見
て
み

た
い
。【
図
】
は
〔
信
濃
国
〕
下
諏
訪
─
上
諏
訪
─
金
沢
─
蔦
木
─
〔
甲
斐
国
〕
教
来
石

─
台
ケ
原
─
韮
崎
─
荊
沢
─
〔
青
柳
（
追
分
）〕
─
鰍
沢
河
岸
─
〔
富
士
川
水
運
〕
─
〔
駿

河
国
〕
岩
渕
河
岸
─
蒲
原
─
（
小
廻
船
）
─
清
水
湊
─
江
戸
へ
と
続
く
経
路
の
一
部
で
あ
る
。　　
　
　
　

諏
訪
藩
・
松
本
藩
か
ら
送
ら
れ
た
米
な
ど
の
諸
荷
物
は
、
甲
州
道
中
の
宿
場
を
へ
て
甲
斐

国
に
入
り
、
韮
崎
宿
で
、
甲
州
道
中
を
ま
っ
す
ぐ
に
甲
府
方
面
に
向
か
う
ル
ー
ト
と
、
右
に

折
れ
て
駿
信
往
還
を
通
っ
て
鰍
沢
に
向
か
う
ル
ー
ト
に
分
か
れ
る
。
韮
崎
に
は
「
か
じ
か
ざ

わ
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
だ
け
鰍
沢
と
韮
崎
は
な
じ
み
が
深
か
っ
た

の
で
あ
る
。
韮
崎
か
ら
の
最
初
の
宿
場
は
荊
沢
宿
で
、
そ
の
問
屋
で
あ
っ
た
志
村
家
（
現
志

村
内
科
医
院
、
当
時
の
長
屋
門
が
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
）
か
ら
は
、
山
梨
交
通
バ
ス
の

停
留
所
で
六
つ
目
が
青
柳
の
追
分
で
あ
る
。
こ
こ
を
右
に
曲
が
っ
て
青
柳
の
町
並
み
を
通
り

す
ぎ
戸
川
橋
を
渡
れ
ば
、
鰍
沢
の
上
宿
で
あ
る
。
本
町
通
り
西
側
に
は
江
戸
時
代
後
期
に
松

本
藩
廻
米
問
屋
を
つ
と
め
た
原
田
家
（
西
酒
屋
・
に
し
ざ
か
や
）、
さ
ら
に
進
ん
で
南
川
（
み

な
が
わ
）
橋
の
手
前
西
側
に
諏
訪
藩
廻
米
問
屋
雨
宮
家
の
屋
敷
と
御
蔵
が
身
延
道
に
面
し
て

居
を
定
め
て
い
た
。

「
カ
ジ
カ
ザ
ワ
（
鰍
沢
）
が
遠
い
」　
ち
な
み
に
松
本
藩
の
御
蔵
は
南
川
橋
手
前
を
左
（
東
）

に
折
れ
た
北
側
の
辺
り
に
あ
っ
た
と
い
う
。
諏
訪
藩
や
松
本
藩
の
米
を
運
ん
で
き
た
中
馬

（
ち
ゅ
う
ま
）
は
、
帰
り
の
荷
と
し
て
塩
な
ど
富
士
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
き
た
荷
物
を
馬
に

乗
せ
て
、
信
州
の
山
深
い
村
々
ま
で
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
か
つ
て
塩
サ
ミ
ッ
ト
で
聞
い
た
話

べ
て
「
伊
右
衛
門
・
孫
七
・
武
七
」
で
あ
る
。
宝
暦
四
年
十
一
月
の
鰍
沢
雨
宮
家
文
書
で
も
、

同
様
の
名
前
で
あ
る
。
ま
た
出
典
を
こ
の
史
料
だ
け
「
甲
府
文
庫
」
と
し
て
お
り
、
校
正
に

錯
乱
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
そ
の
後
の
『
山
梨
県
史　

資
料
編
』
近
世
2
（
一
九
九
六
年
）

に
よ
っ
て
、
源
七
は
「
孫
七
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

一
方
、
鰍
沢
村
の
年
貢
割
付
状
で
特
徴
的
な
の
は
、
寛
文
十
二
年
検
地
以
前
の
村
高
の
変

更
で
あ
る
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
か
ら
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
ま
で
の
村
高
は
「
高

五
百
六
石
壱
斗
五
升
四
合
」
で
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
慶
長
の
古
高
帳
の
村
高
と
同
じ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
慶
長
検
地
の
村
高
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）・
寛
文
四

年
の
年
貢
割
付
状
で
は
、「
高
六
百
五
拾
石
四
斗
八
升
三
合
」
と
一
四
四
石
三
斗
二
升
九
合

も
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
新
田
の
算
入
で
は
な
く
、
検
地
が
行
わ
れ
た

形
跡
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
村
高
の
増
加
と
と
も
に
、「
壱
石
六
斗
三
升

六
合　

御
蔵
や
し
き
」
が
「
弐
石
六
斗
三
升
三
合　

御
蔵
屋
敷
」
と
増
加
し
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

れ
ま
で
の
一
般
的
な
理
解
で
は
、
少
な
く
と
も
巨
摩
郡
西
郡
筋
の
村
々
で
は
、
慶
長
六

年
・
七
年
の
検
地
に
よ
る
古
高
が
、
寛
文
十
二
年
の
検
地
で
増
加
し
、
こ
れ
が
以
後
の
村
高

と
な
り
、
賦
課
の
基
準
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
桜
田
徳
川
家
甲
府
藩
（
い

わ
ゆ
る
甲
府
家
）
の
検
地
に
よ
っ
て
改
訂
さ
れ
、
そ
の
後
の
貞
享
・
元
禄
期
な
ど
の
新
田
検

地
に
よ
っ
て
新
た
な
田
畑
の
把
握
は
行
わ
れ
る
も
の
の
、
村
高
と
し
て
は
寛
文
期
の
も
の
が

基
本
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
甲
府
盆
地
の
ご
く
一
部
で
は
、
寛
文
四
年
に
行
わ
れ
た
村

も
い
く
つ
か
あ
る
（『
韮
崎
市
史
』
な
ど
）。
こ
れ
は
、
甲
府
藩
の
特
定
の
家
臣
の
領
知
で
行

わ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鰍
沢
村
の
場
合
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）

と
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
の
間
に
検
地
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

同
じ
三
河
岸
の
一
つ
で
あ
る
青
柳
村
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
（
叢
書
第
六
集
『
青
柳

村　

仙
洞
田
貢
家
文
書
』
参
照
）。

3　
諏
訪
高
嶋
藩
廻
米
問
屋
契
約　
長
野
県
の
諏
訪
郡
を
領
有
す
る
諏
訪
藩
は
、
居
城
高

嶋
城
（
長
野
県
諏
訪
市
）
に
ち
な
ん
で
諏
訪
高
嶋
藩
あ
る
い
は
高
嶋
藩
と
も
呼
ば
れ
る
。
当

藩
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
諏
訪
頼
水
（
よ
り
み
ず
）
に
二
万
七
千
石
が
与
え
ら
れ
て

成
立
。
そ
の
後
、
大
坂
の
陣
の
功
績
に
よ
っ
て
五
千
石
の
加
増
で
三
万
二
千
石
、
さ
ら
に
二

代
あ
と
の
忠
晴
の
時
、
弟
二
人
に
千
石
宛
二
千
石
を
分
知
し
た
の
で
、
諏
訪
藩
は
以
後
三
万

石
の
大
名
と
し
て
明
治
維
新
に
至
る
。
藩
主
も
慶
長
六
年
以
後
、
諏
訪
氏
の
ま
ま
で
あ
る
。

雨
宮
家
文
書
中
の
由
緒
に
よ
れ
ば
、
古
く
か
ら
諏
訪
家
に
仕
え
て
お
り
、
諏
訪
家
が
諏
訪

か
ら
総
社
（
上
野
国
）
に
転
封
さ
れ
た
際
も
そ
れ
に
従
い
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
諏

訪
の
故
地
に
戻
っ
て
以
降
も
そ
の
関
係
は
続
い
た
の
だ
と
い
う
（
実
際
は
総
社
の
前
に
武
蔵

国
奈
良
梨
［
埼
玉
県
比
企
郡
］
に
移
っ
て
い
る
）。
一
方
、
諏
訪
藩
と
甲
斐
国
支
配
と
の
関

係
は
、
諏
訪
頼
水
は
大
坂
の
陣
の
際
甲
府
城
を
守
衛
し
、
し
ば
ら
く
間
が
あ
っ
て
、
徳
川
義

直
と
後
見
役
の
平
岩
親
義
が
尾
張
に
去
っ
た
後
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
か
ら
は
藩
主

諏
訪
頼
水
が
甲
府
城
代
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
下
で
、
諏
訪
藩
と
甲
斐
国
と
の
関
係
が
よ
り

親
密
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
慶
長
十
二
年
の
富
士
川
水
運
開
削
も
こ
の
期
間
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
、
陸
上
交
通
と
富
士
川
水
運
の
結
節
点
で
あ
る
鰍
沢
村
に
諏
訪
藩
廻
米
問
屋
を

定
め
、
そ
こ
に
諏
訪
藩
か
ら
の
年
貢
米
を
輸
送
し
、
問
屋
に
年
貢
米
（
そ
の
他
の
諸
物
資
も
）

の
廻
送
や
販
売
を
委
ね
る
こ
と
に
正
式
に
決
し
た
の
が
、
こ
の
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
で

あ
り
、「
甲
刁
（
寅
）
ゟ
毎
年
出
す
」、
す
な
わ
ち
、
翌
甲
寅=

延
宝
二
年
か
ら
毎
年
約
束
の

米
を
雨
宮
家
に
出
す=

鰍
沢
河
岸
の
諏
訪
問
屋
と
す
る
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

雨
宮
家
側
に
し
て
も
、
も
し
不
調
法
で
廻
米
問
屋
が
別
の
家
に
な
っ
て
も
、
こ
の
米
を
下
さ

れ
る
な
ら
御
蔵
屋
敷
の
提
供
を
続
け
る
と
ま
で
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
報
酬
が
四
斗

ほ
ど
の
米
で
、
後
の
廻
米
御
用
留
中
の
「
一
金
弐
分　

被
下
金
」
に
相
当
す
る
。
金
弐
分
は

一
両
の
半
分
で
あ
る
。
年
に
よ
っ
て
は
「
右
者
御
蔵
地
代
金
と
し
て
被
下
候
」
と
書
か
れ
る

の
で
、
こ
れ
は
諏
訪
問
屋
と
し
て
の
報
酬
に
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
規
模
は
、
元
禄

十
一
年
（
一
六
九
八
）
に
は
七
畝
二
十
九
歩
、
約
八
百
㎡
弱
で
か
な
り
の
広
さ
で
あ
る
（
史

料
12
）。
し
か
し
、
こ
れ
の
み
が
雨
宮
家
の
報
酬
で
は
な
く
、
数
百
俵
か
ら
数
千
俵
と
い
う

ま
と
ま
っ
た
量
の
米
を
扱
う
利
権
は
他
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
金
弐
分
と
い
う
の
は
、
幕

末
の
ス
ー
パ
ー
イ
ン
フ
レ
の
時
代
ま
で
続
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
雨
宮
家
と
諏
訪
藩
を

結
ぶ
紐
帯
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
諏
訪
藩
は
雨
宮
家
に
苗
字
帯
刀
を
許
し
、
二
人
扶

持
な
い
し
三
人
扶
持
の
待
遇
で
む
か
え
、
雨
宮
家
も
殿
様
の
入
国
や
傳
奏
な
ど
幕
府
の
役
職

就
任
に
あ
た
っ
て
は
時
に
は
五
百
両
と
い
う
金
を
用
意
し
、
或
い
は
用
立
て
先
を
紹
介
し
て

い
る
。
廻
米
御
用
で
や
っ
て
く
る
諏
訪
藩
の
役
人
に
は
宿
舎
を
提
供
し
て
も
い
る
。
こ
の
雨

宮
家
が
諏
訪
問
屋
と
し
て
近
世
を
通
じ
て
継
続
さ
れ
た
の
は
、
雨
宮
家
が
堅
実
に
諏
訪
問
屋

の
任
務
を
務
め
た
こ
と
と
と
も
に
、
諏
訪
藩
に
領
知
替
え
が
な
く
、
近
世
初
頭
以
来
、
同
一

の
藩
領
と
規
模
が
継
続
さ
れ
た
点
も
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
御
用
留
に
よ
れ
ば
、

ご
く
短
期
間
（
明
和
二
酉
年
～
六
丑
年
）、
上
諏
訪
城
下
の
商
人
布
屋
伊
右
衛
門
が
廻
米
役

の
一
部
を
請
負
っ
た
様
で
あ
る
が
、
す
ぐ
に
雨
宮
家
に
戻
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

契
約
を
担
当
し
た
今
井
又
右
衛
門
は
、
当
時
諏
訪
藩
の
勝
手
方
役
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
手
元
に
あ
る
情
報
で
は
、「
東
筋
御
代
官
」
の
書
上
の
中
に
、
元
禄
五
年
（
一
六

九
二
）
十
月
か
ら
同
八
年
ま
で
「
御
賄
御
目
付
ニ
而
加
役
」
と
あ
り
、
同
一
人
の
可
能
性
が
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諏
訪
伊
勢
守
様
江
戸
廻
米
之
儀
、
当
河
岸
迄
信
州
馬
ニ
而
附
送
り
候
哉
之
旨
、
御
尋
御
座
候

ニ
付
奉
申
上
候
、
不
残
信
州
中
馬
ニ
而
附
送
来
り
候
儀
、
相
違
無
御
座
候
、
依
之
此
段
書
付

を
以
奉
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　

酉
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
訪
伊
勢
守
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋　

与
市
左
衛
門

　
　

市
川

　
　
　

御
役
所

前
書
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

弥
市
右
衛
門

こ
れ
ら
の
荷
物
は
、「
諏
訪
ゟ
請
取
、
岩
渕
江
払
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
岩
渕
河
岸
（
静

岡
県
富
士
市
）
ま
で
川
を
下
っ
て
輸
送
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
輸
送
品
目
は
、
米
・

蕎
麦
・
大
豆
に
大
別
さ
れ
、
米
は
さ
ら
に
並
米
・
長
米
・
餅
米
や
御
膳
米
な
ど
に
分
類
さ
れ

て
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
俵
数
を
み
る
と
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の
場

合
、
御
膳
米
六
俵
に
対
し
御
長
米
五
六
俵
、
明
和
七
年
で
は
御
米
三
千
八
十
俵
の
内
御
膳
米

九
俵
・
御
餅
米
四
十
俵
と
な
っ
て
い
る
。
一
俵
が
ど
の
く
ら
い
で
あ
る
か
明
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、
仮
に
四
斗
と
し
て
、
九
俵
で
も
三
石
六
斗
で
あ
る
。
一
石
が
一
人
一
年
間
に
米
を
食

べ
る
量
と
も
い
わ
れ
る
の
で
、
御
膳
米
は
江
戸
で
の
藩
主
及
び
家
族
の
食
用
米
の
可
能
性
を

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
餅
米
や
蕎
麦
も
祝
祭
日
の
食
用
と
す
れ
ば
、
市
場
に
出
す
ほ
ど
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
御
米
三
千
八
十
俵
の
す
べ
て
と
は
い
わ
な
い
が
、
か

な
り
の
部
分
が
江
戸
詰
め
の
藩
士
の
食
用
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

並
米
と
さ
れ
た
分
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
江
戸
で
の
食
生
活
は
、
市
中
で
購
入
す
れ
ば
、
国
元

か
ら
わ
ざ
わ
ざ
送
ら
な
く
て
も
充
足
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
百
万
都
市
江
戸
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
史
料
を
め
く
っ
て
ゆ
く
と
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
以
降
、「
御
家
中
様
方

御
分
」
と
し
て
主
に
蕎
麦
と
大
豆
が
川
下
げ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
当
初

諏
訪
藩
家
臣
も
江
戸
廻
米
に
よ
っ
て
利
益
を
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
も
考
え
た
が
、

多
く
て
も
三
十
俵
前
後
の
蕎
麦
や
大
豆
を
江
戸
に
送
る
意
味
は
、
や
は
り
江
戸
藩
邸
の
家
臣

の
食
用
の
意
味
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
蕎
麦
三
一

俵
・
大
豆
二
六
俵
、
宝
暦
八
年
蕎
麦
三
二
俵
・
大
豆
二
五
俵
、
宝
暦
九
年
蕎
麦
三
一
俵
・
大

豆
二
四
俵
、
宝
暦
十
年
蕎
麦
二
九
俵
・
大
豆
二
三
俵
と
並
べ
て
み
る
と
、
年
貢
高
や
収
穫
量

の
変
動
よ
り
は
江
戸
藩
邸
の
需
要
を
考
慮
し
た
量
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
明
和
年
間
の
変
動
は
大
き
い
。
江
戸
で
購
入
し
た
方
が
手
頃
な
の
か
、
輸
送

料
を
考
慮
し
て
も
国
元
か
ら
送
っ
た
方
が
割
安
な
の
か
、
あ
る
い
は
故
郷
の
味
が
求
め
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
大
豆
に
つ
い
て
は
、
黒
大
豆
と
白
大
豆
に
分
け
て
い
る
場
合
が
あ

る
。こ

れ
ら
は
大
豆
・
蕎
麦
も
含
め
て
「
御
廻
米
」
と
表
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
富
士
川
水

運
に
関
す
る
研
究
史
で
は
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
以
来
甲
斐
国
は
一
国
幕
領
と
な
り
、

後
に
一
部
が
御
三
卿
料
に
な
っ
た
に
し
て
も
、
輸
送
先
は
浅
草
の
御
蔵
で
、
廻
米
は
市
場
で

の
販
売
が
当
た
り
前
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
諏
訪
藩
の
こ
の
記
録
で
は
、
江
戸
の

藩
邸
で
の
食
用
の
要
素
を
考
え
て
お
く
必
要
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
今
後
は
、
江
戸
・
鰍
沢
・

甲
府
な
ど
の
米
相
場
の
記
録
を
比
較
し
つ
つ
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
荷
物
に
か
か
る
運
賃
が
表
示
さ
れ
る
。
舟
一
艘
三
十
俵
積
と
し
て
舟
数

が
示
さ
れ
、
こ
れ
に
舟
一
艘
に
つ
き
運
賃
「
金
三
分
と
銀
二
匁
一
分
九
厘
六
毛
」（
年
に
よ

り
若
干
の
変
動
あ
り
、【
表
1

－

2
】
は
別
基
準
で
表
記
）
を
掛
け
て
、
金
何
両
何
分
と
銀

何
匁
何
分
何
厘
何
毛
ま
で
計
算
さ
れ
る
。
銀
は
脇
に
銭
表
示
さ
れ
、
番
賃
な
ど
の
銭
表
示
と

合
計
し
て
、
最
終
的
な
費
用
が
表
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
金
額
の
所
に
割
り
印
が
押
さ
れ
、

こ
の
冊
子
が
重
要
な
記
録
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
最
後
が
番
賃
（
一
俵
あ
た
り
鐚
一
文
）
で
、

後
に
世
話
料
が
加
わ
る
。

こ
れ
ら
を
合
計
し
、
以
上
相
違
な
い
こ
と
、
若
し
間
違
い
の
あ
る
場
合
は
直
ち
に
仕
直
す

こ
と
を
記
し
、「
鰍
沢
河
岸
問
屋　

雨
宮
与
市
左
衛
門
」（
後
に
代
替
わ
り
し
て
雨
宮
十
郎
右

衛
門
）
か
ら
諏
訪
藩
の
勝
手
方
の
役
人
に
宛
て
提
出
す
る
形
式
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
雨
宮

姓
を
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
の
す
べ
て
を
表
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、【
表
1

－

1
】・【
表
1

－

2
】
に
主
要
部
分
を
示
し
た
。
表
を
別
に
し
た
理
由
は
、
御
用
留
の
表
記
の
相
違
い
に
よ
る
。

こ
の
表
は
、
諏
訪
藩
に
お
け
る
廻
米
の
大
雑
把
な
傾
向
を
示
す
た
め
、
細
部
を
省
略
し
た
場

合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
俵
数
は
そ
の
年
度
の
米
以
外
の
蕎
麦
や
大
豆
を
含
ん
だ
総
数
を
示
し
、

内
わ
け
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
来
船
数
の
隣
に
運
賃
合
計
の
欄
を
設
け
る
べ
き
で
あ

る
が
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。
年
度
は
筆
者
の
勝
手
な
判
断
で
、
九
月
か
ら
翌
年
の
八
月
迄

を
同
一
年
度
と
し
て
合
計
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
関
係
す
る
役
人
が
年
を
ま
た
い
で
い
る

の
で
、
通
常
よ
り
も
多
人
数
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、【
表
1

－

1
】
の
右
端
に
表
示
し
た

鰍
沢
で
の
諏
訪
藩
米
の
換
金
額
は
、
金
高
表
示
の
み
で
、
銀
表
示
の
部
分
を
省
略
し
て
い
る
。

史
料
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
表
に
入
っ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
他
、
拝
借
米
、
廻
米
以
外

の
板
や
丸
太
の
費
用
、
雑
用
で
あ
る
。

拝
借
米
に
つ
い
て
は
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
十
二
月
か
ら
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）

二
月
迄
は
必
ず
し
も
連
年
で
は
な
い
が
百
俵
か
ら
百
五
十
俵
分
の
代
金
を
返
済
、
宝
暦
八
年

で
は
、
信
州
高
遠
（
長
野
県
伊
那
市
高
遠
町
）
で
は
、「
カ
ジ
カ
ザ
ワ
（
鰍
沢
）
が
遠
い
」

と
い
う
の
は
塩
味
が
薄
い
こ
と
を
い
う
表
現
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
信
州
塩
尻
（
長
野
県

塩
尻
市
）
周
辺
で
は
塩
を
購
入
す
る
の
に
、「
鰍
沢
を
下
さ
い
」
と
い
う
と
の
こ
と
で
あ
る
（
保

坂
儀
造
『
鰍
沢
の
今
昔
繁
盛
記
』
一
九
八
六
年
）。

廻
米
御
用
留
の
内
容　
こ
の
御
用
留
の
内
容
は
、
年
代
に
よ
り
若
干
異
な
る
が
、
廻
米
は
、

「
諏
方
御
米
目
録
之
事
」
と
い
う
題
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
輸
送
物
資
は
何
俵
と
俵
で
表

示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
中
馬
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
何
駄
と
い
う
言
葉
も
、

中
馬
と
い
う
言
葉
も
出
て
こ
な
い
。
明
治
三
年
の
後
の
覚
書
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
一
か
所
「
仲

馬
共
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
中
馬
に
つ
い
て
は
、
諏
訪
問
屋
に
関
し
て
原
田
公
房
家

（
西
酒
屋
）
に
次
の
よ
う
な
文
書
が
あ
り
（
新
『
鰍
沢
町
誌　

資
料
編
』
１８９
ペ
ー
ジ
）、
諏
訪

藩
の
年
貢
米
が
信
州
の
中
馬
に
よ
っ
て
鰍
沢
河
岸
に
輸
送
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候�

（
鰍
沢　

原
田
公
房
家
文
書
）

拡
大
図

宿　場

城下町

◉河岸場
○ 宿　場
■ 代官所

甲府

大津

韮崎

荊沢

青柳
鰍沢

黒沢

市川

石和

駿

　信

　
　往

　
　

 

還

甲
　 州
　 　 道
　 　 　 中

駿
州 　

往　　
還　　　

釡

無

川

笛
吹

川

荒

川

富
士
川

［図］甲斐・信濃の交通路　増田廣實『商品流通と駄賃稼ぎ』（2005年）図 4 ・図 5 を加筆合成

＊�

山
梨
県
立
博
物
館
企
画
展
図
録
『
富
士

川
水
運
の
３
０
０
年
』（
10
ペ
ー
ジ
）

で
は
、
鰍
沢
─
河
原
部
（
韮
崎
）
間
の

道
を
「
駿
州
往
還
」
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
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表 1 - 1　諏訪高嶋藩廻米経費　　　寛延元年（1748）～天明 4 年（1784）　  御用留①②合表� 　　＊俵数などの数値は（「 1 艘当り運賃」・「被下金」以外）、表作成者がそのまま合計した。
番号 年代（西暦） ＊俵数 運賃（金・銀）1 艘30俵積 船数（艘） 番賃（文） 金合計 銭合計 被下金 諏訪因幡守内　廻米担当者 鰍沢換金分

1 寛延元（1748） 338俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 11艘 2 分 6 厘 6 毛 350文 8 両 2 分 1867文 金 ２ 分 田中嘉左衛門 雨宮喜兵衛 ─ ─ ─ 4 回米1800俵、金682両

2 寛延 2 （1749） 2238俵 永786文 6 分 75艘 1 分 9 厘 3 毛 2266文 58両 3 分 2026文 金 ２ 分 田中嘉左衛門 伊東舛右衛門 田中府右衛門 金子重右衛門 ─ 米 3 回1100俵･大豆 1 回40俵、金442両

3 寛延 3（1750） 3090俵 永786文 6 分 102艘 9 分 9 厘 9 毛 3214文 81両 0 分 3309文 金 ２ 分 山岡林左衛門 土橋善助 濱伊兵衛 雨宮喜兵衛 ─ 米 1 回500俵・大豆 1 回60俵、金189両 1 分

4 寛延 4（1751） 3694俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 123艘 1 分 3 厘 3 毛 3842文 97両 1 分 2285文 金 ２ 分 藤森友右衛門 原甚平 笠原八左衛門 ─ ─ 2 回米1200俵、金383両 1 分

5 宝暦 2（1752） 3622俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 120艘 7 分 3 厘 2 毛 3770文 95両 3 分 603文 金 ２ 分 岩波市郞右衛門 ─ ─ ─ ─ 3 回米1900俵、金476両 2 分

6 宝暦 3（1753） 3054俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 101艘 8 分 0 厘 0 毛 3178文 80両 1 分 2389文 金 ２ 分 山岡林左衛門 小平音右衛門 伊藤七兵衛 ─ ─ 2 回米750俵、金211両 2 分

7 宝暦 4（1754） 2960俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 98艘 6 分 6 厘 7 毛 3080文 77両 3 分 2490文 金 ２ 分 太田善五左衛門 土田庄右衛門 ─ ─ ─ 2 回米300俵、金116両 1 分

8 宝暦 5（1755） 3588俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 119艘 6 分 0 厘 0 毛 3732文 94両 1 分 3024文 金 ２ 分 土橋善助 濱茂右衛門 牛山善五右衛門 高木祖左衛門 小松由右衛門 ─

9 宝暦 6（1756） 4100俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 126艘 6 分 5 厘 0 毛 4268文 108両 1 分 1456文 金 ２ 分 瀧澤茂右衛門 永田仙左衛門 牛山与一右衛門 ─ ─ 2 回米500俵、金183両

10 宝暦 7（1757） 4108俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 136艘 9 分 3 厘 3 毛 4276文 108両 2 分 2040文 金 ２ 分 原甚平 遠山嘉藤次 宮澤忠兵衛 ─ ─ 2 回米200俵、金81両

11 宝暦 8（1758） 3411俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 122艘 7 分 0 厘 0 毛 3826文 97両 0 分 1856文 金 ２ 分 藤森友右衛門 白鳥嘉左衛門 笠原八左衛門 ─ ─ 2 回米300俵、金121両

12 宝暦 9（1759） 3244俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 6 厘 6 毛 108艘 1 分 2 厘 9 毛 3376文 85両 2 分 1570文 金 ２ 分 原弥兵衛 矢嶋孫右衛門 土田六左衛門 ─ ─ 3 回米800俵、金238両

13 宝暦10（1760） 3694俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 6 厘 6 毛 123艘 1 分 3 厘 2 毛 3842文 97両 2 分 1350文 金 ２ 分 小平音右衛門 伊藤新兵衛 岩波一郞右衛門 ─ ─ 2 回米800俵、金155両余

14 宝暦11（1761） 3744俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 124艘 7 分 9 厘 9 毛 3896文 98両 3 分 1556文 金 ２ 分 藤森友右衛門 花岡善左衛門 土田庄右衛門 ─ ─ 2 回米800俵、金156両

15 宝暦12（1762） 3650俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 △125艘 0 分 6 厘 3 毛 3924文 99両 0 分 1471文 金 ２ 分 原甚平 上原森次郎 牛山善五右衛門 ─ ─ 1 回米100俵、金26両 1 分

16 宝暦13（1763） 4328俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 144艘 2 分 6 厘 3 毛 4504文 114両 1 分 1560文 金 ２ 分 太田善五左衛門 花岡善左衛門 牛山与市左衛門 ─ ─ 3 回米490俵、金156両 3 分

17 明和元（1764） 3714俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 △117艘 1 分 3 厘 0 毛 3654文 92両 3 分 1261文 金 ２ 分 太田作兵衛 伊東冨右衛門 宮澤忠兵衛 河西波右衛門 ─ ─

18 明和 2（1765） 636俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 21艘 1 分 9 厘 6 毛 660文 16両 2 分 1330文 金 ２ 分 藤森友右衛門 江上清兵衛 ─ ─ ─ 2 回米300俵、金104両 3 分

19 明和 3（1766） 272俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 8 艘 8 分 6 厘 6 毛 280文 6 両 3 分 1732文 金 ２ 分 尾澤十兵衛 藤森金右衛門 ─ ─ ─ ─

20 明和 4（1767） 220俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 7 艘 3 分 3 厘 3 毛 224文 5 両 3 分 590文 金 ２ 分 濱茂右衛門 田中小右衛門 ─ ─ ─ ─

21 明和 5（1768） 210俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 6 艘 9 分 9 厘 9 毛 214文 5 両 1 分 1210文 金 ２ 分 濱幸助 小松清吉 ─ ─ ─ ─

22 明和 6（1769） 230俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 7 艘 6 分 6 厘 6 毛 238文 5 両 3 分 1400文 金 ２ 分 濱茂右衛門 原猪右衛門 ─ ─ ─ ─

23 明和 7（1770 ） 3668俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 122艘 2 分 6 厘 6 毛 3816文 94両 1 分 1146文 金 ２ 分 土橋弥右衛門 金子又七 土田六左衛門 ─ ─ ─

24 明和 8（1771 ） 4342俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 131艘 3 分 9 厘 9 毛 4088文 100両 3 分 1882文 金 ２ 分 藤森金右衛門 原猪右衛門 金井友右衛門 岩波市郎右衛門 ─ 1 回米400俵、金135両 2 分

25 明和 9（1772 ） 3768俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 125艘 6 分 0 厘 0 毛 3920文 96両 1 分 2053文 金 ２ 分 太田善五左衛門 赤沼惣兵衛 ─ ─ ─ ─

26 安永 2（1773） 3840俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 127艘 9 分 9 厘 9 毛 3992文 98両 2 分 1409文 金 ２ 分 笠原仁右衛門 尾澤治左衛門 藤森金右衛門 土田庄右衛門 ─ ─

27 安永 3（1774） 3744俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 △224艘 7 分 9 厘 9 毛 3892文 95両 3 分 1588文 金 ２ 分 太田善五左衛門 小松惣八 牛山善五右衛門 ─ ─ ─

28 安永 4（1775） 100俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 3 艘 3 分 3 厘 3 毛 100文 2 両 2 分 546文 金 ２ 分 濱茂右衛門 金子十右衛門 ─ ─ ─ ─

29 安永 5（1776） 3604俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 120艘 1 分 3 厘 3 毛 3748文 92両 0 分 2001文 金 ２ 分 金子又七 神沢久弥 牛山五郎兵衛 ─ ─ ─

30 安永 6（1777） 3874俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 129艘 1 分 3 厘 3 毛 4030文 99両 0 分 1824文 金 ２ 分 川清元左衛門 湯田織右衛門 宮澤忠兵衛 ─ ─ ─

31 安永 7（1778） 3885俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 129艘 4 分 9 厘 9 毛 4041文 99両 1 分 1954文 金 ２ 分 金子勝右衛門 藤森悦左衛門 笠原仁右衛門 ─ ─ ─

32 安永 8（1779） 3845俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 128艘 1 分 6 厘 6 毛 4003文 98両 1 分 1794文 金 ２ 分 華岡善左衛門 宮下嘉源太 土田六左衛門 ─ ─ 2 回米2300俵、金323両

33 安永 9（1780） 3956俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 131艘 8 分 6 厘 7 毛 4116文 101両 0 分 2149文 金 ２ 分 川清元左衛門 浦野八十右衛門 土田要八 ─ ─ 1 回米500俵、金153両 3 分

34 天明元（1781） 3840俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 127艘 9 分 9 厘 9 毛 3988文 98両 1 分 780文 金 ２ 分 金子勝右衛門 小池吉平 岩波市郞右衛門 ─ ─ 1 回米500俵、金152両 3 分

35 天明 2（1782） 3626俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 △130艘 8 分 6 厘 6 毛 3770文 92両 3 分 1071文 金 ２ 分 川清元左衛門 伊藤文七 牛山善五右衛門 ─ ─ 1 回米220俵、金88両 ３ 分

36 天明 3（1783） 348俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 11艘 6 分 0 厘 3 毛 360文 8 両 3 分 1064文 金 ２ 分 華岡善左衛門 浦野八十右衛門 ─ ─ ─ ─

37 天明 4（1784） 450俵 金 3 分銀 2 匁 1 分 9 厘 6 毛 15艘 0 分 0 厘 0 毛 466文 11両 2 分 203文 金 ２ 分 原猪右衛門 小口儀右衛門 ─ ─ ─ ─

＊�該当年は 9 月から翌年の 8 月迄を同一の年度として計算した。 １ 艘あたり運賃は宝暦 9 年と10年のみ金 3 分銀 2 匁 1 分 6 厘 6 毛。番賃は
　△は俵数に比べて数値に疑問がある場合。位取りを揃えるため ０ を多用した場合がある。

史料上は九六銭が適用されているが作表者の合計は単純合計。─は記載無し。換金額は金価格迄、銀表示は捨象した。
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る
。
必
ず
し
も
お
目
附
衆
で
は
な
く
勝
手
方
の
役
人
も
、
こ
う
し

た
相
場
に
は
注
意
を
払
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
一
例
の
み
で
あ

る
が
、
宝
暦
六
年
八
月
四
日
付
で
甲
府
近
郊
の
大
津
村
（
甲
府
市

大
津
町
、
笛
吹
川
に
面
し
荒
川
と
の
合
流
点
）
か
ら
、
笛
吹
川
を

利
用
し
て
で
あ
ろ
う
、「
諏
方
御
米
四
百
俵
江
戸
廻
り
、
大
津
村

ゟ
鰍
沢
迄
舟
賃
」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
ん
甲
府
で
の
換

金
を
目
指
し
た
米
が
、
江
戸
廻
米
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

鰍
沢
へ
の
米
輸
送
は
中
馬
の
み
で
は
な
く
、
甲
府
経
由
の
舟
運
の

存
在
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
同
日
付
で
米
二
百

俵
を
鰍
沢
で
換
金
す
る
と
こ
ろ
、
急
遽
江
戸
廻
し
に
な
っ
た
た
め
、

「
甲
府
御
払
直
段
」
で
対
応
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
藩
の

事
情
や
甲
府
・
鰍
沢
・
江
戸
相
場
の
動
向
を
勘
案
し
た
結
果
で
あ

ろ
う
。
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、

二
週
間
ほ
ど
、
土
橋
佐
左
衛
門
ら
上
下
三
名
が
「
甲
府
へ
大
豆
御

払
御
越
被
成
、
当
所
御
滞
留
」
と
あ
っ
て
、
甲
府
で
の
換
金
の
際

も
、
鰍
沢
の
諏
訪
問
屋
に
滞
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
経
済
的
動
向
だ
け
で
な
く
、
こ
の
御
用
留
に
は
諏
訪

藩
の
鰍
沢
廻
米
御
蔵
（
藁
葺
）
の
土
蔵
立
替
願
な
ど
の
記
録
も
あ

り
、
一
紙
文
書
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
雨
宮
家
の
近
世
中
期

の
動
向
を
知
る
手
掛
か
り
に
も
な
っ
て
い
る
。

な
お
、「
一
金
弐
分　

被
下
金
」
に
つ
い
て
は
、
3
諏
訪
高
嶋

藩
廻
米
問
屋
契
約
で
述
べ
た
の
で
省
略
す
る
。

諏
訪
藩
御
用
留
①
の
末
尾
に
は
、「
往
古
御
運
賃
之
覚
」
と
し

て
、
川
下
げ
費
用
の
各
区
間
に
お
け
る
運
賃
の
メ
モ
が
あ
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
米
三
俵
宛
、
寛
永
拾
年

～
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
ま
で
は
金
弐
分
、
正
保
三
年
～
万
治

三
年
（
一
六
六
〇
）
は
金
一
分
二
朱
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）

は
金
二
分
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
時
代
が
不
明
な
の
は
残
念

で
あ
る
が
、
岩
渕
─
蒲
原
間
は
三
俵
附
で
六
八
文
、
蒲
原
─
清
水

間
の
運
賃
は
米
百
俵
に
対
し
て
永
四
一
六
文
、
損
賃･

番
賃
で
鐚

二
文
、
清
水
─
江
戸
浅
草
間
の
運
賃
は
米
百
俵
で
金
一
両
三
分
と

永
百
文
、
番
賃
は
少
し
高
く
て
米
一
俵
に
八
文
の
番
賃
で
あ
る
。

表 1 - 2　諏訪高嶋藩廻米経費　　弘化 4 年（1847）～明治 ３ 年（1870）　御用留③　� ＊は表作成者が史料の数字を合計したもの。—は記載のないもの。

番号 年代 米俵数 運賃（永文）�
1 艘30俵積 船数 運賃永 金換算 文 番賃（文） 世話料 金合計 合計銭 御蔵地代金�

（被下金） 諏訪因幡守内　担当者

1 弘化 ４（1847） 516俵 615文 17艘 2 分 0 厘 0 毛 10貫578文 10両 2 分 468文 518文 1 貫072文 10両 2 分 2 貫058文 金 ２ 分 金子小三郎 片倉勘四郎 ─

2 嘉永元（1848） 516俵 615文 17艘 2 分 0 厘 0 毛 10貫578文 10両 2 分 468文 518文 1 貫115文 10両 2 分 2 貫058文 金 ２ 分 ─ ─ ─

3 嘉永 ２（1849） 518俵 ─ 17艘 2 分 6 厘 6 毛 10貫578文 10両 2 分 468 518文 1 貫112文 10両 2 分 2 貫058文 金 ２ 分 ─ ─ ─

4 嘉永 3（1850） 526俵 615文 17艘 5 分 3 厘 0 毛 10貫783文 10両 2 分 1698 546文 1 貫092文 10両 2 分 3 貫336文 金 ２ 分 ─ ─ ─

5 嘉永 4（1851） 586俵 ─ 19艘 5 分 3 厘 3 毛 12貫012文85 12両 2 分 711文 606文 1 貫516文 10両 2 分 2 貫531文 金 ２ 分 ─ ─ ─

6 嘉永 5（1852） 566俵 ─ 18艘 8 分 6 厘 6 毛 11貫60297文 11両 2 分 617文83 586文 1 貫156文 11両 2 分 2 貫659文 金 ２ 分 ─ ─ ─

7 嘉永 6（1853） 1000俵 615文 33艘 3 分 3 厘 3 毛 20貫498文 6 20両 1 分 2 朱 341文 6 １ 貫080文 2 貫080文 ─ ─ 金 ２ 分 伊藤半之丈 金子文吾 ─

8 嘉永 ７（1854） 1156俵 615文 35艘 1 分 0 厘 0 毛 23貫769文 23両 3 分 114文 ─ ─ 51両 3 分 914文 金 ２ 分 ─ ─ ─

9 安政 ２（1855） 1064俵 ─ 35艘 4 分 6 厘 6 毛 24貫649文 24両 ２ 分 894文 1 貫084文 2 貫216文 24両 3 分 4 貫194文 金 ２ 分 関新之進 百々瀬半太夫 伊藤半六

10 安政 ３（1856） 2068俵 695文 68艘 9 分 3 厘 3 毛 47貫906文35 47両 3 分 938文 1 2 貫108文 4 貫308文 47両 3 分 7 貫354文 1 金 ２ 分 矢嶋六兵衛 中村厨右衛門 伊藤半六

11 安政 ４（1857） 1074俵 695文 35艘 7 分 0 厘 0 毛 24貫973文43 24両 3 分 2 朱 590文61 1 貫118文 2 貫266文 24両 3 分 2 朱 3 貫943文61 金 ２ 分 土田三平 五味祐七 宮下八郎右衛門

12 安政 ５（1858） 1074俵 ─ 35艘 8 分 0 厘 0 毛 24貫973文43 24両 3 分 2 朱 590文61 2 貫236文 1 貫118文 24両 1 分 2 朱 3 貫943文61 金 ２ 分 細川清兵衛 武井圓之助 ─

13 安政 ６（1859） 2075俵 695文 35艘 8 分 3 厘 3 毛 48貫070文37 48両 422文22 2 貫155文 4 貫314文 48両 6 貫891文 金 ２ 分 牛山善五左衛門 小口新兵衛 百々瀬安七郎

14 万延元（1860） 2082俵 695文 69艘 4 分 0 厘 0 毛 48貫231文 48両 1 貫398文 2 貫156文 4 貫336文 48両 7 貫890文 金 ２ 分 笠原才左衛門 武井圓之助 伊藤小一郎

15 文久元（1861） 2098俵 695文 69艘 9 分 3 厘 3 毛 48貫593文435 48両 2 分 103文349 2 貫182文 4 貫368文 49両 2 分 2 朱 222文 金 ２ 分 牛山源治郎 ─ ─

16 文久 ２（1862） 2074俵 695文 69艘 1 分 3 厘 ３ 毛 48貫037文639 48両 292文 4 貫320文 2 貫158文 49両 1 朱 80文 金 ２ 分 関新之進 ─ ─

17 文久 ３（1863） 2084俵 695文 69艘 4 分 6 厘 6 毛 6 糸 48貫278287文 48両 876文 4 貫340文 2 貫168文 49両 1 分 1 朱 ４ 文 金 ２ 分 土田三平 細川清兵衛 関初右衛門

18 元治元（1864） 2544俵 ＊695文 84艘 8 分 0 厘 0 毛 58貫936文 ＊58両 3 分 ＊186文 5 貫600文 2 貫648文 60両 3 朱 60文 ─ 五味与惣右衛門 百々瀬保七郎 ─

19 慶応元（1865） 1000俵 695文 33艘 3 分 3 厘 3 毛 3 ＊23貫166文645 ＊23両 1 朱 ＊651文 2 貫080文 2 貫040文 23両 2 分 2 朱 235文 ─ 伊藤半六 関初右衛門 ─

20 慶応 ２（1866） 2544俵 ─ 84艘 8 分 0 厘 0 毛 17貫638文 4 分 59両 3 分 423文 2 貫648文 5 貫295文 ─ ─ ─ 笠原才左衛門�
小池太右衛門

武井圓之助�
柳沢源之丞

今井忠作�
百々瀬保七郎

21 慶應 ３（1867） 4334俵 ─ 144艘 4 分 6 厘 6 毛 6 100貫404文148 100両 1 分 2 朱 770文348 ─ ─ ─ ─ ─ 関新之丞 宮沢忠兵衛 ─

22 明治 ３（1870） 1855俵 ─ ─ ─ 339両 1 分 3 朱�
72文 ― 2 両 2 分 3 朱�

429文
５ 両 3 朱�
140文 ─ ─ ─ ─ ─ ─

・18元治元年分のうち翌年 2 月に伊豆長靏（長津呂か）で580俵破船。/明治 ３ 年は横浜買入米川上げの費用か。/位取りを揃えるため ０ を多 用した場合がある。

（
一
七
五
八
）
十
二
月
か
ら
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
十
二
月
迄
は
、

ほ
ぼ
連
年
で
毎
年
二
十
俵
分
の
代
金
を
上
納
し
て
い
る
。
こ
の
時

代
の
雨
宮
家
の
一
紙
文
書
は
存
在
し
な
い
の
で
、
拝
借
金
の
理
由

は
推
定
す
る
し
か
な
い
が
、
雨
宮
家
は
後
に
、
安
政
地
震
に
対
す

る
御
蔵
の
再
建
費
用
な
ど
の
借
用
を
十
年
賦
で
願
い
出
て
い
る
の

で
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
拝
借

の
金
額
で
は
な
く
、
区
切
り
の
良
い
俵
数
を
基
準
に
返
却
す
る
よ

う
に
見
え
る
。

廻
米
以
外
の
板
や
丸
太
に
つ
い
て
は
、
二
例
あ
る
。
寛
延
三
年

（
一
七
五
〇
）
十
一
月
の
屋
根
板
百
固
（
個
）
は
、「
本
馬
弐
拾
駄
、

壱
駄
ニ
付
五
固
附
」
と
珍
し
く
陸
上
輸
送
の
様
子
が
記
録
さ
れ
、

番
賃
も
「
壱
固
ニ
付
鐚
壱
文
宛
」
で
銭
百
四
文
と
九
六
銭
で
計
算

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
木
材
の
種
類
が
わ
か
ら
な
い
の
が

残
念
で
あ
る
が
、「
板
御
荷
物
当
河
岸
ゟ
駿
州
岩
渕
河
岸
迄
川
下

御
運
賃
并
番
賃
」
と
あ
っ
て
、
信
州
産
の
板
材
の
出
荷
が
わ
か
る

記
録
で
あ
る
。
担
当
は
廻
米
と
同
じ
人
物
で
あ
る
。
も
う
一
例
は

翌
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
十
月
、
廻
米
積
台
木
と
し
て
松
丸
太

長
二
間
（
約
三
・
六
三
メ
ー
ト
ル
）・
末
口
四
寸
（
約
十
二
セ
ン
チ
）

百
本
の
購
入
の
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
は
鰍
沢
の
諏
訪
藩
廻
米
御
蔵

で
使
用
す
る
も
の
を
藩
の
費
用
で
購
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
代

金
は
一
両
三
分
で
、
現
地
調
達
で
あ
ろ
う
。

雑
用
は
、
廻
米
の
た
め
鰍
沢
に
出
張
す
る
藩
士
の
費
用
を
雨
宮

家
が
賄
っ
た
分
の
支
払
い
で
あ
る
。
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
か

ら
記
載
が
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
任
務
は
廻
米
御
用
で
は
あ
る
が
、

鰍
沢
で
の
藩
米
の
換
金
に
も
目
を
光
ら
せ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
四
月
の
諏
訪
御
蔵
米
二
百
俵

の
換
金
七
十
七
両
二
分
余
の
記
録
の
後
に
、
鰍
沢
の
仲
買
と
思
わ

れ
る
「
惣
仲
買
衆
中
」・「
仲
買
衆
中
」
に
宛
て
た
与
一
左
衛
門
の

三
パ
タ
ー
ン
の
書
類
雛
型
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

に
は
、「
御
目
附
衆
御
越
、
直
段
相
立
候
様
被
仰
付
候
」
と
あ
っ

て
、
鰍
沢
村
で
の
換
金
の
相
場
に
睨
み
を
利
か
す
諏
訪
藩
の
御
目

附
衆
と
、
相
場
を
左
右
す
る
仲
買
衆
と
の
緊
張
関
係
が
う
か
が
え
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が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
定
の
相
場
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
個
々
の
相
違
や
偏

差
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

3�

中
野
氏
は
、
鰍
沢
に
つ
い
て
、「
松
本
藩
に
と
っ
て
鰍
沢
河
岸
は
、
富
士
川
水
運
に
お
け

る
通
過
点
で
は
な
く
、
米
を
換
金
す
る
た
め
の
市
場
で
あ
り
、
い
わ
ば
終
着
点
と
い
う
位

置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
し
、「
鰍
沢
は
そ
の
背
後
に
大
規
模
な
消
費
地
を
持
た

な
い
た
め
、
米
の
多
く
は
や
は
り
富
士
川
水
運
を
介
し
て
岩
渕
へ
運
ば
れ
、
さ
ら
に
江
戸

や
大
坂
に
運
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
。」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
掲
中
野
論
文
と
は

別
に
翻
刻
さ
れ
た
「
松
本
御
米
仕
切
帳
」（
山
梨
県
立
博
物
館　

調
査
・
研
究
報
告
16
、

二
〇
二
三
年
）
に
は
、
富
士
川
川
下
げ
の
俵
数
に
比
べ
て
、
鰍
沢
で
換
金
さ
れ
る
俵
数
の

方
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
の
発
言
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
松
本
藩
の
年
貢
米
が
わ
ざ
わ
ざ
鰍
沢
ま
で
輸
送
さ
れ
、
こ
こ
で
売
買
・
換

金
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
中
野
氏
は
換
金
さ
れ
た
後
の
米
の
大
部
分
は
、
富
士
川

水
運
に
よ
っ
て
岩
淵
に
輸
送
さ
れ
、
江
戸
・
大
坂
方
面
に
輸
送
さ
れ
た
、
と
結
論
付
け
て
い

る
。
諏
訪
の
城
下
や
韮
崎
、
甲
府
で
は
い
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
何
百
両
、

さ
ら
に
千
両
を
越
え
る
金
額
で
あ
る
。
こ
の
点
は
雨
宮
家
の
諏
訪
藩
御
用
留
中
に
も
同
様
の

米
の
売
買
と
藩
へ
の
売
上
げ
金
上
納
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（【
表
1

－
1
】
の
右
端
に
表
示
）。

こ
れ
に
対
す
る
回
答
を
筆
者
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
周
辺
に
「
大
規
模
な
消
費
地

の
な
い
鰍
沢
」
で
年
貢
米
を
換
金
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

雨
宮
家
文
書
中
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
に
は
、
隣
接
す
る
天
神
中
条
村
の
穀
物
商
い
渡
世

の
源
七
が
、
雨
宮
与
一
左
衛
門
か
ら
諏
訪
の
米
五
百
俵
を
購
入
し
、
年
来
米
取
引
を
行
っ
て

い
る
岩
渕
村
の
花
田
幸
八
（
明
治
四
年
〔
一
八
七
一
〕
に
は
岩
渕
村
組
頭
）
へ
輸
送
す
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
史
料
43
番
）。
ま
た
、
そ
の
前
年
に
は
、
米
千
五
百
俵
を
鰍
沢
村
の

入
札
人
三
名
が
金
十
両
で
十
七
俵
七
分
替
え
の
入
札
を
行
っ
て
い
る
。
実
に
八
五
〇
両
に
近

い
金
額
で
あ
る
。
三
名
の
う
ち
長
次
右
衛
門
は
後
に
冨
士
川
運
輸
会
社
社
長
と
な
る
遠
藤
聰

知
の
父
、
又
左
衛
門
は
新
海
又
左
衛
門
か
、
三
郎
右
衛
門
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
は

塩
商
人
と
し
て
舟
八
艘
を
有
す
る
実
力
者
で
、
翌
年
に
は
鰍
沢
河
岸
商
社
取
扱
人
と
な
る
雨

宮
三
郎
右
衛
門
で
、（
後
に
聰
知
の
養
子
と
な
る
）二
代
目
社
長
遠
藤
隆
吉
の
実
家
で
あ
る（
史

料
42
番
）。
陸
上
交
通
と
富
士
川
水
運
の
結
節
点
で
あ
る
鰍
沢
で
、
米
を
は
じ
め
と
す
る
諸

荷
物
が
ど
の
よ
う
に
消
費
さ
れ
て
行
く
の
か
、
そ
の
解
明
に
は
諏
訪
藩
や
中
馬
の
史
料
な
ど

を
も
読
み
な
が
ら
、
今
後
も
地
元
の
史
料
を
解
読
す
る
地
道
な
作
業
を
重
ね
る
し
か
な
い
で

あ
ろ
う
。

一
方
、
今
手
元
に
あ
る
諏
訪
藩
の
廻
米
御
用
留
で
は
、【
表
1

－

1
】
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

諏
訪
藩
の
場
合
は
、
藩
米
の
川
下
げ
と
、
鰍
沢
で
の
藩
米
の
換
金
の
割
合
は
、
件
数
で
は
半
々

の
割
合
で
出
て
く
る
。
松
本
藩
の
記
録
が
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
～
宝
暦
四
年
（
一
七
五

四
）
で
、
諏
訪
藩
の
場
合
は
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
～
一
区
切
り
つ
く
の
が
天
明
四
年
（
一

七
八
四
）
で
あ
る
か
ら
、
重
な
る
の
は
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
～
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）

の
七
年
間
で
あ
る
。
こ
の
期
間
を
見
る
と
、
両
藩
共
に
毎
年
鰍
沢
で
の
藩
米
の
換
金
を
行
っ

て
い
る
。
諏
訪
藩
の
場
合
は
十
九
回
、
米
七
、
五
五
〇
俵
・
大
豆
一
〇
〇
俵
、
金
二
、
五
〇

〇
両
三
分
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
の
鰍
沢
で
の
換
金
は
、
諏
訪
藩
の
場
合
、
次
第
に
低
調
と
な

り
、
千
両
を
超
え
る
の
は
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
の
二
、
三
〇
〇
両
の
事
例
の
み
と
な
る
。

換
金
の
場
と
し
て
の
鰍
沢
村
の
地
位
が
何
故
低
下
し
て
ゆ
く
の
か
、
今
後
そ
の
理
由
を
考
え

て
み
た
い
。
こ
の
諏
訪
藩
の
御
用
留
に
は
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
七
月
の
一
件
だ
け
で

は
あ
る
が
、
甲
府
の
米
の
換
金
値
段
に
対
し
、
鰍
沢
の
米
の
換
金
値
段
が
低
い
の
で
、
甲
府

へ
ば
か
り
諏
訪
藩
米
が
付
出
さ
れ
て
は
、「
当
所
（
鰍
沢
、
引
用
者
）
潤
ニ
茂
不
罷
成
」、
こ

の
た
め
今
後
甲
府
の
相
場
よ
り
鰍
沢
は
四
歩
（
分
）
高
く
し
た
い
、
と
仲
買
中
が
連
印
で
願

い
出
た
、
こ
れ
を
諏
訪
問
屋
で
あ
る
雨
宮
家
か
ら
藩
に
願
い
出
て
く
れ
と
い
っ
て
い
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
作
為
的
な
市
場
へ
の
介
入
は
、
や
が
て
市
場
の
原
理
に
よ
っ

て
淘
汰
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

5　
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
雨
宮
家
と
鰍
沢
河
岸
の
船
頭　
諏
訪
高
嶋
藩
の
廻
米
問

屋
で
あ
る
雨
宮
家
の
様
子
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
家
族
構
成
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

鰍
沢
村
に
残
さ
れ
た
宗
門
人
別
帳
は
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）

［
表
紙
欠
］
の
宗
門
人
別
帳
で
最
大
の
家
族
数
七
十
人
を
有
す
る
の
が
（
雨
宮
）
与
一
左
衛

門
家
で
あ
る
（
解
説
末
の
【
史
料
3
】
参
照
）。
当
年
の
鰍
沢
村
は
二
二
五
軒
・
一
、
三
九

九
人
の
大
き
な
村
で
あ
る
が
、
当
時
七
十
人
家
族
の
雨
宮
与
一
左
衛
門
家
は
、
一
軒
で
村
全

体
の
二
十
分
の
一
の
人
口
を
養
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
構
成
を
見
る
と
、
与
一
左
衛

門
の
家
族
は
夫
婦
と
四
人
の
子
供
で
六
人
（
男
二
・
女
四
）、
弟
弥
五
右
衛
門
の
家
族
も
同

居
し
て
お
り
、
同
じ
く
夫
婦
と
四
人
の
子
供
で
六
人
（
男
二
・
女
四
）、
合
計
十
二
人
が
血

縁
家
族
と
い
え
る
。
そ
れ
以
外
は
非
血
縁
の
五
十
八
人
の
下
男
・
下
女
で
、
村
一
番
の
大
家

族
で
あ
っ
た
。

雨
宮
家
の
非
血
縁
家
族
は
子
供
を
多
く
抱
え
る
者
は
少
な
く
、
最
も
多
い
の
は
「
抱
屋
」

六
郎
兵
衛
で
夫
婦
と
子
供
六
人
の
八
人
で
あ
る
。
家
族
の
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
「
門

屋
弥
五
右
衛
門
」（
与
一
左
衛
門
の
弟
と
同
名
）
二
十
一
才
。
彼
は
単
身
で
「
船
頭
か
け
罷

有
候
」
と
富
士
川
水
運
に
関
係
す
る
船
頭
で
あ
っ
た
。
こ
の
宗
門
人
別
帳
で
船
頭
と
記
さ
れ

た
者
を
一
覧
表
に
す
る
と
、【
表
2
】
の
よ
う
に
な
る
。
宗
門
人
別
改
帳
で
船
頭
と
い
う
の

ま
た
、
諏
訪
藩
御
用
留
③
の
末
尾
に
も
、
そ
れ
ま
で
の
慣
行
の
記
述
が
あ
る
。

松
本
藩
廻
米
問
屋　
河
住
忠
右
衛
門　
一
方
、
鰍
沢
村
に
設
置
さ
れ
た
同
じ
信
濃
国
の
松

本
藩
廻
米
問
屋
に
つ
い
て
は
、
中
野
賢
治
氏
の
「
鰍
沢
に
お
け
る
米
取
引
─
「
松
本
御
米
仕

切
帳
」
の
分
析
を
通
じ
て
─
」（『
山
梨
県
立
博
物
館
研
究
紀
要
第
17
集
』、
二
〇
二
三
年
、

所
収
）
が
参
考
に
な
る
。
中
野
氏
は
「
こ
の
忠
右
衛
門
は
松
本
藩
に
出
入
り
し
た
問
屋
の
一

人
で
あ
ろ
う
。」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
県
立
図
書
館
か
ら
博
物
館
に
移
管
さ
れ
た
頼
生
文

庫
所
収
の
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
～
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
の
「
松
本
御
米
仕
切
帳
」

に
よ
る
分
析
で
あ
る
（
な
お
、
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
中
野
氏
は
宝
暦
四
（
一
七
五
五
）

年
と
し
て
い
る
、
18
ペ
ー
ジ
、
ま
た
、「
黒
沢
（
市
川
三
郷
町
）」
17
ペ
ー
ジ
と
し
て
い
る
。

黒
沢
村
は
現
在
の
市
川
三
郷
町
で
あ
る
が
、
黒
沢
河
岸
の
地
域
は
、
以
前
は
鰍
沢
町
に
属
し
、

現
在
は
富
士
川
町
駅
前
通
二
丁
目
で
あ
る
）。

松
本
藩
は
七
万
石
の
藩
で
、
諏
訪
藩
の
倍
以
上
の
石
高
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
廻
米
の
量

も
諏
訪
藩
に
比
べ
て
多
い
。
ま
た
、
諏
訪
藩
と
異
な
り
、
松
本
藩
は
江
戸
時
代
に
何
度
か
領

主
の
交
代
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
松
本
問
屋
と
の
関
係
は
長
く
続
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

松
本
問
屋
は
、
江
戸
時
代
の
途
中
で
河
住
忠
右
衛
門
家
か
ら
変
更
が
あ
り
、
十
九
世
紀
に
は

同
村
の
原
田
弥
市
右
衛
門
家
（
屋
号
に
し
ざ
か
や=

西
酒
屋
）
が
松
本
問
屋
を
つ
と
め
て
い

る
。
惜
し
む
ら
く
は
史
料
の
期
間
が
十
二
年
間
と
短
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
先
行
研
究
か
ら
は
、
松
本
か
ら
鰍
沢
へ
の
廻
米
輸
送
に
つ
い
て
、
鰍
沢
で
の
換
金
が

大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
。
中
馬
に
つ
い
て
も
、
松
本
を
は
じ
め
甲
州
道
中
の
各
宿

駅
や
若
尾
（
韮
崎
市
）・
甲
府
・
荊
沢
な
ど
か
ら
の
駄
賃
の
記
載
が
あ
り
、
松
本
藩
の
米
と

関
係
す
る
蔵
が
鰍
沢
以
外
に
も
存
在
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
。
さ
ら
に
鰍
沢
村
で
の
米
の
行

方
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
な
ど
は
有
益
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
野
氏
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
あ
る
が
、

い
く
つ
か
違
和
感
を
感
じ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

1�

「
番
賃
は
「
一
俵
一
文
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
や
や
多
く
請
求
さ
れ
て
い
る
。

（
中
略
）
駄
賃･

番
賃
に
関
し
て
は
、
全
体
を
通
し
て
み
て
も
単
価
と
総
額
が
一
致
す
る

場
合
の
方
が
少
な
く
、
な
ん
ら
か
の
商
慣
行
が
存
在
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
19
ペ
ー

ジ
」、
ま
た
、
中
野
論
文
注
10
で
、
中
野
氏
は
［「
一
俵
一
文
ツ
ヽ
」
と
あ
る
が
、
三
〇
〇

駄
、
す
な
わ
ち
六
〇
〇
俵
の
米
の
番
賃
と
し
て
六
二
四
文
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
手
数
料

を
含
ん
で
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
以
降
も
、
本
来
で
あ
れ
ば
「
一
俵
一
文
」
の
番
賃
と

俵
数
は
符
合
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
で
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
27
ペ
ー
ジ
］

と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
九
六
銭
（
く
ろ
く
せ
ん
）
が
適

用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
九
六
銭
と
い
う
の
は
、
銭
九
六
枚
を
百
文
と
す
る
数
え

方
で
、
こ
れ
に
対
し
て
銭
百
枚
を
百
文
と
す
る
数
え
方
を
丁
銭
あ
る
い
は
調
銭
（
ち
ょ
う

せ
ん
）
と
呼
ん
で
区
別
す
る
。
何
も
断
り
が
な
い
場
合
は
大
抵
九
六
銭
で
、「
丁
百
」
な

ど
と
あ
れ
ば
調
銭
で
、
百
枚
単
位
の
計
算
を
示
す
の
で
あ
る
。
先
の
中
野
氏
の
疑
問
の
場

合
、
六
〇
〇
俵
の
米
の
番
賃
と
し
て
六
〇
〇
文
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
百
文
に
対

し
て
四
文
が
加
算
さ
れ
る
の
で
、
六
二
四
文
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代

の
銭
貨
の
数
え
方
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
計
算
に
よ
れ
ば
何
ら
疑
問
に
思
わ
れ
る
点
で
は
な

い
。
筆
者
も
す
で
に
『
菊
田
日
記
⑤
』（
富
士
吉
田
市
歴
史
民
俗
博
物
館
ふ
じ
さ
ん
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
、
二
〇
二
四
年
、
13
～
14
ペ
ー
ジ
）
の
解
説
に
お
い
て
説
明
し
て
い
る
。
九
六
銭

に
つ
い
て
は
、
考
古
学
で
も
出
土
銭
な
ど
の
分
野
で
、
近
世
以
前
の
九
六
銭
の
存
在
が
広

く
研
究
さ
れ
て
い
る
。
中
世
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
古
い
慣
行
で
あ
る
。

2�

中
野
氏
は
、
中
馬
に
つ
い
て
、「
本
史
料
に
お
け
る
米
の
輸
送
は
、
そ
の
多
く
が
駄
で
表

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
中
馬
稼
ぎ
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。
中
馬
稼
ぎ
は
、
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
農
間
余
業
で
あ
り
、
統
一
的
な
駄
賃
相
場
が

存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（
以
下
略
）（
傍
線
引
用
者
）」
と
し
て
い
る
。
中
野

氏
が
、「【
表
2
】（
中
野
論
文
の
表
2
、
引
用
者
）
駄
賃
と
輸
送
内
容
の
一
覧
」
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
細
川
隼
人
『
諏
訪
の
交
通
史
』（
諏
訪
教
育
会
、

一
九
七
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
農
間
余
業
で
中
馬
稼
ぎ
を
お
こ
な
う
者
も
確
か
に
い
た
の
で

あ
る
が
、
専
業
の
中
馬
稼
ぎ
も
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
野
氏
は
、
中
馬
稼
ぎ
に
統
一

的
な
駄
賃
相
場
が
存
在
し
な
い
、
と
し
て
い
る
が
、
中
馬
稼
ぎ
を
行
う
上
で
、
駄
賃
相
場

が
存
在
し
な
い
と
す
る
の
も
釈
然
と
し
な
い
。
一
定
の
計
算
可
能
な
基
準
が
な
け
れ
ば
、

商
品
流
通
の
発
展
は
の
ぞ
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
信
州
の
中
馬
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら

広
域
に
わ
た
る
宿
場
の
問
屋
と
の
争
論
が
あ
り
、
そ
の
都
度
議
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
交

通
史
の
研
究
史
は
そ
の
積
み
重
ね
を
物
語
っ
て
い
る
。
駄
賃
に
つ
い
て
も
近
世
に
お
い
て

何
度
も
変
遷
が
あ
る
。
た
と
え
ば
先
の
『
長
野
県
史　

近
世
史
料
編
第
三
巻　

南
信
地
方
』

（
一
九
七
五
年
）
に
は
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
以
降
の
駄
賃
の
規
程
が
多
く
見
ら

れ
る
。
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）の
「
松
本
町
よ
り
甲
州･

諏
訪
行
き
荷
物
等
書
上
」（
八

八
八
ペ
ー
ジ
）
に
は
、
二
俵
附
一
駄
が
「
甲
府
并
鰍
沢
江
五
百
文
ゟ
六
百
文
」
と
、
百
文

の
幅
を
も
っ
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
の
『
諏
訪
の
交
通
史
』
に
よ
れ
ば
、

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
諏
訪
郡
一
二
三
か
村
・
四
、
七
四
一
疋
の
馬
が
把
握
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
（
一
六
一
～
一
六
四
ペ
ー
ジ
）。
多
様
な
場
所
か
ら
鰍
沢
に
運
ば
れ
て
く

る
駄
賃
馬
の
相
場
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
か
ら
の
鰍
沢
ま
で
の
駄
賃
に
関
す
る
個
別
研
究
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景
に
は
、
雨
宮
家
が
諏
訪
藩
の
廻
米
問
屋
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
諏

訪
方
面
へ
の
帰
り
荷
に
何
を
載
せ
て
い
た
か
、
諏
訪
へ
の
帰
り
荷
物
の
差
配
も
雨
宮
家
が
お

こ
な
っ
て
い
た
の
か
な
ど
、
今
後
の
興
味
は
尽
き
な
い
。

ち
な
み
に
第
二
位
は
「
五
拾
弐
石
弐
斗
七
升
四
夕　

七
郎
左
衛
門　

忠
右
衛
門
」
で
、
雨

宮
家
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で
、
こ
の
二
家
が
群
を
抜
い
て
い
る
。
こ
の
忠
右
衛
門
が
河
住
忠
右

衛
門
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
家
は
松
本
藩
の
廻
米
問
屋
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
藩
の
廻
米
問
屋

の
勢
い
が
し
の
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
天
和
二
年
の
宗
門
人
別
帳
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
名
主

は
太
右
衛
門
と
忠
右
衛
門
で
、
こ
の
忠
右
衛
門
は
六
十
三
才
、
付
箋
の
断
簡
に
「
横
丁
北
村　

川
住
□
□
□
□
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
忠
右
衛
門
も
河
住
忠
右
衛
門
の
可
能
性
が
高
い
。
家

族
は
血
縁
家
族
六
人
に
、
非
血
縁
の
下
男
譜
代
七
人
・
三
年
季
奉
公
人
二
人
、
下
女
譜
代
七

人
・
三
年
季
奉
公
人
一
人
の
十
七
人
で
あ
る
。
家
族
全
体
は
二
三
人
に
な
る
。
今
後
は
、
こ

の
忠
右
衛
門
家
の
解
明
に
も
努
め
た
い
。

6　
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
の
雨
宮
家　
　
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
「（
鰍
沢
村
）

差
出
明
細
帳
写
」（
山
梨
県
史
資
料
叢
書
『
村
明
細
帳　

巨
摩
郡
編
』
三
〇
ペ
ー
ジ
）
に
よ

れ
ば
、

【
史
料
1
】「
一
造
酒
高
弐
拾
六
石
六
斗　
　
　
　

与
市
左
衛
門

是
ハ
元
禄
九
子
年
迄
造
酒
仕
候
所
、
酒
出
来
悪
敷
大
分
損
失
仕
候
ニ
付
、
諸

道
具
不
残
相
払
、
丑
年
御
改
之
節
も
御
帳
面
ニ
ハ
載
り
不
申
候
得
共
、
造
酒

名
代
石
高
共
今
以
所
持
仕
罷
有
候
、」

と
あ
っ
て
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
ま
で
は
雨
宮
与
市
左
衛
門
家
は
酒
造
業
に
も
携
わ
っ

て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
が
、
あ
ま
り
順
調
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
雨
宮

家
と
酒
造
の
関
係
を
示
す
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
年
の
村
明
細
帳

に
よ
る
と
、
翌
元
禄
十
年
に
は
同
村
が
造
酒
を
や
め
た
よ
う
で
あ
る
。
人
口
が
多
く
、
人
の

交
通
も
顕
著
で
あ
る
と
い
う
条
件
は
そ
ろ
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
酒
造
業
は
あ
ま
り

盛
ん
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
十
年
後
で
は
あ
る
が
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
十
月
の
文
書
（
史
料
番
号

8
）
に
は
、「
鰍
沢
村
」
と
い
う
記
載
は
な
い
が
、
同
村
の
も
の
と
思
わ
れ
、
甲
斐
国
内
に

お
け
る
信
州
産
の
米
・
酒
の
売
買
を
禁
止
す
る
法
令
と
そ
の
請
書
と
考
え
ら
れ
る
。
久
之
丞
・

郷
右
衛
門
な
ど
名
主
・
長
百
姓
と
思
わ
れ
る
七
人
に
対
し
、
組
頭
と
思
わ
れ
る
六
十
五
人
が

連
印
し
て
請
書
を
提
出
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
単
純
に
五
人
組
の
五
を
掛
け
て
、
村
役

人
の
七
を
足
す
と
、
当
時
の
鰍
沢
村
の
家
数
は
、
三
二
五+

七=

三
三
二
軒
、
三
百
軒
を
超

え
る
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
内
の
「
郷
右
衛
門
」
が
こ
の
時
の
雨
宮
家

の
当
主
と
思
わ
れ
る
（
先
の
歴
代
第
十
五
代
参
照
）。
こ
れ
は
新
た
に
甲
斐
国
を
拝
領
し
た

柳
沢
家
甲
府
藩
が
、
信
濃
国
か
ら
の
米
・
酒
の
流
入
を
防
ぎ
、
自
国
内
の
酒
造
業
を
保
護
す

る
と
と
も
に
、
米
を
中
心
と
す
る
物
価
安
定
を
図
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
は
柳
沢
家
甲
府
藩
か
ら
信
州
中
馬
の
甲
斐
国
内
で
の

商
売
を
禁
ず
る
法
令
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
令
は
、
後
に
信
州
中
馬
総
代
の
訴
訟
と
諏

訪
高
嶋
藩
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
た
と
い
う
。

7　
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
雨
宮
家
─
諏
訪
問
屋
の
権
勢
─　
先
述
の
よ
う
に
、
雨

宮
家
に
は
、
諏
訪
高
嶋
藩
の
廻
米
記
録
が
三
冊
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
一
冊
目
は
寛
延

元
年
（
一
七
四
八
）
～
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）、
二
冊
目
は
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）

～
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）、
三
冊
目
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
～
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
冊
目
と
二
冊
目
は
つ
な
が
っ
て
お
り
、
三
冊
目
は
二
冊
目
か
ら
六

十
年
以
上
年
離
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
記
録
は
作
成
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
に
伝

え
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
二
冊
目
の
「
御
用
留
」
が
何
故
、

こ
の
年
で
区
切
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
諏
訪
高
嶋
藩
廻
米
問
屋
雨
宮
家
の
そ
の
後
を
知
る
に
は
、
鰍
沢
村
に
残
さ
れ

て
い
る
十
七
世
紀
の
史
料
が
極
め
て
少
な
い
た
め
、
同
時
代
で
は
難
し
い
。
私
た
ち
が
そ
の

後
の
諏
訪
問
屋
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
約
百

年
後
の
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
手
掛
か
り
は
、
鰍
沢
村
の
名
主
を

勤
め
た
、
原
田
公
房
家
（
西
酒
屋
）
文
書
の
中
に
あ
っ
た
（
新
『
鰍
沢
町
誌　

資
料
編
』
史

料
番
号
94
、
九
九
ペ
ー
ジ
参
照
）。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
原
田
正
子
さ
ん
の
ご
許
可
を

頂
き
、
原
典
照
合
を
行
っ
た
の
で
、
新
『
鰍
沢
町
誌　

資
料
編
』
で
活
字
に
な
っ
て
い
る
も

の
と
は
、
少
な
か
ら
ず
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
書
を
読
ん
で
み
よ
う
。

【
史
料
2
】（
鰍
沢
村
定
問
屋
設
置
反
対
訴
訟
裁
許
請
書
）
差
上
申
一
札
之
事

�

（
原
田
公
房
家
文
書
）

　
　
　
　
　

差
上
申
一
札
之
事

鰍
沢
河
岸
問
屋
之
儀
、
前
々
ゟ
長
百
姓
四
人
ニ
而
壱
人
宛
年
番
ニ
勤
来
り
、
御
廻
米
者
問
屋
引

請
、
売
人
荷
物
者
船
主
共
銘
々
勝
手
ニ
引
請
運
送
仕
来
候
処
、
病
気
又
者
幼
年
等
ニ
而
問
屋
可

勤
者
無
之
ニ
付
、
相
対
之
上
明
和
九
辰
年
よ
り
去
々
寅
年
迄
十
郎
右
衛
門
江
為
相
勤
候
処
、

冥
加
金
百
両
差
出
、
定
問
屋
い
た
し
度
旨
、
清
太
夫
様
御
役
所
江
同
年
願
出
候
ニ
付
、
長
百

姓
并
百
姓
共
者
御
支
配
臼
井
吉
之
丞
様
御
役
所
ニ
而
御
吟
味
有
之
候
処
、
十
郎
右
衛
門
定
問
屋

ニ
相
成
候
而
者
、
村
方
仕
来
り
ニ
相
違
い
た
し
、
殊
ニ
同
人
問
屋
い
た
し
候
内
、
駿
州
岩
渕
宿

江
積
送
り
候
御
廻
米
、
鰍
沢
河
岸
之
船
不
差
出
、
同
郡
青
柳
・
黒
沢
両
河
岸
之
船
、
去
ル
酉

は
二
十
人
で
あ
り
、
元
禄
時
代
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
直
前
に
し
て
は
意
外
に
少
な
い
。

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
鰍
沢
の
船
数
は
一
〇
八
艘
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
代
は

そ
の
発
展
途
上
の
時
期
と
い
え
よ
う
か
。
た
だ
し
、
舟
一
艘
に
乗
員
は
四
名
（
船
頭
一
名
含
）

が
標
準
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
富
士
川
を
上
下
し
た
の
は
八
十
名
以
上
と
な
ろ
う
。
こ
の
こ

ろ
の
鰍
沢
村
の
船
頭
の
特
徴
と
し
て
は
、
単
独
で
宗
門
人
別
改
帳
の
筆
頭
に
載
る
者
は
な
く
、

抱
え
屋
あ
る
い
は
門
屋
と
い
う
位
置
に
あ
り
、
単
身
者
は
半
数
の
十
人
で
、
子
供
を
有
す
る

者
も
少
な
い
。
子
供
は
あ
る
程
度
成
長
す
る
と
労
働
力
と
し
て
放
出
さ
れ
た
も
の
か
。
船
頭

の
年
齢
は
二
十
代
が
二
人
、
五
十
代･

六
十
代
が
各
一
人
で
、
あ
と
は
三
十
代
か
ら
四
十
代

が
中
心
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
船
頭
の
在
り
方
は
、
こ
れ
よ
り
も
古
い
時
期
の
青
柳
村
の
船

頭
が
、
各
戸
の
筆
頭
ま
た
は
兄
弟
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

宗
門
帳
の
筆
頭
者
を
仮
に
「
戸
主
」
と
し
た
。

こ
の
他
は
、
下
男
あ
る
い
は
下
女
と
記
さ
れ
る
「
譜
代
」（「
普
代
」
と
も
表
記
）
の
人
々

で
あ
る
。
そ
の
内
家
族
を
形
成
す
る
の
は
、
権
左
衛
門
（
四
十
七
才
）
と
女
房
（
三
十
四
才
）、

六
右
衛
門
（
六
十
才
）
と
女
房
（
四
十
才
）、
三
左
衛
門
（
六
十
一
才
）
と
女
房
（
五
十
一
才
）、

八
右
衛
門
（
四
十
一
才
）
と
女
房
（
三
十
九
才
）
の
四
組
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
子
供
の
記

載
が
な
い
。
こ
こ
で
も
、
労
働
力
と
し
て
、
他
家
に
放
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

権
左
衛
門
の
女
房
が
「
当
村
生
之
者
」
と
記
さ
れ
る
ほ
か
は
、
女
房
も
譜
代
で
あ
り
、
権
左

衛
門
の
女
房
も
、
譜
代
と
み
な
さ
れ
る
と
思
う
。
こ
れ
ら
八
人
以
外
の
下
男
・
下
女
は
い
ず

れ
も
単
身
で
、
下
男
二
十
四
人
・
下
女
十
七
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
夫
婦
者
を
加
え
る
と
、
下

男
二
十
八
人
・
下
女
二
十
一
人
と
な
る
。
譜
代
の
下
人
が
実
に
四
十
九
人
、
五
十
人
に
迫
ろ

う
と
い
う
人
数
で
あ
る
。
先
の
抱
屋
男
五
人
・
女
三
人
、
門
屋
男
一
人
を
加
え
る
と
、
非
血

縁
家
族
は
男
三
十
四
人
・
女
二
十
四
人
で
合
計
五
十
八
人
。
家
族
全
体
で
は
、
男
三
十
八

人
・
女
三
十
二
人
、
合
計
七
十
人
の
大
家
族
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
代
の
鰍
沢
村
の
中
で
も

際
だ
っ
て
大
人
数
で
あ
り
、
そ
の
労
働
力
が
田
畑
の
耕
作
の
み
に
投
下
さ
れ
た
と
は
思
え
ず
、

そ
の
背
景
に
は
諏
訪
藩
の
廻
米
問
屋
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
抱
屋
・
譜
代
・
門
屋
を
年
代
別
に
み
る
と
、
男
は
十
五
才
未
満
が
四
人
・
十
五
才

～
六
十
才
が
三
十
二
人
・
六
十
一
才
以
上
が
二
人
。
女
は
十
五
才
未
満
が
七
人
・
十
五
才
～

六
十
才
が
二
十
五
人
・
六
十
一
才
以
上
が
〇
人
で
あ
る
。
年
齢
は
様
々
で
あ
る
が
、
全
体
と

し
て
近
世
の
夫
役
動
員
年
齢
で
あ
る
男
十
五
才
～
六
十
才
の
労
働
力
年
代
が
中
心
と
い
え
よ

う
。
特
に
女
子
の
十
五
歳
未
満
は
与
一
左
衛
門
と
弟
の
弥
五
右
衛
門
の
家
族
及
び
与
一
左
衛

門
の
抱
え
屋
六
兵
衛
の
家
族
に
限
ら
れ
る
。
一
方
、
六
十
一
才
以
上
は
見
ら
れ
な
い
。
夫
婦

者
の
譜
代
女
房
五
十
一
才
が
最
高
齢
で
、
他
は
四
十
代
の
譜
代
下
女
が
五
人
の
み
で
あ
る
。

低
年
令
の
者
も
何
人
か
抱
え
て
い
る
が
、
数
年
す
れ
ば
労
働
年
齢
に
達
す
る
。
こ
れ
は
労
働

力
に
お
け
る
先
行
投
資
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
雨
宮
与
一
左
衛
門
家
の
持
高
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
の
鰍
沢

村
名
寄
帳
の
「
大
高
持
書
抜
」（
雨
宮
家
文
書
12
）
に
、「
一
五
拾
三
石
八
斗
三
升
壱
合
四
夕　

与
一
左
衛
門　

与
一
左
衛
門　

内
七
畝
弐
拾
九
歩　

御
蔵
屋
敷
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
「
与
一

左
衛
門
」
が
雨
宮
家
だ
と
す
れ
ば
、
雨
宮
家
が
鰍
沢
村
第
一
の
大
高
持
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
史
料
の
裏
付
け
と
な
る
同
年
の
名
寄
帳
は
未
発
見
で
あ
る
が
、
雨
宮
家
文
書
中
の
書
抜

が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
時
の
雨
宮
家
の
権
勢
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
か
。
こ
の
背

表 2　天和 ２ 年（1682）鰍沢村船頭の存在形態
番号 船頭名 年齢 家族の有無 身分 戸主 総家族数 檀那寺
1 市郎右衛門 33 女房有 抱屋 佐次右衛門 10 蓮花寺

2 弥五右衛門 21 単身 門屋 与一左衛門 70 蓮華寺

3 庄兵衛 51 単身 門屋 十右衛門 36 蓮華寺

4 長左衛門 36 単身 門屋 十右衛門 36 蓮華寺

5 長三郎 41 単身 門屋 十右衛門 36 蓮久寺

6 門右衛門 61 単身 門屋 十郎左衛門 23 蓮華寺

7 半右衛門 41 女房有 門屋 又左衛門 10 蓮花寺

8 五右衛門 33 単身 門屋 小左衛門 4 経王寺

9 徳左衛門 34 単身 門屋 次郎兵衛 12 蓮花寺
10 八郎左衛門 42 女房・子・娘 門屋 兵右衛門 7 蓮花寺
11 半右衛門 36 女房有 抱屋 与次左衛門 31 蓮久寺
12 甚右衛門 45 女房・子・娘 門屋 八郎兵衛 13 経王寺
13 甚右衛門 34 単身 借屋 与一右衛門 8 妙大寺
14 佐五右衛門 44 女房有 抱屋 太郎左衛門 12 蓮久寺
15 清兵衛 26 単身 抱屋 七左衛門 4 蓮久寺
16 吉兵衛 34 女房有 抱屋 長兵衛 5 経王寺
17 久三郎 32 単身 門屋 理兵衛 16 妙法寺
18 源太郎 39 女房有 抱屋権右衛門弟 理兵衛 16 妙法寺
19 半左衛門 45 女房・子 ２ 人 抱屋 理兵衛 16 妙法寺
20 市右衛門 42 女房有 抱屋 孫左衛門 12 蓮久寺

＊�同年 ３ 月の（鰍沢村宗門人別改帳、表紙欠）より作成、桜田徳川家甲府藩の時代、船頭名は掲
載順、新『鰍沢町誌』上巻では、与一左衛門家を７２人、十右衛門家を３７人とするが誤りである。
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す
有
様
で
、
到
底
「
定
問
屋
」
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
史
料
か
ら
は
、
十
郎
右
衛
門
が
何
故
鰍
沢
河
岸
の
舟
を
利
用
し
な

い
の
か
と
い
う
重
要
な
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
青
柳
河
岸
と
黒
沢
河
岸
を
敢
え
て
利
用

す
る
と
い
う
、
鰍
沢
河
岸
に
と
っ
て
は
由
々
し
き
事
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
鰍
沢
村
の
者
共
は
、
山
村
信
濃
守
（
勘
定
奉
行
、
安
永
七
年
～
天
明
四
年
）

や
勘
定
奉
行
所
に
二
度
ま
で
も
駈
け
込
み
訴
（
村
役
人
か
ら
代
官
所
を
へ
て
勘
定
奉
行
に
訴

え
る
と
い
う
通
常
の
手
続
き
で
は
な
く
、
奉
行
の
駕
籠
先
や
奉
行
所
の
中
に
駆
け
込
ん
で
訴

状
を
提
出
す
る
訴
訟
形
態
）
を
敢
行
、
川
下
げ
帳
と
十
郞
右
衛
門
が
岩
渕
河
岸
に
送
っ
た
送

り
状
と
の
照
合
を
願
っ
た
が
、
訴
状
は
取
り
あ
げ
ら
れ
ず
、
再
度
支
配
代
官
所
で
の
審
理
が

続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
際
、
雨
宮
十
郞
右
衛
門
は
、
慶
長
年
中
よ
り
先
祖
か
ら
三
代
は
「
定
問
屋
」
を
務
め

た
由
緒
を
述
べ
、
冥
加
金
の
上
納
に
よ
る
定
問
屋
を
願
っ
た
。
ま
た
、
過
去
に
問
屋
を
務
め

た
際
、
青
柳
河
岸･

黒
沢
河
岸
の
船
を
雇
っ
た
こ
と
は
な
い
と
主
張
、
苗
字
も
先
祖
以
来
の

こ
と
で
、
諏
訪
伊
勢
守
の
家
来
分
な
の
で
帯
刀
し
て
い
る
と
し
た
。

こ
の
た
め
、
勘
定
奉
行
所
で
再
度
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
、
以
下
の
様
な
判
決
が
下
さ
れ
た
。

【
勘
定
奉
行
の
裁
許
】
1　

青
柳
河
岸･

黒
沢
河
岸
の
舟
を
雇
い
、
運
上
や
夫
銭
を
取
り

立
て
た
件
、
黒
沢
河
岸
の
九
艘
分
に
つ
い
て
は
、
河
岸
場
運
上
夫
銭
に
割
り
入
れ
た
こ

と
は
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
残
り
十
八
艘
と
五
十
八
艘
に
つ
い
て
は
、
支
配
役

所
の
吟
味
の
際
、
黒
澤
河
岸
の
船
を
雇
っ
て
は
い
な
い
、
と
偽
り
を
申
し
張
っ
た
。

2　

先
祖
よ
り
名
乗
っ
て
き
た
と
し
て
、
内
々
に
苗
字
を
名
乗
っ
た
。

3�　

百
姓
身
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諏
訪
伊
勢
守
様
家
来
分
な
ど
と
称
し
て
、
同
家
廻
米

の
際
な
ど
帯
刀
し
た
。

4�　

こ
れ
ら
の
点
は
不
埒
で
あ
り
、「
江
戸
払
い
」
を
申
し
渡
す
。「
御
構
い
場
所
」（
江

戸
市
中
か
朱
引
き
の
内
か
）
を
徘
徊
し
て
は
な
ら
な
い
。

5�　

一
方
、
訴
訟
方
の
者
も
、
御
支
配
御
役
所
（
代
官
所
）
で
吟
味
中
、
度
々
勘
定
奉
行

所
へ
駆
け
込
み
訴
訴
し
た
の
は
不
埒
で
あ
る
。
急
度
（
き
っ
と
）
𠮟
り
を
申
し
付
け
る
。

以
上
の
判
決
が
下
さ
れ
、
担
当
す
る
勘
定
奉
行
久
世
丹
後
守
（
天
明
四
年
〜
寛
政
九
年
）

の
留
役
服
部
十
兵
衛
に
対
し
、
関
係
者
か
ら
請
証
文
が
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
文
書
か
ら
、
当
時
、
雨
宮
家
の
当
主
十
郎
右
衛
門
が
い
か
に
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
か

が
わ
か
る
。
勘
定
奉
行
の
判
決
で
は
、
諏
訪
藩
の
廻
米
問
屋
で
家
来
分
で
あ
る
と
し
て
、
苗

字
・
帯
刀
し
て
い
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
雨
宮
家
が
代
替
わ
り
す
る
際
、
家
督
を
引
き
継
ぐ
雨
宮
虎
五
郎

に
対
し
、
こ
れ
ま
で
の
弐
人
扶
持
を
三
人
扶
持
に
す
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

諏
訪
藩
で
は
、
一
般
の
百
姓
・
町
人
に
「
御
扶
持
払
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
（『
新
編　

物
語
藩
史　

第
四
巻
』
新
人
物
往
来
社
、
二
九
六
ペ
ー
ジ
）。
さ
ら
に
、
近
世

初
頭
に
お
い
て
は
士
分
で
あ
っ
た
よ
う
な
伝
承
を
有
す
る
雨
宮
家
に
お
い
て
、
苗
字
帯
刀
も

事
実
と
思
わ
れ
る
。
先
の
廻
米
御
用
留
で
も
雨
宮
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が

藩
の
領
域
を
超
え
て
幕
領
で
あ
る
甲
斐
国
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
江
戸
の
勘
定
奉
行
の
法

廷
に
お
い
て
は
通
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
廻
米
を
差
配
す
る
上
で
、
あ
え
て
黒
沢
河
岸
の
舟
を
利
用
し
、
宝
暦
五
年
（
一
七

五
五
）
か
ら
税
金
が
か
け
ら
れ
て
い
た
運
上
金
を
大
部
分
払
わ
な
か
っ
た
。
鰍
沢
河
岸
の
舟

を
利
用
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
河
岸
場
運
上
金
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
そ
し
て
、
本
来
年
番
制
で
あ
っ
た
河
岸
問
屋
を
自
家
に
固
定
す
る
た
め
、
金
百
両
と
い

う
大
金
を
ポ
ン
と
差
し
出
す
経
済
力
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
鰍
沢
河
岸
の
こ
れ

ま
で
の
慣
行
を
覆
す
も
の
で
あ
り
、
河
岸
の
人
々
か
ら
訴
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
雨
宮
家

の
経
済
力
を
示
す
も
の
と
し
て
、
先
述
の
よ
う
に
、
天
明
年
間
（
一
七
八
一
～
八
九
）
に
藩

主
が
伝
奏
（=

武
家
伝
奏
関
連
か
）
に
補
任
さ
れ
た
際
、
雨
宮
家
は
五
百
両
を
用
立
て
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
、
鰍
沢
村
の
中
の
政
治
・
経
済
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
争
い
で
も
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
雨
宮
家
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
は
、
他
の
関
連
文
書
が
な
い
の
で
、
今

の
所
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
が
下
さ
れ
た
の
が
天
明
四
年
十
一
月
九
日
、
雨
宮

十
郎
右
衛
門
の
命
日
は
、
同
年
十
二
月
二
日
で
あ
る
。
判
決
後
、
一
か
月
た
た
な
い
う
ち
に

亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
事
件
が
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
の
で
あ

る
。
事
実
、
翌
年
か
ら
以
後
の
諏
訪
藩
関
係
の
御
用
留
は
雨
宮
家
に
残
っ
て
い
な
い
。
諏
訪

藩
と
廻
米
問
屋
と
し
て
の
雨
宮
家
の
関
係
は
継
続
し
、
関
係
文
書
は
幕
末
に
も
残
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
事
件
は
雨
宮
家
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

8　
そ
の
後
の
雨
宮
家

天
明
四
年
十
一
月
、
幕
府
勘
定
奉
行
は
雨
宮
十
郎
右
衛
門
に
江
戸
所
払
い
の
判
決
を
く
だ

し
た
が
、
そ
れ
か
ら
一
月
も
た
た
ぬ
う
ち
に
当
主
十
郎
右
衛
門
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
雨
宮

家
に
と
っ
て
二
つ
の
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
。
は
た
し
て
、
雨
宮
家
は
こ
の
あ
と
家
を
存
続

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
諏
訪
問
屋
の
仕
事
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
二
冊
続
い
て
い
た
廻
米
の
記
録
「
諏
訪
因
幡
守
様
御
用
留
」
は
、

こ
の
年
で
途
絶
え
、
こ
れ
に
続
く
御
用
留
ま
で
は
以
後
六
十
年
の
空
白
期
間
が
あ
る
。
ま
た
、

同
時
代
の
雨
宮
家
文
書
も
存
在
し
な
い
。

年
五
拾
七
艘
、
丑
年
弐
拾
七
艘
相
雇
、
河
岸
場
運
上
并
夫
銭
与
唱
、
壱
艘
ゟ
甲
銀
五
匁
宛
取

立
、
十
郎
右
衛
門
私
欲
い
た
し
、
其
外
同
人
義
郷
士
之
由
申
触
、
苗
字
を
名
乗
、
帯
刀
い
た

し
村
内
相
掠
候
間
、
定
問
屋
ニ
ハ
難
致
、
川
下
ヶ
帳
与
岩
渕
宿
江
十
郎
右
衛
門
よ
り
遣
候
送
り

状
突
合
相
願
、
御
糺
中
、
山
村
信
濃
守
様
并
当
御
奉
行
所
共
両
度
迄
駈
込
訴
い
た
し
候
得
共
、

御
取
上
無
之
、
尚
又
御
支
配
御
役
所
ニ
而
御
吟
味
有
之
候
処
、
十
郎
右
衛
門
者
慶
長
年
中
先

祖
ゟ
三
代
之
間
定
問
屋
い
た
し
候
由
緒
を
以
、
冥
加
金
差
上
、
定
問
屋
引
請
相
願
、
尤
問
屋

相
勤
候
節
、
青
柳
・
黒
沢
両
河
岸
之
船
相
雇
候
義
無
之
、
且
苗
字
者
先
祖
ゟ
名
乗
来
り
、
諏

訪
伊
勢
守
様
御
家
来
分
ニ
相
成
候
間
帯
刀
い
た
し
候
旨
、
十
郎
右
衛
門
申
争
ひ
候
ニ
付
、
御

差
出
ニ
相
成
、
再
応
御
吟
味
之
上
、
左
之
通
被　

仰
渡
候
、

一�

十
郎
右
衛
門
儀
、
去
ル
丑
年
黒
沢
河
岸
之
船
相
雇
、
九
艘
分
運
上
夫
銭
取
立
、
河
岸
場
御

運
上
夫
銭
江
割
入
候
段
者
無
相
違
候
得
共
、
残
拾
八
艘
并
酉
年
五
拾
七
艘
之
分
運
上
夫
銭

不
取
立
由
申
聞
候
得
共
、
訴
訟
方
得
心
致
間
敷
迚
、
川
下
ヶ
帳
上
書
認
替
、
又
者
船
頭
名

前
江
書
入
等
い
た
し
、
御
支
配
御
役
所
ニ
而
御
吟
味
之
節
、
黒
沢
河
岸
之
船
相
雇
候
儀
無

之
段
、
偽
之
義
申
張
、
其
上
先
祖
ゟ
名
乗
来
り
候
迚
、
内
々
苗
字
を
名
乗
、
殊
ニ
百
姓
身

分
ニ
而
諏
訪
伊
勢
守
様
御
家
来
分
候
抔
与
申
立
、
伊
勢
守
様
廻
米
等
用
向
之
節
者
帯
刀
い
た

し
候
段
、
旁
不
届
ニ
付
、
江
戸
払
被　

仰
付
候
、

　
　

但
御
構
場
所
徘
徊
致
間
敷
段
、
被　

仰
渡
候
、

一�

訴
訟
方
之
も
の
共
儀
、
御
支
配
御
役
所
ニ
而
御
吟
味
中
差
越
、
御
奉
行
所
江
度
々
駈
込
訴

い
た
し
候
段
、
不
埒
ニ
付
、
急
度
御
叱
り
被
置
候
、

右
被　

仰
渡
之
趣
、
一
同
承
知
奉
畏
候
、
若
相
背
候
ハ
ヽ
、
重
科
可
被　

仰
付
候
、
仍
御
請

証
文
差
上
申
処
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
井
清
太
夫
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
六
兵
衛
代
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

長
百
姓

　
　

天
明
四
辰
年
十
一
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

訴
訟
方　

 

政
右
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

年
番
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

長　
　

蔵 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

百
姓
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

幸
左
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

仙
右
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

長
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

相
手
方　

十
郎
右
衛
門 

印

　
　

御
奉
行
所

　
　
　
　
　

右
御
勘
定
御
奉
行

　
　
　
　
　
　
　

久
世
丹
後
守
様
御
掛
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
留
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

服
部
十
兵
衛
様

【
訴
訟
の
背
景
】
鰍
沢
村
で
は
、
こ
れ
ま
で
四
人
の
長
百
姓
が
一
人
ず
つ
年
番
交
代
で
河

岸
問
屋
を
つ
と
め
て
き
た
。
年
貢
の
廻
米
は
問
屋
が
引
き
受
け
、「
売
人
荷
物
」（=

一
般
の

商
品
、
年
貢
米
以
外
の
商
品
の
こ
と
か
）
は
船
主
共
が
勝
手
に
銘
々
引
き
受
け
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
近
年
、
長
百
姓
の
家
で
は
当
主
が
病
気
や
幼
年
の
た
め
、
問
屋
役
を
引
き
受
け
る

こ
と
が
で
き
ず
、
話
し
合
い
で
、
十
郎
右
衛
門
（
雨
宮
家
）
が
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
か

ら
去
々
年
寅
年
（
天
明
二
年=

一
七
八
二
）
ま
で
、
十
一
年
間
問
屋
役
を
務
め
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
て
、
十
郎
右
衛
門
は
金
百
両
の
冥
加
金
の
献
納
と
引
き
換
え
に

「
定
問
屋
」
と
な
る
こ
と
を
、
同
年
（
天
明
二
年
）「（
中
井
）
清
太
夫
様
御
役
所
」
へ
、
願

い
出
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
清
太
夫
と
は
、「
清
太
夫
芋
」（
じ
ゃ
が
い
も
）
で
有
名
な
代
官

中
井
清
太
夫
で
あ
る
。
彼
の
上
飯
田
代
官
所
の
在
任
期
間
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
～
六

年
（
一
七
七
七
）
で
、
そ
の
後
甲
府
代
官
所
に
移
っ
て
安
永
六
年
～
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

ま
で
在
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
十
郎
右
衛
門
と
は
、
天
明
四
年
十
二
月
二
日
に
亡
く
な
っ
て

い
る
雨
宮
家
第
十
七
代
の
十
郞
右
衛
門
遵
義
と
い
う
人
物
に
該
当
す
る
。

こ
う
し
た
雨
宮
十
郞
右
衛
門
の
行
動
に
対
し
て
、
鰍
沢
村
の
長
百
姓
や
一
般
の
百
姓
共
は
、

安
永
九
年
か
ら
天
明
四
年
に
か
け
て
上
飯
田
代
官
で
あ
っ
た
臼
井
吉
之
丞
の
役
所
に
吟
味
を

願
い
出
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
十
郞
右
衛
門
を
定
問
屋
に
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
年
番
で
お
こ

な
っ
て
き
た
鰍
沢
村
の
問
屋
制
度
が
壊
れ
る
。
②
十
郞
右
衛
門
が
問
屋
の
時
、
三
河
岸
の
う

ち
鰍
沢
河
岸
の
舟
を
利
用
せ
ず
、
青
柳
河
岸
・
黒
沢
河
岸
の
舟
で
駿
州
岩
渕
河
岸
ま
で
輸
送

し
た
。
酉
年
（
安
永
六
年
［
一
七
七
七
］）
五
十
七
艘
、
丑
年
（
天
明
元
年
［
一
七
八
一
］）

は
二
十
七
艘
で
、
私
欲
の
た
め
一
艘
か
ら
甲
銀
五
匁
を
河
岸
場
運
上
・
夫
銭
と
称
し
て
取
り

立
て
る
有
様
で
あ
っ
た
。
③
さ
ら
に
同
人
は
「
郷
士
」
と
称
し
苗
字
帯
刀
を
し
て
村
内
を
威
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沢
町
誌
』・『
富
士
川
水
運
史
』
と
『
長
野
県
史
』
南
信
編
に
掲
載
さ
れ
た
当
該
史
料
の
所
蔵

者
が
、
す
べ
て
鰍
沢
の
雨
宮
利
之
氏
で
あ
る
と
い
う
訂
正
が
、
少
し
で
も
世
に
広
ま
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
新
『
鰍
沢
町
誌
』
資
料
編
６８５
ペ
ー
ジ
で
は
、
雨
宮
利
之

家
文
書
史
料
番
号
48
を
「
鰍
沢
町
誌
収
集
資
料
雨
宮
家
文
書
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
雨

宮
利
之
家
文
書
」
で
間
違
い
な
い
。

本
誌
も
多
く
の
方
々
の
ご
援
助
を
受
け
て
、
雨
宮
家
文
書
の
大
部
分
を
何
と
か
活
字
と
し

て
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
文
書
は
諏
訪
藩
の
廻
米
を
解
明
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の

文
書
で
あ
り
、
先
述
の
『
長
野
県
史
』
南
信
編
に
も
、
約
十
万
点
と
い
わ
れ
る
長
野
県
諏
訪

地
方
の
地
元
の
古
文
書
を
差
し
お
い
て
、
県
外
の
六
点
の
雨
宮
家
文
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
本
史
料
は
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
甲
斐
国
内
に
お
け
る

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
富
士
川
水
運
に
お
け
る
鰍
沢
村
と
鰍
沢
河
岸
の
役
割
を
物
語
る
重

要
史
料
で
も
あ
る
。
筆
者
は
、
諏
訪
問
屋
雨
宮
家
文
書
は
、
少
な
く
と
も
山
梨
県
の
重
要
文

化
財
と
な
る
べ
き
価
値
を
も
つ
と
考
え
る
が
、
ま
ず
は
富
士
川
町
の
文
化
財
と
し
て
、
大
切

に
保
存
・
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

雨
宮
家
文
書
や
鰍
沢
河
岸
な
ど
富
士
川
水
運
史
に
つ
い
て
、
筆
者
に
は
ま
だ
多
く
の
言
及

す
べ
き
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
数
に
制
約
が
あ
る
た
め
、
他
日
を
期
し
た
い
。

�

（
菊
池
邦
彦
）

追
記雨

宮
利
之
さ
ん
と
親
交
の
あ
っ
た
秋
山
勝
司
さ
ん
か
ら
、
雨
宮
利
之
さ
ん
作
成
の
墓
所
の

配
置
図
（
右
ペ
ー
ジ
下
図
）
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
墓
碑
は
も
と
東
を
向
い
て
い
た
が
、

安
政
の
大
地
震
で
墓
石
が
倒
れ
、
そ
れ
を
再
建
し
た
も
の
が
現
状
で
あ
る
と
い
う
。
図
中
の

①
～
㉒
は
墓
碑
の
配
置
の
順
で
、
歴
代
の
順
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
唯
一
の
手
掛
か
り
が
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
六
月
の
「
乍
恐

以
書
付
奉
願
上
候
」（
史
料
番
号
21
）
で
あ
る
。
当
時
の
当
主
「
鰍
沢
河
岸　

問
屋　

雨
宮

与
一
左
衛
門
」
が
諏
訪
藩
の
御
作
事
方
に
願
い
出
た
文
書
中
に
、
次
の
一
節
が
あ
る
。「
私

儀
、
五
拾
余
年
奉
蒙
御
重
恩
、
御
問
屋
相
勤
候
ニ
付
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
保

九
年
の
雨
宮
家
当
主
与
一
左
衛
門
が
、
こ
れ
ま
で
五
十
余
年
間
、（
諏
訪
）
問
屋
を
勤
め
て

き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
年
か
ら
五
十
年
前
は
一
七
八
八
年
（
天
明
八
年
）、
与
一
左

衛
門
は
五
十
余
年
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
先
の
十
郎
右
衛
門
が
な
く
な
っ
た
天
明
四
年
も
こ

の
範
囲
内
に
入
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
天
明
四
年
十
二
月
に
な
く
な
っ
た
十
郎
右
衛
門
の
跡

を
与
一
左
衛
門
が
後
継
者
と
な
り
、
諏
訪
問
屋
の
仕
事
も
彼
が
受
け
継
い
で
、
天
保
九
年
ま

で
五
十
余
年
勤
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
諏
訪
問
屋
は
生
き
延
び
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
雨
宮
家
の
当
主
は
こ
れ
以
降
幕
末
ま
で
、
鰍
沢
村
の
村
役
人
（
名
主
・
長
百
姓
）

を
再
び
勤
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に　
富
士
川
町
郷
土
資
料
叢
書
も
本
誌
で
第
十
冊
目
と
な
る
。
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
深
く
考
え
ず
に
、
た
だ
目
の
前
の
史
料
を
ま
と
め
る
こ
と
に
邁
進
し
た
十
年
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
古
文
書
所
蔵
者
各
位
の
御
理
解
と
、
実
に
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
・
ご
援

助
で
こ
れ
ら
の
報
告
書
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
事
業
継
続
を
許
し
て
い
た
だ

い
た
、
富
士
川
町
教
育
委
員
会
や
富
士
川
町
当
局
に
も
感
謝
し
て
い
る
。

雨
宮
利
之
家
文
書
が
初
め
て
世
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
旧
『
鰍
沢
町
誌
』（
一
九
五
九
年

六
月
）
中
の
青
山
靖
「
富
士
川
水
運
史
」
と
斉
藤
良
一
「
富
士
川
水
運
考
」
と
い
う
二
つ
の

論
考
で
あ
っ
た
。
両
氏
は
い
ず
れ
も
諏
訪
問
屋
関
係
文
書
を
樋
口
喜
三
郎
家
の
史
料
と
し
て

い
る
。
青
山
氏
は
直
後
に
こ
の
執
筆
部
分
を
独
立
さ
せ
て
、『
富
士
川
水
運
史
』（
一
九
五
九

年
七
月
）
と
い
う
単
著
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
所
蔵
者
名
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ

の
理
由
は
、
推
理
す
る
し
か
な
い
が
、
当
時
の
雨
宮
家
の
後
見
人
で
あ
っ
た
樋
口
喜
三
郎
氏

（
後
に
樋
口
藤
平
氏
）
の
名
前
が
、
所
蔵
者
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
雨
宮
家
文
書
の
管
理
も
同

氏
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
の
『
長
野
県
史
』
近
世
資
料

編
第
三
巻
南
信
編
（
一
九
七
五
年
）
に
お
い
て
も
、
三
年
分
の
抄
録
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
諏

訪
藩
の
廻
米
記
録
を
除
き
、
他
は
す
べ
て
樋
口
氏
が
所
蔵
者
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
雨
宮
利
之
氏
に
と
っ
て
大
変
口
惜
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
雨
宮
家
文
書

の
中
に
は
、
当
時
の
長
野
県
史
南
信
編
担
当
者
と
樋
口
家
の
双
方
か
ら
提
出
さ
れ
た
、
当
該

文
書
は
「
雨
宮
利
之
家
文
書
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
」
旨
の
証
文
が
二
枚
残
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
一
般
の
人
々
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
本
来
雨
宮
利
之
家
文

書
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
さ
れ
な
い
。
本
誌
の
印
刷
部
数
は
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
旧
『
鰍
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年
廿
六
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
お
な
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

お　

な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
六
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
き
く
義
普
代　
　
　
　
　
　
　
　

き　

く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
八
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
お
な
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

お
ん
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
九
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
お
る
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

お　

る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
五
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
お
ま
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

お　

ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
六
才

　
　
　

当
村
法
華
宗
蓮
華
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
女
お
き
い
義
普
代　
　
　
　

お
き
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
五
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
さ
く
ら
義
右
同
断　
　
　
　
　
　

さ
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
七
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
ふ
く
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

ふ　

く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
お
ま
で
義
右
同
断　
　
　
　
　
　

お
ま
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
お
ひ
し
義
普
代　
　
　
　
　
　
　

お
ひ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
一
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
門
屋
弥
五
右
衛
門
義
船
頭
か
け
罷
有
候　

弥
五
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
一
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
八
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
八
右
衛
門
義
右
同
断　
　
　
　
　

八
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
一
才

　
　
　

当
村
法
花
宗
蓮
花
寺
旦
那
㊞

　

八
右
衛
門
女
房
儀
譜
代　
　
　
　
　
　
　
　

女　

房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
九
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
男
市
郞
兵
衛
義
普
代　
　
　

市
郞
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
六
十
七
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
茂
次
右
衛
門
義
譜
代　
　
　
　
　

茂（
茂
次
右
衛
門
）

左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
一
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
与
五
左
衛
門
義
右
同
断　
　
　
　

与
五
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
一
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
女
お
さ
義
普
代　
　
　
　
　

お　

さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
六
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
お
つ
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

お　

つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
六
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
ま
ん
つ
る
義
右
同
断　
　
　
　
　

ま
ん
靏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
一
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
あ
ぐ
り
儀
右
同
断　
　
　
　
　
　

あ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
四
才

　
　
　

当
村
法
花
宗
蓮
華
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
女
ち
や
く
り
義
普
代　
　
　

ち
や
ぐ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
九
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
ひ
め
義
普
代　
　
　
　
　
　
　
　

ひ　

め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
七
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
女
う
め
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

う　

め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
五
十
八
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
松
右
衛
門
義
普
代　
　
　
　
　
　

松
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
加
左
衛
門
義
譜
代　
　
　
　
　
　

加
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
六
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
傳
左
衛
門
儀
普
代　
　
　
　
　
　

傳
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
八
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
三
九
郞
義
右
同
断　
　
　
　
　
　

三
九
郞
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
四
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
新
蔵
儀
普
代　
　
　
　
　
　
　
　

新　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
六
才

　
　
　

法
華
宗
当
村
蓮
花
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
男
㐂
右
衛
門
義
普
代　
　
　

㐂
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
六
十
三
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
茂
兵
衛
儀
普
代　
　
　
　
　
　
　

茂
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
三
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
弥
右
衛
門
義
右
同
断　
　
　
　
　

弥
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
六
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
清
兵
衛
儀
普
代　
　
　
　
　
　
　

清
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
一
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
新
五
兵
衛
儀
普
代　
　
　
　
　
　

新
五
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
九
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
金
十
郞
義
右
同
断　
　
　
　
　
　

金
十
郞
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
四
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
弥
平
義
普
代　
　
　
　
　
　
　
　

弥　

平
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
二
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
娘
お
よ
義
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候　
　
　
　

お　

よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
五
才

　
　
　

当
村
法
華
宗
妙
大（
臺
）寺
旦
那
㊞

　

六
郎
兵
衛
娘
お
ん
な
義
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候　

お
ん
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
一
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
子
小
蔵
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

小　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
五
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
男
虎
之
助
義
普
代　
　
　
　
　

と
ら
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
九
才

　
　
　

当
村
法
華
宗
経
王
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
新
五
右
衛
門
義
普
代　
　
　
　
　

新
五
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
三
才

　
　
　

当
村
法
華
宗
妙
大（
臺
）寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
三
左
衛
門
義
普
代　
　
　
　
　
　

三
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
六
十
一
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

三
左
衛
門
女
房
義
普
代　
　
　
　
　
　
　
　

女　

房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
五
十
一
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下（
下
男
）女
与
五
兵
衛
義
普
代　
　
　

与
五
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
五
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
角
兵
衛
義
右
同
断　
　
　
　
　
　

角
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
一
才

　
　
　

当
村
法
華
宗
妙
大（
臺
）寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
男
加
右
衛
門
義
普
代　
　
　

加
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
七
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
茂
左
衛
門
義
普
代　
　
　
　
　
　

茂
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
一
才

　
　
　

法
花
宗
当
村
蓮
久
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
茂
右
衛
門
義
右
同
断　
　
　
　
　

茂
右
衛
門
㊞

【
史
料
3
】
天
和
二
年（
一
六
八
二
）の
雨
宮
与
一
左
衛
門
家
族

　
　
　

小
室
村
法
華
宗
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
与
一
左
衛
門
儀
当
村
生
之
者
ニ
而

　
　

御
百
姓
か
け
罷
有
候　
　
　
　
　
　
　

与
一
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
五
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
女
房
義
甲
府
青
沼
町
忠
左
衛
門
娘　

女　

房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
九
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
子
彦
左
衛
門
義
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候　

彦
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
娘
お
は
つ
義
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候　
　

お
は
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
二
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
娘
さ
ん
義
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候　
　
　

さ　

ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
八
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
娘
お
け
さ
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

お
け
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
六
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
弟
弥
五
右
衛
門
義
兄
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候　
弥
五
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
八
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

弥
五
右
衛
門
女
房
儀
河
内
領
飯
冨
村
弥
次
兵
衛
娘　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女　

房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
五
才

　
　
　

小
室
村
法
華
宗
妙
法
寺
旦
那
㊞

　

弥
五
右
衛
門
子
三
郎
義
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候 

三　

郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
五
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
妹
ひ
め
義
兄
ニ
懸
り
罷
有
候　
　
　
　

ひ　

め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
八
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
妹
お
ん
ぢ
や
う
義
右
同
断　
　
　
　
　

お
ん
ぢ
や
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
五
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
妹
ま
ん
義
右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　

ま　

ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
三
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
男
権
左
衛
門
義
譜
代　
　
　

権
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
七
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

権
左
衛
門
女
房
当
村
生
之
者
ニ
て
御
座
候　

女　

房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
四
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
男
七
蔵
儀
譜
代　
　
　
　
　

七　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
二
才

　
　
　

同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
下
男
佐
右
衛
門
義
普
代　
　
　
　
　
　

佐
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
八
才

　
　
　

当
村
法
華
宗
蓮
久
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
下
男
六
右
衛
門
義
普
代　
　
　

六
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
六
十
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

六
右
衛
門
女
房
義
普
代　
　
　
　
　
　
　
　

女　

房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
才

　
　
　

当
村
法
花
宗
妙
臺
寺
旦
那
㊞

　

与
一
左
衛
門
抱
屋
六
郞
兵
衛
義

　
　
　
　
　
　

当
村
生
之
者
ニ
而
御
座
候　
　
六
郞
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
四
十
八
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

六
郞
兵
衛
女
房
義
当
村
藤
兵
衛
娘　
　
　
　

女　

房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
八
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
子
与
左
衛
門
儀
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候　
与
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
廿
七
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
子
六
蔵
儀
右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　

六　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十
六
才

　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

同
人
子
庄
之
助
儀
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

庄
之
介
㊞

─　119　─ ─　118　─
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富
士
川
水
運
資
料
⑥ 

　
　
　

諏
訪
高
嶋
藩
廻
米
問
屋

�

雨　

宮　

利　

之　

家
文
書

　

二
〇
二
六
年
（
令
和
八
年
）
三
月
三
十
日
発
行

　
　
　
　
　

〒
四
〇
〇

－

〇
五
九
二

　
　
　
　
　
　

富
士
川
町
天
神
中
條
一
一
三
四

　

発　

行　

富
士
川
町
教
育
委
員
会

　

印　

刷　

株
式
会
社
サ
ン
ニ
チ
印
刷

協
力
者　

雨
宮　

良
美

　
　
　
　

深
澤　

眞
二

　
　
　
　

深
澤　

浩
美

　
　
　
　

後
藤　

元
子

　
　
　
　

原
田　

正
子

　
　
　
　

内
田
五
十
鈴

　
　
　
　

秋
山　

勝
司

　
　
　
　

諸
角　

和
夫

　
　
　
　

深
澤　

悦よ
し

夫お

（
本
町
山
車
保
存
会
会
長
）

　
　
　
　

井
上　

國
勝

　

富
士
川
町
立
図
書
館

富
士
川
町
教
育
委
員
会

　

担
当　

深
澤　

五
月
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